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１ はじめに 
 

（１）平成 29年度 京都市基本計画実施状況（報告）について 

京都市では，昭和 53年の「世界文化自由都市宣言」に基づき，平成 11年 12月に「京

都市基本構想（平成 13年～平成 37年）」を策定し，その具体化に向けた第 2期の基本計

画として，平成 22 年 12 月に市会の議決を得て，平成 23 年度から 10 年間の都市経営の

基本となる「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」（以下「京プ

ラン」といいます。）を策定しました。 

京プランは，「生活者を基点に，参加と協働で地域主権時代を切り拓く」という「都

市経営の理念」の下，10年後にめざすべき 6つの「京都の未来像」を実現するために，

特に優先的に取り組むべき 11 の「重点戦略」と，市全体の総合的な政策体系を示す 27

分野の「政策の体系」，政策推進の基盤となる行政経営の方針である「行政経営の大綱」

を掲げたものです。 

京プランの推進に当たっては，平成 28 年 3 月に策定した「「はばたけ未来へ！ 京プ

ラン」実施計画（第 2ステージ）（平成 28年度～平成 32年度）」（以下「実施計画」とい

います。）や各分野別の計画等において，政策の実効性を確保するための個別具体的な

事業等を掲げて取組を進めてきました。 

この報告書は，「京都市会基本条例」に基づき，毎年度の京プランの実施状況を報

告・公表するために，「京都の未来像」，「重点戦略」，「政策の体系」及び「行政経営の

大綱」について，特に重要な事業等の進捗等をまとめたものです。 

今後も，京プランの「都市経営の理念」の下，政策の進化を図りながら，「京都の未

来像」の実現をめざして取り組んでまいります。 

 

 

＜参考＞ 京都市会基本条例（抄） 

  （市会の議決に付すべき事件等） 

第 18条 

2 市長は，毎年度，前項第 1号に規定する基本計画の実施状況を市会に報告しなけ 

ればならない。 
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政策推進の基盤 

 

 

（２）京プランの構成 

 

  はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画） 
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２ 平成 29年度の概況 
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 この章では，京プランに掲げた京都の未来像及び行政経営の大綱ごとの「進捗状況と今後

の取組」について，平成 29年度の主な取組や，政策評価制度における市民生活実感評価等

を基に，総括的な概況を記載しています。 

地球環境にくらしが豊かに調和する 

「環境共生と低炭素のまち・京都」 

 
 

めざすべき京都の姿（未来像） 

ものづくりの伝統に裏打ちされた匠のわざや最先端の技術を用いた環境産業が新たな雇用

を生み，公共交通を優先するまちづくりがくらしやすさや訪れやすさを高め，三山の森と  

まちなかの緑がすべての市民に潤いと癒しを与えるといった，低炭素のまちづくりに   

ひとびとのくらしの豊かさが調和したまちをめざしています。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，「地球温暖化対策計画」や「エネルギー政策推進のための戦略」

に基づく省エネ・創エネの普及拡大，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の推進，緑と

自然環境の保全，ごみ減量など，環境にやさしい低炭素・循環型のまちづくりとライフスタ

イルの転換の取組を，市民ぐるみで進めています。また，今後の成長分野として期待される

グリーン（環境・エネルギー）産業の振興に取り組んでいます。 

（平成 29年度の主な取組） 

 ・ 地球環境京都会議 2017（KYOTO＋20）を開催し，「持続可能な都市文明の構築を目指す

京都宣言」を発表 

・ 国から「バイオマス産業都市」に認定されたことを踏まえ，「京都市バイオマス産業

都市構想」を策定 

・ 使用済小型家電から回収した「金」を 100％使用した京都マラソン 2018の優勝メダル

の制作及び使用済小型家電を活用した祇園祭山鉾の金工品修復等に関する協定の締結 

・ 食品ロス半減に向けた，食べ残しゼロ推進店舗の拡大及びスーパー等において販売期

限を賞味期限まで延長して販売したことによる廃棄抑制効果等の調査を実施 

・ 地下鉄とバスが乗り放題となる「地下鉄・バス一日券」及び「地下鉄・バス二日券」

の 300円の値下げ及び京阪バス（山科・醍醐地域）への利用範囲の拡大を実施 

・ 市バスの混雑対策として「前乗り後降り」方式の実証実験を実施 

・ 京北ふるさとバスの一部路線で，公共交通社会実験の結果を踏まえた本格運行を開始 

・ 「歩いて楽しいまちなかゾーン」における歴史的都心地区南側の整備を完了させると

ともに，西側の整備に着手 

・ 自転車保険加入義務化に向けた全国初の電話相談窓口を市府共同で運営開始 

・ 市街地での緑化の方針を定めた「市街地緑化の在り方」の策定 
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ごみ減量については，市民ぐるみで取り組んできた結果，ピーク時の 82 万トンが平成 29

年度には 41.3 万トンまで減量が進んでおり，市民実感でも「大変良い状況にある」との評

価を得ています。一方で，ごみ減量のペースが大幅に鈍化しており，目標として掲げるごみ

量をピーク時の半分以下（39万トン）とするため，市民，事業者の皆様とともに，食品ロス

の削減や紙ごみの分別徹底など，更なるごみ減量に向けた取組を推進してまいります。 

地球温暖化対策については，エネルギー消費量の削減が進んだものの，東日本大震災以降，

電気の排出係数の悪化により，温室効果ガス排出量の削減率が小幅に留まっていることから，

市民，事業者の皆様と，徹底した省エネや太陽光，小水力，バイオマス等の再生可能エネル

ギーの更なる普及拡大，産学公連携によるイノベーション創出等を一層進めてまいります。 

「歩くまち・京都」の実現に向けては，自動車分担率，入洛時マイカー利用割合ともに減

少傾向にあり，取組が着実に前進しているものの，観光客の急増による交通機関やターミナ

ルにおける混雑が新たな問題となっています。混雑対策として，市バスの「前乗り後降り」

方式の導入や地下鉄・バス一日券の PR による地下鉄利用の更なる促進等，市民・観光客の

双方にとって快適な公共交通を目指し，取組を進めてまいります。 

（主な市民生活実感評価） ※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

過度な自動車利用を控え，歩くことを中心としたライフ 

スタイル（くらし方，生き方）が大切にされている。 
ｃ ｃ 

歩いてこそ魅力を満喫できるまちとなっている。 a a 

京都での移動には公共交通が便利である。 ｂ ｂ 

まちなかや観光地において，自動車による渋滞が減っている。 ｄ ｄ 

京都は緑が豊かである。 ａ ａ 

ごみを出さないようなくらしと事業活動が広がっている。 ａ ａ 

ごみのリサイクルが進んでいる。 ａ ａ 

環境にやさしい技術やエネルギーの活用が進んでいる。 ｃ ｃ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

エネルギー消費量削減率 

＜22年度比＞ 

― 

 

13.2％  

（28年度） 

再生可能エネルギー導入量 530テラジュール 

（22年度） 

917テラジュール 

（28年度） 

ごみの市受入量 82万トン 

（12年度） 

41.3万トン 

（29年度） 

自動車分担率（すべての交通手段の

中で自動車交通が利用される比率） 

28.3％ 

（12年度） 

22.6％ 

（29年度） 
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 歴史・文化を創造的に活用し，継承する 
「日本の心が感じられる国際都市・京都」 

 
 

めざすべき京都の姿（未来像） 

千年の悠久の歴史に培われた豊かな文化と奥深い伝統に彩られたまち・京都に対する一層

の愛着と誇りをもち，「住んでよし訪ねてよし」の国際文化観光都市であり続けることを  

めざしています。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，京都らしく美しい景観や永年の歴史に育まれてきた文化を守り，

いかし，継承する取組，「世界があこがれる観光都市」の実現に向けた取組，住む人にも，

訪れる人にも魅力的な国際都市であり続けるための取組など，京都ならではの歴史・文化を

創造的に活用し，次世代に継承する施策を展開しています。 

（平成 29年度の主な取組）  

 ・ 文化庁の京都への全面的な移転の推進 

   （先行移転となる文化庁地域文化創生本部の設置及び記念式典の開催等） 

・ 「歴史的景観の保全に関する具体的施策」を制度化するため，「京都市眺望景観創生

条例」及び「京都市市街地景観整備条例」等の改正，「京都市景観計画」の改訂を実施 

・ 京町家を次世代に引き継ぐための施策等を盛り込んだ「京都市京町家の保全及び継承

に関する条例」を制定 

 ・ 京都文化力プロジェクト 2016-2020の推進 

   （リーディング事業「東京キャラバン in京都・二条城」の開催等） 

・ 「東アジア文化都市 2017」の開催（29年 2月～11月） 

・ 「大政奉還 150周年記念プロジェクト」の開催（29年 1月～30年 3月） 

・ 「明治 150年・京都のキセキ・プロジェクト」キックオフイベントの開催 

・ 京都市美術館再整備の着工 

 ・ まち・ひと・こころが織り成す京都遺産に，「明治の近代化への歩み」，「千年の都の

水の文化」，「京町家とその暮らしの文化」の 3件を認定  

・ 宿泊施設の立地制限区域において，地域特性を最大限に活用し，地域活性化及び京都

経済の発展に資する宿泊施設を誘致する「京都市上質宿泊施設誘致制度」を開始 

・ 「民泊」の適正化指導の強化に向け，各区の衛生部門を集約した医務衛生センターに

「民泊」対策専門チームを設置。「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための

措置に関する条例」及び「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基

準等に関する条例の一部を改正する条例」の公布 
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京都の文化芸術を世界に発信するとともに，国内外の都市や市民相互の文化交流を促進す

るため，東アジア文化都市 2017や大政奉還 150年，明治 150年などのプロジェクトに取り組

んだ結果，市民実感において「文化芸術にかかわる活動が盛んであると思う市民の割合」が

増加しています。文化庁の京都への全面的な移転を見据えて，引き続き文化芸術振興に取り

組むとともに，文化を基軸としたあらゆる政策の連携・融合を推進してまいります。 

景観に関する市民実感は概ね高い評価を得ていますが，歴史的景観を構成する重要な寺

院・神社やその周辺における景観に影響を与えかねない事例の発生や京町家の急速な減少等

の問題に直面していることから，規制の強化と支援策の拡充を図り，所有者，事業者，地域

団体等との連携・協力の下，景観保全に取り組むとともに，新たに優れた景観を創造する取

組を推進してまいります。また，新景観政策 10 周年を契機に実施したシンポジウムでの議

論等を踏まえて，新景観政策の更なる進化について検討を深めてまいります。 

「世界があこがれる観光都市」の実現に向けて取り組んだ結果，観光消費額，宿泊客数と

もに過去最高を更新するなど，これまでの取組が着実に実を結んでいます。一方で，外国人

観光客の急増に伴うマナー問題，観光客の集中による混雑や違法民泊等の課題が生じていま

す。特に「民泊」については，条例をはじめとする本市独自ルールを定め，適正な運営の確

保に向けた指導を徹底するなど，市民生活と観光の調和を図り，「住んでよし訪ねてよし」

の国際文化観光都市であり続けるための取組を進めてまいります。 

（主な市民生活実感評価） ※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

 市民の生活に文化芸術がとけ込んでいる。 ｃ ｂ 

 文化・芸術活動によって，京都のまち全体が活気づいている。 ｂ ｂ 

 京都は，市民にとってくらしやすい観光都市である。 ｂ ｃ 

 京都の個性的な町並み景観が守られている。 ｂ ｂ 

身近に誇りや愛着を持てる町並みや風景がある。 ａ ａ 

 京都は，文化資産の継承，環境にやさしい取組などを通し

て，平和都市として国際社会に貢献している。 

ｂ ｂ 

 京都では，市民，民間レベルでのさまざまな国際交流が盛ん

である。 

ｂ ｂ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

「京都では，文化芸術にかかわる活

動が盛んである」と思う市民の割合 

75.7％  

（23年度） 

81.4％ 

（29年度） 

観光消費額 6,492億円 

（22年）   

1兆 1,268億円 

（29年） 

「京都のおもてなし度」に対する

「大変そう思う」の回答割合 

日本人 10.4％(23年) 

外国人 53.8％(27年) 

日本人 16.3％ 

外国人 53.8％ 

（29年） 
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 伝統と知恵を生かし，豊かな生活を支える 

「環境と社会に貢献する産業を育てるまち・京都」 
 

めざすべき京都の姿（未来像） 

環境問題をはじめ現代社会が抱える課題から需要を掘り起こし，これまで培ってきた価値

観や知恵などをいかして，世界市場をも視野に入れた新たな産業を育成することで地場産業

や農林業も活性化し，雇用を創出するとともに課題解決に貢献する好循環をつくり出します。  

これにより，豊かな生活や社会を支える経済基盤が確立したまちをめざしています。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，地域経済を支える中小・ベンチャー企業支援，新産業の創造や社

会的課題の解決に取り組む企業への支援，企業立地支援，農林業振興など，京都の強みを最

大限に生かした成長戦略を展開しています。また，国や京都府とも連携した雇用・就業対策

に取り組んでいます。 

（平成 29年度の主な取組） 

 ・ (公財)京都高度技術研究所による中小・ベンチャー企業への経営支援や，京都市ス

タートアップ支援ファンドによる投資等の支援を実施 

 ・ ものづくりベンチャー企業の事業化支援等の拠点「Kyoto Makers Garage」の開設 

・ 「京都市中小企業未来力会議」から生まれた異業種等連携によるビジネスプランの試

行実施を支援する「京都市中小企業未来力創出支援事業」を開始 

 ・ 中小企業支援の拠点となる京都経済センター（仮称）の建設工事をオール京都で実施 

 ・ 京都商工会議所と連携し，伝統産業をはじめとする「京もの」の海外市場開拓を支援 

 ・ 医療，健康・福祉・介護，地場ライフサイエンス分野の産業振興の推進 

 ・ 多様な地域資源を活かした，マンガ，アニメ等のコンテンツ産業の振興の推進 

 ・ ソーシャルビジネスへの支援を展開するため，京都市ソーシャルイノベーション研究

所（SILK）を核とした産学官金の連携による各種サポートを実施 

 ・ 久我の工業専用地域における企業立地促進制度などの拡充及び，未来の京都の成長・

発展を支える学術研究・先端産業等用地の創出について有識者等の意見を踏まえ検討 

 ・ 生鮮食料品の京都ブランドの確立や京の食文化の発信を通じた消費拡大を図るため，

中央卸売市場第一市場及び中央卸売市場第二市場の再整備，施設改築を推進 

 ・ 宿泊業や飲食サービス業など非正規雇用率の高い業種における正規雇用促進に向け，

生産性向上に向けた専門家の派遣，従業員能力向上を目的としたセミナーを開催 

 ・ 大規模集約型林業の試行実施に向けて，森林所有者への経営意向調査を実施 
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京都の景気は，平成 29年の府内有効求人倍率が 1.50倍となり前年より 0.19ポイント上

昇し，完全失業率も 2.7％と低い水準にあるなど，全体として回復を続けています。一方

で，望まざる非正規雇用が依然として一定存在しており，「いきいきと働ける場を得る機

会」の実感度は前年度から横ばいの状況となっていることから，正規雇用の拡大など，雇用

の質の向上に引き続き取り組んでまいります。また，特に中小企業において，担い手不足の

深刻度が増していることから，労働生産性の向上，担い手確保のためにも，実効性のある

「働き方改革」を推進できるよう，支援してまいります。 

次世代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業を発掘し，成長を促進するため，こ

れまでの経営支援や金融支援に加えて，ものづくりベンチャー企業の事業化支援に取り組む

とともに，中小企業の新たなビジネスプランの創出を支援しています。「新産業や知恵産業

の創造を牽引する企業の認定数」も着実に増加しており，京都の知恵や特色，企業独自の強

みを生かした産業振興が進んでいます。一方で，中小企業において，経営者の高齢化と後継

者不在が喫緊の課題となっていることから，国，京都府，経済団体等との連携の下，事業承

継に向けた支援に取り組んでまいります。 

市内企業の事業拡大や新たに京都市内へ進出を希望する企業のニーズに十分応えるための

用地が不足していることから，久我の工業専用地域において産業用地の創出に向けた取組を

進めるとともに，大学の集積など本市の特性を活かした産業集積を図るため，学術研究・先

端産業等の集積のあり方を研究し，用地創出に向けた調査・検討などを進めてまいります。 

（主な市民生活実感評価） ※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

 京都では，産業界・大学・行政などが連携して，企業

の誘致や事業環境の整備を進めている。 

ｂ ｂ 

 京都の特色を生かした産業活動が行われている。 ｂ ｂ 

 京都の農林業は，環境に負荷をかけない栽培の取組や 

森林の整備を通して，地域社会に役立っている。 

ｃ ｃ 

 ソーシャルビジネス（社会的企業）が育ってきている。 ｃ ｃ 

 働くことを希望するひとがいきいきと働ける場を得る 

機会がある。 

ｃ ｃ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

新産業や知恵産業の創造を牽引する

企業の認定数 

187件 

（22年度） 

344件 

（29年度） 

「いきいきと働ける場を得る機会」

の実感度 

11％ 

（23年度） 

21％ 

（29年度） 
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だれもがともに学び成長し，未来を担う若者が育つ 

「学びのまち・京都」 

 

めざすべき京都の姿（未来像） 

ともに学び成長する喜びを分かち合いながら，京都，日本，世界の未来を担う若者を，   

みんなで育て合う，学びのまちをめざしている。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，「大学のまち・学生のまち」の強みを生かした学びの環境の充実，

地域活動や文化芸術，伝統産業等の未来の担い手となる青少年の成長支援，市民ぐるみで

「生きる力」を育む学校教育や生涯学習の充実等に取り組んでいます。 

（平成 29年度の主な取組） 

 ・ 地域と連携する大学を応援する「学まち連携大学」促進事業の実施と，大学・地域連

携の事例を広く発信する「大学・地域連携サミット」の開催 

 ・ 芸術家や世界に誇る創造的なひとを育成する京都市立芸術大学の移転整備に向け，基

本設計に着手 

 ・ 留学生に対して，京都市内の企業の魅力発信や，就職活動に関する情報提供等を行う

就職支援マッチングサイト「ハタ洛」の開設・運営，留学生と企業の抱える課題を解決

するためのセミナーや交流会の開催  

 ・ 「ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業」や「市立高校を対象とした『茶道』

を中心としたおもてなし事業」など，子どもたちが「伝統文化や伝統産業のほんものの

魅力」を学ぶ機会の拡充 

・ 伝統産業の後継者育成に向けた若手職人等就業支援事業において，新規雇用者の指導

等に対する支援を実施 

 ・ 確かな学力の定着と自学自習の習慣化につなげる「小中一貫学習支援プログラム」の

実施回数の拡充及び市立中学校での未来スタディ・サポート教室の全校への拡大 

 ・ 保護者・地域住民・教職員が一体となって学校運営に参画・行動する「学校運営協議

会」の設置校を 241校園に拡大 

 ・ 下京雅小学校を開校するとともに，向島中学校区・京北地域における小中一貫教育校

の創設に向けた取組，紫野小学校と楽只小学校の統合に向けた取組を推進 

 ・ 新しい定時制単独高校の創設に向け，「『新定時制単独高校の創設に係るワーキンググ

ループ』まとめ」を策定し，具体化に向けた検討を実施したほか，新普通科系高校の創

設，銅駝美術工芸高校の移転など，魅力ある市立高校改革の推進に向けた取組を推進 

 ・ 京都市図書館において，京都市立芸術大学との相互貸借の開始や京都府立図書館との

相互返却の試行実施を行うなど，市民の読書環境を向上 
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世界中の学生が憧れる「大学のまち」の実現に向けて取り組んだ結果，「本市で学ぶ学生

数が全国の学生数に占める割合」が着実に増加しており，留学生数も平成 29年度には 8,300

人を超えるなど，「大学のまち・学生のまち」としての魅力が向上しています。今後，18 歳

人口の減少などにより大学を取り巻く情勢は一段と厳しくなることから，更なる大学間連携

の推進により学びの環境を充実させるなど，京都で学ぶ魅力の向上を図ってまいります。ま

た，留学生数 15,000 人の目標達成に向けて，留学生誘致や受入環境整備，就職支援など，

より一層取組を推進してまいります。 

生活様式の変化に伴い，暮らしの中に息づく文化を感じる機会が減少しているため，子ど

もたちが伝統文化や伝統産業等のほんものの魅力を学ぶ機会をより一層充実させ，未来の担

い手育成を図るとともに，引き続き京都の強みを生かして豊かな感性と人間性を育んでまい

ります。 

京都で多くの若者が学んでいる一方，卒業と同時に市外に転出する傾向が見られます。京

都で働くことを希望する若者の期待に応えるため，若者と中小企業の交流の促進や大学への

出張セミナーに取り組むなど，京都で住み続ける若者を増やす取組を進めてまいります。加

えて，「大学のまち京都」として，京都で活躍する若者のみならず，ふるさとに戻り地域に

貢献する若者や世界で活躍する若者など，多様な分野でリーダーとなる，世界に貢献できる

若者を育ててまいります。 

（主な市民生活実感評価） ※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

 京都は，「大学のまち」として学びの環境が充実し,多

様な伝統文化芸術等に触れる機会に恵まれている。 

ａ ａ 

 生涯にわたって自ら学習したことが，仕事や社会活動

に役立っている。 

ｃ ｃ 

 子どもを社会の宝として社会全体で育む意識と行動が

広がっている。 

ｃ ｃ 

 青少年が自分の生き方や将来像を思い描けている。 ｃ ｃ 

 京都ならではの伝統文化や環境の教育が，社会を担え

る人材の育成に役立っている。  

ｂ ｂ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

留学生数 5,592名 

（22年度） 

8,317名 

（29年度） 

青少年（30 歳以下）が参画している審議会

等の割合 

10.5％ 

（22年度） 

21.1％  

（29年度） 
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いのちとくらしを守り，安心・安全で幸福を実感できる 

「支え合い自治が息づくまち・京都」 
 

めざすべき京都の姿（未来像） 

子どもからお年寄りまで，すべてのひとびとのいのちとくらしが守られ，互いに尊厳を  

認め合い，支え合うとともに，だれにも居場所があり，ひとのつながりが豊かで，心安らか

に幸福を実感できるまちをめざしています。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，地域コミュニティの活性化に向けた取組，市民生活の安心・安全

を守るしくみの充実，高齢者や障害のあるひとなどへの福祉の充実，保健衛生・医療の充実，

防災対策の充実など，市民，事業者との協働による安心・安全なまちづくりを進めています。 

（平成 29年度の主な取組） 

 ・ 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづくり支

援事業予算」の更なる充実 

 ・ 自治会・町内会への加入促進等に取り組む「地域力アップキャンペーン月間」を実施 

・ 京都府警察と協定を締結した「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ

推進運動」において，地域の特性・課題に応じた取組を全行政区で推進 

 ・ 地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉セン

ターの施設一体化に向けた基本計画を策定 

 ・ 「社会的孤立」等の状態にある方や複合的な課題を抱える方を適切な支援に結び付け

る「地域あんしん支援員」を市内の全行政区に配置 

 ・ オール京都でウォーキングをはじめとする市民の主体的な健康づくりを応援するス

マートフォンアプリ「健康長寿のまち・京都いきいきアプリ」の配信を開始 

 ・ 「京都市第 2次防災対策総点検」の実施及び「京都市国土強靱化地域計画」の策定 

 ・ 将来の京都市の発展にとって真に必要な道路ネットワークについて，広域的な視点か

らの議論を踏まえた「京都市の将来を見据えた道路ネットワークの在り方」のとりまと

め 

・ イノシシの市街地への出没対策のため，出没調査を行い，侵入経路の特定及び防除，

捕獲檻による捕獲を実施 

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」を，市民，京都市，京

都府警察等の連携の下，全区において展開した結果，平成 29 年の市内における刑法犯認知

件数及び交通事故による死傷者数が，平成 22 年と比べて半減するなど，犯罪や事故の少な

い安心・安全なまちづくりが大きく前進しています。 

また，制度の狭間や支援拒否といった，福祉的な支援が必要であるにもかかわらず，支援

につながっていない方等に対して，継続して寄り添いながら，適切な支援に結び付ける「地

域あんしん支援員」を市内の全行政区に配置し，地域や関係機関と連携のもと，世帯の生活
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課題の改善に取り組むなど，多くの地域住民や関係機関の協働による見守り，助け合いと

いった支援のネットワークを構築し，地域の特性を生かした支え合い活動を促進しています。 

一方で，地域の安心・安全をはじめ住みよいまちづくりの基本となる地域コミュニティの

活性化については，中核となる自治会等への加入率の向上に向けて，地域力アップキャン

ペーンや住宅関連事業者等と連携した加入促進に取り組んでいるものの，総世帯数が増加し

ていることから，自治会等加入率は平成 22 年度と比較して微減となっています。今後も，

多くの地域住民が地域の活動に参加できる環境づくりが重要であることから，学校・PTA を

はじめ，企業，NPOと地域団体の連携強化や協働の機会を充実するなど，「支え合い自治が息

づくまち・京都」の実現を目指してまいります。 

災害に強いまちの実現に向けて，平成 28 年の熊本地震等における防災拠点の被災等の新

たな課題を踏まえた京都市第 2 次防災対策総点検や，京都市国土強靱化地域計画におけるリ

スクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）ごとの防災・減災対策の脆弱性評価に基づき，

新たな課題や評価で洗い出された弱点の克服に取り組み，災害対応能力のさらなる向上を

図ってまいります。また，将来の京都市の発展にとって真に必要な道路ネットワークについ

て，有識者等に広域的な視点から議論いただき，とりまとめた「京都市の将来を見据えた道

路ネットワークの在り方」の実現に向け，国等と議論を深めてまいります。 

（主な市民生活実感評価） ※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

 互いの人権を尊重し合う習慣と行動が広がっている。 ｃ ｃ 

 犯罪や事故など万が一のことがあっても，お互いに助

け合えるまちである。 
ｃ ｃ 

 地域の組織の活動が盛んである。 ｂ ｃ 

 社会的に弱い立場にある高齢者や障害のあるひとが，

地域ぐるみで見守られている。 
ｃ ｃ 

 利用しやすく頼れる医療や検診の機関がある。 ａ ｂ 

 防災意識の向上とともに，地域ぐるみの災害対応力が

高まっている。 
ｂ ｂ 

 大雨が降っても，身近な地域で浸水の被害は起こって

いない。 
ｂ ｂ 

 地域のひとが，環境や子育て，青少年の育成などの地

域の課題に，自分たちで取り組んでいる。 
ｃ ｃ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

自治会等加入率 70％ 

（22年度） 

68.5％ 

（28年度） 

市所管の NPO法人数 768件 

（23年度） 

846件 

（29年度） 

京都市内における犯罪件数 

（刑法犯認知件数） 

27,832件 

（22年） 

12,770件 

（29年） 
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 人間らしくいきいきと働き，家庭・地域で心豊かに生活できる 

「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」 
 

めざすべき京都の姿（未来像） 

人間らしくいきいきと働き，豊かな家庭生活を築き，地域社会に積極的に参加・貢献する

とともに，健康で文化的に学び憩うときと空間を確保することを理想とする「真のワーク・

ライフ・バランス」が実現できる，ひとびとをひきつけるまちをめざしています。 

 

進捗状況と今後の取組 

未来像の実現を目指し，誰もが働きやすい職場づくりを推進する企業・事業者への支援，

保育所や介護サービス基盤の整備などの子育てや介護の負担軽減の取組，地域活動や社会貢

献活動に参加できる機会の充実のほか，普及啓発や情報発信による社会全体の機運づくりな

どを展開しています。 

（平成 29年度の主な取組） 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード表彰において，新たに家事・子育

て・介護等と仕事の両立に積極的に参画する男性部門を創設 

・ 保育所等の新設や分園の設置，増改築などによる保育所定員の拡大により，国定義で

の 5年連続の「保育所等待機児童ゼロ」を実現 

・ 一時預かり，時間外保育，病児・病後児保育など，多様な保育サービスの充実 

・ 学童クラブ事業の整備・運営基準に基づく職員配置や新たな実施場所の確保等により，

7年連続の「待機児童ゼロ」を実現 

・ 産後の母子を支援する「スマイルママ・ホッと事業」の対象者の拡大及び，産後間も

ない産婦の健康診査費用を助成する「産婦健診ホッとサポート」の開始 

・ 子ども若者はぐくみ局，子どもはぐくみ室の開設や子育てに関する相談のワンストッ

プ窓口「子育て支援コンシェルジュ」の創設など，子ども・子育て支援の体制を強化 

・ 市営住宅における子育て世帯向けにリノベーションした住戸の供給や，民間賃貸住宅

を子育て世帯向けにリノベーションする際の改修に対する助成を実施 

・ 介護サービス基盤の整備（特別養護老人ホーム 6 箇所新規開設，認知症高齢者グルー

プホーム 11箇所新規開設） 

・ 地域活動や市民活動の新たな担い手を育成するため，地域団体と市民活動団体の連携

を促進する助成プログラムを実施 

「子どもを共に育む京都市民憲章」10年目の節目に創設した「子ども若者はぐくみ局」を

中心に，子育て支援に取り組んだ結果，保育所等や学童クラブ事業における待機児童ゼロを

達成するなど，仕事と子育てを両立しやすい環境の整備が着実に進んでおります。一方で，

全国的な保育需要の増大に伴い，保育の担い手確保が年々困難になっていることから，保育
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士養成校の卒業生の確保や潜在保育士の掘り起こしなどに取り組み，引き続き，質の高い保

育サービスの提供を図ってまいります。 

「真のワーク・ライフ・バランス」という「言葉の周知度」が着実に向上している一方で，

「実現できているひとの割合」や「推進を宣言している企業数」が伸び悩んでいます。女性

活躍推進や働き方改革等に向けた社会的な機運が醸成されつつある一方，企業における担い

手不足が深刻化する中，長時間勤務を前提とした男性中心型労働慣行や固定的な性別役割分

担意識が根強く残っています。これらの解消に向けて，市内企業の 99％を占める中小企業に

対して，長時間労働の是正や生産性の向上など，実効性のある働き方改革の推進を支援する

とともに，市民・事業者へ仕事と育児・介護の両立に取り組む実践例を広く発信するなど，

社会の雰囲気づくりのための啓発活動を推進し，「真のワーク・ライフ・バランスを実現す

るまち・京都」の実現を目指してまいります。 

（主な市民生活実感評価）※ａ(大変良い状況にある)～ｅ(大変悪い状況にある)の 5段階評価 

設   問 前年度 今年度 

 働き方の見直しや男性の育児参加など，仕事と子育て

の両立に取り組むひとや企業が増えている。  

ｃ ｃ 

 身近な地域で子どもとの交流や子育て支援の取組が進

んでいる。 

ｂ ｂ 

 介護サービスや住環境整備などが充実し，高齢者が住

み慣れた地域でそのひとらしいくらしを送れている。 

ｃ ｃ 

 女性も男性も，仕事と生活（家庭や地域活動など）を   

バランスよく充実できる社会になっている。 

ｃ ｃ 

 いきいきと活動して自分の能力を発揮する場所や自分

に合った働き方を見つける機会がある。 

ｃ ｃ 

（主な客観指標の動き） 

指  標  名 当初値 直近値 

保育所等待機児童数 236人 

（22年度） 

0人 

（29年度） 

「真のワーク・ライフ・バランス」とい

う言葉の周知度 

23.3％ 

(27年度) 

43.6％ 

（29年度） 

「真のワーク・ライフ・バランス」を実

現できているひとの割合 

14％ 

（23年度） 

36.9％ 

（29年度） 

「真のワーク・ライフ・バランス」の推

進を宣言している企業数 

68社 

（23年度） 

1,837社 

（29年度） 
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基本方針１ 参加と協働による市政とまちづくりの推進 

 

「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略における,市民の主体的取組の提

案募集や，提案実現のために市民・企業・大学・行政等が知恵や力を結集する「京都創

生・お宝バンク」※等の新たな仕組みを活用するなど，市民と本市が，課題意識と同時

に夢や未来を共有し，京都のまちの様々な課題を「ひとごと」ではなく，共に「自分ご

と」，「みんなごと」として，あらゆる政策分野において知恵と力を出し合う取組を進

め，また，市会との連携を十分に図りながら，参加と協働による市政とまちづくりを一

層進めます。 

また，区役所において，市民主体のまちづくり支援を行う機能の強化を図るとともに，

市民みずからの課題意識に基づく提案や活動を積極的に支援又は協働して取り組む施策

を推進します。  

※ 市民の取組提案を登録し，ホームページで公開して，提案の実現につながる情報や協力の申出を広

く募集。また，お宝バンクに登録した取組提案者と，行政や企業，NPO，大学等との連携をコーディ

ネートする。 

  

（現状と今後の取組） 

 急速に進む人口減少社会の克服など，困難な政策課題の解決には，市民，地域，企業，

大学など，市民のあらゆる主体と本市が未来像と課題を共有し，協働のまちづくりを推

進してくことが不可欠であることから，これからの社会を担っていく若い世代への市政

参加の推進など，より多くの市民が市政に参加できる機会を充実させるとともに，地域

活動や市民活動団体の担い手の創出・育成，市民のまちづくり活動の支援，地域コミュ

ニティの活性化などに取り組んでいます。 

 例えば，市民から京都のまちづくりに資する提案を募集し，提案の実現や市政への反

映に向け，きめ細かなサポートを行う「～ひとごとではなく，「自分ごと」，「みんなご

と」として市民・行政が協働！～“みんなごと”のまちづくり推進事業」や，市民，経

済界，大学，地元金融機関，労働団体，メディア等と本市が，人口減少の克服等の課題

について意見交換を行う「まち・ひと・しごと・こころ京都創生協働ミーティング」な

どを実施しています。また，各局・区において，広報物やホームページ，SNS，アプリ

等で，市政やまちづくりに関する情報を積極的に発信するとともに，ワークショップを

実施するなど，あらゆる主体と本市が未来像や課題を共有するまちづくりの取組を推進

しています。 

 加えて，区民のまちづくりへの参加の機運を維持，向上し，「地域力」「市民力」を更

に強化するため，京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくりを進める「区民提

案・共汗型まちづくり支援事業」を実施しています。また，地域の中で課題解決に向け

地域で活動していただくため，「地域力アップ学区活動連携支援事業」や「学まちコラ

行政経営の大綱 
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ボ事業」など，地域コミュニティを活性化する取組を推進しています。 

人口減少社会の克服など，困難な政策課題の解決に向け，今後とも，市民と本市が未

来像や課題を共有し，様々な課題の解決を「ひとごと」ではなく，「自分ごと」，「みん

なごと」と捉えて，協働のまちづくりを推進していくために，取組を更に進めてまいり

ます。 

 

※平成 29年度の具体的な取組については，「５ 行政経営の大綱の実施状況」に記載して

います。 
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基本方針２ 情報の公開・共有と行政評価の推進 

 

市民が市政やまちづくり活動に参加するためには，行政が徹底した市民目線に立って，

市民が求める情報を公開するとともに，的確でわかりやすい市政情報を提供することが

必要です。 

市政やまちづくり活動についての情報に対する市民の関心は高く,行政はそれに応え

ていかなければなりませんが，費用対効果も十分に考慮しながら，情報に関する市民

ニーズを見分け，的確に提供できるよう情報を整理していく必要があります。 

ICT を活用して，情報の公開，提供を推進し，市民と情報を共有するとともに，情報

の公開や提供にとどまらず，戦略的な市政の推進に資する情報のより積極的な発信と活

用に取り組みます。 

また，政策，施策，事務事業等の行政評価を実施することにより，市民への説明責任

を果たし，市民に身近で一層開かれ，効果的かつ効率的な市政を推進します。 

 

（現状と今後の取組） 

 市民が市政やまちづくり活動に参加できるようにするために，オープンデータや財政

情報など，市民目線に立ち，わかりやすくきめこまやかな情報を公開するとともに，本

市が保有する行政データを積極的に提供しています。また，メディアや本市が保有する

広報媒体を活用して，京都の魅力・ブランドを国内外に広く情報発信する広報戦略を実

施するとともに，近年発展している ICT を効果的に活用した情報の提供・公開の推進に

努めているほか，情報システムのセキュリティ向上のため，標的型メール攻撃への対処

訓練や，データセンターの活用による情報システムの安定性の向上等にも努めています。 

 今後も，市民ニーズに的確に応え，わかりやすくきめこまやかな情報を提供するとと

もに，本市が保有する行政データを積極的に公開していきます。また，ICT の戦略的か

つ計画的な活用を進めていくとともに，その安定性の確保に努めるために情報セキュリ

ティの確保と安全性の向上に向けた取組を進めてまいります。 

また，政策評価，事務事業評価をはじめとする行政評価についても，絶えず点検・見

直しを実施し，その結果を市民にわかりやすい形で公表することにも努めており，引き

続き，市民に一層開かれた，効率的効果的な市政の実現に向けて取り組んでまいりま

す。 

 

※平成 29 年度の具体的な取組については，「５ 行政経営の大綱の実施状況」に記載し

ています。 
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基本方針３ 持続可能な行財政の確立 

 

市民の安心・安全な生活をしっかりと支え,将来にわたり必要な施策・事業を実施す

ることができるよう，持続可能かつ機動的で，特別の財源対策に依存しない，景気変動

等にも耐え得る足腰の強い財政の確立を図ります。 

そのためには,これまでから進めてきた改革の取組を一層加速させることはもちろん

のことながら，決して縮み志向になることなく，「経済の活性化により，市民所得の向

上や中小企業の活性化につなげ,ひいては税収増にもつなげていく」という視点をより

重視した政策・改革の取組を推進していくことが非常に重要であり,これらを一体的に

推進することにより，財政基盤をより強固なものにしていきます。 

また，歳入歳出の主要 4 分野（給与費，投資的経費，消費的経費，歳入）ごとに財政

運営の目標を設定し，毎年度の予算編成における具体的な取組の推進により，着実な目

標達成を図ります。 

 

  （現状と今後の取組） 

  平成 29 年度決算においては，個人市民税が 6 年連続，固定資産税が 5 年連続の増

加，法人市民税も 3 年ぶりに増加に転じました。とりわけ，個人市民税については，納

税義務者数が過去最高の 65 万 7 千人，納税義務者一人当たりの所得も平成 28 年度に比

べて 2 万 7 千円増加するなど，堅調に推移しており，成長戦略の効果は着実に表れてい

ます。前年度に大きく減少した地方交付税も回復し，一般財源収入は 98 億円の増加

（教職員給与費移管除く）となりました。 

  そうした中，全国トップ水準の福祉・教育・子育て支援を維持・充実し，市民生活の

安心・安全，都市の成長・都市格の向上につながる施策を推進するため，歳入歳出の主

要 4 分野について，着実に行財政改革を進めています。 

「給与費」については，平成 32 年度までの 5 年間に，一般会計等で 800 人以上，一

般会計人件費予算を 170 億円削減する目標に対して，平成 29 年度決算においては，205

人（28 年度から 2 年で 343 名），24 億円（同 44 億円）削減しています。 

  「投資的経費」については，生産年齢人口１人当たりの実質市債残高（※１）を京プラ

ン前の水準である平成 22 年度末から増加させないため，一般会計の実質市債残高を 900

億円以上縮減することとしており，平成 29 年度末残高においては，1,182 億円縮減して

おります。 

  「消費的経費」については，事業見直し等により，毎年 40 億円の財源を捻出するこ

ととしており，平成 29 年度では 48 億円の見直しを行うとともに，予算の効率的な執行

に努めました。 

  「歳入」については，市税徴収率等の向上を図る取組の推進や保有資産の更なる有効

活用を行うこととしており，平成 29 年度決算においては，市税徴収率が 98.8％と 6 年
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連続で過去最高を更新するとともに，施設の統廃合等に伴い生み出された土地の売却等

により，17 億円の財源を確保しました。 

上記の取組を実施しても，なお財源が不足したため，特別の財源対策（※２）を 113 億

円（行政改革推進債の発行 44 億円，公債償還基金の取り崩し 69 億円）行い，不足分を

補てんしており，前年度（特別の財源対策を 87 億円実施）に引き続き厳しい状況にあ

ります。 

今後とも，中小企業の担い手確保・定着支援等による下支えや成長支援，民間投資を

促進するための都市計画手法の活用・産業用地の積極的な確保といった，都市の成長戦

略に取り組むとともに，市政を取り巻く環境の変化等を的確にとらえた職員配置の最適

化や事業見直しといった，行財政改革を強力に推進することで，安心安全と豊かさを実

現する施策推進のための持続可能な財政基盤の確立に向けて邁進してまいります。 

 

 ※１ 実質市債残高 

  国が返済に責任を持つ臨時財政対策債（地方交付税の代わりとして地方公共団体が発行する地方債）

を除いた実質的な市債残高 

 ※２ 特別の財源対策 

 市税や地方交付税，国庫支出金などの通常の歳入だけでは必要な歳出を賄えないため，特例的な市債

（行政改革推進債）の発行と，将来の借金返済に備えて積み立てている公債償還基金の取崩しによる財

源対策を行っている。 

 

○ 特別の財源対策の状況 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

当初予算 47 億円 74 億円 93 億円 147 億円 127 億円 

決   算 43 億円 41 億円 87 億円 113 億円  

 

※平成 29 年度の具体的な取組については，「５ 行政経営の大綱の実施状況」に記載して

います。 
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基本方針４ 一層信頼される市役所づくりに向けた組織の改革と人材の育成 

 

 時代や市民のニーズ，新たな課題に的確かつ迅速に対応し，最少の経費で最大の効果

を発揮することができる組織改革を進めます。 

 あわせて，すべての職員が，仕事に対する意欲を高め，創造的かつ主体的に職務を遂

行し，さらには「みずからが市政を改革・創造する」という気概と，京都が誇る「市民

力」，「地域力」を最大限引き出し，「市民とともに京都の未来を切り拓く」という意識

を持つなど，新たな組織文化を根付かせることで，市民に一層信頼される市役所づくり

を更に進めます。 

 

（現状と今後の取組） 

平成 29 年度は，文化庁の京都への全面的移転が決定したことを契機として，「日本の

“こころの創生”を牽引する世界文化首都・京都の実現」に向け，文化を基軸に，あら

ゆる施策との更なる融合，連携を図り，「文化首都・京都」としての役割を果たす体制

を構築しました。また，質の高い雇用と経済の好循環を創出し，京都の活力向上や，新

たな魅力創造につなげていくため，地元企業の事業拡大や企業誘致を推進する体制の強

化，災害に強いまちづくりを行う体制の構築に向け，一層取り組みました。そのほかに

は，「子育て・教育環境日本一」を実現するため，京都ならではの「はぐくみ文化」の

創造を目指した子ども若者はぐくみ局の創設や，児童虐待や重複障害などの問題に対し

てより迅速かつ適切に対応していくことを目指した，区役所及び区役所支所への「保健

福祉センター」の設置，「レジリエント・シティ」を構築し，持続可能な社会を目指す

ための体制の整備等の組織改革を行いました。 

併せて，職員一人一人の仕事に対する意欲を高め，主体的に職務を遂行していけるよ

うな組織文化を根付かせるため，働き方見直しモデル職場の取組のほか，時間外勤務縮

減や限られた時間で成果を上げる生産性の高い働き方への転換を目指した職員一人ひと

りの能力開発・職員育成等を更に進めています。また，「京都市職員力・組織力向上プ

ラン 2nd ステージ」に基づき，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践，職員の「伝

える力」，「聴く力」，「受け止める力」の一層の向上などの取組を更に進めています。 

今後とも，簡素で効率的な組織体制の整備を進め，多様で年々複雑化する市民ニーズ

や新たな課題に的確かつ迅速に対応するための組織改革を進めていきます。また，「真

のワーク・ライフ・バランス」の実現に向けて，生産性の高い働き方を目指し，仕事の

進め方を点検の上，一層の業務の効率化を進め，「長時間労働」から「限られた時間」

で成果を上げる生産性の高い働き方への転換を図っていきます。併せて，市民に信頼さ

れる行政運営のため，職員が倫理観を相互に高め合う，風通しの良い職場風土の構築を

一層進めていきます。  

 

※平成 29 年度の具体的な取組については，「５ 行政経営の大綱の実施状況」に記載し

ています。 
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３ 重点戦略の実施状況 
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この章では，京プランに掲げた 11の「重点戦略」ごとに，以下のとおり，実施計画政

策編に掲げた「重点プロジェクト」（重点戦略を先導する象徴的な事業）と「主な共汗

指標」（各重点戦略においてめざすべき目標像を示す数値目標）の進捗等を記載してい

ます。 

＜本章の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 実施計画に掲載されている事業については，事業名の後に実施計画の掲載箇所を表す

番号を記載しています。 

(例)№ 1 1 100 

 

    事業番号（「重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：100，200～，「その他の事業」：001，002～） 

    戦略内での事業掲載箇所（「重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：0，「柱 1」：1 ～ 「柱 6」：6） 

重点戦略番号（「低炭素・循環型まちづくり戦略」：1 ～ 「いのちとくらしを守る戦略」:11 ） 

・ 公益財団法人，一般社団法人，特定非営利活動法人及び国立大学法人等については，

名称に応じて（公財），（一社），（特活），（国）等と略記しています。 

 

 

重点戦略１ 市民ぐるみで，くらしやまちの変化を実現する 

      「低炭素・循環型まちづくり戦略」 
 

基本的な考え方 

資源・エネルギー多消費型から，低炭素・循環型の都市のあり方とくらし方へ転換し，

温室効果ガスの大幅な排出削減を図る。 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

実施計画における取組の方向性 

 

 原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の構築に向けては，業務部門（事

務所等）や家庭部門などのエネルギー消費量の削減や，家庭・地域などにおける再生可

能エネルギーの更なる普及拡大が必要不可欠である。○○○○○○○○○○○○○○。 
 

実施状況 

１ 市民の自主的な分別・リサイクルを促進する仕組みの拡充・強化（№10100） 

 環境政策局 

・ 紙ごみ，古着などのコミュニティ回収などや，市民の自主的な分別・リサイクル

を促進する仕組みの拡充・強化を図る。 

・ 平成Ｎ年度は，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

主な共汗指標の推移 

１ エネルギー消費量削減率 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

9.5% 

（25年度） 

○○.○% 

（Ｎ年度） 

15% 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.5 

11.2 

9

11

13

15

17

実施計画策定時の値

（25年度）

直近値

（26年度）

（％）

（Ｎ年度） 

○○○ 

重点戦略の番号と名称 

京プランから転載して 

います。 

重点戦略の基本的な考え方 

京プランから転載して 

います。 

実施状況 

実施計画政策編に掲げ

た「重点プロジェクト」

の事業概要，平成 29 年

度の主な動きを記載して

います。 

主な共汗指標の推移 

実施計画政策編に掲げ

た「主な共汗指標」の推

移をグラフと共に記載し

ています。 

なお，グラフ内の横軸

の太線は，目標値（32 年

度）を示しています。 

実施計画における取組の方向性 

実施計画から転載して 

います。 
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重点戦略１ 市民ぐるみで，くらしやまちの変化を実現する 

      「低炭素・循環型まちづくり戦略」 

 
基本的な考え方 

 

資源・エネルギー多消費型から，低炭素・循環型の都市のあり方とくらし方へ転換し，

温室効果ガスの大幅な排出削減を図る。 

そのために，既存ストック※の有効活用と低炭素と整合する望ましいストックの形成，

公共交通を有効利用した歩いてくらせるコンパクトな都市づくり，緑と自然の育成と活

用，再生可能エネルギーの拡大やリデュース（ごみの発生抑制）とリユース（資源の再

使用）の推進によるごみの減量，伝統技術と先端の科学技術，歴史と文化を融合させた

低炭素時代のものづくり産業の創出など，世界を牽引する取組を進める。 

※ ストック：道路・港湾・住宅・公園・緑地・病院など，市民生活の基盤を表す。 
 

実施計画における取組の方向性 
 
 原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の構築に向けては，業務部門（事

務所等）や家庭部門などのエネルギー消費量の削減や，家庭・地域などにおける再生可

能エネルギーの更なる普及拡大が必要不可欠である。また，ごみ処理には巨額の経費を

要していることや，ごみ量は減り続けているものの，ここ数年間はごみの減量がわずか

な量にとどまっている。こうした中，次の世代のことを考え，本市唯一の埋立処分地を

将来にわたり長く使用し，3工場あるクリーンセンターが大規模改修時の2工場体制でも

ごみを処理できるようにするためにも，より一層，環境負荷の低減を図り，ごみの減量

を加速させる必要がある。 

 そのため，これまで以上に徹底した省エネの推進と再生可能エネルギーの普及拡大や，

2R（リデュースとリユース）と分別・リサイクルの実践によるピーク時からのごみ半減
※1など，市民，事業者とともに低炭素・循環型まちづくりの推進を一層図っていく。同

時に，地球温暖化による避けられない影響への対応を図る「適応策※2」についても検討

を進める。 

 ※１ 本市では，新・京都市ごみ半減プランにおいて，ごみ量をピーク時の平成12年度82万トンから，

平成32年度には半分以下の39万トンに減らすことを目標として掲げている。 

 ※２ 気候変動の影響による水害や熱中症などの被害の防止・軽減等のための施策 
 

実施状況 

１ 市民の自主的な分別・リサイクルを促進する仕組みの拡充・強化（№10100） 

環境政策局 

・ 紙ごみ，古着などのコミュニティ回収などや，市民の自主的な分別・リサイクル

を促進する仕組みの拡充・強化を図る。 

・ 平成29年度は，引き続き，コミュニティ回収等の地域での集団回収を実施し，29

年度末時点で実施団体数は 2,763団体となった。 

・ 家庭から燃やすごみとして排出されるせん定枝の分別・リサイクルを推進するモ

デル事業を28年度に引き続き実施した。 

・ せん定枝の民間リサイクル施設への誘導に係る啓発のための冊子「せん定枝・刈

草のリサイクルBOOK」を配布した。 

・ 資源循環・リサイクルの見える化を図るため，使用済小型家電から回収した「金」

を100％使用して，京都マラソン2018の優勝メダルを制作した。 

・ 使用済小型家電を活用した祇園祭山鉾の金工品修復等に関する協定を締結した。 
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２ ピーク時からの食品ロス半減に向けた2Rの推進（№10200）環境政策局 

・ 生ごみ3キリ運動の更なる推進など，ピーク時（平成12年度9.6万トン）からの食

品ロス半減に向けた2Rを推進する。 

・ 平成29年度は，市内スーパーで「生ごみ3キリ運動」に係る食品ロス削減キャン

ペーンを実施するとともに，食べ残しゼロ推進店舗の拡大を推進し，29年度末時点

で803店舗となった。 

・ 「ごみ減量について楽しく考えよう」をコンセプトに，食品ロス削減に関する学

習会や，食材の使い切りクッキング等，地域学習会「しまつのこころ楽考（がっこ

う）」を実施した（合計287回開催）。 

・ フードバンク活動等をはじめとした食品ロス削減の取組に対して助成を行った

（助成件数：4件）。 

・ 宴会，小売店における，ごみ減量メニューの実践による食品ロス削減効果等の検

証調査を行い，食べ残し等の「もったいない」をなくそうという主旨の声かけを実

施した宴会における1人当たりの食べ残し量が，声かけを実施しなかった場合と比

較して，約5分の1に減少するなどの結果が得られた。 

・ 市内の5店舗において，豆腐や納豆等の15品目の加工食品を対象に，販売期限を

賞味（消費）期限の範囲内で延長して販売することにより，食品ロス削減効果を調

査する社会実験を11月～12月に実施し，約10％の廃棄抑制効果（昨年同期比）を確

認した。 

３ 京都ならではの新築住宅の省エネ化の推進（№10300）都市計画局 

 ・ 日々の暮らし方の工夫による省エネを推進するとともに，京都の気候及び風土に

応じた新築住宅の省エネ化に取り組む。 

 ・ 平成29年度は，28年度に引き続き，市内における新築住宅の省エネ化の状況を，

施工業者等を対象に調査した。 

 ・ 新築住宅の省エネ化を進めるため，冊子「京都で快適に暮らす住まいづくりのコ

ツ～省エネ住宅のお得で健康な暮らし～」を作成した。 

 ・ 省エネ技術を有し，京都らしい知恵・工夫などを積極的に取り入れている事業者

を公表する制度を創設した。 

４ 水素社会の構築などエネルギー関連新技術等の開発促進（№10400）環境政策局 

・ 「水素エネルギー」の普及拡大を図るとともに，エネルギー関連新技術等の開発

を産学と連携して促進する。 

・ 平成29年度は，家庭用燃料電池システム（エネファーム）の設置に対して助成を

行った(助成件数：554件)。 

・ 燃料電池自動車（FCV）を活用した有料カーシェアリング事業を実施するととも

に，再生可能エネルギーから水素を製造するスマート水素ステーションを先駆的に

導入し，環境学習を組み合わせた体験型水素学習事業を実施した。 

・ 京都市総合防災訓練（9月）や地球環境京都会議2017（KYOTO＋20）（12月）など

市内で開催される行事・イベントにFCVを展示し，水素社会の意義についてPRした。 

・ 水素関連事業者及び学識者を招聘し，3月に「水素エネルギーの普及促進に向け

た意見交換会」を実施した。 
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770 

895 917 

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

実施計画策定時の値

（26年度） （27年度）

直近値

（28年度）

9.5 

12.0 

13.2 

9

11

13

15

17

実施計画策定時の値

（25年度） （27年度）

直近値

（28年度）

「主な共汗指標」の推移 

１ エネルギー消費量削減率（平成22年度比） 

実施計画策定時の値 直近値※ 目標値 

9.5% 

（25年度） 

13.2% 

（28年度） 

15% 

（32年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 算定に使用している国のエネルギー消費統計調査等の公表が約1年遅れであるため，直近値は平成

28年度となる。 

 

２ 再生可能エネルギー導入量 

実施計画策定時の値 直近値※1 目標値 

770TJ※2 

（26年度） 

917TJ 

（28年度） 

1,690TJ 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※1 指標の根拠となる国の固定価格買取制度における平成29年度再生可能エネルギー発電設備認定・

導入量が公表されていない等の理由により，直近値は平成28年度となる。 

  ※2 J（ジュール）はエネルギー量を表す単位で，T(テラ)は10の12乗（1兆）を表す。 

 

 

 

（％） 

（TJ） 
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46.1 

41.7 
41.3 

43.5 

38.9 
38.6 

33

35

37

39

41

43

45

47

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

３ ごみの市受入量＜ごみ焼却量＞ 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

46.1万トン 

＜43.5万トン＞ 

（26年度） 

41.3万トン 

＜38.6万トン＞ 

（29年度） 

39万トン 

＜35万トン＞ 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（トン） 

焼却量 

受入量 

受入量 

焼却量 
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重点戦略２ ひとと公共交通を優先する 

      「歩いて楽しいまち・京都戦略」 
 

基本的な考え方 
 
観光地や都心の交通渋滞を解消するとともに，市民や観光客による公共交通の利用増

がさらなる利便性の向上を実現する好循環をつくり出すことで，過度なクルマ中心社会

からの脱却を図り，低炭素型で，ひとと公共交通を優先する歩いて楽しいまち・京都を

つくり上げる。 

そのために，四条通や東大路通などにおける快適な歩行空間の確保や公共交通の優先

化，モビリティ・マネジメント※を通じた歩いて楽しいくらしを大切にするライフスタ

イル（くらし方，生き方）への転換，既存公共交通の再編強化などを推進する。 

※ モビリティ・マネジメント：「かしこいクルマの使い方」を考え，実践できるよう，交通機関のCO2

排出量比較などを盛り込んだ動機付け情報や公共交通利用促進マップ，交通行動に関するアンケート

などを活用したコミュニケーションを図り，自発的な交通行動の変化を促すこと。 
 

実施計画における取組の方向性 
 
 歩いて楽しいまち・京都を実現するためには，交通手段のなかで自動車を利用する割

合（自動車分担率）を更に縮減し，観光地や都心部等の渋滞解消につなげ，交通不便地

の公共交通を維持・確保することにより，市民が実感できる「歩いてこそ京都」の魅力

を更に高めることが重要となる。そのため，「歩くまち・京都」憲章の理念に基づき，

更なる公共交通機関の利便性の向上や自動車の流入抑制，安心・安全で快適な歩行空間

の創出などに取り組む。 

 また，環境にやさしく，子どもから年配の方まで利用できる自転車の重要性がますま

す高まる一方で，歩行者も安心して心地よく歩ける環境整備や自転車事故への対策が求

められている。そのため，ルール・マナーの徹底や自転車向け保険加入の義務化，自転

車利用環境の整備など，歩行者と自転車が共存できるまちづくりを推進する。 
 

実施状況 

１ 公共交通機関の乗継利便性の向上（№20100）都市計画局，建設局 

・ 京都駅八条口駅前広場整備，阪急電鉄及び京福電気鉄道の西院駅の再整備，IC

カードの普及拡大など，公共交通機関の乗継利便性を向上させる。 

・ 平成29年度は，外国人利用者等に向けて「交通系ICカード」の利用を促進したほ

か，西院駅（阪急）西改札口のバリアフリー化に係る整備を推進した。 

２ 安心・安全な歩行空間創出の推進（№20200）都市計画局，建設局 

 ・ 多くの市民・来訪者が利用する細街路において自動車交通を抑制するエリアの拡

大や東大路通等での歩行環境の改善などにより，安心・安全で快適な歩いて楽しい

歩行空間を創出する。 

・ 平成29年度は，東大路通及びその周辺地区における歩行環境の改善や歩行者の回

遊性向上について，検討を進め，東大路通の電柱への補助案内標識の設置，五条坂

バス停（北行）のバス待ち空間の明確化，東大路通（四条～五条通間）の西側歩道

のうち，東山消防署から南に約180ｍの範囲で歩道の横断勾配を改善する工事等に

着手した。 

・ また，地元の代表や関係機関等が参画する「東大路通歩行空間創出推進会議」を

開催（1回）し，歩道の横断勾配の改善やバス待ち空間の確保等の取組内容を取り

まとめた。 
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・ 「歩いて楽しいまちなかゾーン」の整備を推進し，歴史的都心地区周辺南側の整

備を完了させるとともに，西側の整備に着手した。 

３ パークアンドライドの充実をはじめとした自動車流入抑制策の推進（№20300） 

 都市計画局 

 ・ 通年型パークアンドライドの更なる充実，道路の混雑の激しい地域における交通

規制のあり方の検討など自動車流入抑制策を推進する。 

・ 平成29年度は，9月に，秋の観光地交通対策の実施に向けて，嵐山及び東山交通

対策研究会を開催したほか，京都都市圏パークアンドライド連絡協議会を開催した。 

・ 11月には，嵐山，東山地区などへの自動車の流入抑制を図るため，臨時パークア

ンドライド駐車場を開設した。 

・ 今後の交通対策を検討するため，3月に秋の観光地交通対策実施結果を踏まえた

嵐山及び東山交通対策研究会を開催した。 

４ 地域の特性に応じた自転車利用環境の整備（№20400）建設局 

・ 重点地区（都心部地区，西院地区，らくなん進都地区）において，幹線道路への

自転車走行推奨帯や，細街路への路面表示等の整備を行うとともに，駐輪場の更な

る設置を促進するなど，地域の特性に応じた自転車利用環境を整備する。 

・ 平成29年度は，「京都市自転車走行環境整備ガイドライン」（28年度策定）に基づ

き，重点地区のうち都心部地区等について，路面表示の設置による走行環境整備を

進めた(整備延長63.4km）。 

・ 自転車走行環境整備に伴う効果検証として，整備箇所における住民アンケートや，

自転車利用状況調査を実施した。 

・ 「京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度」により，民間活力をいかした駐輪

場の整備を進めた（助成6件：自転車323台・バイク73台）。 

５ 自転車向け保険加入の義務化とルール・マナーの遵守に向けた京都サイクルパス制

度（仮称）の創設（№20500）建設局 

 ・ 自転車保険の加入義務化を実施するとともに，新たな自転車安全教育プログラム

を構築し，受講者に駐輪場の割引などの特典を設ける京都サイクルパス制度（仮称）

を創設する。 

・ 平成29年度は，自転車保険の加入義務化（10月～事業者及びレンタサイクル事業

者，30年4月～自転車利用者）に向け，損害保険会社等と事業連携協定の締結（4

月），全国初の自転車保険に関する電話相談窓口「きょうと自転車保険専用コール

センター」の開設（5月）のほか，8月から京都府との共同により，同センターの運

営を開始した。 

・ また，自転車保険加入義務化や自転車のルール・マナーの周知に当たり，自転車

に関する総合的な情報を提供するウェブサイト「京都市サイクルサイト」を4月に

開設のうえ，情報発信を行ったほか，「自転車マナーアップフェスタ in 京都」に

おけるPR，各種企業団体等へのセミナーの実施，自転車ルール等啓発冊子「Enjoy 

自転車 life in Kyoto」（一般向け・子ども向け及び翻訳版）の配布，市民しんぶ

ん，テレビ，ラジオ，啓発ポスター等による広報を実施した。 

・ 自転車安全教室については，キックバイク教室等，ライフステージに合わせた

様々な教室を合計41回開催したほか，市内各自動車教習所においても，教習生や一

般市民向けの安全利用講習を開催し，参加者数は合わせて約3万1千人となった。 

・ 自転車政策審議会（11月，3月開催）や同審議会下部組織の「ルール・マナーの

みえる化検討部会」（2月開催）での協議を経て，本市が実施している自転車安全教

室等について体系別，世代別に整理した「京都市自転車安全教育プログラム～自転

車安全教室取組事例集～」を3月に発行した。 
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※1 第5回近畿圏パーソントリップ調査 
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２ 入洛時マイカー利用割合 
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３ 京都市内の鉄道・バスの利用者数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

5.7億人 

（25年度） 
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 ※ 各事業者における平成29年度利用者数の取りまとめが9月以降となるため，直近値は平成28年度となる。 

 

４ 地下鉄の1日当たりの旅客数  

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

35.9万人 

（26年度） 

38.7万人 

（29年度） 

37.5万人 

（30年度増客目標の

前倒し達成） 

 

  

（億人） 

（万人） 
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・重点戦略３ 歴史都市の品格と魅力が国内外のひとびとを魅了する 

      「歴史・文化都市創生戦略」 

 

基本的な考え方 

 

都市の品格と魅力を高め，世界中のひとびとを魅了し，愛されるまちであり続ける。 

そのために，歴史の重層性を実感できる建造物や庭園などの多様な景観資産，自然景

観と文化的資産が一体となった歴史的風土，日本を代表する伝統文化・芸術・すまいや

生活の文化，高い感性と匠のわざを備えた伝統産業など，有形無形の京都の特性を守り，

育てることはもちろん，創造的に活用する。さらに，広く国内外のひとびとに発信し，

体感していただく。 
 

実施計画における取組の方向性 
 
 歴史的，伝統的な景観や文化，文化財など，京都が有する有形無形の資産の中には，

その魅力が十分に伝わっていないものや次世代への維持・継承が危ぶまれているものも

ある。 

 このため，京都に暮らす人々が1200年の時を超えて育んだ京都の奥深い魅力を私たち

市民も再認識し，守り，育て，創造的に活用し，発信する。とりわけ，東京2020オリン

ピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西等の開催を絶好の機会

と捉え，京都の文化力，都市格の一層の向上とともに，国内外への魅力発信，次世代の

担い手育成を重点的に推進する。 

 こうした取組を通じて，京都創生総合戦略に掲げる日本の「こころの創生」を目指す。 
 

実施状況 

１ オール京都による文化庁の京都への全面的な移転の推進と，文化を軸とした伝統産

業を中心とするものづくり産業や観光等の更なる振興（№30100） 

 総合企画局，文化市民局 

 ・ オール京都で，受入環境の整備や機運の一層の向上に取り組むとともに，機能強

化に向けて，文化庁，大学等の関係機関，全国の自治体等と連携し，文化で日本を

元気にすることを目指す。具体的には，日本の文化力の再生や新たな文化の創造，

文化による産業の活性化等に取り組むとともに，文化を軸として，国内外の都市と

の交流や都市間連携を通じ，世界に貢献する。 

・ 平成29年度は，4月に「文化庁地域文化創生本部」が設置され，京都市，文化庁，

京都府，京都商工会議所が共同で記念式典を開催した。 

・ 国に対し，4月に「文化庁の早期かつ全面的な移転に関する要望書」を提出した

ほか，5月及び11月に文化庁の全面的な移転の着実な推進等に係る要望活動を実施

した。 

 ・ 7月，文化庁移転協議会において，「新・文化庁の組織体制の整備と本格移転に向

けて」が取りまとめられ，文化庁・本庁を京都に置き，本庁に文化庁長官及び次長

を置くこと，本庁においては，国会対応や外交関係，関係府省庁との連携調整等に

係る政策の企画立案業務や東京で行うことが必要な団体対応等の執行業務を除く全

ての業務を行い，その職員数は，全体の7割を前提に，250人程度以上と見込むもの

とすること，そして，移転先を現京都府警察本部本館とし，遅くとも2021年度中の

本格移転を目指すこと等が決定された。 
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・ また，文化庁移転に向けた機運醸成のため，市民しんぶんへの挟み込みや啓発マ

ンガによる周知に加え，11月に大阪においてシンポジウム「文化による地方創生－

関西からの展望」，東京においてシンポジウム「日本文化の展望～文化庁移転を機

に考える～」を開催したほか，12月及び3月に連続講座「プロフェッショナルに聞

く！～文化庁移転と文化芸術の未来～」を実施した。 

・ さらに3月に大学の知を活かした多角的な市政研究事業（文化を活かした京都の

活性化について）成果報告会を開催した。 

・ 「文化首都・京都」推進本部会議を4月，2月に開催し，「「文化を基軸とした市政

運営」に係る重点方針」を策定した。 

２ 東京2020オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西，

国際博物館会議（ICOM）京都大会2019等を契機とする，京都文化力プロジェクト

2016-2020をはじめとした多彩な事業の展開による京都の文化力の一層の向上（№

30200） 

 東京2020オリンピック・パラリンピック等の開催を契機に，京都文化力プロジェク

ト2016-2020をはじめ，多彩な国際的フェスティバルや記念事業を展開することを通

じて，京都の文化力，都市格を高めていく。 

（１）京都文化力プロジェクト2016-2020（№30210）文化市民局 

 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機として，多彩な文化の祭典

を開催するため，「京都文化力プロジェクト実行委員会」において，実施計画を策

定し，事業を実施する。 

・ 平成29年度は，推進フォーラムの開催（4月，2月），公式ポスターデザインコン

テストの開催（6月～10月）及び表彰（2月），京都文化力プロジェクト実行委員会

における「beyond2020 プログラム」の認証申請の受付開始（8月），リーディング

事業「東京キャラバンin京都・二条城」の開催（9月），機関誌第2号の発行（2月），

専用ホームページの運営等を行った。 

（２）スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（№30220）文化市民局 

 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピックに向け，スポーツや文化による国際貢献

等について議論・情報発信するフォーラムを，京都，東京で開催する。 

・ 文部科学省等との共催により，平成28年度に京都（ロームシアター京都，二条城

等），東京（六本木ヒルズ等）で，フォーラムを開催した。 

（３）東アジア文化都市2017（№30230）文化市民局 

・ 日本，中国，韓国の 3 都市において，様々な文化芸術イベントを実施する事業

を，日本における開催都市として実施する。 

・ 平成 29 年度は，中国長沙市，韓国大邱広域市の開幕（4，5 月）・閉幕式典（12

月）への文化交流使節団の派遣をはじめ，若手芸術家，高校生，写真家による相互

派遣交流，伝統工芸，伝統芸能，演劇，書，音楽，大道芸など幅広い分野で若手を

中心とした担い手を各都市に派遣し文化交流を行った。また，本市においては，

「京都岡崎ハレ舞台」や閉幕式典において中韓都市の芸能団を招いた舞台公演を実

施した。 

・ 中核事業として，日中韓出身のアーティスト等による現代美術，舞台芸術，音

楽，マンガ・アニメの 4 部門で構成する芸術祭「アジア回廊」を開催し，世界遺産

二条城等での現代美術展，新進気鋭の演出家による舞台公演，京都市交響楽団とソ

リストによる演奏会，人気グルメ作家による開催都市の料理をマンガで紹介する展

覧会，日韓の短編アニメ作品上映会を実施した。 
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・ 京都の文化力事業として，いけばな（6 月），邦楽のワークショップや公演（9

月），二条城二の丸御殿台所を舞台とした能楽・京舞の特別講演（10 月）を実施

し，多くの留学生も参加した。 

・ また，市民の文化芸術活動とも連携し，文化芸術を生かした暮らしを考える共同

企画事業や，東アジアをテーマとした共催事業（8 事業），パートナーシップ事業及

びフレンドシップ事業（72 事業）を実施した。 

・ 8 月に日中韓文化大臣会合に合わせて，日中韓と ASEAN から 17 都市（国）の代表

者が集まり「東アジア文化都市サミット」を京都で初めて開催した。 

（４）大政奉還150周年記念プロジェクト（№30240）文化市民局 

 ・ 幕末維新にかけて京都で活躍した先人の歩みを改めて振り返り，全国にその歴史

的価値をアピールするとともに，先人たちを縁とする自治体と連携し，相互に交流

を深める事業を実施する。また，岩倉具視関係資料の修復を行い，特別展において

一般公開する。 

・ 平成 29 年度は，大政奉還 150 年をテーマとした「ゴールデン・エイジ・アカデ

ミー」（5 月），大政奉還や幕末に活躍した人物をテーマとした夏休み子ども歴史教

室（8 月），区民講座「私のまちの幕末維新」（9 月～1 月にかけて全区役所で順次開

催）のほか，大政奉還 150 周年記念プロジェクトをしめくくるイベントとして，

「京都・明治 150 年」記念シンポジウム『～大政奉還から明治へ～「京都の町衆と

岩倉・西郷」』（3 月）等を実施した。 

・ また，幕末維新をテーマとした文化・観光等の振興として，幕末維新ガイドブッ

ク「改訂版」（6 月）を発行するとともに，参画都市を巡る幕末スランプラリー（全

国版）を 12 月まで実施した。また，「京都幕末維新を歩こう！京都ガイドマップ」

を発行したほか，市内を対象とした幕末スタンプラリー（京都版）を 8 月～1 月に

実施した。 

・ 更に，参画都市の代表者が二条城に集い，相互に交流・連携を深める「大政奉還

150 周年記念幕末サミット」，及び初の御殿内夜間一般公開となる「大政奉還 150 周

年記念二条城ライトアップ」を 10 月に実施した。 

・ 加えて，岩倉具視の生きざまを紹介する特別展「岩倉具視の生きた時代」（9 月～

1 月）や岩倉具視幽棲旧宅を活用した歴史講演会「岩倉具視と中岡慎太郎－王政復

古を目指して－」（11 月）等を実施した。 

（５）伊藤若冲生誕300年記念事業（№30250）文化市民局，産業観光局 

・ 伊藤若冲ゆかりの美術館，寺院，商店街と連携し，生誕 300 年を記念した多彩な

取組を展開するとともに，伊藤若冲にちなんだ販売促進事業など，関連する取組を

行う業界団体や民間事業者，商店街に対する支援を行う。 

・ 生誕 300 年を記念し，平成 28 年度に若冲の魅力を語るシンポジウムや子ども向け

のワークショップを開催するとともに，市内の若冲イベントを網羅したリーフレッ

ト「京都若冲 Walker」の発行等を行った。 

・ また，京都市美術館において，「生誕 300 年 若冲の京都 KYOTO の若冲」を 28 年度

に開催した（入場者数：224,821 人）。 

・ さらに，28 年度に伝統産業関係団体が実施する伊藤若冲生誕 300 周年にちなんだ

8 件の取組に対し支援した。 
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３ 子どもたちが，芸術家や職人，地域の方から「伝統文化や伝統産業のほんものの魅

力」を学ぶ機会の充実（№30300）文化市民局，産業観光局，教育委員会 

・ くらしの中に息づく文化に触れる機会づくりにより，子どもたちの学びを更に充実

するとともに，親と一緒に伝統文化等を体験できる機会づくりを進める。また，一流

の演者等を学校等に派遣して実施するワークショップ，能楽堂や歌舞練場での鑑賞な

ど，「ほんもの」を体験する機会を創出する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，「ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業」を 40

校で実施するとともに，「ようこそ和の空間 伝統公演とくべつ授業」を中学校及びイ

ンターナショナルスクール 8 校を対象に実施した。 

・ 伝統産業のほんものの魅力を学ぶ機会として，市内小中学校 43 校において，京友

禅・京小紋や京焼・清水焼など（14 種）の職人（9～3 月で 470 人）による製作実演を

実施するとともに，観光客向けに，西陣織会館において，職人（7 月～2 月で 64 人）

による製作実演を実施した。 

・ 専門家の指導による伝統文化体験として，中学校 34 校で和装指導，小学校 4 校，中

学校 3 校，高校 10 校，総合支援学校 1 校で茶道，小学校 6 校，高校 1 校，総合支援学

校 2 校で日本舞踊，中学校 9 校で古典文学を実施した。 

・ 10月に銅駝美術工芸高校において，華道特別授業を実施したほか，11月に全市立高

校生を対象とした伝統文化体験事業（能楽体験），12 月に京都堀川音楽高校において，

文化芸術探究授業（邦楽教育「筝曲講義」）を実施した。 

４ 京都市美術館など，日本の文化芸術を牽引し，世界の人々を魅了する創造環境の整

備（№30400）文化市民局 

 ・ 担い手の育成や，文化芸術活動を軸としたひとの交流，賑わいの創出，世界への

発信を一層強化するため，創造環境の整備を推進する。 

・ 平成 29 年度は，10 月に京都市美術館ネーミングライツ契約に基づく各施設の通

称が決定した。 

・ 1 月に，京都市美術館再整備に着工した。 

５ 「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度の推進（№30500）文化市民局 

・ 京都の文化遺産をテーマごとにまとめ，地域性，歴史性，物語性を持った集合体

として認定し，京都の文化遺産の維持・継承・活用を図る。 

・ 平成 29 年度は，まち・ひと・こころが織り成す京都遺産審査会を 3 回開催し，

「明治の近代化への歩み」など，3 件を認定した。 

・ また，京都遺産初認定記念イベント「北野西陣～その歴史と魅力を語る～」の開

催（10 月）やスマートフォンアプリ「京都遺産めぐり」の配信開始（10 月），配信

記念スタンプラリーイベントの実施（10 月～11 月）による制度周知を行った。 

６ 全国をリードする歴史的町並み景観の保全・再生に向けた，景観上重要な地区の拡

充及び景観重要建造物等の指定拡大（№30600）都市計画局 

・ 伝統的建造物群保存地区，界わい景観整備地区等への地区指定の拡充を目指すと

ともに，景観重要建造物などの個別指定制度について，京町家に加えて寺社や近代

建築物も対象とし，建造物の外観修景等への積極的な支援を行う。 

・ 平成 29年度は，歴史的建造物等の修理・修景助成制度により，60件を助成した。 
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3 

6 

2

4

6

8

10

12

実施計画策定時の値

（27年度） （28年度）

直近値

（29年度）

７ 先斗町通をはじめとした全国のモデルとなる京都方式の無電柱化などによる道路景

観の向上（№30700）建設局 

・ 無電柱化を推進するとともに，伝統的建造物群保存地区等の石畳舗装を，耐久性

の高い工法で修繕する。また，「低コスト手法」の導入による電線共同溝のコンパ

クト化や，地上機器の設置への協力を得やすい機器の美装化等により，狭あい道路

等でも実施可能な「京都方式」の無電柱化を，先斗町通を先行事例として推進して

いく。 

・ 平成 29 年度は，宮川町通及び辰巳通において，石畳舗装の修繕工事を完了し

た。また，安井経 6 号線他（ねねの道）の修繕工事に着手した。 

・ 小川通において，無電柱化に伴う舗装復旧，地上機器の美装化を含めた整備が完

了した。また，長辻通の無電柱化に向けた工事に着手するとともに，引き続き，銀

閣寺道の無電柱化に向けた工事を実施した。 

・ 先斗町通において，引き続き，京都方式による無電柱化事業を実施した。 

 

「主な共汗指標」の推移 

１ 「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」の認定件数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

― 

（27年度） 

6件 

（29年度） 

10件 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（件） 
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98 

123 

133 

80

100

120

140

160

180

200

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

78.3 

82.7 

81.4 

77

78

79

80

81

82

83

実施計画策定時の値

（27年度） （28年度）

直近値

（29年度）

２ 「京都では，文化芸術にかかわる活動が盛んである」と思う市民の割合 

 ※ 市民生活実感評価で「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した割合の合計 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

78.3％ 

（27年度） 

81.4％ 

（29年度） 

80％ 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

３ 景観重要建造物等の指定件数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

98件 

（26年度） 

133件 

（29年度） 

180件 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％） 

（件） 
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重点戦略４ 魅力ある地域資源と既存の都市インフラを生かす 

      「個性と活力あふれるまちづくり戦略」 
 

基本的な考え方 
 
京都のアイデンティティ※である歴史や文化の蓄積によって育まれてきた，地域ごと

の資源を創造的に活用するとともに，既存の都市インフラを生かした，個性と活力にあ

ふれたまちづくりを進める。 

そのために，市内それぞれの地域が培ってきた歴史的建造物や庭園，伝統行事，景観と

いった個性ある資源を生かして，公民協働による特色と輝きのある地域づくりを行う。同

時に，地下鉄沿線の岡崎地域や山ノ内浄水場跡地などといった大きな潜在力を有するエリ

アを活性化し，既存の公共交通を生かすコンパクトで活力あふれる都市づくりを進める。 

※ アイデンティティ：都市を特徴付ける個性や独自性。 

 

実施計画における取組の方向性 
 
 市内中心地域から山間地域まで，それぞれの貴重な資源やポテンシャルを生かして，

人々を引き付け魅了する，個性と活力あふれるまちづくりを一層推進する。 

 さらに，市民団体等あらゆる主体と連携して，京都で暮らす魅力を発信するなど，京

都への移住・定住の総合的な支援を推進することで，国内外から訪れ，学び，住み，交

流するひとの流れをつくる。 
 

実施状況 

１ 地域の多様な魅力と個性を生かした，京都市への移住・定住の支援（№40100） 

 総合企画局 

・ 京都市移住サポートセンターを開設・運営し，京都ならではの市民力と地域の多

様な魅力と個性を生かして，京都市への移住を促進する。 

・ 平成28年度に引き続き，移住に関する総合的な相談対応を行うサポートセンター

を運営したほか，ホームページで移住に関する情報を発信した。 

・ 7月～2月にかけて，東京や京都市内で移住相談会等の移住関連イベントを16回開

催した。 

・ 2月に移住応援ガイド「京都に住まう」を発行した。 

２ 北部山間地域等の振興（№40200）総合企画局，文化市民局，都市計画局 

・ 北部山間地域において，移住・定住の促進，子育て・教育環境の充実，就業支援，

超高速インターネット環境の整備促進などの各種施策・事業にまちづくりを担う

様々な主体とともに取り組む。その他周辺部においても，市街化調整区域における

地区計画制度の活用も含め，まちづくり支援を行う。 

・ 平成29年度は，4月に地域と協働して活性化に取り組む北部山間かがやき隊員4名

を採用したほか，北部山間地域への移住を促進するため，「京都市北部山間移住相

談コーナー」の運営や，移住者の受入に向けた地域活動に対する助成，東京，大阪

での移住相談フェア（5月，1月）におけるPR等を実施した。（移住実績：12組22名） 

・ 9月に北部山間振興本部会議を開催し，「京北未来かがやきビジョン」に掲載する

施策イメージを京北以外の山間地域へ拡大していくことを再確認するとともに，各

局による取組の進捗状況を情報共有した。 

・ 10月に，LTE等の携帯電話の電波を利用した超高速インターネットサービスと，

光ファイバを利用したインターネットサービスについて，サービスエリアの早期拡

大を事業者に要望した。 

・ 3月に，田舎暮らし体験住宅（2箇所）を整備した。 
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３ 「文化の薫り漂う，歩いて楽しい岡崎」の推進（№40300）総合企画局 

 ・ 岡崎地域において，エリア内の回遊性の向上，MICE拠点としての機能強化，更な

る集客や夜の賑わいの創出，スマートコミュニティの実現などを図ることにより，

「文化の薫り漂う，歩いて楽しい岡崎」の実現を目指す。 

・ 平成29年度は，官民地域連携のエリアマネジメント組織「京都岡崎魅力づくり推

進協議会」において，｢京の七夕 岡崎プロムナード 星の響宴｣（8月）や「京都

岡崎ハレ舞台」（9月），「岡崎桜回廊ライトアップ＆十石舟めぐり」（3月）を開催す

るなど，地域の連携を通じた賑わいの創出に向けた取組を実施した。 

・ また，まち歩き連続講座「岡崎探険」（4月から計16回）や，オカシル講座「おと

なオカシル」（9月に1回），時間を旅する絵本1「岡崎公園」ポスター展（1月～3月），

オカシルワークショップ（2月に計2回）を開催した。 

・ 引き続き，facebookや「京都岡崎コンシェルジュ」による情報発信，岡崎の総合

情報パンフレット「岡崎手帖」（9月，3月）及び「岡崎手帖 別冊」岡崎グルメガ

イド（9月）の発行など，更なる集客に向けた取組を行った。 

４ 京都市立芸術大学の移転整備を契機とした崇仁地域を中心とする京都駅東部エリア

のまちづくりの推進（№40400）行財政局，総合企画局，都市計画局 

・ 京都市立芸術大学の移転整備を契機に，崇仁地域において，住宅地区改良事業と

土地区画整理事業との合併施行を推進するとともに，周辺地域を含め，多様な主体

の参画によるエリアマネジメント体制の構築に取り組み，個性豊かで魅力的なまち

づくりを進める。 

・ 平成29年度は，23戸の不良住宅を除却したほか，16戸の土地・建物の買収を行っ

た。 

・ 2月に下之町西部団地（崇仁市営住宅21～27棟）更新棟の建築工事に着手した。 

・ 土地区画整理事業の第一地区については，地権者の移転に係る仮換地指定，道路

拡幅工事及び交差点改良工事を実施した。また，第二地区については，児童遊園用

地の仮換地指定及び区画道路6号線の整備工事を実施した。 

・ 崇仁南部については，団地再生計画を策定した。 

・ 京都市立芸術大学を核とした崇仁地域のエリアマネジメント構築に向けた取組に

ついて，引き続き，周辺5学区の世話人会で検討したほか，京都市立芸術大学の移

転機運の醸成や，地域の賑わいと交流の創出を目的としたスタンプラリーを実施し

た。 

・ 京都駅東部エリアの活性化に向けたまちづくりの方向性等を検討する庁内検討会

議を3回開催（4月，7月，12月）した。 

・ 28年度に策定した「京都市立芸術大学移転整備基本計画」に基づき大学施設の基

本設計に着手した。 

５ JR新駅や中央市場の整備などによる京都駅西部エリアの更なる活性化（№40500）

総合企画局，建設局 

・ 多様な地域主体と連携してまちづくりを推進するとともに，JR新駅及び駅周辺の

歩行空間の整備をはじめとした回遊性の向上や，中央市場整備に伴う「賑わいゾー

ン」の活用などによる新たな賑わいの創出を図る。 

・ 平成29年度は，梅小路公園再整備工事に着手した。また，JR新駅周辺施設の詳細

設計を完了するとともに，JR新駅本体工事を実施した。 

・ また，引き続き，京都駅西部エリアまちづくり協議会において，総合情報サイト

「京都えきにし」を運営し，マップ型情報冊子「京都えきにし通めぐり（改訂版）」

を配布するとともに，京都駅から梅小路公園までのエリアの企業・団体等で構成す

る「京都・梅小路みんながつながるプロジェクト」をはじめとするまちづくり組織

等が行うエリアの活性化に資する活動の支援等を実施した。 
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3,248 
3,021 

2,022 
2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

実施計画策定時の値

（27年） （28年）

直近値

（29年）

・ さらに，京都市中央卸売市場第一市場「賑わいゾーン」の活用に係る契約候補事

業者選定委員会を開催（5月～8月にかけて計3回）し，契約候補事業者を選定した

後，同事業者との基本協定書締結式を10月に開催した。 

６ 山科疏水沿いの花の名所づくりと琵琶湖疏水の魅力発信（№40600） 

 建設局，上下水道局 

・ 東山自然緑地（山科疏水沿い）を再整備し，魅力の向上を図るとともに，「琵琶

湖疏水通船」の復活等により，琵琶湖疏水の多面的な魅力を発信する。また，将来

のユネスコ世界文化遺産登録も見据えて，一層の魅力向上を図る。 

・ 平成29年度は，28年度に実施した市民意見募集の結果を踏まえて東山自然緑地再

整備計画を策定した。 

・ 28年度から実施しているトイレ整備工事（全3箇所）を完了した。 

・ 疏水広場付近等，東山自然緑地の東詰～安朱橋までの区間の整備工事を行い，重

箱ダム広場の整備工事を完了した。 

・ また，疏水通船について，地方創生推進交付金等を活用して新たな観光船２隻を

建造したほか，これまでの「琵琶湖疏水通船復活」試行事業を踏まえ，公民連携で

設置した琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会が主体となり，3月から本格運航を開始し

た。 

・ 疏水施設の整備（緑地の維持管理）を実施するとともに，第1疏水を停水し，疏

水施設を清掃，点検した。 

・ 貴重な産業遺産である旧御所水道ポンプ室の保存，活用について，有識者から御

意見等をいただく「旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る懇談会」を開催した。 
 

「主な共汗指標」の推移 

１ 転入超過数 

 ※ 一定期間において転入数が転出数を上回っている状態 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

3,248人 

（27年） 

2,022人 

（29年） 

3千人の維持・拡大 

（32年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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843 

863 
854 

820

840

860

880

900

920

940

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

２ 地区計画，建築協定及び景観協定の区域面積 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

843ha 

（26年度） 

854ha 

（29年度） 

920ha 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ha） 
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重点戦略５ 世界が共感する 

      「旅の本質※を追求する観光戦略」 

※ 旅の本質：ひとに出会い，風景に出会い，心打たれる出来事に出会い，そして新たな自分自身に出

会う。旅を通して，気付き，学び，癒され，元気をもらい，成長し，人生が深く，豊かになること。 

 

基本的な考え方 

 

国内はもとより世界のひとびとが，旅の本質に触れ，思う存分堪能できる観光都市を

実現するとともに，世界に冠たる国際MICE※都市へと飛躍する。 

そのために，滞在・宿泊型観光，歩く観光，ほんものとふれあう観光の充実や，新た

な京都ファンづくり，観光客の安全確保などにより，観光客の満足度をより一層高める。

また，市民自身が京都の奥深い魅力を知り，学び，楽しむことで，おもてなしの心を醸

成し，京都観光の新たな主体として存在感を発揮する。これらにより観光スタイルの質

と観光都市としての質を高める。また，積極的なMICEの誘致活動とともに，会議施設の

拡充や世界的な知名度のあるホテル誘致などの受入環境の充実をオール京都で推進する。 

※ MICE（マイス）：企業のミーティング，企業研修旅行，国際会議，イベントなどの総称。 

 

実施計画における取組の方向性 
 
 世界があこがれる観光都市であると同時に，市民にとっても「住んでいてよかった」

と実感できるまちの実現を目指す。 

 そのために，美しい景観の保全や魅力ある文化・芸術の振興などに加え，防災，防犯

の徹底など市民にも観光客にも，魅力的で安心・安全なまちづくりを一層進める。また，

東京2020オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西等の開

催により更なる観光客の増加が見込まれる中，安心・安全で多様な宿泊施設など受入環

境の整備，滞在を長期化させる新たな観光資源の掘り起こし，MICE誘致の強化などに取

り組む。 

 これらを通じ，観光による経済効果を京都経済全体に波及させ，安定した雇用の創出，

伝統文化・伝統産業の活性化，担い手の育成，さらには中小企業の活性化を図り，市民

生活の向上につなげる。 
 

実施状況 

１ 旅館やホテルをはじめとする安心・安全で多様な宿泊環境の充実（№50100） 

 文化市民局，産業観光局，保健福祉局，都市計画局，消防局 

・ 「宿泊施設拡充・誘致方針」を策定し，京都にふさわしい宿泊施設の増加策に取

り組む。なお，インターネット等を介した民泊サービスについては，実態調査を踏

まえ，適正な指導を行い，安心・安全で市民生活と調和した宿泊環境を整備する。 

・ 平成29年度は，4月に旅館・ホテル等拡充・誘致総合窓口を設置し，5月から地域

活性化及び京都経済の発展に貢献する宿泊施設を積極的に誘致する「京都市上質宿

泊施設誘致制度」を開始したほか，3月に京都に伝わる日本の文化・心の承継発展

に寄与している70の旅館を「京都らしい宿泊施設」として表彰した。 

・ 4月に各区役所の衛生部門を集約し，医療衛生センターを創設するとともに，同

センター内に「民泊」対策専門チームを設置のうえ，「民泊通報・相談窓口」の運

営（28年度からの延べ相談件数：3,681件）や適正化指導の強化に向けた調査を実

施した。また，10月にはチームを増員し，指導体制を強化した。 
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・ 宿泊施設の開設に伴う消防法令上の基準や届出等に関する情報について，消防局

ホームページにて周知を図るとともに，996件の開設予定宿泊施設に対して現地検

査等を実施し，消防法令適合通知書を発行した。（平成28年度比較で24件増） 

・ 防火管理者の選任義務がない小規模な宿泊施設に対して，営業開始時や査察等の

指導の機会を捉え，4箇国語（英語，中国語，韓国・朝鮮語及び日本語）リーフ

レットを用いた宿泊客に対する説明や消火器の設置指導を実施した。 

・ 住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行（30年6月）に向け，市内の「民泊」が京都

にふさわしいものとなるよう，平成30年2月市会に「京都市住宅宿泊事業の適正な

運営を確保するための措置に関する条例」及び「京都市旅館業法に基づく衛生に必

要な措置及び構造設備の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を提出し，集

中審議を経て，可決された。 

・ 条例制定後の京都市の「民泊」に関するルールの周知にあたっては，3月に市民

向けリーフレット及び自治会・町内会役員向けリーフレットの作成・配布や，事業

者向け説明会を実施した。また，3月に住宅宿泊事業の営業に関する届出受付窓口

を開設した。 

２ 京都の奥深い魅力を伝える名人の育成など，京都ならではのおもてなし力の更なる

向上（№50200）産業観光局 

・ 「京都市認定通訳ガイド」制度の実施や「おもてなしコンシェルジュ」制度の充

実により京都らしいおもてなし名人を育成するとともに，民間案内所等ともネット

ワークを構築し，おもてなし力を更に向上させる。 

・ 平成 29 年度は，9 月に京都市認定通訳ガイド第 2 期生 53 名を認定した（1 期

生，2 期生合計 109 名）。また，1 月に京都市認定通訳ガイドの活動地域として，宇

治市，大津市を追加した。 

・ 認定後の京都市認定通訳ガイドへのスキルアップ研修を実施した。 

・ 10 月には，民間案内所ネットワーク会議を開催するとともに，おもてなし力を更

に向上させるための研修を 8 月及び 2 月に実施した。 

・ 3 月には，「京都観光おもてなしコンシェルジュ」及び「京都国際観光おもてなし

コンシェルジュ」について新規，継続を含め 190 名任命した。 

３ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ 2021 関西

等を見据えた更なる観光客の受入環境整備の推進（№50300）産業観光局，建設局 

・ 受入環境整備を一層推進するため，ユニバーサルツーリズムの充実や，観光バス

の受入対策に加え，外国人観光客の受入環境を充実する。 

・ 平成29年度は，新たに車いすレンタル拠点を1箇所増設した（累計6箇所）。また，

3月に車いすレンタル拠点を掲載した「伏見車いすマップ」を作成・配布した。 

・ 貸切観光バス等の路上駐車による道路混雑の課題解消に向け，6月～3月にかけて，

京都府バス協会や国土交通省近畿運輸局等の関係機関で連携した「観光バス路上混

雑対策ネットワーク会議」を6回開催したほか，啓発活動を実施した。 

・ 外国人観光客の受入環境（Wi-Fi環境（利用可能箇所：約2,200箇所），アップグ

レード案内標識（累計637基），多言語コールセンター，免税店の拡大（累計1,363

店））の充実を図った。 
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４ 朝観光，夜観光，温泉などの「地域観光」の充実による滞在の長期化の推進 

 （№50400）産業観光局，建設局 

・ 朝観光，夜観光の充実により，泊まってこその京都の魅力を感じ取ることができ

る観光資源を掘り起こすとともに，京都の「ほんもの」に触れる機会を拡充するな

ど，滞在の長期化を推進する。 

・ 平成29年度は，「京の夏の旅」キャンペーン（7月～9月）において，旧三井家下

鴨別邸での茶会と下鴨茶寮の朝がゆを楽しむイベント（朝），禅寺での夜坐体験

（夜）等を実施するとともに，「京の冬の旅」キャンペーン（12月～3月）において，

伏見稲荷大社での開門前特別見学（朝）,温泉キャンペーン等を実施した。 

・ 京都の朝の魅力を伝えるウェブサイト「京都朝観光」において，新コーナー「朝

の街案内」を開設し，情報発信の充実を図った。 

・ また，引き続き，京都市内の温泉を紹介するウェブサイト「京都＋温泉 ONSEN＋

kyo.」を運営した。 

・ 梅小路公園におけるにぎわい施設の充実・誘致に向けて，京都市梅小路公園条例

を改正し，梅小路公園の建ぺい率の上限を4％から7％に緩和した。 

５ 京の食文化をはじめとする京都が培ったあらゆる価値の蓄積を活かした新たな観光

資源の創出（№50500）産業観光局 

・ 「京の食文化」にまつわる催しをはじめ，新たな観光資源を創出する。さらに，

特区を活用した日本料理の海外への普及に向けた取組に加え，「ほんもの」へのこ

だわりや魅力などを国内外に広く発信する。 

・ 平成29年度は，「京の夏の旅」キャンペーン（7月～9月），「京の冬の旅」キャン

ペーン（12月～3月）において，京の食文化を楽しむ「食遊菜都」を実施した。 

・ 9月に専門研修「食文化」を受講した京都市認定通訳ガイド「京都市ビジターズ

ホスト」の第2期生として53人を認定した（第1期生，第2期生合計109人）。 

・ 2月には，「京都レストランウインタースペシャル2018」を開催した。 

・ 地域の特色ある地場産品を活用した取組として，伏見区深草産たけのこプロモー

ション事業（生産者と料理人のマッチング）を行った。 

・ 28年度開設のウェブサイト「京都食のイベントなび」において，引き続き，京都

の食文化や市内での食関連イベントの情報を発信するとともに，食の広報宣伝素材

である京料理等の画像を収集し，公開した。 
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「主な共汗指標」の推移 

１ 京都への「再来訪意向」及び「紹介意向」に対する「大変そう思う」の回答割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

再来訪意向61.1％（日本人） 

     53.3％（外国人） 

紹介意向 42.9％（日本人） 

     58.3％（外国人） 

（26年） 

再来訪意向61.5％（日本人） 

     55.9％（外国人） 

紹介意向 47.3％（日本人） 

     62.9％（外国人） 

（29年） 

80％ 

（32年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「京都のおもてなし度」に対する「大変そう思う」の回答割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

日本人13.9％ 

（26年） 

 ※ 外国人は27年度

から調査を開始 

日本人16.3％ 

外国人53.8％ 

（29年） 

80％ 

（32年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（％） 

外国人（紹介意向） 日本人（再来訪意向） 

日本人（紹介意向） 

外国人 
（再来訪意向） 

（％） 

外国人 

日本人 
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３ 外国人宿泊客数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

183万人 

（26年） 

353万人 

（29年） 

300万人 

（32年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 観光消費額 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

7,626億円 

（26年） 

1兆1,268億円 

（29年） 

1兆円 

（32年） 

 

 

 

 
 

  

（万人） 

（億円） 
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重点戦略６ 京都の知恵や価値観を生かした 

      「新産業創造戦略」 
 

基本的な考え方 
 

加速する国際化のなかで新たな市場や顧客を開拓し，産業の競争力を高め，市民に多

様な雇用の機会を提供し，やりがいをもって安心して働ける環境を整えることで，豊か

な生活や社会を支える経済基盤を確立する。 

そのために，伝統産業から先端産業までの幅広い業種と，大企業から中小企業までの

多様な規模の企業が立地する重層的な産業構造が有する高い技術力や匠のわざ，産学公

のネットワークなどこれまで京都が築き上げてきたさまざまな知恵を融合し，広く国内

外から人材や資金などを呼び込みながら，環境，健康，コンテンツ，観光，農林などの

分野で，付加価値の高い新産業を創造する。 
 

実施計画における取組の方向性 
 
 京都の知恵，強みや地域資源を活かした「新産業の創造」，「中小・ベンチャー企業の

支援」の推進等により，経済規模を示す市内総生産は増加し，リーマンショックに伴う

高失業率からも大きな改善が進んでいる。一方で，中小企業の働き手の確保や環太平洋

連携協定（TPP）への対応など中小企業を取り巻く環境の変化や課題が存在する。今後

は，経済成長を幅広い分野や中小企業に循環させ，安定した雇用の創出や市民所得の向

上，税収増加につなげることが求められる。 

 そのため，新産業の創造や中小・ベンチャー企業支援の推進に加え，中小企業をはじ

めとする企業活動の活性化により産業の振興と経済の循環を促し，京都の稼ぐ力を一層

引き出すことで，雇用と所得を増加させる。また，多様な働き方への理解促進や働き方

改革を推進し，雇用の質を向上させる。さらに，より実効性ある企業立地促進や流出防

止策，産業支援機関の機能充実などにより，市内での継続的な事業展開を支援し，魅力

あるビジネス環境の構築に取り組む。 
 

実施状況 

１ 中小企業と若者・学生とのマッチングなど中小企業の働き手・担い手確保支援の推

進（№60100）産業観光局 

・ 企業情報発信webサイトの充実やインターンシップの仕組みづくり，若者・学生

と企業との交流会の実施などのマッチング支援に取り組み，中小企業が必要な働き

手・担い手を確保できるよう支援する。 

・ 平成29年度は京都市わかもの就職支援センターを拠点に，若者と企業との交流を

促進したほか，大学への出張セミナーやカウンセリングにより職業観を醸成し，多

様な選択肢を描ける担い手の育成を推進した。 

・ また，約3,900社の京都企業の魅力を紹介するwebサイト「京のまち企業訪問」の

運営など，求職者等の中小企業に対する理解の促進を図った。 

２ 京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業の推進（№60200） 

 産業観光局 

・ ビジネスの手法で様々な社会的課題の解決を図ろうとする企業に対し，認定制度

の運用による社会的信用の付与や京都市ソーシャルイノベーション研究所（SILK）

を核とした産学官金の連携による各種サポート策の充実を図る。 

・ 5月に「これからの1000年を紡ぐ企業認定」の第2回認定企業として4社を認定し

た。また，認定企業に対しては個別にヒアリングを実施し，広報支援，販売力強化

など各ニーズに応じた支援を実施した。 
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・ 自治体間連携を目指して「ソーシャル・イノベーション・サミット2017in京都」

を7月に開催し，仙台市や水俣市の代表者によるトークセッション等を行った。ま

た，本市のソーシャル・イノベーション・サミットに呼応する形で，2月に仙台市

と水俣市で，同様のサミットが開催された。 

・ 京都市ソーシャルイノベーション研究所を核として，「サードキャリアを切り拓

く」，「“四方よし”の会社のつくり方」，「100年人生のためのお金を考える」， 

「イノベーションはワクワクするモノづくりから」，「多様な生き方・働き方を実現

する組織とは」などをテーマとした勉強会・講演会等を開催するなど産学官金の連

携によるサポートを実施した。 

３ 京都発ベンチャー企業や知恵産業企業の創出と中堅企業への成長の促進（№60300）

産業観光局 

・ 京都発のベンチャー企業や知恵産業企業の創出を図るとともに，経営面・技術面

での総合的な支援により，中小・ベンチャー企業の競争力を高め，世界に羽ばたく

中堅企業への成長を促す。 

・ 平成29年度は，京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業として，4社

を認定した（29年度末の認定企業数累計：130社）。 

・ また，(公財)京都高度技術研究所による中小・ベンチャー企業への訪問支援（経

営課題把握等：124件）や，京都市スタートアップ支援ファンドによる投資（投資

決定企業：6社）を行う等の取組を実施した。 

・ ものづくりベンチャー企業の事業化支援等を行う拠点「Kyoto Makers Garage」を

9月に開設した。 

・ ものづくり分野での創業を目指す学生，若手社会人等を主な対象として，ものづ

くりベンチャー創出支援講座「Monozukuri Hub Meet Up Cafe」を10月～12月にかけ

て3回開催した。 

４ グリーン，ライフサイエンス，コンテンツなど京都が強みを持つ成長分野における

新事業の創出（№60400） 

（１）グリーン（環境・エネルギー）産業の振興（№60410）産業観光局 

・ 産学公連携による研究開発や成果の事業化，技術者等の育成，拠点整備等を推進

し，新事業の創出を図り，市場の拡大を目指す。 

・ 平成29年度は，京都産業エコ・エネルギー推進機構を通じて，環境・エネルギー

分野の支援策を展開し，グリーン産業の創出・育成を図るために，京フェムス推進

事業として9件，京都企業グリーンイノベーション市場参入支援事業として6件，京

都市省エネ照明・空調設備整備事業として6件の支援を行った。 

・ 京都ならではのスマートシティの実現に向けて，スマートシティ京都研究会にお

けるプロジェクトの創出に取り組むため，京都伝統産業ふれあい館でのスマート

フォンを活用した音声ガイドシステムの実証実験を実施したほか，電気自動車（EV）

の蓄電能力を活用した電力供給装置「パワー・ムーバー」や市街地内水氾濫予測シ

ステムの提案など，2件のプロジェクト創出に取り組んだ。 

・ また，市・府・経済界等の協調のもと，京都スマートシティエキスポ2017を9月

に開催した。 

（２）医療，健康・福祉・介護，地場ライフサイエンス分野の産業振興の推進 

  （№60420）産業観光局 

・ 医学・工学・薬学の融合分野における産学公連携による研究開発，事業化プロ

ジェクトの推進などにより，新産業を創出する。特に，健康寿命の延伸を目指した

ヘルスケア産業の活性化に取り組む。 

・ 平成29年度は，シンポジウム（2回（11月，2月），参加者266名），セミナー（4回，

参加者189名）等を実施した。 
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・ また，京都発革新的医療技術研究開発助成で20件，京都市健康長寿産業事業化促

進補助金で7件，京都市健康長寿産業展示会出展支援事業で9件，KYOTO発起業家育

成プログラムで4件を採択した。 

（３）多様な地域資源を活かしたコンテンツ産業の振興（№60430）産業観光局 

・ 本市のコンテンツ産業の新たな方針「京都市コンテンツ産業振興に向けた指針」

を取りまとめ，コンテンツ市場の拡大に向けた取組を進める。 

・ 平成29年度は，9月にマンガ・アニメの総合見本市である京都国際マンガ・アニ

メフェアをみやこめっせ等で開催した（出展者数：81企業・団体，来場者数：

34,058人）。 

・ また，京都国際マンガ・アニメフェア内にて，マンガ出版社の編集部等が出展し，

マンガ家及び各業界への就職志望者等が自分の作品を持ち込む機会を創出する「マ

ンガ出張編集部」を開催した（65編集部・315人原稿持込）。 

・ KYOTO CMEXのもとで各種イベント等を実施。（総参加者数103,741人） 

・ 京都クロスメディア推進戦略拠点を運営し，コンテンツ企業の新規事業創出や他

業界とのクロスメディアを支援したほか，各種セミナーを開催した（マンガ・アニ

メを活用した新商品開発支援29年度実績数：35社382種類，累計実績数：61社1,211

種類）。 

５ 北部山間地域における農林業の活性化，地域資源を活かした新事業の創出 

 （№60500）産業観光局 

・ 収益性の高い農作物や大規模化しやすい農作物の生産拡大，6次産業化の推進，

支援を行う地域の拡大等により，農山村の活性化と農林業の持続的経営力の強化を

図る。 

・ 平成29年度は，農林業の基盤整備を図るため，右京区京北地域に，パイプハウス

9棟，地下水位制御システム1.3haを導入した。 

・ 本市の伝統産業の一つである「和蝋燭」の地産地消を目指し，ブドウハゼをはじ

めとしたハゼの成木移植と苗木の養成を行った。 

・ 花脊のチマキザサ再生に向け，防鹿柵の設置及び地元向けにワークショップを

行った。 

・ 広河原に炭窯を設置し，広河原産の木材の活用を図った。 

・ 京北のマツタケ再生に向け，防鹿柵の設置（1.0ha）及びアカマツ林の環境整備

(0.3ha)を行った。 

・ 5月に左京区北部山間地域を区域とした「おこしやす『京』のどぶろく特区」が

国に構造改革特区として認定されたことを受け，3月から久多地域においてどぶろ

くの製造を開始した。 

６ 中小企業支援の拠点となる京都経済センター（仮称）の整備（№60600） 

 産業観光局 

・ 「交流と融合」の場を提供するとともに，中小企業が抱える課題解決や繊維産業

の振興に京都の総合力を結集して取り組むための総合支援拠点を整備する。また，

その立地を活かして，多くの人々が集まり，交流するにぎわい施設を設け，都心部

の魅力向上と活性化を図る。 

・ 平成29年度は，京都経済センター（仮称）の建設工事を実施した。 

７ 世界で活躍する研究者等が集う交流拠点の形成（№60700）産業観光局 

・ 大学や文化機関等と連携して，世界で活躍する創造的なひとが京都に集う拠点を

形成し，学術，文化，産業等のイノベーションや新たなビジネスの創出に取り組む。 

・ 平成29年度は，2月に交流促進事業として，デザインウィーク京都2018を実施し

た。 

 



－51－ 

 

270 

319 

344 

250

300

350

400

450

500

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

20,022 

23,038 

23,469 

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

24,000

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

「主な共汗指標」の推移 

１ 新産業や知恵産業の創造を牽引する企業の認定数 

 ※ Aランク認定企業，オスカー認定企業，知恵創出“目の輝き”認定企業，「これからの1000年を紡ぐ

企業認定」による認定企業（ソーシャルイノベーション）数の合計 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

270件 

（26年度） 

344件 

（29年度） 

440件 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （地独）京都市産業技術研究所における技術相談件数，依頼試験・分析，設備機器

利用の件数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

20,022件 

（26年度） 

23,469件 

（29年度） 

21,000件 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（件） 

（件） 
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３ 「いきいきと働ける場を得る機会」の実感度 

 ※ 市民生活実感評価の「働くことを希望するひとがいきいきと働ける場を得る機会がある」で「そう

思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した割合の合計 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

14％ 

（27年度） 

21％ 

（29年度） 

28％（27年度から倍増） 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 京都府の不本意非正規雇用比率 

 ※ 京都ジョブパーク調査等で，府内の非正規雇用者のうち不本意に非正規を選択したと回答したひと

の割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

18.0％ 

（26年度） 

8.5％ 

（29年度） 

10.0％以下 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

  

（％） 

（％） 
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重点戦略７ 夢と希望がもてる 

      「未来の担い手育成戦略」 

 

基本的な考え方 

 

若者が夢と希望をもち続け，いきいきと成長しながら京都への愛着を育める社会を築

き，京都や国内外の社会に貢献できるよう，地域の担い手を育むとともに，国際的なビ

ジネスリーダーやクリエイター（制作者，創造者），さまざまな分野のオピニオンリー

ダー（世論形成者）といった次代を担うひとを育て，世界に輩出する。 

そのために，世界有数の大学のまちであるという京都の強みを生かして学びの環境を

充実するとともに，若者が住民自治の伝統が息づく地域の活動にかかわったり，京都の

奥深い歴史に裏打ちされたほんものの文化に触れ，学び，身につけたり，新しいことに

チャレンジする行動力や国際感覚を養うことができる機会を拡充する。 

 

実施計画における取組の方向性 

 

 18歳人口の更なる減少や大学進学率の鈍化，グローバル化の進展による国際的な大学

間競争の激化など，大学を取り巻く環境の厳しさが増している。そのため，国内外の学

生が憧れる「大学のまち京都・学生のまち京都」の更なる発展に向けて，各大学の強み

や個性を生かした学びの環境づくりの更なる推進や，留学生誘致に向けた戦略的な情報

発信や受入環境整備，就職支援等に取り組む。 

 また，京都に住み続け，京都で活躍したい若者のために，地域や企業とのつながりを

深める取組を一層推進すると同時に，京都への誇りを持って，世界に羽ばたく国際的な

リーダーを育成するため，京都が誇る伝統文化や芸術に接し，体得ができる取組を充実

する。 

 

実施状況 

１ 世界にはばたく伝統産業後継者育成事業（№70100）産業観光局 

 ・ 伝統産業技術後継者育成研修を通じた技術の習得支援に加え，就労マッチングや，

市場ニーズに合ったものづくりから販売戦略・販路開拓支援まで，若手職人をトー

タルでサポートすることにより，伝統産業の未来を担う後継者の育成に取り組む。 

・ 平成29年度は，伝統産業技術後継者育成研修全12コースを実施し，149人が受講

した。 

・ 若手職人等就業支援事業として，新規雇用者の指導等に対する費用の補助を行い，

29年度は延べ50名41事業者を支援した。 

・ また，「京もの」の海外進出支援事業として，市内事業者8社とパリ市のデザイ

ナーのマッチングを行い，海外向けの装飾和紙や綴織生地等の素材商品の開発を支

援した。 

２ 芸術家や世界に誇る創造的なひとを育成する京都市立芸術大学の移転整備推進 

 （№70200）行財政局 

・ 芸術家をはじめ世界に誇る創造的なひとを育成する大学として更なる発展を目指

す京都市立芸術大学の移転整備を推進する。 

・ 平成29年度は，5月に設計業務委託に係る公募型プロポーザルを実施した。 

・ 4月～8月にかけて，3回開催した設計業務受託者選定委員会での審査結果に基づ

き，受託者を決定のうえ，大学施設の基本設計に着手した。 
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・ また，京都市立芸術大学移転プレ事業として，9～11月にギャラリー＠KCUA，崇

仁地域において「still moving 2017: 距離へのパトス——far away/so close」，3月

に元崇仁小学校の教室を改装した崇仁ギャラリーにおいて，「教室のフィロソ

フィー」を開催した。 

３ 大学を核にした地域連携，企業連携の推進（№70300）総合企画局 

・ 大学や学生が地域と一体となって行うまちづくりや地域活性化の取組を一層推進

するとともに，学生と京都企業が協働して，企業が抱える課題解決等のプロジェク

トに取り組む。 

・ 平成29年度は，大学と地域が連携して行う地域の活性化や課題解決を目指す取組

を支援する「学まちコラボ事業」について，公募の結果31件の応募があり，商店街

の活性化の取組など20事業を認定した。 

・ また，上記に加え，大学を挙げた地域連携の取組を支援する「学まち連携大学」

促進事業について，認定された6大学における取組を支援し，大学と地域の連携を

促進した。 

・ 各大学等における大学・地域連携事例を広く発信するとともに，地域連携活動に

関わる大学・学生，地域団体等が交流する「大学・地域連携サミット」を11月に開

催した。 

・ 留学生を含む学生をグローバルな視点と地域（ローカル）の発展を支える情熱を

併せ持った担い手として育成する「グローカル人財（担い手）育成事業」について，

企業10社において実施したプロジェクトに，学生54名（留学生12名含む）が参加し，

2月に成果報告会を開催した。 

４ 留学生誘致の総合的な取組の推進（№70400） 

（１）外国人留学生誘致，生活支援，就職支援の充実（№70410）総合企画局 

・ 大学や関係団体，行政等で構成する留学生スタディ京都ネットワークを核に，受

入環境整備をはじめ，交流や就職など，総合的に支援する取組の充実を図るほか，

海外での留学生フェアの開催など留学生誘致の取組を推進する。 

・ 平成29年度は，新たに，留学生による動画コンペを実施するとともに，各国マス

メディア向けプレスリリースの配信，及び，海外教育旅行向け支援メニューの提供

を行った。 

・ また，香港及びベトナムでの留学フェアにおけるブースの出展（8月，9月），中

国の大学での説明会（10月），香港（11月），タイ（2月）での「京都留学フェア」

を実施した。 

・ このほか，引き続き，7言語に対応した京都留学総合ポータルサイトの運営を

行った。 

・ さらに，京都の大学で学ぶ留学生に対して，京都市内の企業の魅力発信や，就職

活動に関する情報提供等を行う就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を，1月に開

設するとともに，留学生と企業の抱える課題を解決するためのセミナー（11月～3

月にかけて留学生向け計5回，企業向け計3回）や交流会（1～3月にかけて計3回）

を開催した。 

（２）民間住宅等の空き家活用や市営住宅における受入促進による留学生の住居確保へ

の支援（№70420）都市計画局 

 ・ 民間住宅等の空き家活用や市営住宅の空き住戸への受入促進により，留学生の住

宅確保を進める。 

・ 平成29年度は，市営住宅の空き住戸に留学生を受け入れるため，4月及び8月に市

域の留学生を有する大学に募集案内を配布し，29年度末時点で5世帯が入居してい

る。 
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（３）来日直後の留学生の暮らしを支援するウェルカム・パッケージの実施（№70430） 

  総合企画局 

・ 来日直後に必要な行政手続きや生活情報等をガイダンス等を通じて提供する。 

・ 平成 29 年度は，4 月に春入学ガイダンスを 7 回開催するとともに，7 月にも入学

ガイダンスを 1 回,9 月から 10 月にかけては，秋入学ガイダンスを 6 回開催した。 

・ また，3 月には，30 年春入学ガイダンスを 1 回開催した。 

 

「主な共汗指標」の推移 

１ 留学生数（大学，短大の留学生数） 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

6,998人 

（27年度） 

8,317人 

（29年度） 

15,000人 

（32年度） 

     ※（参考）専修学校及び日本語学校を含めた留学生数は10,991人（29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 青少年（30歳以下）が参画している審議会等の割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

12.2% 

（26年度） 

21.1% 

（29年度） 

20% 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

（％） 
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重点戦略８ 子どもと親と地域の笑顔があふれる 

「子どもを共に育む戦略」 

 

基本的な考え方 

 

子どもと親と地域に笑顔があふれ，安心して子どもを生み，楽しく育てることができ，

子どもたちがすくすくと成長するまちづくりを進める。 

そのために，社会全体で子どもを育むという「子どもを共に育む京都市民憲章」に基

づく行動の輪を広げ，地域力を生かした子育て支援サービスや小児医療体制の充実，仕

事と生活が調和し男女がともに子どもを育てる社会に向けた条件整備，健全な育成環境

づくりに取り組み，企業も参画して市民ぐるみ・地域ぐるみの子育てと教育を充実する。 

 

実施計画における取組の方向性 

 

 「子どもを共に育む京都市民憲章」（愛称：京都はぐくみ憲章）の理念のもと，子育

て支援ニーズの多様化や子育てに対する不安感・負担感の増大，家庭や地域の「子育て

力」の低下, 貧困家庭等の子どもの問題などに的確に対応し，「京都で育ってよかった」，

「京都で学んでよかった」，「京都で子育てをしたい」と実感いただける「子育て・教育

環境日本一」を目指す。 

 そのために，未来を託すすべての子どもたちが健やかで心豊かに育まれるまちづくり，

市民ぐるみ・地域ぐるみで子育てを支え合う風土づくり，伝統と文化を受け継ぎ，次代

と自らの未来を切り拓く子どもたちを育成する取組を充実する。 

 

実施状況 

１ 「京都はぐくみ憲章」の実践による，子どもたちを心豊かで健やかに育む社会づく

り（№80100）子ども若者はぐくみ局 

・ 「京都はぐくみ憲章」10年の節目に，市民ぐるみで育ててきた「はぐくみ文化」

を深化させるために創設した「子ども若者はぐくみ局」を中心に，あらゆる分野の

施策において，憲章の理念につながる取組の推進及び啓発等を強化する。 

・ 平成29年度は，4月に子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会を開催し，6月に

「平成29年度行動指針」を策定した。また，行動指針を紹介するリーフレットを配

布した。 

・ 子育てや子どもに関わる写真と川柳を9月～10月に募集し，広報ポスターに掲載

する作品を決定するとともに，ポスターを作成した。 

・ 12月に開催した「子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会」表彰選考部会での

選考結果に基づき，2月の「京都はぐくみ憲章」実践推進者表彰式にて，35団体の

取組を表彰した（250名参加）。また，同月に表彰団体の活動を紹介するリーフレッ

トを作成し，配布した。 

・ 7月に「はぐくみ文化創造シンポジウム」及び「京都はぐくみネットワーク」の

発足式を開催した。 

２ 次世代のはぐくみと妊娠前から出産・育児まで切れ目のない支援（№80200） 

（１）思春期保健対策の強化（№80210）子ども若者はぐくみ局 

 ・ 大学生ボランティアを活用した中高生対象の体験型思春期健康教育を通じて，思

春期における次世代を担う意識や，社会全体で妊娠・出産・育児を支える一員とし

ての意識を育む。 
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・ 平成29年度は，市内の中学校・高等学校等にて体験型思春期健康教育を42回実施

した。体験型思春期健康教育の開催に向けて，従事する大学生ボランティアの養成

講座を開催（ボランティア年度末登録数28名）したほか，関係機関の連携強化を図

るため，3月に思春期保健対策ネットワーク会議を開催した。 

（２）妊娠前から出産・育児を通じた包括支援の推進（№80220） 

  子ども若者はぐくみ局 

・ 妊娠を希望する方への支援を拡充するとともに，保健師による母子健康手帳発行

時の妊婦全数面接や，「こんにちはプレママ事業」，「こんにちは赤ちゃん事業」等

を引き続き実施し，妊娠前から出産・育児を通じた包括支援を推進する。 

・ 平成29年度は，身近な地域で安心して育児を開始し，子どもを健やかに育むため

の包括的な支援として，引き続き，母子健康手帳交付時の面接や「こんにちはプレ

ママ事業」等を実施したほか，産科医療機関の助産師等の専門職が，不安定な心身

状況になりやすい産後の母子を支援するスマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業）

の対象者を拡大（産後1箇月未満から3箇月未満）するとともに，産後間もない産婦

の健康診査費用を助成する「産婦健診ホッとサポート」を開始した。 

（３）子育てに関する支援施策などを総合的に案内する「子育て支援コンシェルジュ」

の創設（№80230）子ども若者はぐくみ局 

 ・ 子育てに関する支援施策をワンストップで総合的に案内する「子育て支援コン

シェルジュ」制度を創設し，子育てを支援する体制の更なる充実を図る。 

・ 平成29年度は，5月に子どもや子育てに係る相談を一元的に受け付ける窓口とし

て，各区役所・支所に「子どもはぐくみ室」を開設するとともに，子どもはぐくみ

室のすべての職員が，子育てに関する相談をワンストップで受け付け，適切なサー

ビスを総合的に案内する「子育て支援コンシェルジュ」として，総合案内機能の役

割を担う体制を整備した。 

（４）子育て・若年層世帯に対する住宅支援（№80240）都市計画局 

・ 市営住宅や民間賃貸住宅のリノベーションを行うとともに，子育て世帯等が求め

る地域の情報など，幅広いニーズに対応した住情報を発信する。 

・ 平成29年度は，市営住宅の子育て世帯向けリノベーションを行い，67戸の子育て

世帯向け住戸を整備するとともに，民間賃貸住宅におけるリノベーション補助事業

の募集を行い，5住戸に助成した。 

・ 平成28年度に開設した「京都市学区（元学区）別すまいの子育て環境検索サイト」

を通じて，子育て世帯向けの住情報を発信した。 

（５）「子どもを共に育む親支援プログラム」及び「青少年のための親学習プログラム」

の推進（№80250）子ども若者はぐくみ局 

・ 保護者同士が，子育てに必要な知識・技術などを共有することで，親自身が成長

することをめざす「親支援プログラム」や，これから親になる世代の学びの機会の

拡大をめざす「青少年のための親学習プログラム」を活用した取組を実施する。 

・ 平成29年度は，親支援プログラムを活用した講座「ほっこり子育てひろば」を開

催（1,688回，17,121人参加）するとともに，「青少年のための親学習プログラムを

活用した乳幼児とのふれあい体験」を市立中学校（69校）で実施した。 
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３ 幼児教育・保育の充実と経済的負担の軽減（№80300） 

（１）子どもの医療費負担軽減の更なる拡充（№80310）子ども若者はぐくみ局 

 ・ 子ども医療費助成制度について，府市協調により，更なる拡充を図る。また，子

ども医療費に係る恒久的な補助制度の創設を国に要望する。 

・ 平成29年度は，子ども医療費助成制度において，医療費1,856,127千円を助成し

た。 

・ また，5月に，子ども医療費に係る全国一律の補助制度の創設を国に要望した。 

・ 11月の「京都市長と京都府知事との懇談会」において，より効果的，持続可能な

子ども医療費助成制度のあり方について，市府間で協議を進めることを確認した。 

（２）幼児教育・保育における利用者負担の軽減の継続（№80320） 

  子ども若者はぐくみ局 

・ 国基準を下回る利用者負担額（保育料）の設定や，多子世帯に対する負担軽減な

ど，引き続き，子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。 

・ 平成29年度は，これまでからの保護者負担の軽減策に加え，市民税非課税世帯の

第2子及びひとり親世帯等に対する保育料の負担軽減の拡充を実施した。 

（３）保育所等の待機児童ゼロの継続（№80330）子ども若者はぐくみ局 

・ 保育園（所）の新設や既存保育園（所）の増改築により受入児童数の拡大を図る。

また，地域型保育事業の推進により，低年齢児（0歳～2歳児）の受入枠を拡大する。 

・ 保育所等の新設・増改築等により，過去最大の1,237人分の新たな児童受入枠を

確保した。 

・ また，幼稚園の放課後等預かり保育の充実により，保育要件を満たす800人以上

の児童が新たに幼稚園を利用した。 

・ このほか，保育園，幼稚園，小規模保育事業者等の御協力により，30年4月1日時

点において，国が示す新定義で2年連続保育所等待機児童ゼロとなり，平成26年度

以降，5年連続となる保育所等待機児童ゼロを達成した。 

（４）多様な保育サービスの提供～時間外保育（延長保育），一時預かり，病児・病後

児保育，休日保育などの取組～（№80340）子ども若者はぐくみ局 

 ・ 子どもや子育て家庭の置かれた状況，幼児教育・保育の提供区域のバランスや利

用状況等を踏まえ，市民のニーズに対応できるよう，多様な保育の量の拡充に取り

組む。 

・ 平成29年度は，一時預かり事業について，新たに市内１箇所で実施（合計55箇所）

するとともに，病児・病後児保育事業については6箇所で実施し，うち1箇所は7月

に定員を3名から6名に拡大した。 

・ また，時間外（延長）保育事業については，新たに12箇所（計254箇所）で実施

し提供体制の拡大に努めた。 

（５）幼稚園等における預かり保育の充実（№80350） 

  子ども若者はぐくみ局,教育委員会 

 ・ 市立幼稚園全園において預かり保育を実施するとともに，私立幼稚園が実施する

預かり保育事業の拡大に向け助成等を行う。 

・ 平成29年度は，市立幼稚園全園で預かり保育を実施（延べ利用人数：57,691人）

するとともに，私立幼稚園については，主として長期休業期間も含め平日週5日間，

午前8時から午後6時まで預かり保育を実施する園（55園）を対象に助成を行った。 

 

 



－59－ 

 

４ 放課後の子どもたちの居場所づくりの充実（№80400）子ども若者はぐくみ局 

 ・ 障害のある児童の受入体制強化など事業の質の確保と利用児童の処遇の更なる向

上に取り組みながら，学童クラブ事業の待機児童ゼロを継続する。また，重症心身

障害児や医療的ケアが必要な重度障害児の放課後の居場所づくりを推進する。 

・ 学童クラブ事業については，設備・運営基準に基づく実施場所の確保にあたり，

6施設において新たに小学校の余裕教室等を活用した。また，職員確保においても，

平成29年度当初から30人増の674人の職員を配置（28年度から30人増）し，16クラ

ス増の332クラスを編成した。こうした取組の結果，30年度当初の学童クラブ登録

児童数は29年度から710人増の14,076人となり，7年連続の待機児童ゼロを達成した。 

・ 引き続き，放課後等デイサービス等に対して，重症心身障害児の受入人数に応じ

た運営補助を行うなどの取組を進めた結果，29年度の重症心身障害児の受入人数は，

28年度から803名増加し，延べ3,821人となった。 

・ 12月に重症心身障害児等を通わせる放課後等デイサービス事業所が西京区に1箇

所開設された。 

・ 1～2月にかけて，質の高い事業所運営を目的とした放課後等デイサービス関係職

員研修（基礎編）を計3回実施し，延べ244人が参加した。 

５ 保幼小中高を見通したきめ細かな支援による，すべての子どもたちの可能性を最大

限引き出す教育環境の充実（№80500） 

（１）小中一貫学習支援プログラムや未来スタディ・サポート教室などすべての子ども

たちの学力の定着・充実に向けた取組の推進（№80510）教育委員会 

・ 小中一貫学習支援プログラムの実施回数の充実や未来スタディ・サポート教室の

実施校の拡大等により，基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに，

習得した知識や技能を活用した問題解決的な学習や探究活動（アクティブラーニン

グ）の充実を図る。 

・ 平成29年度は，全国学力・学習状況調査や京都市小中一貫学習支援プログラムの

結果を踏まえ，市全体及び各学校の状況を一目で把握できる学力分析システムによ

る分析を行うとともに，小中一貫学習支援プログラムのうち，小4プレジョイント

プログラム及び中1学習確認プログラムを1回ずつ拡大し，その他のプログラムと合

わせ，計15回実施した。 

・ また，未来スタディ・サポート教室について，新たに市立中学校19校で開始し，

全市立中学校73校で取組を実施した。 

（２）校区の状況に応じた全中学校区における小中一貫教育の更なる推進（№80520） 

  教育委員会 

 ・ 京都市小中一貫教育ガイドラインに基づき，小中学校がめざす子ども像を共有す

るとともに，義務教育9年間を通して確かな学力と豊かな学びを実現する小中一貫

教育を，保護者や地域の方々と共に全市で推進する。 

・ 平成29年度は，全ての中学校ブロック（全65ブロック）で同ガイドラインに基づ

いた小中一貫教育の実践に関する指導助言等を実施した。 

・ 1月に京都市教育委員会と小中一貫教育全国連絡協議会が主催する，「第12回小中

一貫教育全国サミットin京都」を実施した(みやこめっせ・市内小中学校他で開催。

全国から教育関係者約3,650名が参加）。 

・ 12月に公布した京都市立義務教育学校条例に基づき，義務教育学校の条件を満た

す，凌風小中学校，大原小中学校，花背小中学校，開睛小中学校，東山泉小中学校，

宕陰小中学校を4月から義務教育学校に移行させるとともに，31年4月に向島秀蓮小

中学校を開校することとした。 
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・ 小中学校合同による学校運営協議会を設置している中学校ブロック数については，

13ブロック拡大し，27ブロックとなった。 

（３）「新しい定時制単独高校」や「新しい普通科系高校」の創設など市立高校の発展

をめざした改革の推進と各校の特色ある取組の充実（№80530）教育委員会 

・ 京都工学院高校の開校や，新たな教育ニーズに応える定時制単独高校の創設をは

じめとする市立高校改革の着実な推進を図る。また，各校の教育活動を充実し，生

徒・保護者や社会のニーズに沿った魅力あふれる高校としてさらなる発展をめざす。 

・ 平成29年度は，新しい普通科系高校の創立に向け，28年度に新普通科系高校創設

プロジェクトにおいて策定した「まとめ」の具体化に向けた検討を進めた。 

・ 「新しい定時制単独高校」の創設に向け,「『新定時制単独高校の創設に係るワー

キンググループ』まとめ」を6月に策定するとともに，「まとめ」の具体化に向けた

検討を実施した。 

・ 京都市立芸術大学と合わせて，京都市立銅駝美術工芸高等学校移転に向けた基本

設計に着手した。 

・ さらに，魅力ある学校づくりを推進する「市立高校かがやきプラン」の下，市立

高校の特色や魅力を発信する「市立高校グローバルフェスタ2017」を12月に開催し

た。 

（４）障害のあるひととないひとが共に学ぶインクルーシブ教育システムの理念に基づ

くひとりひとりのニーズに応じた教育の推進（№80540）教育委員会 

 ・ 「育（はぐくみ）支援センター」を核とした教育相談や，就学相談を実施すると

ともに，小中学校における交流及び共同学習を推進し，ひとりひとりのニーズに

合った教育の充実を図る。 

・ 平成29年度は，引き続き，学校を窓口としたきめ細かい就学先の相談を実施した。 

・ 医療的ケアを必要とする児童生徒の総合支援学校等での受入れや指導看護師によ

る巡回指導回数の増加など，支援体制の充実を図った。 

・ 地域制総合支援学校で就学支援を進める地域懇談会を6月に開催した。 

・ 障害に関する正しい理解や支援の方法に関する公開研修会を育（はぐくみ）支援

センターで28回実施した。 

・ 適切な就学先を審議するため，就学支援委員会を5回実施した。 

・ 京都市総合教育センター等で就学先の審議のための発達検査・保護者面談等を9

回実施した。 

・ 小学校，中学校，高校，総合支援学校において交流及び共同学習を実施した。 

・ 関係機関・団体によるノーマライゼーションへの道推進会議を9月，2月に開催し，

障害のある子どもの教育についての理解・啓発を図った。 

・ 出会いとふれあいのオープンスペース（育成学級・通級指導教室等見学説明会）

を6月及び7月で計12回実施した。 

（５）スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充などによる不登

校児童生徒の健やかな学び・育ちの保障に向けた指導・支援の充実（№80550） 

  教育委員会 

・ 子どもたちへの学習支援や居場所づくり，保護者への支援を行うとともに，ス

クールカウンセラーの相談体制の拡充や，スクールソーシャルワーカーの全中学校

区への配置拡大などにより，学校での教育相談機能をさらに充実させ，子どもがい

きいきと学校生活を送れる体制づくりを進める。 

・ 平成29年度は，小学校16校，高等学校2校，総合支援学校8校のスクールカウンセ

ラーの配置時間を週8時間以上に拡充したことにより，同時間配置の学校は計104校

（小学校16校，中学校69校，高校11校，総合支援学校8校）となった。 
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実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

・ スクールソーシャルワーカーを新たに11校配置したことにより，配置校区数は，

39中学校区となった。 

・ 大学との連携により，学生ボランティアを小学校22校，中学校10校等に派遣し，

学習支援等を実施した（登録人数：92人）。 

・ 市内5箇所の「ふれあいの杜」（適応指導教室）で不登校児童生徒を対象とした学

習活動等を実施した。 

６ 防災と環境に配慮した学校施設・設備整備事業の計画的な推進（№80600） 

 教育委員会 

・ 「京都市学校施設マネジメント基本計画」に基づき，環境に配慮した改修，耐震

性能の向上，快適トイレの拡充等による災害時を想定した避難所施設としての機能

向上等の取組を一層進める。 

・ 平成29年度は，10校で次年度の施工に向けた設計を行った。また，4校で改修工

事に着手，11校で改修・改築等工事を完了した。 

【内訳】 

・ 校舎の環境に配慮した大規模リニューアル：設計3校，工事完了3校 

・ 体育館の改築：設計1校，工事完了1校 

・ 体育館の全面リニューアル：設計3校，工事着工4校，工事完了4校 

・ プールのリニューアル：設計3校，工事完了3校 

 

「主な共汗指標」の推移 

１ 京都はぐくみ憲章の認知度 

 ※ 子育て・教育関連イベント等におけるアンケート調査で「京都はぐくみ憲章を知っている」と回答

した小学生の保護者の割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

36％ 

（26年度） 

42％ 

（29年度） 

50％ 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 
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２ 保育所等待機児童数 

実施計画策定時の値 直近値※ 目標値 

0人 

（27年度） 

0人 

（29年度） 

待機児童ゼロの継続 

（32年度） 

 ※ 本指標は，毎年4月1日現在の数値を公表しており，平成29年度に行った取組が反映された結果とし

て，平成30年4月1日現在の数値を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「将来の夢や目標を持っている」中学3年生の割合 

 ※ 全国学力・学習状況調査の質問紙調査で「将来の夢や目標をもっている」という設問に対して「当

てはまる」「どちらかといえば，当てはまる」と回答した京都市立中学校3年生の割合 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

69.7％ 

（27年度） 

67.9％ 

（29年度） 

75％ 

（32年度） 

 

 

 

 

  

（人） 

（％） 
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重点戦略９ 仕事と家庭，社会貢献が調和できる 

「真のワーク・ライフ・バランス戦略」 

 

基本的な考え方 

 

若者をはじめ，市民ひとりひとりが仕事や家庭生活，社会貢献などにおいて，生きが

いと充実感を得て人生が送れる真のワーク・ライフ・バランスを定着させる。 

そのために，だれもがともに能力を発揮できる労働環境の整備，子育てや介護などの

負担軽減のための支援強化や男性の積極的な参加の促進，地域社会における活動に参加

しやすい条件の整備，生涯を通じて学び続けられ，その学びを社会に還元することがで

きる環境の整備などを行う。 
 

実施計画における取組の方向性 

 

 京プランで新たに掲げた「真のワーク・ライフ・バランス」の理念※は，十分に浸透

しているとは言えない状況にある。 

 このため，市民ひとりひとりがライフスタイル・ライフステージに応じて実践してい

くための環境整備，普及啓発・情報発信の更なる強化を図る。 

 とりわけ，男性の家庭生活への主体的な参画を促進し，社会のあらゆる分野で男女共

同参画をより一層推進すると同時に，働き方改革に取り組む企業等への支援を積極的に

行うことにより，幅広い世代の地域活動等への更なる参加を促進する。 

 ※ 仕事と家庭生活の調和だけでなく，地域活動や社会貢献活動等に積極的に参加することによって，誰

もが生きがいと充実感を持って，心豊かな人生を送ることができるという，京プランに掲げた考え方 

 

実施状況 

１ 「真のワーク・ライフ・バランス」認知度アッププロジェクト（№90100） 

 文化市民局 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」を推進するため，認知度の向上，理解の促進，

更には実践の輪を広げる取組を進める。 

・ 平成29年度は，京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBや，各区ふ

れあいまつり等への啓発ブースの出展等を通じた啓発を行った。 

２ 働き方改革に向けた環境整備の推進（№90200）文化市民局 

・ 長時間労働の是正などの働き方改革を進めるため，男性の育児休業取得奨励金制

度の創設や，家庭生活に加え，地域・社会貢献活動に対する従業員への配慮・推奨

などに積極的に取り組む企業への支援や顕彰を行い，広く情報発信する。 

・ 平成29年度は，従業員の「真のワーク・ライフ・バランス」の推進に取り組む中

小企業に対して助成を行うほか，特に優れた取組を行う企業を京都市「真のワー

ク・ライフ・バランス」推進企業として表彰し，その先進的な取組をホームページ

や啓発誌を通じて広く周知した。 

・ 京都ならではの働き方改革を推進するため，「働き方改革」推進プロジェクト

チームを設置した。 
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３ 男性が主体的に家事・子育て・介護等家庭生活に関わることができる環境・気運づ

くりの推進（№90300）文化市民局 

 ・ 男性が主体的に家事・子育て・介護等に関わる気運の醸成や環境づくりに取り組

む。 

・ 平成29年度は「真のワーク・ライフ・バランス」を実践するきっかけを創出する

ため，親子で参加できるイベントとして，京都パープルサンガの協力を得て，サッ

カー観戦の優待企画を実施した。 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード表彰において，新たに家事・

子育て・介護等と仕事の両立に積極的に参画する男性部門を創設した。 

４ 結婚を望むひとを応援する「婚活支援事業」の更なる推進（№90400）文化市民局 

・ 結婚を望む未婚の男女に対し，出会いと交流の場を提供する婚活イベントの実施

や婚活に役立つ情報発信の強化を図る。 

・ 平成29年度は，京都商工会議所青年部との共催により，岡崎地域で「京都婚活

2017」（11月）を実施したほか，調理を通じた「クッキングde京都婚活」（9月～11

月，1月）や文化体験を通じた「京都婚活in渉成園」（12月），「京町家で京都婚活」

（1月，2月）を実施した。 

・ また，結婚や婚活に役立つ情報を紹介する「こころをつなぐ 京都style 婚活WEB」

の内容充実のため，イベント情報の掲載基準を緩和した。 

 

「主な共汗指標」の推移 

１ 「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉の周知度 

 ※ 「真のワーク・ライフ・バランス」に関する市民アンケートで「言葉も意味も知っていた」「言葉は

聞いたことがある」と回答した割合の合計 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

23.3％ 

（27年度） 

43.6％ 

（29年度） 

50％ 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％） 
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２ 「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できているひとの割合 

 ※ 「真のワーク・ライフ・バランス」に関する市民アンケートで「実現できている」「どちらかといえ

ば実現できている」と回答した割合の合計 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

46.2％ 

（27年度） 

36.9％ 

（29年度） 

50％ 

（32年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を宣言している企業数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

1,408社 

（26年度） 

1,837社 

（29年度） 

3,200社 

（32年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％） 

（社） 
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重点戦略 10 だれもが参加したくなる 

「地域コミュニティ活性化戦略」 
 

基本的な考え方 

 

市民のくらしの基盤であり，長年にわたり培われた住民自治の伝統や支え合いの精神

が息づく町内会や自治会，学区，商店街など地域のコミュニティを活性化し，ひととひ

と，ひとと地域との絆や信頼を強め，自治力を高める。 

そのために，だれもが地域活動に参加したくなるきっかけづくり，町内会・自治会等

の地域コミュニティや市民活動団体と行政の連携のしくみづくり，地域における市民の

さまざまな居場所や活躍の場づくりなどを進め，地域の自主的，自律的な地域運営を充

実させる。こうした取組を行政が側面から支援し，地域の主体的なまちづくりを推進す

る。 

 

実施計画における取組の方向性 

 

 平成24年4月に地域コミュニティ活性化推進条例を施行して以来，地域力を高めるた

めの様々な取組を展開し，自治会・町内会においても地域活動支援制度などを活用した

加入促進が行われているにもかかわらず，自治会・町内会の加入率が横ばいで推移して

いるといった現状を踏まえ，地域を支援する取組を強化する。特に学校・PTAや住宅関

連事業者をはじめとする企業，NPO等と地域組織との連携の強化や，地域自治組織の活

性化に向けた新たなしくみづくりにより，地域力の強化，将来の地域の担い手確保を促

進し，地域コミュニティの活性化を更に推し進めていく。 

 

実施状況 

１ 住宅関連事業者等と連携した自治会・町内会への加入促進（№100100）文化市民局 

・ 住宅関連事業者等と連携して自治会・町内会の加入促進に取り組むため，自治

会・町内会の加入啓発を行うことなどを内容とした協定を，京都市と事業者との間

で締結する。また，マンション連絡調整担当者届出・開示制度の検証・改善を行う

とともに，宅地開発についても同様の制度の構築を図る。 

・ 平成29年度は，住宅関連事業者との「京都市における自治会・町内会の加入促進

に関する協定」に基づき，各協会を通じた会員へのチラシの配布，協会広報誌での

記事掲載に加え，各協会が実施する定例会議や研修会への出講などにより，協定内

容の周知，協力依頼に取り組み，住宅関連事業者と連携し，加入促進を図った。 

２ 地域活動や市民活動団体への幅広い世代や主体の参加・連携による担い手の創出・

育成（№100200）文化市民局 

・ 地縁団体と市民活動団体の新たな担い手を創出・育成し，次世代への円滑な引継

ぎを支援するため，幅広い世代の地域活動への参加を促進する。また，自治会・町

内会等とNPO法人の連携事業を支援するなど，地縁団体と市民活動団体の連携をよ

り一層推進する。 

・ 平成29年度は，引き続き，NPO初歩講座やNPO設立講座を実施した。 

・ また，地域団体とNPO法人が連携した取組（2事業）に対し，支援を行った。 

・ さらに，3月には，地域活動やNPO活動を楽しく・分かりやすく紹介する「きょう

と地域力アップおうえんフェア」を開催した。 

・ 各区まちづくりカフェに参加し，地域で市民活動に取り組む方々に対して，NPO

の普及啓発を行った。 
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３ 区役所・支所と各種団体，NPO，保育所，学校・PTA・学校運営協議会，大学，企業

との連携の推進（№100300）文化市民局 

 ・ 保育所，学校・PTA・学校運営協議会，自治会・町内会，地域福祉組織，大学，

企業のネットワークを強めた地域のまちづくりを推進するため，自治会・町内会と

PTAに連絡担当者の設置を働きかけるとともに，地域団体とNPO等がネットワークづ

くりや協働を行う機会を充実する。 

 ・ 平成 29 年度は，12 月に NPO 法人等の活動についてプレゼンテーションを行い，

市民からの支援につなげる「市縁堂 2017」を開催したほか，京都市 PTA フェスティ

バルにおいて，地域コミュニティに関するアンケート調査を実施した。 

４ 若者の地域活動への参加促進（№100400）文化市民局 

・ 中学・高校生等の若者の地域活動への主体的なかかわりを促し，将来の担い手の

育成につなげる。また，大学生等についても，転入に伴う住民票の異動と自治会・

町内会への加入や地域活動への参加を呼びかけるとともに，地域活動に関する情報

が伝わる仕組みづくりを行う。 

・ 平成 29 年度は，4 月に大学の新入生等に向けた自治会加入や地域活動への参加等

の啓発物を作成し，配布したほか，5 月～11 月の各区民ふれあいまつりにおいて，

学生をはじめとする若者がスタッフとして従事した。 

５ 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづくり

支援事業」の充実（№100500）文化市民局 

・ 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」及び「だいすきっ! 京都。寄付金

（応援メニュー:地域振興）」の更なる活用を進める。また，「区民まちづくり会議」

を区民と行政とのより創造的なまちづくりにつながるよう充実する。 

・ 区民提案型支援事業について，平成29年度は329件の活動に補助金を交付し，区

民の自主的・自発的なまちづくり活動を支援した。 

・ 共汗型事業について，平成29年度予算編成から各区が配分額を超えて予算要求で

きるよう区長権限を強化した。（北区，左京区，右京区に予算措置） 

・ また，「区民まちづくり会議」をワークショップ形式により開催（北区，上京区，

中京区，山科区，右京区，西京区）した。 

６ 各区における「まちづくりカフェ事業」の推進（№100600）文化市民局 

 ・ 「まちづくりカフェ事業」を全区に拡大するとともに，地域や組織の課題解決の

方法を検討し，その実現をサポートするフューチャーセンター化など，一層の活性

化，発展を促す。 

・ 平成29年度は，前年度に引き続き「まちづくりカフェ事業」を各区で開催（86

回)するとともに，7月に中京クーチャーセンター事業として「こどもと行こう！祗

園祭」を実施した。 

・ 交流・発表の場づくりとして，左京大博覧会（5月）や上京! collection（11月）

を開催した。また，伏見区において，ラジオ番組を活用したカフェ事業の活動発信

（毎月）や，活動事例集（「思い出アルバム」）の発行（3月）に取り組んだ。更に，

南区と下京区が，区の枠を超えて「みなみなみなみ×しもぎょう」を合同で開催し

た。 
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「主な共汗指標」の推移 

１ 自治会等加入率 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

70％ 

（26年度） 

68.5％ 

（28年度） 

77％ 

（32年度） 

※ 本指標の調査については，調査に係る地域の負担等を考慮し，2年に1回の実施としており，直近値

は平成28年度となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市所管のNPO法人数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

820法人 

（26年度） 

846法人 

（29年度） 

920法人 

（32年度） 
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重点戦略11 安心・安全と生きがいを実感できる 

「いのちとくらしを守る戦略」 
 

基本的な考え方 
 
子ども，高齢者，障害のあるひと，外国籍市民をはじめ市民ひとりひとりが，社会の

なかで尊重され，役割を果たし，生きがいを実感できるとともに，都市部や郊外・山間

部を問わず，いきいきとした生活を送れる社会を実現する。 

そのために，世代を越えた日常の交流の場，安定した就労や社会参加の機会を広げる

とともに，健康なくらしを実現するための支援，福祉，医療，生活衛生，児童虐待やDV
※1対策の充実などを進める。また，ユニバーサルデザイン※2による住みよい生活環境の

整備や，消防・防災，防犯等の分野で市民のいのちとくらしを守るしくみと都市基盤を

充実するなど，市民，事業者，行政の協働による安心・安全なまちづくりを進める。 

※１ DV（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者・交際相手等からの暴力。 

※２ ユニバーサルデザイン：製品や施設等を，すべてのひとが利用しやすいデザインにすることをめ

ざす考え方。 

 

実施計画における取組の方向性 
 
 「人は安全で安心して暮らせるまちに集まる。人口減少に歯止めをかけるため，いの

ちとくらしを守り，安心・安全で幸福を実感できる「支え合い自治が息づくまち・京都」

を実現していかねばならない。」との基本計画点検委員会からの提言を受け，前半期に

引き続き，市民ひとりひとりが安心・安全と生きがいを実感できるまちづくりを進める。 

 とりわけ，「身体活動・スポーツ」や「食」を柱とした健康長寿のまちづくり，さら

に，高齢者や子ども，学生，女性などを狙う犯罪，多発する集中豪雨など，昨今の課題

を踏まえ，犯罪の少ないまちづくり，震災対策，雨に強いまちづくりを重点取組に位置

付け，市民，事業者との協働でより一層推進する。 
 

実施状況 

１ 市民ぐるみで健康づくりに取り組む「世界一健康長寿のまち・京都」推進プロジェ

クト（№110100）保健福祉局 

・ 「健康長寿のまち」の目標を設定し，その普及に努めるとともに，幅広い市民団

体や企業等が参加する「健康長寿のまち・京都市民会議」と連携し，ライフステー

ジ等に応じた健康づくりを市民ぐるみで推進する。 

・ 平成29年度は，「健康長寿のまち・京都 庁内推進本部会議」（5月），第2回「健

康長寿のまち・京都市民会議」総会（7月）を開催し，今後の取組について，関係

者で共有した。 

・ 6月には，大塚製薬(株)と健康長寿のまち・京都の推進に関する連携協定を締結

した。 

・ また，健康長寿のまち・京都ポータルサイトによる情報発信のほか，8月から毎

月「健康長寿のまち・京都いきいき通信」を発行し，リビング京都の紙面に健康情

報の掲載を開始したほか，11月には「健康長寿のまち・京都いきいきフェスタ」を

開催し，健康づくりに関する取組等の周知を行った。 

・ さらに，「健康長寿のまち・京都 いきいきポイント」について，7月に，年齢制

限を撤廃するとともに，いきいきポイント手帳をA5からA4サイズに変更し，小学校，

中学校等でも配布したほか，1月に「健康長寿のまち・京都いきいきアプリ」の配

信を開始するなど事業の充実を図った（「健康長寿のまち・京都 いきいきポイン

ト」プレゼント応募件数：計3,647件）。 
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２ 世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動の推進（№110200） 

 文化市民局 

・ 「世界一安心安全 笑顔でやさしさあふれるおもてなしのまち京都」を目指し，

市民，京都市，京都府警察等の連携により，行政区単位の犯罪防止等の取組を全区

において実施し，市民ぐるみの運動を推進する。 

・ 平成29年度は，全行政区において区推進組織を中心とした取組を展開するととも

に，これまで実施してきた取組の成果・課題等を整理し，更なる安心安全の向上を

目指すため，8月に第4回推進本部会議を開催した。 

・ 全市で緊急的な対策を講じる必要がある犯罪等への取組として，振り込め詐欺等

特殊詐欺被害防止や自転車盗難防止のための啓発等を実施した。 

・ 犯罪の発生を抑制し，住民が安心して生活できるように，自治連合会や町内会な

どの地域団体や事業者等が自ら防犯カメラを設置する事業に対し補助を行った（地

域団体向け29年度実績：129団体304台，事業者等向け29年度実績47団体100台）。 

３ 東日本大震災の教訓を踏まえ市民ぐるみで進める地域防災力の向上（№110300） 

誰もが参加しやすい地域の防災活動や避難所運営訓練の充実などにより，地域防災

力の一層の向上を図る。 

（１）住民主体の避難所運営訓練の実施と公的備蓄物資の分散備蓄の推進（№110310） 

  行財政局 

・ 住民主体の避難所運営訓練の実施と訓練結果等を踏まえた運営マニュアルの充実

見直しを実施する。併せて，公的備蓄物資の市立小・中学校等の避難所への分散備

蓄を推進する。また，京都市と各種団体との災害協定締結を更に進める。 

・ 平成29年度は，避難所運営マニュアルに基づき，各区・支所の防災担当において

避難所運営訓練の年間計画等を策定するとともに，住民主体の避難所運営訓練を実

施した（累計260箇所）。また，訓練結果等を踏まえ，35箇所の避難所で避難所運営

マニュアルを充実するための見直しを実施した。 

・ 全227学区中，153学区において，最低1箇所の避難所に分散備蓄を実施した。 

・ 各種団体との災害協定締結を推進するとともに，協定を締結した各種団体を対象

に「京都市帰宅困難者対策研修会」を11月に実施した。 

（２）若者・女性が活躍し，地域から頼られる消防団活動の更なる充実（№110320） 

  消防局 

・ 若年層，女性，事業所，公務員等をターゲットに消防団への加入を促進するとと

もに，「消防団充実強化実行チーム」の取組をサポートして消防団の活性化を図る。

また，消防団が地域との連携を強化し，市民指導，実戦的な活動の充実を図る。 

・ 平成30年4月1日現在の消防団員数について，入団勧奨の取組の結果，全体の消防

団員数は4,430名（前年比87名増）となり，女性消防団員数（462名（前年比83名

増）），学生消防団員数（160名（前年比25名増））は過去最多となった。 

・ 通学しながら消防団活動に取り組み，地域貢献した17人の大学生に京都市学生消

防団活動認証状を交付した（累計42人）。 

・ 高校生に対して，消防団員による防災教育を行う消防団防災ハイスクールを実施

し，8,814人が参加した。 

・ 消防活動総合センターの訓練施設を活用した放水訓練を行い，延べ449人が参加

した。 

・ 消防団100人委員会U-35で出された意見を，プロジェクトとして企画立案し，実

現に向けて取り組む第4期消防団充実強化実行チーム会議等を87回実施し，延べ908

人の消防団員が参加した。 

・ 消防団員と消防職員が合同で高齢者宅への防火安全指導を実施した。 
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（３）防災行動マニュアルの策定・実践を通じた自主防災組織の更なる防災力向上 

  （№110330）消防局 

・ 自主防災会の防災行動マニュアル（地震，水災害，土砂災害）の策定を推進する

とともに，マニュアルに基づく訓練等の実践を図る。 

・ 平成29年度は，25の自主防災会で防災行動マニュアルを策定したことにより，市

内の全227の自主防災会において，防災行動マニュアルの策定が完了した。 

・ 策定したマニュアルに基づき，215自主防災会で訓練を実施した。 

（４）年代に応じた防災カリキュラムによる幼少年期からの防災教育の充実（№110340） 

  消防局 

 ・ 幼年の段階から，年代に応じた防災知識，防災技術を身に着けていただけるよう，

系統立てた防災指導のカリキュラムを策定し，運用する。 

・ 平成29年度は，各消防署にて，既存のカリキュラムの内容に関する検討を行うな

ど，正式版カリキュラム策定に向けた検証を進めた。 

（５）災害への我が事意識を高める防災体験の機会充実（№110350）消防局 

・ 市民防災センターや消防活動総合センターの利用促進を図り，市民の防災体験の

機会について充実を図る。 

・ 平成29年度は，消防活動総合センターにおいて，自主防災組織等を対象とした訓

練を5回実施した。 

・ 市民防災センターについては，防災展・救急展や救急フェスタの開催等により，

利用促進を行った結果，99,103人が利用したほか，7年度の開館からの入館者が200

万人を突破した。 

（６）災害ボランティアセンターによる共助の力をいかした災害支援活動の強化 

  （№110360）文化市民局，保健福祉局 

・ 市民による自発的なボランティア活動を，災害発生時における被災者への支援や

被災地の復旧・復興につなげる。 

・ 平成29年度は，九州北部豪雨災害に対してボランティア等を派遣（計2回，31名）

し，被災地への支援活動を行った。 

・ 市（区）総合防災訓練において，市（区）災害ボランティアセンター設置・運営

訓練を実施し，各種団体や学生スタッフ等と連携を図り，災害ボランティア活動の

普及啓発，人材育成，地域の見守り訪問体制の確認を行った。また，運営訓練会場

等で市・区ボランティアセンターの啓発用リーフレットを配布した。 

（７）飼い主とペットが一緒に避難できる避難所の受入体制強化（№110370） 

  行財政局，保健福祉局 

 ・ 各避難所の運営協議会等の代表者に対し，ペット受入れの可否やルールづくり，

地域住民への周知などの体制整備を働きかけるとともに，避難所での健康管理等，

飼い主へのペット避難対策に係る啓発を積極的に実施する。 

・ 平成29年度も引き続き，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校校長会並び

に自主防災会や保健協議会等に対し，飼い主とペットが一緒に避難できる避難所の

受入体制の強化を働きかけるなど，ペット受入可能な避難所の増加に向け取組を

行った。 

・ また，京都市総合防災訓練（9月）においてペット同行訓練を実施したほか，避

難所運営訓練等においてもペット同行訓練やブースの設置による啓発を実施した。 

・ さらに，ペットの避難に対するリーフレットを区役所，動物愛護センターで配布

したほか，1月に愛護センターにおいて飼い主向けのペット防災対策イベントを開

催した。 
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４ 雨に強いまちづくりの推進（№110400） 

  「「雨に強いまちづくり」推進行動計画」に基づき，「ながす」，「ためる・しみこま

せる」，「くみだす」，「つたえる・にげる」，「そなえる・まもる」をキーワードに， 

ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な対策を実施する。 

（１）河川の整備及び効果的な維持管理による治水安全度の向上（№110410）建設局 

・ 都市基盤河川の河川改修を進めるとともに，国・府の管理河川（40 河川）の改修

についても，国・府に要望し，連携して進める。また，「普通河川整備プログラム」

（対象河川：8 河川）に基づき，護岸のかさ上げなど局所的な対策や，抜本的な河

川改修等を実施する。 

・ 平成 29年度は，都市基盤河川整備として，西羽束師川，旧安祥寺川，新川，有栖

川，善峰川の護岸等工事を実施した。 

・ 普通河川整備プログラムに基づき竹田川，奥殿川の護岸等工事及び泉川，千代原

川の設計を実施した。 

・ 国管理河川の改修について，京都市も含めた流域自治体からなる「宇治川・桂川

改修促進期成同盟会」から国へ要望を 10 月に実施した。 

・ 28 年度の「京都市長と京都府知事の懇談会」において，市府の連携により実施す

ることで合意した府管理河川である安祥寺川の改修について，市府の連携のもと，

関係機関との協議を実施した。 

（２）下水道における雨水幹線等の整備による浸水対策の推進（№110420）上下水道局 

 ・ 雨水幹線等の整備を進め，市内で合計 50万㎥超の雨水貯留量を確保することで，

雨に強い安全・安心なまちづくりを推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，新川 6 号幹線，花見小路幹線，山科川 13-1 号雨水幹

線，伏見第 3 導水きょの整備を実施した。 

・ また，山科三条雨水幹線の整備工事を完了した。 

（３）集中監視システムを活用した排水機場の適切な運転管理及び計画的な修繕 

  （№110430）建設局 

 ・ 主要な排水機場の機器の状況や河川の水位等を集中管理センターで一元的に監視

する。加えて，長寿命化計画に基づき，計画的な修繕により,排水機場の安定的な

運転を行う。 

・ 平成29年度は，引き続き集中監視システムを運用するとともに，長寿命化計画に

基づき，洛南排水機場，淀排水機場，洲崎排水機場などで，ポンプ，防塵機，ゲー

ト等の修繕工事を実施した。 

（４）防災マップ(水災害編)改訂版の全戸配布（№110440）行財政局 

 ・ 水害ハザード情報に加えて，新たに策定する避難勧告等の発令を判断する具体的

な基準などを掲載した防災マップ（水災害編）を全戸配布するとともに，ホーム

ページで公開することにより市民の適切な避難行動を支援する。 

・ 平成29年度は，防災マップ（水災害編）の改訂版となる「京都市水害ハザード

マップ」の作成に引き続き，取り組んだ。 

（５）水防体制の強化（№110450）建設局 

 ・ 水防団の水防技術の向上及び水防団・区域住民の水防意識の向上を図る。 

・ 平成 29 年度は，4 月に水防工法研修会を開催（参加者：56 名）するとともに，5

月に水防団，消防，河川管理者，自主防災会，女性会等が連携し，淀川（宇治川）

右岸淀大橋下流河川敷において，水防訓練を実施した（参加者：796 名）。 
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５ ひと・ものの交流促進とまちの持続的成長を支えるための道路整備の推進 

 （№110500） 

より効率的・効果的に事業を進めるため，必要な点検，見直しを行ったうえで，安

心・安全を確保し，ひと・ものの交流促進とまちの持続的な成長を支える道路整備を

推進する。 

（１）北部山間地域の「北半環状ルート」における道路改良や待避所の設置（№110510） 

  建設局 

 ・ 高雄から京北，花背等を経由し鞍馬に至る，国道 162 号や国道 477 号，京都広河

原美山線等からなるルートの道路改良や待避所の設置を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き国道 162 号（高雄改良）の工事を実施し，通学路とな

る歩行者空間整備の進捗を図った。 

・ 京都広河原美山線（鞍馬北工区）の道路拡幅等の工事を実施した。 

・ 京都京北線（弁ヶ淵）の詳細設計を実施した。 

・ 国道 162 号（川東拡幅）の用地買収に向け，物件調査を実施した。 

（２）山科から洛西を結ぶ「南半環状ルート」の完成に向けた事業中区間の整備推進 

  （№110520）建設局 

 ・ 山科から六地蔵，横大路等を経由し洛西に至る，外環状線や中山石見線等からな

るルートやこれを補完するルートの整備を推進する。 

・ 平成29年度は，引き続き，中山石見線及び伏見向日町線の工事を実施するととも

に，大津宇治線，桃山石田線，御陵六地蔵線（第3工区）の用地買収等を行った。 

（３）市街地におけるミッシングリンク（未整備区間）の解消等による幹線道路網の充

実（№110530）建設局 

 ・ 幹線道路網における未整備区間の整備を推進する。 

・ 平成29年度は，本町下高松通の工事を完了した。 

・ 北泉通の工事及び用地買収，羽束師橋関連道路（第1工区）の用地買収を実施す

るとともに，山陰街道の用地買収を行った。 

（４）京都高速道路の抜本的な見直しと南北方向のボトルネック解消など交通課題への

対応（№110540）建設局 

 ・ 部分的な車線減少等に伴う，道路交通に支障をきたす箇所の整備を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，鴨川東岸線（第 2 工区）の工事と，鴨川東岸線（第 3

工区）の設計を実施した。 

・ 将来の京都市の発展にとって真に必要な道路ネットワークの在り方を検討する将

来道路ネットワーク研究会（第 2 回（6 月），第 3 回（12 月））での議論を踏まえ，

1 月に「京都市の将来を見据えた道路ネットワークの在り方」をとりまとめ，公表

した。 

６ 歴史都市京都における密集市街地・細街路の防災まちづくり（№110600） 

 都市計画局 

・ 密集市街地や細街路において，防災上の課題を共有するまちあるきや課題解決の

ための意見交換などの防災まちづくり活動を促進するとともに，耐震・防火改修や

避難経路の確保，防災ひろばの整備などの具体的改善を推進し，京都の風情を生か

しつつ，災害に強く，住みよいまちを実現する。 

・ 平成29年度は，「優先的に防災まちづくりを進める地区」全11地区及び当該優先

地区以外の密集市街地3地区のほか，新たに菊浜学区において，防災まちづくりの

取組を推進した。 
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・ 「密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度」に基づき，新たに1地

区の活動団体，3地区の計画を認定した（29年度末で7地区の活動団体及び計画を認

定）。 

・ 密集市街地内の防災上重要な細街路（2項道路）の拡幅整備を行う土地所有者に

対して，「防災みちづくり事業」として整備費用を助成した（1件）。 

・ 地域住民の取組意欲の向上や市全体で気運の向上を図るため，防災まちづくりの

取組地区間の情報交換や専門家との交流等を図る「防災まちづくり情報交換会」（9

月）及び災害に強いまちづくりの事例の発信・共有等を行う「防災まちづくり講演

会」（12月）を実施した。 

・ 京都の路地の魅力や課題，路地を保全・再生するための具体的な方法について分

かりやすく紹介する「路地保全・再生デザインガイドブック」を発行した。また，

同冊子の発行を契機に，路地の保全・再生を推進するため，まちづくり，建築及び

不動産業等に携わる方を対象として，3月に発行記念イベントを実施した。 

・ 防災まちづくりの取組を全市的に展開するため，取組の流れや地域での取組状況

を紹介する「防災まちづくりのすすめ」や「ろじマチ通信」を活用し，普及啓発に

努めた。 
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43.2 43.2 
43.8 

45.4 45.9 46.2 

40

45

50

55

実施計画策定時の値

（26年度） （27年度）

直近値

（28年度）

57.5 
56.1 

56.8 
57.7 

55.3 55.6 
55

60

65

70

実施計画策定時の値

（26年度） （27年度）

直近値

（28年度）

「主な共汗指標」の推移 

１ 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している人の割合 

 ※ 京都市国保の特定健診の問診票において「はい」と回答した割合 

実施計画策定時の値 直近値※ 目標値 

（40～64歳）43.2％（男性） 

      45.4％（女性） 

（65歳以上）57.5％（男性） 

      57.7％（女性） 

（26年度） 

（40～64歳）43.8％（男性） 

      46.2％（女性） 

（65歳以上）56.8％（男性） 

      55.6％（女性） 

（28年度） 

（40～64歳）51％（男性） 

      52％（女性） 

（65歳以上）66％（男性） 

      63％（女性） 

（32年度） 

※ 指標の根拠となる京都市国民健康保険特定健康診査結果の公表が10月頃となるため，直近値は平成28

年度となる。 
 
＜40～64歳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜65歳以上＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

（％） 

女性 

女性 

男性 

男性 

男性 

男性 

女性 

女性 
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15,934 

13,830 

12,770 

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

実施計画策定時の値

（27年） （28年）

直近値

（29年）

175 

241 
260 

128

178

228

278

328

378

428

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

２ 京都市内における犯罪件数（刑法犯認知件数） 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

15,934件 

（27年） 

12,770件 

（29年） 

1万5千件以下 

（32年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各地域で策定した避難所運営マニュアルに基づき訓練を実施した避難所数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値※ 

175箇所 

（26年度） 

260箇所 

（29年度） 

全428箇所 

実施計画に掲載している 

目標値：全423箇所 

（32年度） 

 ※ 避難所の追加指定により，実施計画に掲載している目標値から増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 

（箇所） 
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193 

215 

187

197

207

217

227

実施計画策定時の値

（26年度） （28年度）

直近値

（29年度）

４ 各地域で策定した防災行動マニュアルに基づき大規模災害を想定した訓練を実施し

た自主防災会数 

実施計画策定時の値 直近値 目標値 

― 

（26年度） 

215自主防災会 

（29年度） 

全227自主防災会 

（31年度） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自主防災会） 
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４ 政策の体系の実施状況 
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この章では，京プランに掲げた 27分野の「政策の体系」ごとに，以下のとおり，実施

計画政策編に掲げた事業など，当該政策分野に関連する主な事業の進捗等を記載してい

ます。 

＜本章の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 実施計画に掲載されている事業については，事業名の後に実施計画の掲載箇所を表す

番号を記載しています。 

(例)№ 1 1 100 

 

    事業番号（「重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：100，200～，「その他の事業」：001，002～） 

    戦略内での事業掲載箇所（「重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：0，「柱 1」：1 ～ 「柱 6」：6） 

重点戦略番号（「低炭素・循環型まちづくり戦略」：1 ～ 「いのちとくらしを守る戦略」:11） 

・ 公益財団法人，一般社団法人，特定非営利活動法人及び国立大学法人等については，

名称に応じて（公財），（一社），（特活），（国）等と略記しています。 

  

政策分野１ 環境 

～ DO YOU KYOTO ?（環境にいいことしてますか？）を合言葉に， 
  自然環境を気遣う「環境にやさしいまち」をめざす ～ 

 

基本方針 

豊かな森林資源，伝統文化，進取の気性と創造の力など，京都のまちの特性をさらに

高め，京都のまちがもつ「市民力」や「地域力」を総結集し，自然環境を気遣う「環境

にやさしいまち」の実現をめざす。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合※ 順位 

 ○％ ○/27 

                       ※「重要である」又は「どちらかといえば重要 

である」を選択した割合の合計 

＜今後の方向性＞ 

● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○。 

 

実施状況 

推進施策１ 自然環境とくらしを気遣う環境の保全＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

ライフステ

ージに応じ

た系統的・

統合的な環

境教育基本

指 針 の 策

定・推進 

11002 

・ 家庭，学校，地域その他のあらゆる場において，環境とのつ

ながりや，環境保全について理解を深めるための環境教育を，

ライフステージに応じて系統的かつ統合的に推進する，京都市

環境教育・学習基本指針を策定し，基本指針を踏まえた取組を

推進する。 

・ 平成Ｎ年度は，○○○。 

環 境 

政策局 

推進施策２ 低炭素型のくらしやまちづくりの実現＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都議定書

からパリ協

定につなが

った地球温

暖化対策の

都市間連携

等を通じた

国際的な推

進 

11001 

・ 地球温暖化対策に関する国際的な交流や本市の環境政策の発

信を行う。また，都市間連携の推進など環境分野での国際交

流・技術協力を推進する。 

・ 平成Ｎ年度は，○○○。 

環 境 

政策局 

・ 京都ならではの新築住宅の省エネ化の推進（№10300）都市計画局＜再掲：重点戦略 1-3＞ 

実施状況 

・ 京プランに掲げた当

該分野の推進施策ごと

に，主な事業の概要， 

29 年度の主な動き，30

年度政策評価における

総合評価結果を記載し

ています。 

・ 「重点戦略の実施状

況」に掲載した事業な

ど複数箇所に掲載して

いる事業については，

事業名のみを掲載箇所

（重点戦略番号等）と

共に再掲しています。 

政策分野の基本方針 

京プランから転載して 

います。 

政策分野の番号と名称 

京プランから転載して 

います。 

政策の評価結果 

平成 30 年度政策評価

（評価票）から転載して

います。 
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政策分野１ 環境 

～DO YOU KYOTO?（環境にいいことしていますか?）を合言葉に，自然環境を気遣う 
「環境にやさしいまち」をめざす～ 

 

基本方針 

 

豊かな森林資源，伝統文化，進取の気性と創造の力など，京都のまちの特性をさらに

高め，京都のまちがもつ「市民力」や「地域力」を総結集し，自然環境を気遣う「環境

にやさしいまち」の実現をめざす。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合※ 順位 

 91.8％ 3/27 
                      ※「重要である」又は「どちらかといえば重要 

である」を選択した割合の合計 

＜今後の方向性＞ 

● エコカーへの転換や生物多様性の保全，大気・水質等の環境調査，公害発生源に対する

調査・指導を行うとともに，「京都市環境教育・学習基本指針」に基づき，あらゆる場に

おいて，生涯にわたって間断なく，ライフステージに応じた，質の高い取組が実施される

よう，環境教育・学習の取組の促進を図る。 

● エネルギー政策推進のための戦略（平成25年12月策定）に掲げる「原子力発電に依存し

ない持続可能なエネルギー社会」や京都市地球温暖化対策計画（平成29年3月改定）に掲げ

る「持続可能な発展が可能となる低炭素社会」，また「持続可能な都市文明の構築を目指

す京都宣言」（平成29年12月発表）に掲げる「2050年の世界のあるべき姿」の実現に向

け，徹底的な省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの飛躍的普及拡大，産学公連携に

よるイノベーションの推進を図るとともに，環境にやさしいライフスタイルへの転換に向

け，地域ぐるみで取り組む。 

● 「2R」と「分別・リサイクルの促進」の2つを柱とするごみ減量施策を推進し，資源・エ

ネルギーの有効利用と環境負荷の低減，さらには「もったいない」や「しまつ」といった

京都らしいライフスタイルなどの定着を図り，市民，事業者とともに，全国のモデルとな

る持続可能な循環型社会の構築に取り組む。 

● 以上の取組を通じ，京都の市民力・地域力を結集し，京都議定書誕生の地として，「DO 

YOU KYOTO?（環境にいいことしていますか？）」を合言葉に，自然環境を気遣う「環境に

やさしいまち」を目指す。 

 

  



－82－ 

 

実施状況 

推進施策１ 自然環境とくらしを気遣う環境の保全＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

ラ イ フ ス

テージに応

じ た 系 統

的・統合的

な環境教育

基本指針の

策定・推進 

11002 

・ 家庭，学校，地域その他のあらゆる場において，環境との

つながりや，環境保全について理解を深めるための環境教育

を，ライフステージに応じて系統的かつ統合的に推進する，

京都市環境教育・学習基本指針を策定し，基本指針を踏まえ

た取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，指針の策定内容や本市の環境教育・学習の

取組を広く発信するなど，基本指針に基づく取組を実施し

た。 

環 境 

政策局 

京 エ コ ロ

ジ ー セ ン

ターの環境

活 動 拠 点

（海外との

交流，大学

生の環境活

動支援）と

しての機能

向上 

11005 

・ 環境にやさしい活動の輪を広げるための拠点施設として，

地域で環境活動を行う担い手の育成に加え，大学生に対する

環境活動の支援拠点及び環境教育における国際的な拠点とし

ての機能を強化する。 

・ 平成 29 年度は，6 月に生物多様性をテーマとしたボラン

ティア向け研修や環境保全活動を担う一般市民向け人材育成

講座を実施した。 

・ また，4 箇国語での施設案内等を掲載したデジタルサイ

ネージを設置することで，海外の方が施設内容を容易に理解

で き る よ う にす る とと も に ， 地 球環 境 京都 会 議 2017

（KYOTO+20)で京エコロジーセンターの大学生インターンが

「未来の京都や環境」についてのアンケート調査等の報告や

京エコロジーセンターに関する情報発信を行うなど，海外及

び若者との情報共有や交流を強化した。  

・ さらに，29 年度の京エコロジーセンターの入館者数は約

93,000 人であり，館外において京エコロジーセンターに関す

る企画展示を継続的に実施するなど，センターの認知度の向

上及び環境意識の啓発を実施した。 

環 境 

政策局 

祇園祭のチ

マキザサな

ど京都の祭

りや文化を

支えてきた

生物の保全

をはじめ，

市民や事業

者など多様

な主体の参

画による生

物多様性保

全の推進 

12005 

・ 「京都市生物多様性プラン」に基づき，①生きものの生息

環境の保全，②生物多様性を理解し，保全に向けて行動する

市民の支援，③保全活動を促す仕組みと市民や事業者，大学

等の関係者をつなぐネットワークの構築などの取組を推進す

る。 

・ 平成 29 年度は，自然観察会として，「親子生きもの探偵

団」（6 月～10 月で計 6 回，計 244 名参加）や，学校のカリ

キュラムを通じて小学校の児童を対象とした「地域生きもの

探偵団」（7 月～10 月で計 5 回，計 215 名参加）を開催した。 

・ 小・中学生を対象とした「まちかど生きもの観察記」の募

集・表彰・展示を実施した（応募作品 131 点）。 

・ 「生物多様性保全活動登録制度」を運用し，新たに 25 人の

個人及び 7団体が登録した(累計登録者数：88人，累計登録団

体数：29 団体)。 

・ 京の生きもの・文化協働再生プロジェクト認定制度を運用

し，新たに 3 件を認定した（累計認定件数：18 件）。 

・ 2 月に市民及び事業者を対象とした「京都市生物多様性セ

ミナー」を開催した（128 名参加）。 

・ 生物多様性に関する普及啓発冊子（「京都の社寺と生物多様

性 第 3 号」，「平成 29 年度版 京の生きもの発見ガイド」，

「未来へつなごう！京都の生物多様性 平成 29年度版」）を 3

月に発行した。 

環 境 

政策局 
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推進施策２ 低炭素型のくらしやまちづくりの実現＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都議定書

からパリ協

定 に つ な

がった地球

温暖化対策

の都市間連

携等を通じ

た国際的な

推進 

11001 

・ 地球温暖化対策に関する国際的な交流や本市の環境政策の
発信を行う。また，都市間連携の推進など環境分野での国際
交流・技術協力を推進する。 

・ 平成29年度は，12月に世界各都市の地球温暖化対策の取組
を共有・発信する「京都議定書誕生20周年記念 地球環境京都
会議2017（KYOTO＋20）」を開催するとともに，同会議におい
て「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」を発表し
た。 

・ 9月の「イクレイ東アジア地域理事会」及び「気候変動と都
市転換に関する国際フォーラム2017」，10月の「イスカンダル
投資シンポジウム2017」において，本市の取組を発信するな
どの国際交流を実施した。 

・ 本市の小学生向け環境教育プログラム「こどもエコライフ
チャレンジ」を基に開発されたマレーシア版のプログラムの
推進に対する協力をマレーシア・イスカンダル開発地域にお
いて実施した。 

・ ラオス・ビエンチャン特別市に対し，「JICA草の根技術協力
事業」を活用した環境関連技術支援の最終年度の取組とし
て，28年度から実施したごみ分別回収パイロット事業等の成
果を踏まえた「ごみ減量・分別指針（案）」及び「分別パイ
ロット事業3箇年実施計画書」の策定支援を行った。 

環 境 

政策局 

「 DO YOU 

KYOTO?」の

推進を通じ

た環境にや

さしいライ

フスタイル

への転換 

11003 

・ 「DO YOU KYOTO?デー」において，市民，事業者と一緒に，
「ノーマイカーデー」などを実施する。また，「 DO YOU 
KYOTO?」を合言葉に地球温暖化対策，環境問題への意識啓発
を促進し，環境にやさしいライフスタイルへの転換を促進す
る。 

・ 平成29年度は，毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における
「ノーマイカーデー」，「ライトダウン」などの統一行動を引
き続き実施した。 

・ 京都サンガF.C.による「DO YOU KYOTO?クレジット」を活用
したカーボン・オフセットマッチの実施や，「Live! Do You 
KYOTO?実行委員会」との共催による音楽ライブ等のイベント
を5月，3月に開催したほか，スターバックスとの連携による
エコアクション等の開催，京都国際マンガミュージアムでの
関連読書コーナーの設置や，「地球環境京都会議 2017
（KYOTO+20）」及び「二条桜まつり2018」でのPRブースの設置
など，様々な機会を捉えて環境にやさしいライフスタイルへ
の転換を呼び掛けた。 

・ 2月に環境にやさしい行動の実践を市民・事業者に集中的に
呼び掛ける「DO YOU KYOTO?ウィーク」を実施した。 

環 境 

政策局 

環境にやさ

しい取組を

主体的に推

進するエコ

学区活動の

充実 

11004 

・ 地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換を
目的に，各家庭の省エネを進める省エネ診断を実施する。ま
た，学区での主体的なエコ活動の充実や市民の環境意識の向
上を図る。 

・ 平成29年度は，省エネ診断を学区及びイベントにおいて実
施し，436世帯が受診した。 

・ 28年度から開始した「エコ学区ステップアップ事業」の一
環として，小学校等と連携し，地域特性を活かしたエコ活動
を数箇月行うことで，地域における活動を推進する人材の育
成を図るなど学区の主体的なエコ活動の充実と活動参加者の
拡大を図った(29年度京エコライフプログラム実施学区数：4
学区）。 

環 境 

政策局 
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事業名 № 実施状況 所管 

エネルギー
マネジメン
トシステム
等を活用し
た市民，事
業者による
省エネ対策
の推進 

12001 

・ 業態にあった省エネ対策が可能となる「BEMS」を普及させ
るなど，業務部門の省エネ対策を推進する。また，「HEMS」へ
の設置補助等を通して，家庭内での最適なエネルギー管理を
進める。 

・ 京都市，京都府，産業界が中小企業のエコ化・省エネ化を
支援するために設置した，（一社）京都産業エコ・エネルギー
推進機構において，中小企業等を対象として，BEMS導入補助
（「BEMS導入支援事業補助金」4件）や，京-VER創出促進事業
補助金35件，省エネ設備整備補助（「京都市省エネ照明・空調
設備整備事業補助金」6件）を実施した（4月～）。 

・ EMSの普及促進のため，中小企業等を対象に，「エネルギー
マネジメント導入セミナー」（5月），「産業EMS人材育成セミ
ナー」（8月～10月で計6回）を開催したほか，EMS導入企業の
事例をまとめた「平成28年度EMS事例集」を9月に発行した。
また，特定事業者への訪問調査において，EMSの導入に向けた
助言を行った。 

・ HEMS（家庭用エネルギーマネジメントシステム）の設置に
対して，助成を行った(助成件数：137件)。 

環 境 

政策局 

岡崎地域公
共施設間エ
ネ ル ギ ー
ネットワー
ク形成実証
事業の推進 

12002 

・ 各公共施設に，BEMSや再生可能エネルギー等を導入すると
ともに，BEMSのネットワーク構築（CEMS）によるエネルギー
マネジメントを実践し，エネルギーの効率化の先導モデルを
確立する。 

・ 平成29年度は，引き続き，BEMS（建物エネルギー管理シス
テム），CEMS（地域エネルギー管理システム）の運用を行った
ほか，京都岡崎グリーン技術・製品実証支援事業として，蓄
光材を活用した案内板等の実証実験をロームシアター京都で
実施した。 

産 業 

観光局 

太陽光など
の再生可能
エネルギー
の普及拡大 

13001 

・ 太陽光発電システム，蓄電システム，太陽熱利用システム
の設置助成などにより創エネ，省エネ設備の更なる普及を図
る。また，地域が主体となった再生可能エネルギーの普及を
支援する。さらに，国への政策提言を強力に進め，再生可能
エネルギーの更なる普及を促進する。 

・ 平成29年度は，市民協働発電制度及び太陽光発電屋根貸し
制度を活用した2施設で発電が開始された。また，地域が主体
となった再生可能エネルギーの普及を支援するため，市民協
働発電制度地域コミュニティ版として，5団体にコーディネー
ターを派遣した。 

・ 地元事業者，メーカーと行政が連携し，情報共有，意見交
換などを行うことを目的とした「京都市くらしのエコエネル
ギー普及促進懇談会」を1回開催した。 

・ 「指定都市自然エネルギー協議会」において，7月，9月に
国に対し，再生可能エネルギーの普及拡大等に向けた政策提
言を行った。 

・ 太陽光発電システム，蓄電システム，太陽熱利用システム
の設置助成を行った(助成件数：太陽光発電システム492件，
蓄電システム292件，太陽熱利用システム2件)。 

・ さらに，京都府とも連携のうえ，太陽光発電システムと蓄
電システムを同時に設置する場合の上乗せ助成を引き続き実
施した（助成件数：258件）。 

・ 創エネ・省エネ設備導入による環境負荷の低減効果や，家
計面及び防災面でのメリットを，より多くの市民に理解して
いただき，設備導入の促進につなげることを目的に「すまい
の創エネ・省エネ応援パビリオン」を開催した（8月～10月で
計4回開催）。 

環 境 

政策局 
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・ 京都ならではの新築住宅の省エネ化の推進（№10300）都市計画局＜再掲：重点戦略 1-3＞ 

・ 水素社会の構築などエネルギー関連新技術等の開発促進（№10400）環境政策局 

 ＜再掲：重点戦略 1-4＞ 

推進施策３ ごみを出さない循環型社会の構築＜総合評価結果 Ａ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

バイオマス

（生物由来

の有機性資

源）活用の

推進 

13002 

・ 京都市バイオマス活用推進計画(2011-2020)に基づき，バイ

オマスの活用を総合的かつ計画的に推進する。また，バイオ

マス産業都市構想を策定し，「都市油田」発掘プロジェクトや

「木質バイオマス発電」に取り組むなど，バイオマス産業を

軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくりを進める。 

・ 平成29年度は，10月に国の7府省（内閣府，総務省，文部科

学省，農林水産省，経済産業省，国土交通省及び環境省）が

共同で選定する「バイオマス産業都市」に認定され，京都市

バイオマス活用推進計画(2011-2020)に基づく実施プログラム

として「京都市バイオマス産業都市構想」を策定した。 

・ 「都市油田」発掘プロジェクトについては，事業所から排

出される生ごみ，紙ごみを用いてエタノールを製造する実証

実験を国と民間事業者の負担により行った結果，一般廃棄物

中のバイオマスからのエタノール製造については，技術的に

は一定の成果が認められたものの採算性に課題があることが

判明した。なお，当該技術については，南部クリーンセン

ター第二工場（仮称）に併設する環境学習施設において，ご

みの持つエネルギーの回収に係る最先端の技術の一つとして

紹介することとした。 

・ 地域におけるコミュニティ単位での生ごみの堆肥化（8地

域）を実施した。 

・ 民間の保育所等の生ごみ・落ち葉処理機の購入に対して3件

の助成を行った。 

・ 家庭ごみ有料指定袋の原料の一部（10％）に，バイオマス

ポリエチレン（サトウキビの非可食部等から生成）を使用す

る取組を試行的に実施した。 

環 境 

政策局 

産 業 

観光局 

レジ袋の削

減，イベン

トのエコ化

な ど の 市

民，事業者

との協働に

よる 2R の

推進 

13004 

・ 2Rを中心とするごみ減量に関する取組を推進するととも

に，レジ袋有料化等によるレジ袋削減や，リユース食器・公

共交通機関の利用促進などイベントのエコ化を推進する。 

・ 平成29年度は，引き続き，食品スーパー以外の業態と，レ

ジ袋有料化等によるレジ袋削減に向けた協議を実施するとと

もに，Noレジ袋キャンペーンを11月～2月に実施した。 

・ 環境にやさしい「京都エコ修学旅行」を実施し，本市が促

進している2Rを全国の学生に向けて発信したほか，修学旅行

中に優れた取組を実施した学校を表彰する「エコ・アクショ

ン+1」を開始した。 

・ 祇園祭後祭エコ屋台村の開催（7月）や年間138件の認定エ

コイベント登録に加え，リユース食器利用促進助成制度によ

り，49件のイベントに対して助成を行った。 

・ 京都に在住する外国人がごみの減量や分別・リサイクルに

一層の関心を持ち行動していただけるように，28年度に開発

した「京都市ごみ半減・こごみアプリ」の英語版を開発・配

信した。 

・ 2R行動ガイド「しまつのこころ得」（暮の巻，宴の巻，旅の

巻）の配布を開始するとともに，3巻を1冊にまとめた外国語

版（英語，中国語，ハングル）を3月に作成のうえ，配布を開

始した。 

環 境 

政策局 
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事業名 № 実施状況 所管 

家庭ごみや

事業ごみの

徹底した分

別によるリ

サイクルの

推進 

13005 

・ 家庭ごみ・事業ごみの分別の義務化とその周知・啓発を徹

底するとともに，マンションにおける分別徹底に向けた更な

る周知・啓発を行う。 

・ 平成 29 年度は，エコまちステーションにおける市外からの

転入者への分別啓発を実施するとともに，市外からの転入者

及び希望者に，家庭ごみ分別ハンドブック「新・正しい資源

物とごみの分け方・出し方」を配布した（4 箇国語作成：日

本語，英語，中国語，ハングル）。 

・ リサイクル可能な全ての紙類の分別義務化に伴う事業者向

け周知チラシの発行・配布を行った。 

・ 排出事業者への訪問による分別義務に関する啓発指導を実

施した。 

・ マンション入居者への分別啓発チラシを配布するととも

に，民間業者がごみを収集するマンションの管理者向けの講

習会を 2 月に開催した。 

環 境 

政策局 

市民に親し

まれ，高い

創エネ機能

を備えた南

部クリーン

センター第

二工場（仮

称）への建

替えと環境

学習施設の

併設 

13006 

・ 南部クリーンセンター第二工場（仮称）について，高効率

なごみ発電やバイオガス化施設の併設等，最新の廃棄物処理

設備を整備するとともに，世界最先端の環境技術などが楽し

く学べる環境学習施設を整備する。 

・ 平成 29 年度は，工場棟の鉄骨工事が概ね完了し，プラント

工事に本格的に着手した。 

・ 環境学習施設について幅広い世代が楽しく学べる環境学習

の拠点となるよう学識経験者や環境関連団体などに幅広く御

意見を伺うとともに，これらの御意見を踏まえた環境学習施

設の整備方針を取りまとめた。 

環 境 

政策局 

・ 市民の自主的な分別・リサイクルを促進する仕組みの拡充・強化（№10100）環境政策局 

 ＜再掲：重点戦略 1-1＞ 

・ ピーク時からの食品ロス半減に向けた 2R の推進（№10200）環境政策局 

 ＜再掲：重点戦略 1-2＞ 
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・政策分野２ 人権・男女共同参画 
～ひとりひとりが尊重される社会をめざす～ 

 

基本方針 

 

少子高齢化，経済・雇用環境の変化が進むなか，多様な考え方や生き方が迎え入れら

れ，個性と能力を十分に発揮でき，日々の交流のなかからひとりひとりが尊重され，よ

り豊かな人間関係が育まれる社会をめざす。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 84.3％ 13/27 

＜今後の方向性＞ 

● くらしの中で互いの人権を尊重し合う習慣と行動の広がりが課題となっていることか

ら，引き続き「人権文化の構築に関わる取組」を実施し，人権尊重に関する意識の向上を

図る。 

  人権文化推進計画の基本理念「ひとがつながり みんなでつくる やさしさあふれる 

人権文化の息づくまち・京都」の実現に向け，人権上の様々な重要課題に対応して，関係

機関と連携しながら取組を進めていく。 

● 市民の間に人権を尊重し合う習慣と行動が広がるよう，街頭啓発，啓発講座，啓発パネ

ル展，人権文化推進課フェイスブックページによる情報発信等の取組を引き続き進めてい

く。 

● 市民がいきいきと活動できる取組の推進に向け，自分の能力の発揮や自分に合った働き

方を見つける機会の増加を図るため，引き続き，勤労者や働く意欲を持つ方々に有益な情

報の発信や能力向上の支援に努める。 

● 仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワーク・ライフ・バランス」の推進のため，

企業等の取組に対する支援，取組を行う企業や市民の実践例の発信，市民への啓発等を行

い，市民ひとりひとりが仕事や家庭生活，地域活動において人間らしくいきいきと働き，

生きがいと充実感を得て，人生が送れる「真のワーク・ライフ・バランス」が実現した社

会を目指す。 

● 平成28年3月に改定した第4次京都市男女共同参画計画（きょうと男女共同参画推進プラ

ン）における京都市DV対策基本計画に基づき，若年層を対象とした啓発に重点的に取り組

むなど，配偶者等からの暴力の根絶に向けた取組を総合的かつ計画的に推進する。 
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実施状況 

推進施策１ すべてのひとの人権を尊重する人権文化の構築＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

人権文化推

進計画に基

づく人権教

育・啓発の

取組充実 

111001 

・ 人権文化推進計画に基づき，「人権教育・啓発」，「人権保

障」，「人権相談・救済」などの事業を着実に推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，人権総合情報誌「きょう☆

COLOR」を 5 月及び 12 月に発行したほか，啓発イベント

「ヒューマンステージ・イン・キョウト」（1 月）や企業向け

人権啓発講座（年 10 回）を開催した。 

・ 人権擁護委員の活動の周知や広報などの支援に取り組むと

ともに，新たに各区役所・支所において実施する人権啓発事

業等（街頭啓発，ふれあいまつり等）においても，ブース出

展や活動紹介など，人権擁護委員の活動機会を設けた。 

文 化 

市民局 

推進施策２ 人権尊重の理念を自主的な行動につなげる取組の推進 

＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「四字熟語

人 権 マ ン

ガ」 

－ 

・ 日常生活の中で見過ごされがちな人権を，四字熟語等とマ

ンガで表現した作品を募集し，人権について考える機会を提

供するとともに，人から人への身近なメッセージとして広く

発信する。 

・ 平成 29 年度は 374 点の応募があり，入賞作品を啓発イベン

ト「ヒューマンステージ・イン・キョウト」（1 月）で紹介し

た。 

文 化 

市民局 

京都市人権

啓発活動補

助金 

－ 

・ 市内の市民団体や NPO 法人等が行う自主的な人権啓発活動

に対し，補助金を交付する。 

・ 平成 29 年度は，16 件の補助金交付を行った 

文 化 

市民局 

人権啓発サ

ポート制度 
－ 

・ 市民，企業等が行う自主的な人権研修等を支援する。 

・ 平成 29 年度は，講師派遣 12 回，啓発ビデオ（DVD 等）貸出

し 62 本，資料提供 1,578 部などを通じて，研修（延べ参加者

数：4,851 人）への支援を行った。 

文 化 

市民局 

推進施策３ すべての市民がいきいきと活動できる取組の推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都労働学

校における

勤労者教育

事業の実施 

－ 

・ （公社）京都勤労者学園の設置する常設の夜間学校（京都

労働学校）において，専門家による実務科目や教養科目など

の勤労者教育を提供する。 

・ 平成 29 年度は，（公社）京都勤労者学園の設置する常設の

夜間学校（京都労働学校）において，「労働法入門」，「経理・

経営の実務」講座や語学講座など，勤労者教育に関する事業

を実施した（京都労働学校入学者数：1,570 人）。 

文 化 

市民局 

 

  



－89－ 

 

推進施策４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 
     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「真のワー

ク ・ ラ イ

フ・バラン

ス」推進計

画の更なる

推進に向け

た市民・経

済団体等と

の意見交換

会の実施 

91001 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画」の見直しを

契機に，市民や経済団体等との意見交換の場を設けるととも

に，市民アンケートを行い，更なる計画推進に向けた議論や

意見聴取を行う。 

・ 平成 29年度は，28年度に策定した「真のワーク・ライフ・

バランス」推進計画（改定版）に基づき，企業や労働者への

支援や啓発活動等を実施したほか，経営者や働き手との意見

交換を実施した。 

文 化 

市民局 

企業におけ

る 「 真 の

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス」の実

現を支援す

るアドバイ

ザーの派遣 

91002 

・ 中小企業等を対象に，キャリアカウンセラーや中小企業診

断士等の専門家を無料で複数回派遣し，「真のワーク・ライ

フ・バランス」に関する環境の整備を進める。 

・ 平成 29 年度は，市内中小企業等 1 社に専門家を派遣した。 

文 化 

市民局 

経済団体，

京都府，京

都労働局等

との連携に

よる「輝く

女性応援京

都会議」を

核とした女

性の活躍に

向けた取組

の推進 

91003 

・ 経済団体等と行政が連携した「輝く女性応援京都会議」で

採択した「行動宣言」に基づき，女性の活躍推進にオール京

都で取り組む。 

・ 平成 29 年度は，「京で輝く！女性活躍推進プロジェクト」

として，シンポジウム及び若手女性社員向け・一般社員向

け・女子学生向けセミナーを実施した。また，更なる情報発

信を行うため，京都ウィメンズベース WEB サイトを開設し

た。 

・ 7 月に経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）

の連携で開催した輝く女性応援京都会議において，京都企業

の経営トップ有志による「京都女性活躍応援男性リーダーの

会」が結成された。 

・ 企業やそこで働く社員の研修・交流の場として，8 月に

「京都ウィメンズベースアカデミー」を開設した。 

文 化 

市民局 

積極的に取

り組む市民

を発掘する

「真のワー

ク ・ ラ イ

フ・バラン

ス応援・発

信プロジェ

クト」（「真

のワーク・

ライフ・バ

ランス」実

践エピソー

ド募集及び

表彰） 

92001 

・ 「イクメン」，「地域活動」等の身近なテーマを設定して市

民（個人・団体）の取組事例を募集し，表彰するとともに，

その活動を広く社会に発信する。 

・ 平成 29 年度は,「真のワーク・ライフ・バランス」実践エ

ピソードについて，新たに家事・子育て・介護等と仕事の両

立に積極的に参画する男性の表彰部門を創設のうえ，取組事

例を募集し，計 4 作品を表彰するとともに，表彰作品をホー

ムページや啓発誌で発信した。 

文 化 

市民局 
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事業名 № 実施状況 所管 

「真のワー

ク ・ ラ イ

フ・バラン

ス」のキャ

ラクター制

作やマンガ

等を活用し

た親しみや

すい情報発

信 

93001 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」独自のキャラクターを

制作し，そのキャラクターを使用したポスター，冊子等によ

り親しみやすい情報発信を行う。 

・ 平成 29年度は，28年度に公募のうえで定めた啓発キャラク

ター「バランス鳥の真さん」を掲載した印刷物の作成やグッ

ズの製作等を行い，イベントの出展ブース等で配布すること

で，市民により親しみやすい啓発を実施した。 

文 化 

市民局 

家庭での家

事 ・ 子 育

て，仕事，

地域活動な

ど，女性の

様々な“輝

き方”の情

報発信 

93002 

・ 女性が活躍する姿をホームページ「住むなら京都」で発信

するとともに，子育てや様々な活動に役立つ情報も併せて発

信する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，子育てなどで活躍する女性の体

験談などをホームページ「住むなら京都」で紹介した。 

総 合 

企画局 

・ 「真のワーク・ライフ・バランス」認知度アッププロジェクト（№90100）文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 9-1＞ 

・ 働き方改革に向けた環境整備の推進（№90200）文化市民局＜再掲：重点戦略 9-2＞ 

・ 男性が主体的に家事・子育て・介護等家庭生活に関わることができる環境・気運づくりの推

進（№90300）文化市民局＜再掲：重点戦略 9-3＞ 

・ 結婚を望むひとを応援する「婚活支援事業」の更なる推進（№90400）文化市民局 

＜再掲：重点戦略 9-4＞ 

推進施策５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

ド メ ス

ティック・

バイオレン

ス（DV）対

策の充実 

111002 

・ 京都市ドメスティック・バイオレンス（DV）相談支援セン

ターにおいて，DV 被害者に対する継続的な支援を実施すると

ともに，若年層の啓発や被害者とその子どもの自立に向けた

支援に重点を置いた取組を行う。 

・ 「京都市 DV 対策基本計画」に基づき，本市の DV 対策の中

核的施設である京都市 DV 相談支援センターにおいて，初期の

相談から自立支援まで，関係機関との連携のもと，継続的な

支援に取り組んだ。また，民間団体が運営する緊急一時保護

施設に対する補助金の交付をおこなった。 

・ デート DV を予防するため，高校生等の若年層や教職員等を

対象とする講座を開催したほか，被害者支援のため「DV 被害

者支援シンポジウム～DVを知ることで DV被害者への支援の輪

を広げよう～」を開催した。 

文 化 

市民局 
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政策分野３ 青少年の成長と参加 
～若き市民とともに未来の京都を築く～ 

 

基本方針 

 

青少年が社会を構成する担い手として，みずから考え，行動する大人へと成長，自立

することを支援するため，多様な体験，社会参加の機会を提供し，自主的な活動を促進

するとともに，社会全体で青少年の育成を支援する体制づくりを推進する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｃ 政策の目的がそこそこ達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 87.8％ 9/27 

＜今後の方向性＞ 

● 青少年が「生きる力」を身につけ，自らの生き方・将来像を設計できるよう，青少年の成長

に欠かせない多様な体験の機会の提供や市政への参加をはじめとした社会参加の促進など，青

少年の自主的な活動を促進するとともに，その力を社会の幅広い分野で活用していく。 

● 課題に直面する青少年を支援するため，子ども・若者の社会的自立に資する団体に対する支

援など，関係機関・支援団体等と連携し，制度や窓口の周知・啓発を行うとともに，ピアサ

ポーター（ひきこもり経験者など，より支援対象者に身近な者）養成・派遣事業をはじめとし

た支援事業を実施するなど，「子ども・若者育成支援推進法」に基づいた取組を進める。 

  各区役所・支所の保健福祉センターを中心に，これまで以上にひきこもり支援等に取り組む

関係機関の緊密な連携を図っていく。 

● 青少年が良き市民として社会参画していけるよう，青少年活動センターを拠点とした活

動の場づくりや，人的支援とネットワークづくりを推進する。  

  平成29年4月から，子ども若者はぐくみ局において，妊娠・出産から若者まで切れ目のな

い支援を行っている。青少年の成長を支援する環境づくりにおいても，子ども施策と「連

携」し，取組を推進していく。 
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実施状況 

推進施策１ 青少年の自主的な活動の促進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

審議会への

参画など青

少年の市政

参加の促進 

72005 

・ 青少年の社会への参加意識を高めることや青少年の意見を

市政に反映することを目的に，審議会等への 30 歳以下の青少

年の参画を促進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，各附属機関に青少年の積極的な

登用を呼び掛けた（29 年度登用率：21.2％）。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

・ 若者の地域活動への参加促進（№100400）文化市民局＜再掲：重点戦略 10-4＞ 

推進施策２ 課題に直面する青少年の総合的支援の推進＜総合評価結果 Ｄ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

若者の職業

的自立を支

援する「京

都 若 者 サ

ポートステ 

ーション」

の取組の推

進など，更

なる青少年

の自立支援

の強化 

72003 

・ 無業の状態にある 15 歳から 39 歳までの若者の職業的自立

を目的に，専門的相談，職業体験等を実施し，個別・継続的

に支援する「京都若者サポートステーション」を運営する。

また，関係機関との一層の連携強化を図るとともに，青少年

の自立支援の更なる強化に向け，条例の制定も含めて検討す

る。 

・ 平成 29 年度は，「京都若者サポートステーション」におけ

る相談（1,887 件）や職業ふれあい事業(279 回）等を実施し

た（就職者数：44 人）。 

・ また，「子ども・若者支援地域協議会」を通じ，公的機関や

NPO 等の民間団体など幅広い分野の関係機関との連携し，

ニート，ひきこもり，不登校等の様々な悩みや課題を有する

子ども・若者への支援を行った。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

ニート，ひ

きこもり，

不登校など

の社会生活

を円滑に営

むうえでの

困難を有す

る子ども・

若者への支

援の推進 

111004 

・ 社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する若者に対応す

る「子ども・若者総合相談窓口」，子ども・若者支援の関係機

関から構成する「子ども・若者支援地域協議会」を運営す

る。また，「支援コーディネーター」が，子ども・若者の社会

的自立を目的として，家族も含め継続的に支援する。 

・ 平成 29 年度は,相談窓口において 550 件の相談を受け付け

るとともに，支援コーディネーターにより 102 件の継続支援

を行った。 

・ また，指定支援機関である（公財）京都市ユースサービス

協会が，NPO 等民間団体の事業に助成するとともに，講演会

及び NPO 等活動紹介を開催することにより，支援活動の充実

と連携強化を促進した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

推進施策３ 青少年の成長を支援する環境づくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

青少年活動

センターを

拠点とした

若 者 文 化

（ユースカ

ルチャー）

の発信 

72002 

・ 一定期間，青少年の自主的な活動の促進や居場所づくりの

一層の推進を図るとともに，青少年の成長を支援する大人に

対し，若者文化（ユースカルチャー）を発信するための事業

を実施する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き地域清掃等のボランティアをはじ

めとする青少年の自主的な活動の促進や「ロビー喫茶」と

いった青少年の居場所づくり事業を推進した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 
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政策分野４ 市民生活とコミュニティ 

～住民同士がつながり，おもいやり，地域のみんなで築くくらしやすいまちをめざす～ 
 

基本方針 

 

市民生活におけるさまざまな課題を地域で解決するため，京都最大の社会資本である

地域コミュニティの活性化を図り，住民が主体的に課題に取り組むとともに，行政が

パートナーシップの関係に基づいて支援を行い，地域のみんなで築くくらしやすいまち

づくりを進める。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 82.4％ 15/27 

＜今後の方向性＞ 

● 自治会・町内会の加入率を向上させ，多くの地域住民が地域の活動に参加できる環境づ

くりが重要である。このため，学校・PTAをはじめ，企業，NPO等との連携強化や，地域力

アップ学区活動連携支援事業の実施，住宅関連事業者等と連携した自治会等加入促進な

ど，地域活動を支援する取組を強化するとともに，市民・事業者への効果的なPRや啓発を

更に積極的に行っていく。 

● すべての市民活動団体が活発に取組を展開することができるよう，市民活動総合セン

ターを中心として，情報収集・提供，相談などの取組を一層充実するとともに，現在行っ

ているNPO法人設立講座やNPO法人認定移行講座についても，引き続き講座内容の見直しを

行い一層の充実を図る。また，NPO法人の条例指定制度の運用等の寄附促進に向けた取組や

寄附文化の醸成に向けた普及啓発を実施し，寄附を通じた市民の社会参加と寄附を財源と

するNPO法人の活動を促進するなど，NPO法人の活動基盤の強化に向けた支援を行う。 

  平成25年度に創設した「地域団体とNPO法人の連携促進事業」助成プログラムを引き続き

実施するとともに，NPO法人同士の交流会の開催等を実施し，地域団体とNPO法人の連携に

より，地域団体が持つ「地域内のネットワークや課題把握の力」とNPO法人が持つ「専門性

や機動性」等の，互いのノウハウや強みを活かして地域課題の解決に取り組む活動を促進

することで，地域コミュニティの活性化及びNPO法人の活動基盤の強化を図る。 

● 「地域コミュニティ活性化推進条例」（平成24年4月施行）や「京都市地域コミュニティ

活性化推進計画」（平成24年5月策定，平成28年3月改定）に基づき，市民に最も身近な区

役所・支所における協働型のまちづくりを一層進めるとともに，地域自治を担う住民組織

や事業者等との連携の下，地域活動を支援し，地域コミュニティの活性化を推進すること

により，将来にわたって，住民同士が支え合い，安心して快適に暮らすことができる地域

の実現に取り組む。  
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実施状況 

推進施策１ いきいきと活動する地域コミュニティづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地域連携・

安心安全快

適マンショ

ン認定制度

（仮称）の

創設 

101002 

・ マンション事業者と協定を締結し，自治会・町内会設立の

計画や地域活動を積極的に行っているなどのマンション等を

京都市が認定する制度を創設する。 

・ 平成 29 年度は，マンション事業者の意見を参考にしなが

ら，有効な手法を検討した。 

文 化 

市民局 

自治会・町

内会への加

入を促進す

る た め の

「 地 域 力

アップキャ

ンペーン月

間 （ 仮

称）」の設

定 

101003 

・ 3 月～4 月を「地域力アップキャンペーン月間」として設定

し，自治会・町内会への加入促進の取組を強化する。 

・ 平成 29 年度は，3 月の地域力アップキャンペーン月間にお

いて，区役所・支所の窓口における自治会加入の呼掛け等の

ほか，地域力アップおうえんフェアの開催，子育て世代や企

業等への啓発を行った。 

文 化 

市民局 

地域コミュ

ニティ活性

化に向けた

地域活動支

援制度の充

実 

102002 

・ マンションの交流イベントや複数年に渡る計画的な取組に

ついて，支援内容の充実を検討する。 

・ 平成 29 年度は，支援内容の拡充の検討に当たり，地域コ

ミュニティ活性化推進審議会（ 7 月開催）において協議を

行ったほか，助成金交付決定時に，交付団体に対し，アン

ケートによるニーズ調査を実施した。 

文 化 

市民局 

多世代が交

流できるコ

ミュニティ

ひろばとし

ての再整備

など，地域

の状況に応

じたちびっ

こひろばの

有効活用 

103002 

・ 「ちびっこひろば」について，実態調査の結果を基に，コ

ミュニティひろばとしての再整備など，地域の状況に応じた

有効活用について検討する。 

・ 平成 29年度は，全区の実態調査を完了し，33か所に市内産

木材を使用したベンチを設置した。 

文 化 

市民局 

集会所新築

等補助金制

度の拡充 

103003 

・ 集会所を持たない民間の集合住宅で空きスペース等を集会

所に転用する際の工事費を助成することにより，集合住宅内

のコミュニティづくりを支援する。 

・ 平成 29 年 3 月に拡充した集会所新築等補助金制度の運用に

向けて，5 月～6 月にかけてニーズ調査を行った。 

文 化 

市民局 

・ 住宅関連事業者等と連携した自治会・町内会への加入促進（№100100）文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 10-1＞ 

・ 区役所・支所と各種団体，NPO，保育所，学校・PTA・学校運営協議会，大学，企業との連携

の推進（№100300）文化市民局＜再掲：重点戦略 10-3＞ 
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推進施策２ すべての市民活動団体の活性化＜総合評価結果 Ｂ＞ 

・ 地域活動や市民活動団体への幅広い世代や主体の参加・連携による担い手の創出・育成 

 （№100200）文化市民局＜再掲：重点戦略 10-2＞ 

推進施策３ 地域コミュニティと京都市との新しいパートナーシップ 

＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都のまち
づくりの課
題に「ひと
ごと」では
なく「自分
ごと」，「み
んなごと」
と し て 市
民・行政が
協働して取
り 組 む
「“みんな
ごと”のま
ちづくり推
進事業（仮
称）」の推
進 

41001 

・ 市民から取組提案を募集し，「まちづくり・お宝バンク」に
登録・公開し，提案の実現に向けたコーディネートやサポー
トを行う。また，ポータルサイトの開設などにより，まちづ
くりの推進のための情報発信等に取り組む。 

・ 「市政全般・まちづくり全般」の取組提案を募集した（取
組提案件数：280 件）。 

・ 取組提案の実現に向けたコーディネートやサポートとし
て，協働推進コーディネーターによる助言や他の取組提案者
とのマッチング，提案者に寄り添いながら支援を行う「伴走
型支援」及び幅広い取組提案者を対象とした「公開講座」を
行う「活動進化プログラム」を実施した（伴走型支援団体：5
団体，公開講座開催回数：5 回）。 

・ 仕事などで培った知識や経験を持つ市民を「市民サポー
ター」として登録し，派遣依頼のあった取組提案者とのマッ
チングを行い派遣することにより，提案の実現に向けた支援
を行う「『まちづくり・お宝バンク』市民サポーター派遣」を
実施した（市民サポーター登録者数：119 名，派遣団体数：
12 団体）。 

・ 文化庁の京都移転を契機に，「文化の力で日本を元気にする
ために，自分たちに何ができるか」を考え，市民ぐるみで行
動するチーム京都「文化庁京都移転・私たちができること推
進チーム」について，「私たちが伝える！文化のチカラ講座」
（全 4 回）を開催した。 

・ 京都市市政参加とまちづくりポータルサイト「みんなでつ
くる京都」にて，まちづくりの推進のための情報発信を行っ
た。 

総 合 
企画局 

自治会・町
内 会 ア ン
ケートをい
かした地域
の主体的な
取組の促進 

101001 

・ 自治会・町内会アンケートの結果や課題を自治会・町内会
に提供することにより，各地域における主体的な取組がより
地域の実情に即したものとなるよう支援する。また，アン
ケートの対象をマンション管理組合にも拡大する。 

・ 平成 29 年度は，自治会・町内会アンケートの分析結果を全
戸回覧した。 

文 化 
市民局 

地域自治組
織の活性化
に向けた新
たなしくみ
づくりの検
討 

102001 

・ 新たな地域自治組織の在り方を検討するため，モデル学区
を選定し，学区の特性に合わせた取組を支援することで，活
性化効果の検証を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，地域で活動する各団体間の連携
強化による地域課題への対応や，より多くの地域住民の参画
に向けた組織運営等に取り組む学区を支援する「地域力アッ
プ学区活動連携支援事業」を実施した。28 年度に取組を開始
した貞教学区（東山区）と藤森学区（伏見区）に加え，4 月
から新たに紫野学区（北区）と横大路学区（伏見区）におい
ても取組に着手した。 

文 化 
市民局 

・ 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」

の充実（№100500）文化市民局＜再掲：重点戦略 10-5＞ 

・ 各区における「まちづくりカフェ事業」の推進（№100600）文化市民局 

＜再掲：重点戦略 10-6＞ 
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政策分野５ 市民生活の安全 
～地域が支え合う，だれもが安心してくらせるまちをめざす～ 

 

基本方針 

 

地域コミュニティを活性化するとともに，関係機関が連携し，犯罪，事故，消費者被

害などを未然に防ぎ，必要な情報提供，支援を行うことで，市民が自立し，だれもが安

心してくらせるまちづくりを進める。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 90.6％ 5/27 

＜今後の方向性＞ 

● 互いに助け合う，犯罪や事故が少ないまちを目指し，第2次京都市生活安全（防犯・事故

防止）基本計画に基づき，各種生活安全施策の取組を進める。また，2020年の東京オリン

ピック・パラリンピック等の開催を見据えた観光旅行者や市民生活の安心安全の向上を目

指し，京都市と京都府警察が協定を締結した「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 

市民ぐるみ推進運動」に基づき取組を進める。 

  引き続き，犯罪認知件数の目標達成を維持するとともに，全市的に実施している啓発活

動等や，「区版運動プログラム」に基づき各区で実施している地域に根ざした取組を通し

て，市民が安心安全なまちであると感じる体感治安の向上を目指す。 

● 京都市消費生活基本計画に基づき，消費者被害の未然防止，拡大防止を図るため，潜在

化している消費者被害の掘り起こし，新たな手口の悪質商法等への対策を一層強化する。

また，「京都市消費者教育推進計画」に基づき，自立した消費者の育成に向けて，消費者

のライフステージに応じた消費者教育を充実させることなどにより，消費生活の安心・安

全を推進する。 
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実施状況 

推進施策１ 生活安全（防犯・事故防止）の推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地域におけ

る犯罪及び

事故を未然

に防止する

ための生活

安全施策の

推進 

114001 

・ 「互いに助けあう，犯罪や事故が少ないまち」の実現を目
指し，「学区の安心安全ネット継続応援事業」や，学生防犯ボ
ランティアの支援，暴力団の不当な影響を排除するための条
例に基づく取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，学区の安心安全ネットワークを
定着，発展させるため「学区の安心安全ネット継続応援事
業」を実施するとともに，学生防犯ボランティアの活動に対
する補助を行った。 

・ また，本市の事務事業からの暴力団の排除，市民や事業者
に対する広報・啓発（京都府警察及び(公財)京都府暴力追放
運動推進センターの主催で開催される平成 29 年「みんなの力
で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の後援等）を行った。 

文 化 

市民局 

交通安全市
民運動など
京都市交通
安全基本条
例に基づく
啓発活動の
推進 

114002 

・ 「京都市交通安全基本条例」及び「京都市交通安全計画」
に基づき，市民，事業者，警察等との連携の下，市民ひとり
ひとりの交通安全意識の普及，高揚を図る。 

・ 平成 29年度は，引き続き，全国交通安全運動や交通事故防
止市民運動，市域一斉交通安全街頭啓発日等において，高齢
者の交通安全や自転車のルール・マナー向上等を目的とした
街頭啓発等を実施した。 

・ また，高齢者運転免許自主返納支援事業を運営するととも
に，市民しんぶんや啓発チラシを通じて，事業の積極的な周
知を図った。 

・ さらに，29 年中に高齢者の交通死亡事故が多発したことを
受け，死亡事故の特徴等をまとめた資料を作成し，民生児童
委員や老人福祉員等に広く注意喚起を行った。 

文 化 
市民局 

「京都市通

学路交通安

全プログラ

ム」に基づ

く通学路の

安全対策の

推進 

114003 

・ 「京都市通学路交通安全プログラム」に基づき，通学路の

交通安全対策を，計画的・継続的に実施する。 

・ 平成 29 年度は，土木事務所・警察署道路交通連絡会議を開

催し，通学路の安全対策を検討するとともに，京都市通学路

交通安全プログラムに基づき，市道岩倉 21 号線，小塩山大原

野線の工事を完了したほか，府道中山稲荷線工事，府道水垂

上桂線の測量設計，区画線の補修，ポストコーン設置等の通

学路整備を実施した。 

建設局 

犯罪被害者

等支援策の

推進 

114005 

・ 「犯罪被害者等支援条例」に基づき，犯罪被害者総合相談

窓口の設置などの支援策を実施する。また，社会全体で犯罪

被害者を支えるため，教育活動や啓発事業を実施する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き総合相談窓口を（公社）京都犯罪

被害者支援センターに委託して運営するとともに，京都市こ

ころの健康増進センターの専門外来における診察及び相談，

生活資金の給付等を行った。 

・ 啓発事業としては，「第 18 回犯罪被害者支援京都フォーラ

ム」（2 月）を開催するとともに，「生命のメッセージ展」（11

月）や「犯罪被害者週間」におけるパネル展及びホンデリン

グ（11～12 月）を実施したほか，総合相談窓口である（公

社）京都犯罪被害者支援センターを周知するトラフィカ京

カードの作成・運用等を行った。 

・ また，中高生に向けた教育活動として「いのちを考える教

室」を市内 9 校で実施した。 

・ 更に，9 月に犯罪被害者等遺族講演会における職員研修を

実施した。 

文 化 

市民局 



－98－ 

 

 

 
 

事業名 № 実施状況 所管 

京都市路上

喫煙等の禁

止等に関す

る条例に基

づく喫煙マ

ナーの向上 

114006 

・ 路上喫煙によるやけど等の被害の未然防止など，安心・安

全に暮らせるまちづくりを目指す。また，観光旅行者等に

「市内全域で路上喫煙はいけない」という認識を広げるた

め，掲示物や観光雑誌等により啓発するとともに，喫煙場所

を設置し，喫煙マナーの向上を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，路上喫煙等禁止区域での巡回及

び指導を実施するとともに，同区域や観光地，路上喫煙の課

題がある地域や場所等において，街頭啓発を実施した。 

・ 観光雑誌やフリーペーパー等の情報誌に啓発記事等を掲載

するとともに，啓発用のホームページを作成・公開した。 

・ 5 箇国語で表記したステッカー，路面シートを作成し，京

都駅周辺等に掲示するとともに，烏丸通に路面標示を設置し

た。 

・ また，外国人観光客への周知啓発として，外国人観光旅行

者向けのフリーペーパーに啓発記事を掲載した。 

・ うちわ，マスク，カイロ等の啓発物品を新たに作成し，13

箇国の外国語で表記したチラシやポスターと併せ，各区・支

所，図書館等の本市関連部署や本市主催イベント等で掲示，

配布した。 

・ 路上喫煙でお困りの市民等に啓発ステッカーを配布した。 

・ 喫煙場所の維持管理を行うとともに，喫煙場所への貼紙や

周辺での街頭啓発を行い，更なる喫煙マナーの向上を呼びか

けた。 

文 化 

市民局 

・ 世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動の推進（№110200） 

 文化市民局＜再掲：重点戦略 11-2＞ 

推進施策２ 消費生活の安心・安全の推進及び消費者の自立支援＜総合評価結果 Ｂ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

繁華街にお

ける飲食店

等による客

引き行為等

対策の推進 

114004 

・ 「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」により，客

引き行為等禁止区域を指定し，客引き行為等対策指導員が行

為者や事業者への指導等を行う。また，地域の商店会等や自

治組織が自主的なパトロールを行う場合に支援するほか，路

面標示，チラシ等による制度周知の徹底を図る。 

・ 平成 29年度は，28年度に引き続き，客引き行為等禁止区域

において客引き行為等対策指導員が巡回指導等を行うととも

に，商店街等に対する資機材の提供や職員の同行など，自主

的なパトロールへの支援を行った。 

・ また，客引き行為等禁止区域に私有地（京都タワービルの

敷地）を追加指定し，路面標示，チラシ等による周知を行う

とともに，10 月から同区域における指導等を開始した。 

・ さらに，客引き行為者の約半数を占める大学生への対策と

して，大学コンソーシアム京都に参画する京都府内及び大阪

府内の大学及び短期大学に対し，啓発チラシやポスターを送

付し，学生への周知啓発を依頼した。 

文 化 

市民局 
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事業名 № 実施状況 所管 

世代やライ

フスタイル

等に応じた

消費者教育

の推進 

114008 

・ 「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン（京都市

消費者教育推進計画）」に基づき，年齢階層やライフスタイル

に応じた消費者教育を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，特定の年齢階層（高齢者，大学

生等）を対象とした出前講座，消費者力パワーアップセミ

ナー，子ども消費生活講座，大学における消費生活講座，「素

材から学ぶくらしの学校」，「消費生活フェスタ」，落語を活用

した消費者啓発イベント，消費者問題学習会を開催した。 

・ 更に，新たな取組として，よく分かる！「ネットトラブル

対策講座」，「京都エシカルフェア」，狂言を取り入れた消費者

啓発イベントを開催した。 

文 化 

市民局 

消費者被害

の 未 然 防

止，拡大防

止等を図る

ための消費

生活相談の

推進 

114009 

・ 消費者被害の未然防止・拡大防止や被害からの救済を図る

ための消費生活相談について，より適切な相談体制等を検討

するなど，更なる充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，消費生活相談を実施したほか，

（公社）京都不動産研究協会との共催による「不動産無料相

談会」，行政書士による「無料相談会」や「終活セミナー」，

京都土地家屋調査士会との共催による「全国一斉不動産表示

登記無料相談会」，「不動産なんでも無料相談」を開催した。 

・ また，新たな取組として，不動産鑑定士協会との共催によ

る「不動産無料相談会」，京都地方法務局及び京都土地家屋調

査士会 ADR「京都境界問題解決支援センター」との共催によ

る「土地の境界問題に関する無料相談会」，京都民事調停協会

による「民事調停セミナー」及び「無料相談会」，司法書士に

よる「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」を開

催した。 

文 化 

市民局 
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政策分野６ 文化 
～世界的な文化芸術都市として創生することをめざす～ 

 

基本方針 

 

くらしのなかに文化芸術がいきいきと息づき，ひとびとの豊かな感性が育まれるとと

もに，そこで生まれる活力やにぎわいが，まちの活性化につながることをめざして，文

化芸術とまちづくりを一体化させた取組を促進する。このような取組を通じて，京都を

魅力に満ちあふれた世界的な文化芸術都市として創生する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 82.1％ 17/27 

＜今後の方向性＞ 

● 文化庁の全面的な移転の決定を踏まえ，文化を基軸としたまちづくりをこれまで以上に

推進し，世界的な文化芸術都市・京都の創生を目指すため，継承と創造に関する人材の育

成等，創造環境の整備，文化芸術と社会の出会いの促進の3点を重視し，文化芸術によるま

ちづくりを進める。 

● 継承と創造に関する人材の育成においては，伝統芸能文化の更なる創生に向けた取組や，芸

術家の育成・活動支援，文化芸術に親しみ，その楽しさを知る子どもたちの育成に取り組む。 

● ロームシアター京都については，新たな文化創造の場として世界文化自由都市・京都を

発信する拠点として魅力ある自主事業の展開に努めるとともに，他の文化施設とも連携し

た事業を展開する。 

● かけがえのない文化財の保護，活用と伝承に向け，引き続き，指定・登録の対象物件調

査に取り組む。 

 

実施状況 

推進施策１ すべての市民が京都のまちを支え，かつ誇りにできる文化芸術創造の  

まちづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

国家戦略と
しての京都
創生の推進 

31001 

・ 国に対し，制度的・財政的な特別措置を提案・要望すると
ともに，「京都創生推進フォーラム」を中心に，オール京都で
京都創生の機運醸成を図る取組を進める。また，海外や首都
圏における京都創生の発信にも取り組む。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，国家戦略としての京都創生を基
本的な考え方として国家予算要望（5 月，11 月）を行うとと
もに，本市の課題と取組を国に発信するため，「日本の京都」
研究会（6 月，9 月，12 月）を実施した。 

・ また，機運醸成の取組として，シンポジウム「京都創生推
進フォーラム」の開催（7 月）や HP での情報発信，PR ポス
ターによる周知に加え，2 月に，「京あるき in 東京 2018」や
「京都創生連続講座 in 東京」を開催し，大使館関係者や首都
圏在住の方々等を対象に奥深い京都の魅力を発信した。 

総 合 
企画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

「地域に根

差した暮ら

しの文化」

を通じたま

ちづくりの

推進 

32005 

・ 区民提案の京都市支援事業の中から「文化芸術による地域

のまちづくり事業」を認定し，認定ロゴマークを掲げるとと

もに，活動の把握・掘り起こしを行う。また，地域の暮らし

の文化を集約した「京都おもてなし百科（仮称）」を作成す

る。 

・ 平成 29 年度は，各区における「区民提案型支援事業」のう

ち，「文化芸術による地域のまちづくり事業」として 101 事業

を認定し，認定された事業にはロゴマークを掲げた。 

文 化 

市民局 

京都国際映

画祭への支

援などによ

る映画・映

像文化等の

振興 

32009 

・ 「京都国際映画祭」への支援などにより，若手製作者の支

援等による映画都市・京都の推進を行う。 

・ 平成 29 年度は，若手クリエイターを支援する「クリエイ

ターズ・ファクトリー」事業や牧野省三賞等の顕彰事業，国

内外の作品の招待上映等を行い，映画都市・京都を広く発信

する「京都国際映画祭 2017」への支援を行った。 

文 化 

市民局 

岡崎地域な

どまちなか

を舞台にし

た多彩で魅

力的な音楽

事業の展開 

32010 

・ 岡崎地域などまちなかを舞台に，多彩で魅力的な音楽事業

を展開し，音楽文化創造都市・京都の実現を目指す。 

・ 平成29年度は，岡崎地域などのまちなかにおける音楽事業

として，「京都国立近代美術館 ホワイエコンサート」（5月，

11月），「クロックタワーコンサート」（5月），「京都市立芸術

大学音楽学部第31回ピアノフェスティバル」（6月），京都岡崎

音楽祭OKAZAKILOOPS（6月：計3公演），京都市交響楽団みんな

のコンサート（7月，8月：計6公演），「京都市立芸術大学音楽

学部・大学院音楽研究科第155回定期演奏会」（7月），京都市

少年合唱団創立60周年記念演奏会」（8月），「第7回関西の音楽

大学オーケストラ・フェスティバルIN京都コンサートホー

ル」（9月），「music drops」（11月），「京都市立芸術大学音楽

学部専任教員によるプロフェッサーコンサート」（11月)，「京

都市交響楽団meets珠玉のアジア」（11月），「京都市立芸術大

学音楽学部・大学院音楽研究科第156回定期演奏会」（12月），

「京都市立芸術大学クリスマスチャリティーコンサート」（12

月），「京都市少年合唱団第58回修了演奏会」（1月），京都芸術

センター×京都市交響楽団 Kyo×Kyo Today（1月），「Birth 

of Music 2017」（2月），「京都市立芸術大学第157回定期演奏

会大学院オペラ公演」（2月）「京都市立芸術大学音楽学部 平

成29年度卒業演奏会」（3月），等を展開した。 

行 財 

政 局 

文 化 

市民局 

教 育 

委員会 

・ 子どもたちが，芸術家や職人，地域の方から「伝統文化や伝統産業のほんものの魅力」を学

ぶ機会の充実（№30300）文化市民局，産業観光局，教育委員会＜再掲：重点戦略 3-3＞ 

推進施策２ 歴史に培われた和の文化の継承と新たな創造活動の支援 
     ＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

都としての

機 能 を 京

都・東京の

双方が果た

す「双京構

想」の推進 

32001 

・ 「双京構想」の実現に向け，市民の機運の醸成，京都の都

市格向上，皇室の方々に御出席いただける機会の創出を目指

した取組等を推進する。 

・ 平成 29 年度は，双京構想の機運醸成のため，市・府・商工

会議所で構成する双京構想推進検討会議において，連続講座

の開催，PR 動画の作成などを行った。 

・ また，天皇陛下の退位特例法の成立を受け，日本の大切な

皇室の弥栄のために京都としてお役に立っていきたいという

想いをまとめることを目的に，6月及び 7月に「京都の未来を

考える懇話会」を開催した。 

総 合 

企画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

和 装 ， 華
道，庭園文
化など京都
に息づき世
界的に評価
の高まって
いる和の文
化の振興と
ユネスコ無
形文化遺産
への登録に
向けた支援 

32002 

・ 和の文化のユネスコ無形文化遺産への登録に向けた支援を
行うとともに，公共施設への和室設置を進め，民間にも設置
を奨励するなど，和の文化と伝統産業の振興を行う。 

・ 平成 29 年度は，「和装（きもの文化）」ユネスコ無形文化遺
産登録推進に向け，5 月に国へ要望書を提出したほか，11 月
に全国組織との取組協議を行った。 

・ 和装業界が 11 月に設立した「和装（きもの文化）のユネス
コ登録推進・連絡協議会」やユネスコ無形文化遺産登録推進
実務者協議会（7 月，10 月）において，登録に向けた今後の
進め方について，協議を行った。 

・ また，登録に向けた機運醸成を図るため，ロゴマークの募
集（12 月～2 月）を行ったほか，「きもの de 彩コンサート」
（3 月）を開催し，和装業界による取組の広報にも取り組ん
だ。 

文 化 
市民局 
産 業 
観光局 
都 市 
計画局 

学校給食に
おける「和
食」の充実
に向けた取
組の推進と
情報発信 

32006 

・ 「和食」の特徴を強調した献立や，和菓子，漬物など，和
食の良さを伝える食材等の提供を進めるとともに，引き続
き，子どもたちの発達段階に応じた学校給食の充実や「食」
に関する指導の充実を図る。また，家庭配布用献立表に和食
のコーナーを設けるほか，各種媒体を活用して，和食文化や
給食献立のレシピ等を情報発信する。 

・ 平成 29 年度は，毎月 1 回程度「和食推進の日」の設定及び
「和（なごみ）献立」の提供を 11 回実施した。 

・ 京都の伝統的な発酵食品である個包装にした漬物（10 月に
「しば漬」，2 月に「すぐき」）を初めて全小学校で提供する
とともに，24 件の給食献立レシピをホームページで発信をし
た。 

・ 和食の良さを伝える，家庭配布用献立表を配布（部数：
56,073 部（学級への掲示分含む）×11 回）するとともに，
PEN 食器の全小学校（陶器食器使用校を除く）への導入を完
了した。 

・ 京野菜を使用した地産地消の献立を提供するなど子どもた
ちの発達段階に応じた学校給食の充実を図るとともに，児童
及び保護者対象の給食調理実習会を開催するなど「食」に関
する指導を推進した。 

・ 5 か年計画の初年度として市立小学校 31 校に焼き魚など和
食献立の一層の充実を図るスチームコンベクションオーブン
を設置した。 

教 育 
委員会 

京都芸術セ
ンター等に
よる芸術家
の育成・活
動支援 

32007 

・ 文化芸術振興の拠点施設として，多くの若手芸術家の成長
を支えてきた京都芸術センターを運営する。また，若手芸術
家等に活動資金を支給する「京都市芸術文化特別奨励制度」
を引き続き実施する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，制作室の提供など，京都芸術セ
ンターによる芸術家の育成・活動支援や，「京都市芸術文化特
別奨励制度」による若手芸術家等への支援を行った。 

文 化 
市民局 

「京都・和
の文化体験
の日」の実
施など若者
を対象とし
た伝統的な
文化芸術に
触れる機会
の創出 

73001 

・ 大学生をはじめとする若者が京都の伝統的な文化芸術に触
れ，体験できる「京都・和の文化体験の日」などを実施す
る。 

・ 平成 29 年度は，「歌舞伎」を紹介する初心者向けの情報冊
子「歌舞伎入門の入門」を制作し，市内を中心に，大学・高
校や文化施設，カフェ，書店等に配布した。また，若者が伝
統芸能に親しむきっかけづくりとして，11 月に，「はじめま
して 歌舞伎」，12 月には伝統工芸ワークショップを開催し
た。 

文 化 
市民局 
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事業名 № 実施状況 所管 

空き家の紹
介やアトリ
エの提供，
展覧会の開
催支援など
若手芸術家
等の居住・
制作・発表
の場づくり 

73004 

・ 若手芸術家等に対して，総合サポート窓口の運営，空き家
の紹介，制作場所の提供，発表活動の支援を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，総合サポート窓口「東山 アー
ティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS）」を通じ，若手
芸術家等に対し，居住，制作の場として空き家を紹介したほ
か（29 年度空き家マッチング件数：1 件），元新道小学校の空
き教室を利用して制作スタジオを提供した。 

・ 3 月に芸術家に適した仕事を掘り起し，情報収集し，それ
を若手芸術家に紹介することで，芸術家の社会的，経済的地
位の向上に繋げる「芸術家×仕事コーディネート事業」を開
始した。 

文 化 
市民局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

・ 芸術家や世界に誇る創造的なひとを育成する京都市立芸術大学の移転整備推進（№70200） 

 行財政局＜再掲：重点戦略 7-2＞ 

推進施策３ 世界的な交流を視野に入れた文化芸術環境の向上＜総合評価結果 Ｂ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

「ユネスコ
創 造 都 市
ネットワー
ク」への加
盟に向けた
取組の推進 

32003 

・ デザインの創造性に優れた，世界の中でも特色ある都市
が，交流・連携し，経験や知識の共有を図る「ユネスコ創造
都市ネットワーク」への加盟に取り組む。 

・ 平成 29 年度は，世界歴史都市連盟や東アジア文化都市交流
事業等を通じて，国際的な都市間交流の推進に取り組んだ。 

総 合 
企画局 
文 化 
市民局 
産 業 
観光局 
都 市 
計画局 

文化・観光
に関する情
報の一元的
把握及び入
場券等を販
売する WEB
システムの
構築 

32004 

・ 文化芸術情報と観光情報の一元的把握ができる WEB システ
ムや，オンライン上でのチケット決済システムを構築・導入
する。 

・ 平成 29 年度は，観光庁の「訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業」を活用して，(公社)京都市観光協会及び(公
財)京都文化交流コンベンションビューローと連携し，多言語
観光サイト「Kyoto Official Travel Guide」にて，10 月から
12 月に祭り，伝統文化，体験コンテンツ，音楽，エンターテ
イメントなど幅広いコンテンツを対象とした外国人観光客向
けチケット販売システムの実証実験を実施した。 

文 化 
市民局 
産 業 
観光局 

ロームシア
ター京都等
を拠点とす
る「劇場文
化 」 の 創
造・発信 

32008 

・ 質の高い舞台芸術の鑑賞機会を提供するとともに，新たな
文化創造の拠点として「劇場文化」の創造・発信を行う。 

・ 平成 29 年度は，「京響クロスオーバー ミュージカル×
オーケストラ」や「新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教
室・関西公演」など，本市主催事業として全 20 事業を実施し
た。 

文 化 
市民局 

アーティス
ト・イン・
レジデンス
の強化など
世界の若手
アーティス
トが集まる
文化芸術の
交流の場づ
くりを目指
した環境整
備 

73002 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック等の開催に向け
て，日本の文化芸術を世界へ発信するとともに，アーティス
ト・イン・レジデンスの施設間連携の推進により，ネット
ワークを構築するなど，文化芸術の交流の場づくりを進め
る。 

・ 平成 29 年度は，「フェルトシュテルケ・インターナショナ
ル－東アジア文化都市 2017－」の実施（6 月，7 月），アー
ティスト・イン・レジデンス「建築 Symposion－日独仏の若
手建築家による－」展の実施（8 月～9 月），ラウンドテーブ
ル『アートを支える現場－アーティスト・イン・レジデンス
を中心に－』の開催（2 月），冊子「Artist In Residence 
Alliance Platform」への連携施設の掲載（3 月）等を行っ
た。 

文 化 
市民局 
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・ オール京都による文化庁の京都への全面的な移転の推進と，文化を軸とした伝統産業を中心

とするものづくり産業や観光等の更なる振興（№30100）総合企画局，文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 3-1＞ 

・ 京都文化力プロジェクト 2016-2020（№30210）文化市民局＜再掲：重点戦略 3-2(1)＞ 

・ スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（№30220）文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 3-2(2)＞ 

・ 東アジア文化都市 2017（№30230）文化市民局＜再掲：重点戦略 3-2(3)＞ 

・ 大政奉還 150 周年記念プロジェクト（仮称）（№30240）文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 3-2(4)＞ 

・ 伊藤若冲生誕 300 年記念事業（№30250）文化市民局，産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 3-2(5)＞ 

・ 京都市美術館など，日本の文化芸術を牽引し，世界の人々を魅了する創造環境の整備 

 （№30400）文化市民局＜再掲：重点戦略3-4＞ 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

推進施策４ かけがえのない文化財の保護，活用と伝承＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

旧三井家下

鴨別邸など

文化財の公

開による活

用と保存の

推進 

31012 

・ 重要文化財旧三井家下鴨別邸をはじめとした京都市内の文

化財の保存・活用を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き重要文化財旧三井家下鴨別邸及び

無鄰菴並びに岩倉具視幽棲旧宅の一般公開を行った。 

（29 年度入場者数）  

旧三井家下鴨別邸：72,960 人 

無鄰菴：59,524 人 

岩倉具視幽棲旧宅：7,179 人 

文 化 

市民局 

“京都を彩

る建物や庭

園”制度，

“京都をつ

なぐ無形文

化遺産”制

度を活用し

た有形・無

形の文化遺

産の保存・

継承・活用 

31013 

・ 京都の財産として残したい建物や庭園を“京都を彩る建物

や庭園”として，また，世代を越えて暮らしの中で伝えられ

てきた無形文化遺産を“京都をつなぐ無形文化遺産”として

選定する。 

・ 平成 29 年度は，“京都を彩る建物や庭園”を 39 件選定し，

これまでに選定したうち，11 件を認定したほか，30 年 3 月

に，所有者交流会を開催した。 

・ 平成 29 年度は，“京都をつなぐ無形文化遺産”に「京の年

中行事」を選定したほか，選定した無形文化遺産に係るイベ

ント等を開催するなど，無形文化遺産の普及啓発を実施し

た。 

文 化 

市民局 

鴨川・高瀬

川地域の歴

史 遺 産 継

承・活用事

業 

－ 

・ 京都駅周辺部を含む鴨川・高瀬川沿岸や伏見街道周辺地域

の歴史を知るうえで貴重な資料である「今村家文書」につい

て，調査，研究を行うとともに，有識者，民間団体，行政が

連携し，連続講演会，展示などを開催する。 

・ 平成 29 年度は，資料整理・目録作成，研究会を実施すると

ともに，歴史ウォーク「むかしの柳原庄を歩く」（10 月），シ

ンポジウム「今村家文書の魅力」（11 月）を開催した。 

文 化 

市民局 

・ 「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度の推進（№30500）文化市民局 

 ＜再掲：重点戦略 3-5＞ 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 
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政策分野７ スポーツ 
～スポーツやレクリエーションに親しむ機会に恵まれたまちをめざす～ 

 

基本方針 

 

「だれもが，いつでも，どこでも，いろんなかたちでスポーツやレクリエーションに

親しめる環境を，みんなで支え合うまちづくり」を関係団体（地域のスポーツボラン

ティア団体，競技団体，学校，企業など）や指定管理者と行政が一体となって進める。

そのことにより，市民ひとりひとりがスポーツやレクリエーションそのものを楽しむこ

とはもちろん，健康や感動など市民生活に豊かさをもたらすとともに，環境，教育，観

光，経済などさまざまな分野の京都のまちづくりをより魅力あるものにする。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｃ 政策の目的がそこそこ達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 67.8％ 27/27 

＜今後の方向性＞ 

● それぞれの年齢や個性，環境に応じて，スポーツやレクリエーションを楽しむための施

設の効果的・効率的な整備・運営に引き続き取り組むとともに，誰もがスポーツやレクリ

エーションを楽しむための機会の充実を図る。 

● プロスポーツはもとより様々なスポーツに身近に触れるための環境整備や，国際的又は

全国規模のスポーツイベントの開催及び誘致促進，競技スポーツの支援などに取り組む。 

● 相互に多様なスポーツ活動を支え合う仕組みづくりを促進するため，誰もが相互に利用

しやすい施設の提供，市民スポーツを支える支援やボランティア活動の促進などに取り組

む。 

 

実施状況 

推進施策１ それぞれの年齢や個性，環境に応じてスポーツやレクリエーションを 

楽しんでいるまちづくり（「するスポーツ」）＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

年 齢 や 個

性，環境に

応じて誰も

がスポーツ

を楽しむ機

会の提供 

113009 

・ スポーツを支える組織や団体等との連携・協働により，ス

ポーツを楽しむプログラムの提供，健康づくり，競技スポー

ツへの支援とその魅力の活用などに取り組む。 

・ 平成 29 年度は，新たに 3 名の「殿堂入り受賞者」の選定・

表彰を行ったほか，これまでに殿堂入りされた方々によるス

ポーツ教室，講演会などの「伝道事業」を実施した。 

・ 京都ハンナリーズ，京都サンガ F.C.，京都フローラのホー

ムゲームにおいて，区民デーを実施した。また，京都サンガ

F.C.ホームゲームにおけるカーボンオフセットマッチ（4 月

～11 月，2 月及び 3 月），市民スポーツフェスティバル（7 月

～11 月），京都ツーデーウオーク（3 月）を開催した。 

文 化 

市民局 
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推進施策２ トップレベルのスポーツに身近に触れられているまちづくり 

（「みるスポーツ」）＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

府市協調で

進める運動

公園の整備

などスポー

ツ施設の充

実 

113010 

・ 京都府との協調による西京極総合運動公園や横大路運動公

園などの整備に加え，水垂運動公園（仮称）や宝が池公園体

育館（仮称）の早期完成を目指した取組を進める。 

・ 平成 29 年度は，西京極総合運動公園については，陸上競技

場兼球技場のメインスタンド 2 階トイレ改修工事を実施し

た。 

・ 横大路運動公園については，再整備・防災機能強化に係る

地質等調査及び設計条件整理を実施した。 

・ 水垂運動公園（仮称）については，PFI 等導入可能性調査

を実施した。 

・ 宝が池公園体育館（仮称）については，既設排水管の付替

工事を実施し，体育館本体工事に着手した。 

文 化 

市民局 

「京都マラ

ソン」の更

なる定着・

発展 

113011 

・ 「京都マラソン」を開催し，市民スポーツの振興，健康増

進はもとより，京都経済の活性化，京都ブランドの更なる向

上を図る。 

・ 平成 29 年度は，2 月に，第 7 回大会「京都マラソン 2018」

を開催し，16,229 名が参加した。 

文 化 

市民局 

推進施策３ 多様なスポーツ活動を支え合っているまちづくり（「支えるスポーツ」） 

     ＜総合評価結果 Ｃ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

東 京 2020

オリンピッ

ク・パラリ

ンピックや

ワールドマ

ス タ ー ズ

ゲ ー ム ズ

2021 関 西

等の大規模

国際スポー

ツ大会開催

と連動した

生涯スポー

ツの振興 

113008 

・ スポーツツーリズムの推進，オリンピアン・パラリンピア

ンによるスポーツ教室等の実施，市民ボランティアのしくみ

づくり・裾野拡大などに取り組む。 

・ 平成 29 年度は，「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」

に向けて，大会 PR を行ったほか，行政や競技団体をはじめ，

スポーツ関係，観光・文化，報道機関，学識者等で構成する

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会

を設立し，開催に向けた取組事項の協議等を行った。 

・ また，新たに 3 名の「殿堂入り受賞者」の選定・表彰を

行ったほか，これまでに殿堂入りされたオリンピアン，パラ

リンピアンによるスポーツ教室，講演会などの「伝道事業」

を実施した。 

文 化 

市民局 
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政策分野８ 産業・商業 
～新たな価値をつくる都市をめざす～ 

 

基本方針 

 

京都のまちに脈々と受け継がれてきた匠のわざ，企業のもつ優れた技術力，知の集積

拠点である大学など，これまで築き上げてきた「京都力」を生かし，「ものづくり」，

「ことづくり」，「ひとづくり」により，京都ならではの産業・商業振興を進める。また，

市民の健康と豊かな食生活を維持するため，流通体制の整備を進める。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 76.9％ 21/27 

＜今後の方向性＞ 

● 未来の京都を担う有望な中小・ベンチャー企業等の発掘から育成までの一貫した伴走型

の支援策等を展開するとともに，中小・ベンチャー企業の新事業創出を促進するため，ビ

ジネスプランのブラッシュアップや資金調達，魅力ある新商品・新サービス等の販路開拓

支援等の総合的な支援策を展開する。 

● 新産業の創出や京都の強みを生かした担い手育成のための環境整備などにより，京都の

有する地域資源・産業集積を生かし，伝統産業と先端産業の融合や，「環境・エネル

ギー」，「ライフサイエンス」など社会課題解決型の成長分野に焦点を当て，付加価値の

高いものづくり産業を育成・振興するとともに，産学公の連携による新産業・新事業の創

出を目指す。 

● 京都の有する地域資源・産業集積といった強みを生かし，市内企業の流出防止，さらに

は市外，海外からの企業誘致に取り組み，事業環境の整備や研究開発型企業の集積を目指

す。また，産業技術研究所においては，これまで培った技術的強みを生かし，多様な技術

課題に対して具体的な提案ができる「技術支援機関」及び「技術プロデューサー」として

の役割を果たしていく。 

● 京都市伝統産業活性化推進条例に基づく京都市伝統産業活性化推進計画は，平成29年度

より第3期計画へと移行した。引き続き同計画に基づいた積極的な事業の推進を図ること

で，市民生活実感の更なる向上を図り，伝統産業の活性化と新たな展開を推進する。 

● 地域や商店街の魅力の向上・活性化につながる各種施策を引き続き実施するとともに，

商店街へのヒアリングや意見交換を実施して各商店街のニーズや課題を抽出し，専門家や

NPO等の協力の下，支援策を実施する。また，商店街をはじめとする空き店舗所有者と出店

希望者とのマッチング等により空き店舗を解消し，地域商業の活性化を図る。 

● これからの1000年を紡ぐ企業認定制度の認定企業を中心にソーシャルビジネスに取り組む事

業者に対する多面的な支援を行うことで，京都市内へ社会起業家を呼び込むことを目指すとと

もに，1200年の歴史に培われた京都から，過度の効率性や競争原理とは異なる価値観を世界に

向けて発信していく。 

● 中央卸売市場第一市場については，施設の再整備を進め，市場の活性化や市場機能の強化に

取り組む。 

  中央卸売市場第二市場については，30年4月に新施設の操業を開始し，海外輸出機能の活

用等により，全国からの集荷をより一層進める。 

  計量業務については，将来に渡って着実な計量行政を遂行していくため，平成28年度か

ら京都府へ地方自治法に基づく事務委託を行っている（京都市計量検査所は平成27年度末

をもって廃止）。 

● 中小企業の担い手の確保に向けて，国・京都府との連携を図りながら，引き続き，各々

の施策の効果的な推進に努める。 
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実施状況 

推進施策１ 多様で活力ある中小・ベンチャー企業の育成と発展支援 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

知恵ビジネ
ス企業等の
発掘・成長
支援 

61001 

・ 企業等の発掘や成長支援，担い手の育成による知恵ビジネ
スの推進を通じて，「知恵産業のまち・京都」の実現に取り組
むとともに，（地独）京都市産業技術研究所の研究開発成果を
技術移転し，事業化や製品化などの「技術の産業化」を促進
する。 

・ 平成 29 年度は，府市協調により「京都知恵産業支援共同事
業」を共同で実施し，4 件を採択した。 

・ また，第 5 回知恵創出“目の輝き”成果発表会で，「伝統技
術と先進技術の融合」や「新たな気づき」といった知恵産業
をキーワードに製品化・事業化に結び付けた 4 企業を，知恵
創出“目の輝き”企業として認定した。 

産 業 
観光局 

「中小企業
振 興 会 議
（仮称）」
の創設によ
る，関係者
の知恵と力
を結集した
一層の実効
性ある振興
策の推進 

62004 

・ 「中小企業未来力会議」を創設し，中小企業等が抱える課
題を共有するとともに，業種横断的に幅広い関係者の知恵と
力を結集することにより，実効性ある振興策を検討し，実行
につなげる。 

・ 平成 29 年度は，「京都市中小企業未来力会議」を 4 回開催
（7月，9月，12月，3月）した。また，会議での意見を 30年
度予算において 10 の事業に反映した（京の企業働き方改革 
総実践プロジェクトなど）。 

・ 更に，新たに 7 月から京都市中小企業未来力創出支援事業
を開始し，同会議から生まれた異業種等連携によるビジネス
プラン 4 件について，試行実施を支援した。 

産 業 
観光局 

中小企業・
業界団体の
課題解決や
活性化など
中小企業の
持続的な発
展支援 

62005 

・ 業界団体による業界全体の活性化を図る取組に対し，「中小
企業等チャレンジ支援事業」による支援を行う。また，後継
者の不在等で事業継続が困難な中小企業に対し，事業引き継
ぎ支援体制を整備するとともに，海外展開支援，情報セキュ
リティ対策の支援など，中小企業等の持続的な発展を支援す
る。 

・ 平成29年度は，「中小企業等チャレンジ支援事業」により， 
5つの業界団体等への支援を実施した。 

・ また，新たに7月から京都市中小企業未来力創出支援事業を
開始し，「京都市中小企業未来力会議」から生まれた異業種等
連携によるビジネスプラン4件について，試行実施に向けた支
援を行った。 

・ 4月に中小企業・小規模事業者の事業承継に係る潜在的な相
談ニーズを掘り起こし，円滑な事業承継を図るため，京都府
事業引継ぎ支援センターに「掘り起し」専任の経営支援員を
増員（1名）し，一般向けセミナーの開催や講演を実施するな
ど，事業引き継ぎ支援体制を強化した。 

・ 情報セキュリティ対策支援として，府警等との連携により
設立した「Ksisnet」の担当者会議を実施した。（12回） 

・ 中小企業の海外展開支援として，「京都クリエイティブビジ
ネス海外展開助成金事業」を実施（採択：7件）するととも
に，「中小企業海外展開支援事業」として，企業の海外展開に
係る経営相談等を実施（相談件数：100件）した。 

・ JETRO京都と連携し，留学生等外国人材活用セミナー（ 6
月），海外バイヤーとの日本酒商談会（1月）などの海外展開
支援を実施した。 

産 業 
観光局 

・ 京都発ベンチャー企業や知恵産業企業の創出と中堅企業への成長の促進（№60300） 

 産業観光局＜再掲：重点戦略 6-3＞ 



－109－ 

 

推進施策２ 産学公の連携による新産業の育成・振興と新事業の創出 

     ＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

国家戦略特

区等を活用

した産業の

国際競争力

の強化 

61008 

・ 国家戦略特区制度等の規制緩和，税制支援等の特例措置を

最大限活用し，先端的な医薬品・医療機器等の研究開発・事

業化を推進するとともに，研究者・起業家等の集まるビジネ

ス環境を整えた国際都市を形成する。 

・ 平成 29 年度は，規制の特例措置に係る新規提案（留学生の

就労に係る手続きの簡素化等）の実現に向けた関係省庁との

調整等を進めた。また，関西圏の規制特例措置の事業のう

ち，京都市に関わる事業として，新たに 12 月に「特区医療機

器薬事戦略相談の実施」，3 月に「国家戦略特別区域陽電子放

射断層撮影装置使用柔軟化事業」が国に認定された。 

総 合 

企画局 

産 業 

観光局 

京都産学公

共同研究拠

点「知恵の

輪」におけ

る研究プロ

ジェクトの

推進 

64003 

・ 京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」において，高度研究

機器を活用した共同研究プロジェクトを推進し，生産性の向

上，新製品の開発を促進する。 

・ 平成 29 年度は，高度研究機器を活用した共同プロジェクト

を推進したほか，「京都バイオ計測センターシンポジウム「先

端光加工プロジェクト公開セミナー」等を開催した。 

産 業 

観光局 

京都産学公

共同研究拠

点「知恵の

輪」におけ

る技術者育

成の推進 

73003 

・ 京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」において，高度研究

機器を使いこなす技術者を育成し，大学の研究支援や企業の

技術力向上を目指す。 

・ 平成 29 年度は，同拠点において技術者育成のための講習会

等を 86 回行い，延べ 741 人が参加した。 

産 業 

観光局 

・ グリーン（環境・エネルギー）産業の振興（№60410）産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 6-4(1)＞ 

・ 医療，健康・福祉・介護，地場ライフサイエンス分野の産業振興の推進（№60420） 

 産業観光局＜再掲：重点戦略 6-4(2)＞ 

・ 多様な地域資源を活かしたコンテンツ産業の振興（№60430）産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 6-4(3)＞ 

推進施策３ 京都の強みを生かした事業環境の整備＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都の新た

な活力を担

う「らくな

ん進都」を

はじめとす

る市南部地

域を中心と

した企業誘

致の推進 

64001 

・ 企業立地促進制度や，都市計画手法等の活用による事業環

境の整備により，企業の市外流出防止，設備投資の促進，企

業誘致を推進する。また，地方拠点強化税制を活用し，東京

からの企業誘致を強化する。 

・ 平成 29 年度は，企業立地促進制度の活用に向けた企業訪問

等を 123 件実施するとともに，補助対象事業を 19 件指定し

た。 

・ 5 月に地方拠点強化税制における本市全域への優遇対象の

拡大に向けた国家予算要望を実施した。 

・ 更なる企業誘致に向け，10 月に企業立地意向調査を実施す

るとともに，2 月に東京で企業誘致セミナーを実施した。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

地元企業の

事業拡大や

企業誘致を

推進するた

めの新たな

産業用地の

確保・創出 

64002 

・ 新たな産業用地の創出に向けた調査を行い，市有地の有効

利用を含め，都市計画手法の活用やインフラ整備の手法など

の方策を検討・実施し，市内企業の事業拡大や国内外の企業

誘致を推進する。 

・ 平成 29年度は，10月に企業ニーズ調査を実施したほか，調

査結果等を基に，学識者や有識者の意見を踏まえ検討を行っ

た。 

・ 久我の工業専用地域において，企業立地促進制度の充実を

図るとともに企業立地に協力する土地所有者に対して奨励金

を交付する制度を創設した。 

産 業 

観光局 

ものづくり

中小企業の

事業展開を

技術面から

支 援 す る

（地独）京

都市産業技

術研究所の

事業推進 

64004 

・ 中小企業を技術面から支援する京都市産業技術研究所の事

業を推進し，ものづくり中小企業の事業展開を支える。 

・ 平成 29 年度は，研究開発・試験分析機器を拡充配備し，企

業等に対する技術支援を充実した。 

・ （株）永楽屋や貴船コスメティックス＆ギャラリーでの展

示販売，オンラインショップでの販売等を通じて，若手伝統

工芸作家の販路開拓支援を行った。 

・ 成長が予想されるバイオ・ライフ，エコ・グリーン，京都

高度伝統文化の 3 分野等を重点分野に位置付けて研究開発を

実施し，その成果を研究成果発表会等で発表した。 

・ 食品の安全性を低コスト・迅速に分析する微生物検査の確

立・実用化に向け，企業等と連携し，データ収集・解析，実

証実験及び試薬・機器開発を実施した。 

産 業 

観光局 

新事業創出

や中小・ベ

ンチャー企

業の成長を

支 援 す る

（公財）京

都高度技術

研究所の事

業推進 

64005 

・ 新事業創出，成長支援，ICT 研究開発の推進，産学公連携

による研究開発支援などを行う京都高度技術研究所の事業を

推進するとともに，経済団体との連携により，総合的に支援

する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，新事業創出，成長支援，ICT 研

究開発の推進，産学公連携による研究開発支援を推進すると

ともに，経済団体との連携による，総合的な支援を行った。 

産 業 

観光局 

・ 中小企業支援の拠点となる京都経済センター（仮称）の整備（№60600）産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 6-6＞ 

・ 世界で活躍する研究者等が集う交流拠点の形成（№60700）産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 6-7＞ 

 

推進施策４ 伝統産業の活性化と新たな展開の推進＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「京もの」

の海外進出

支援事業の

推進 

61002 

・ 伝統産業製品の海外市場における新商品開発及びビジネス

モデルの構築に向けた取組を支援することにより，「京もの」

の魅力を強力にアピールし，伝統産業の活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，市内事業者 8 社がパリ市のデザイナーとの

共同により商品開発を行った。また，8 社が海外向けの装飾

和紙や綴織生地等の素材商品を開発し，パリで開催された国

際見本市「メゾン・エ・オブジェ」（1 月）や京都の事業者が

日本全国に向けて新たなものづくりを発信する「京都凱旋

展」（京都展：3 月）等に出展した。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

京ものブラ

ンド確立に

向けた生産

履歴システ

ムの開発等

の支援 

61003 

・ 伝統産業製品（京もの）のブランド確立に向け，「京もの」

を安心・納得して購入いただける環境を整備するため，「京手

描友禅」の製造工程を公開する生産履歴（トレーサビリ

ティ）システムの開発支援を行う。 

・ 平成 29 年度は，「京手描友禅トレーサビリティシステム」

の運用を 6 月から開始したほか，名古屋や横浜などで開催さ

れた「2017 おしゃれ博」（10 月）や京都で開催された「京手

描友禅作品展」（3 月）において，同システムの体験コーナー

を設置して普及・啓発に取り組んだ。 

産 業 

観光局 

「京都伝統

産業ふれあ

い館」を核

とした，観

光や販売促

進の視点を

取り入れた

伝統産業の

振興 

61004 

・ 「京都伝統産業ふれあい館」について，観光や販売促進の

視点を取り入れた機能強化を図る。また，職人と他業種との

異業種交流・情報交流を促進させる。 

・ 平成 29 年度は，ギャラリー企画展として，「彩で涼む，京

の清涼展」（5 月），「西陣金襴展 ～西陣呼称 550 年～」（9

月），「京表具展 ―潤いある生活文化の創造―」（9 月），「日

本のそめおり展」（2 月），「工芸のなかのいきものたち」（3

月）を開催したほか，日本とデンマークが外交関係を樹立し

て 150周年を迎えたことを記念した「Lars Vejenデザインコ

ラボレーション展」（11 月）や南座（松竹株式会社）の協力

を受けた「歌舞伎のモノコト展」（11 月）等の展示会を開催

した。 

・ 京都伝統産業ふれあい館について，6 月に世界最大の旅行

口コミサイト「トリップアドバイザー」で観光客から人気の

高い施設として，エクセレンス認証を 2 年連続で獲得したほ

か，11 月には，「トリップアドバイザー」の国内無料観光ス

ポット人気ランキングで 5 位に選定された。 

・ 9 月には，京都マンガアニメフェア 2017 において「映画キ

ラキラ☆プリキュア アラモード」の摺型友禅染体験，10 月

には，京都国際映画祭の一会場としてワークショップを実施

した。 

産 業 

観光局 

「日本酒乾

杯条例」を

契機に新た

なプロジェ

クトに取り

組む伝統産

業若手職人

の支援 

61005 

・ 日本酒と京都の伝統産業製品（京もの）を組み合わせた商

品開発や，継続的な販売の仕組みづくりを支援することで伝

統産業の振興と後継者の育成を図る。 

・ 平成 29 年度は，京都の伝統産業を若手で盛り上げる KYO-

MONO is COOL!プロジェクトが出展するイベント等（伝統産業

の日事業等）に対し支援を行った。 

産 業 

観光局 

「伝統産業

の日」の全

国拡大をは

じめとした

伝統産業の

振興 

61006 

・ 「伝統産業の日」の取組を全国に普及させ，伝統産業製品

の使用の奨励を全国で展開するとともに，国の「きものの

日」との連携をはじめとした伝統産業施策の展開を図る。 

・ 平成 29 年度は，伝統産業業界との連携の下，「伝統産業の

日」関連事業として「きもの de 彩コンサート,きもので乾

杯」などの多彩な伝統産業振興事業を，年間を通して実施し

たほか，2 月にポータルサイトを「京都の伝統産業」として

リニューアルし，関連事業の積極的な情報発信を行った。 

産 業 

観光局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

・ 世界にはばたく伝統産業後継者育成事業（№70100）産業観光局＜再掲：重点戦略 7-1＞ 
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推進施策５ 地域の特性に応じた商業振興＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「商店街空

き店舗解消

促進事業」

の推進 

62006 

・ 空き店舗所有者と出店希望者とのマッチング等により，空

き店舗を解消し，地域商業の活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，9 月にマッチングサイト「京都出店応援ナ

ビ～ひと・まち・商い縁結び～」を開設するとともに，新た

に補助制度を創設するなど，マッチングによる出店者に対す

る支援を行った結果，10 件の空き店舗を解消した。 

・ また，空き店舗物件の見学会を 3 回開催（9 月，12 月，3

月）した。 

産 業 

観光局 

商業者と事

業者・地域

住民・学生

等との交流

を通じて商

業や地域の

活性化を図

る「まち・

お店・ひと 

縁結びプロ

ジェクト」

の推進 

62007 

・ 商業者と地域住民，事業者，学生等が交流する機会をつく

り，つながりを深めることで，商業者の売上向上と地域活性

化を図る。 

・ 平成 29 年度は，新たに支援対象商店街として，2 商店街を

選定するとともに，28 年度に選定した 2 商店街と合わせた計

4 商店街において，学生との連携のもと，商店街活性化事業

を検討のうえ，実施した。 

産 業 

観光局 

商業振興ア

ド バ イ ザ

リ ー 会 議

（仮称）の

新設による

効果的な商

業振興施策

の推進 

62008 

・ 商業振興施策の進捗を確認するとともに，新たな商業活性

化の助言を得るため，「商業振興アドバイザリー会議」を立ち

上げ，運営する。  

・ 平成 29 年度は，8 月に第 2 回京都市商業振興アドバイザ

リー会議を開催し，28 年度の商業振興施策に関する取組状況

について報告のうえ，今後の施策推進に関する意見交換を

行った。 

産 業 

観光局 

専門家等の

派遣など商

店街の課題

に応じた支

援策の実施 

62009 

・ 商店街へのヒアリング等を実施して，各商店街のニーズや

課題を抽出し，専門家や NPO 等の協力の下，支援策を実施す

る。 

・ 平成 29 年度は，コーディネーターによる商店街へのヒアリ

ングにより，課題の抽出を行い，専門家による商店街の活性

化に向けた具体策の提案を行った。 

産 業 

観光局 

推進施策６ ソーシャルビジネス（社会的企業）※への支援＜総合評価結果 Ｂ＞ 

※ ソーシャルビジネス（社会的企業）：社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体。 

・ 京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業の推進（№60200）産業観光局 

 ＜再掲：重点戦略 6-2＞ 
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推進施策７ 市民に安心していただける流通体制の強化＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

安全・安心

な生鮮食料

品の流通を

担い，市民

の健康と食

文化，産地

を支える中

央市場の施

設整備の推

進 

116007 

・ 中央市場において，生鮮食料品（青果物,水産物,食肉）の

品質管理や効率的な物流工程を徹底する施設整備を行い，京

都ブランドを確立するとともに，京の食文化の発信を通じて

消費拡大を図る。 

・ 平成 29 年度は，第一市場において，新水産棟の実施設計

や，花屋町駐車場棟の建設などに取り組んだ。 

・ 第二市場において，新施設市場本棟を建設するとともに，

卸売会社の経営基盤の強化に向け，経営効率化や集荷販売に

対する支援を実施した。 

・ また，生産者による牧場紹介や調理実習等を行う「お肉の

教室」を 8 月と 3 月に開催した。 

産 業 

観光局 

推進施策８ 雇用の維持・確保と新たな雇用創出に向けた取組の推進 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都の強み

を活かした

産業振興に

よる安定し

た雇用の創

出やひとづ

くりの推進 

62001 

・ 産業政策と雇用政策を一体的に実施することで，京都経済

の活性化，安定雇用の創出につなげる。 

・ 平成 28 年度から 3 年間，厚生労働省の採択を受け，本市と

府が中心となって取り組む「京都次世代ものづくり産業雇用

創出プロジェクト」において，本市関係事業で約 300 名の正

規雇用を創出した。 

産 業 

観光局 

不本意非正

規の正規化

など安定雇

用に向けた

京都ならで

はの働き方

改革推進 

62002 

・ 非正規労働者の正規雇用への拡大，雇用の質の向上に取り

組むため，「京都労働経済活力会議」と連携するほか，非正規

雇用率の高い事業所や行政，大学等で構成する研究会を設置

し，安定雇用，雇用の質の向上に向けた具体的方策を検討す

る。また，子育て中の女性や高齢者，障害のある方等の雇用

の創出・安定に努める企業の先進事例を広く発信し，普及・

拡大を図る。さらに，フリーターや大学生の多様な職業観を

醸成し，正規雇用の拡大を図る。 

・ 平成 29 年度は，第 14 回京都労働経済活力会議（10 月）に

おいて，オール京都で働き方改革を進め，人づくり・人材確

保に取り組むことで，一人ひとりの心豊かで文化的な生活を

実現し，京都企業の成長を強力に支援することを確認した。 

・ また，本市の基幹産業であるが非正規率の高い宿泊業や飲

食サービス業等の正規雇用促進に向け，生産性向上に向けた

専門家の派遣や，従業員の能力等の向上を目的としたセミ

ナーを実施した。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

ひとを大切

にする京都

ならではの

働き方を推

進する「京

都労働経済

活力会議」

など行政，

労使団体に

よ る 「 ブ

ラ ッ ク 企

業・ブラッ

クバイト」

の根絶に向

けた周知・

啓発 

62003 

・ 「ブラック企業・ブラックバイト」の根絶に向け，「京都労

働経済活力会議」など行政，労使団体と連携し，周知・啓発

を進める。 

・ 平成 29 年度は，本市，労働局，府等で構成する「京都キャ

リア教育推進協議会」において，9～11 月に学生アルバイト

の実態に関するアンケート調査を実施したほか，7 月には，

経済団体や学生アルバイトが多い業界団体に対し，「学生アル

バイトの適正な労働条件の確保」を要請した。 

・ キャンパスプラザ京都にて，ブラックバイト相談窓口を運

営するとともに，働くルールを学ぶセミナーや相談会を大学

等で実施した。 

・ 企業向け人権啓発講座を開催（6 月，12 月）し，ブラック

バイト根絶に向けた啓発やワーク・ライフ・バランスの推進

に積極的に取り組む企業の事例を紹介した。 

産 業 

観光局 

・ 中小企業と若者・学生とのマッチングなど中小企業の働き手・担い手確保支援の推進 

 （№60100）産業観光局＜再掲：重点戦略 6-1＞ 
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政策分野９ 観光 
～いよいよ旅の本質※へ 世界が共感する観光都市をめざす～ 

※ 旅の本質：ひとに出会い，風景に出会い，心打たれる出来事に出会い，そして新たな自分自身に出

会う。旅を通して，気付き，学び，癒され，元気をもらい，成長し，人生が深く，豊かになること。 

 

基本方針 

 

「5000 万人観光都市」を実現した京都観光は，「量の確保」とあわせて，「質の向上」

を図り，「旅の本質」を堪能できる世界で一番のまちをめざす。そのため，「観光スタイ

ルの質」と「観光都市としての質」の向上に取り組む。 

また，京都の都市特性を生かした世界に冠たる国際 MICE※都市～国際会議，企業研修

旅行，イベント等による国際集客都市～への飛躍をめざす。 

※ MICE（マイス）：企業のミーティング，企業研修旅行，国際会議，イベントなどの総称。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 73.6％ 25/27 

＜今後の方向性＞ 

● 「京都観光振興計画2020+1」に基づき，観光地の魅力を掘り起し，丁寧な発信を行うと

ともに，市内全域に良質な宿泊施設を誘致して新たな人の流れを呼び込むことなどによる

滞在期間の長期化，市内全域への観光客の分散化による満足度の向上，人と公共交通を優

先する歩いて楽しいまちづくりを進める。 

● 「京都観光振興計画2020+1」に基づき，世界中の人に京都に行きたいという「あこが

れ」を持っていただくよう，観光客の受入環境整備や観光事業者への支援，文化を基軸と

した取組の推進，民泊適正化をはじめ観光客を魅了する安心・安全でやさしさあふれるま

ちづくりを進めていく。また，「市民生活と観光との調和」を最優先に，観光を通じて市

民生活の豊かさを図る取組を拡充していく。 

● 「京都市MICE戦略2020」に基づき，京都文化交流コンベンションビューローと連携のう

え，京都の多様な魅力を活用しながら，開催支援メニューの充実，産学公連携の強化な

ど，主催者が京都を選択しやすい環境を整えることで，京都にふさわしいMICE誘致の強化

を図る。 
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実施状況 

推進施策１ 観光スタイルの質の向上＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

新たな観光

資源の発掘

と伝統産業

製品の販路

拡大を図る

工房訪問事

業の推進 

52001 

・ 観光業界と連携した上質な工房訪問機会の創出，伝統産業

製品の販路拡大及び観光客の増加を目指す。 

・ 平成 29 年度は，京都工房コンシェルジュの拡充として，訪

問先を新たに開拓（40工房 71コース）したほか，引き続き，

「京の夏の旅」キャンペーン（7 月～9 月）において工房訪問

事業を実施した。 

・ また，1 月から工房訪問事業が組み込まれた「暮らすよう

に旅する京都 7 日間」ツアー（クラブツーリズム）の募集を

開始した。 

・ 京都工房コンシェルジュが商談のため，9 月に日本（東

京）で開催された「 VISIT JAPAN トラベル＆ MICE マート

2017」（9月）及び 12月にフランス（カンヌ）で開催されたイ

ンターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・マーケット

（ILTM）へ出展した。 

産 業 

観光局 

体験型プロ

グラムなど

京都の価値

を伝える新

たな観光商

品の開発推

進 

52002 

・ 着地型旅行商品の拡充等，様々なニーズに応じた観光商品

の開発を通じて産業振興等を推進する。 

・ 平成 29 年度は「京の夏の旅」キャンペーン（7 月～9 月），

「京の冬の旅」キャンペーン（12 月～3 月）において，民間

事業者と連携し，40 件の着地型旅行商品の販売を実施した。 

・ 京都一周トレイルにおいて，全コースの道標の英文併記化

を完了した。 

産 業 

観光局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

・ 旅館やホテルをはじめとする安心・安全で多様な宿泊環境の充実（№50100） 

 文化市民局，産業観光局，保健福祉局，都市計画局，消防局＜再掲：重点戦略 5-1＞ 

・ 朝観光，夜観光，温泉などの「地域観光」の充実による滞在の長期化の推進（№50400） 

 産業観光局，建設局＜再掲：重点戦略 5-4＞ 

・ 京の食文化をはじめとする京都が培ったあらゆる価値の蓄積を活かした新たな観光資源の創

出（№50500）産業観光局＜再掲：重点戦略 5-5＞ 

推進施策２ 観光都市としての質の向上＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地域の隠れ

た観光資源

を 紹 介 す

る，京都産

木材製駒札

設置の推進 

51001 

・ 地域の隠れた観光資源にスポットを当てるため，新たに

「みやこ杣木」を活用した駒札を設置する。 

・ 平成 29 年度は，観光客を市内各所へ誘客，分散化するとと

もに，より広く観光客へ京都の魅力を伝えるため，魅力ある

観光名所の由緒や見所を説明した駒札を 50 基新設した。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

外国人観光

客にもわか

りやすい防

災情報の提

供など観光

客等への安

心・安全対

策の推進 

51002 

・ 外国人観光客に対して防災情報をわかりやすく伝えるた
め，「京都市・帰宅支援サイト」の多言語化を行う。併せて，
全国的に標準化されたピクトグラムを用いた避難誘導標識等
を整備する。また，観光客の安全を確保するため，旅館，ホ
テル等の防火安全体制及び AED を使った応急手当のできる体
制を推進する。 

・ 平成 29 年度は，多言語化した「京都市・帰宅支援サイト」
及び防災ポータルサイト「京都市防災危機管理情報館」の運
営を開始するとともに，当該サイトについて，各言語による
当該サイトの周知チラシを作成し，外国人をはじめとしたよ
り多くの観光客に周知を図った。 

・ また，小規模宿泊施設における自動火災報知設備の設置指
導を実施するとともに，旅館，ホテル等の従業員を対象とし
た普通救命講習を実施し，871 名が修了した。 

・ さらに，宿泊施設に対する査察及び訓練指導を実施し，防
火基準適合表示マークを 150 事業所（金マーク 100 事業所，
銀マーク 50 事業所）に交付した。 

行財政局 

消防局 

観光地トイ

レのおもて

なし向上プ

ロジェクト

の推進 

51003 

・ 観光地のトイレについて，民間活力の更なる導入を図りな

がら，「量」と「質」を充実するため，観光トイレ認定箇所数

の拡大や観光地の公衆トイレのリニューアルを行う。 

・ 平成 29年度は，観光トイレを新たに 7箇所認定（合計 41箇

所）し，そのうち 5 件の施設整備（新築，洋式便器化・バリ

アフリー化等）に対し助成を行った。また，各トイレの管理

実態に応じた維持管理費用の助成を行った。 

・ 観光客の利用が多い公衆トイレ（12 箇所）において，洋式

便器化，センサー式手洗い導入等のユニバーサルデザイン対

応による機能性向上や，壁面塗装，外観等の整備による清潔

感向上の改修を実施した。 

環 境 

政策局 

京都市地域

活性化総合

特区の推進

による国際

観光拠点の

形成 

51004 

・ 国際観光拠点を形成するため，総合特区制度を活用して，

文化的資産の保全継承と創造的活用，美しい町並みと歴史的

風土の保全・活用，文化・芸術創造拠点の形成などの取組を

総合的に進める。 

・ 平成 29 年度は，金融上の支援措置（総合特区支援利子補給

金制度）により，21 件の融資が実行され，産業観光施設の整

備が引き続き促進された。 

・ また，規制の特例措置（特定伝統料理海外普及事業の拡

充）について，関係省庁と協議を進めるとともに，国家予算

等に関する要望・提案を引き続き実施した。 

総 合 

企画局 

京 都 市 版

DMO の 構

築・運営 

51005 

・ マーケティングに基づく戦略策定や誘致事業に取り組み，

京都観光を総合的に担う観光推進組織（DMO）を構築する。 

・ 平成 29 年度は，(公社) 京都市観光協会に（公財）京都文

化交流コンベンションビューローのインバウンド部門の一部

を移行するなど更なる体制強化を行った。また，11 月に(公

社) 京都市観光協会が日本版 DMO 法人として登録された。 

・ 8 月に入洛観光客の延べ宿泊客数推計及び京都観光総合調

査データを活用した分析結果を発表した。 

産 業 

観光局 

大学等との

連携による

観光産業の

担い手の育

成 

51006 

・ 観光立国・日本に資する担い手を京都から輩出するため，

学術研究者及び実務担当者による経営・マーケティング等に

関する講義を実施する。 

・ 平成 29 年度は，京都から観光立国・日本を牽引する高度な

人材を育成することを目的とした「京都観光経営学講座」を

開講し，宿泊施設関係者を含む 23 名が受講した。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

観光状況の
変化や重点
市場の設定
による国内
観光客誘致
策の充実 

52003 

・ 観光状況の変化等を踏まえて重点市場を設定し，鉄道事業
者等と連携した魅力的な観光素材の創出，情報発信の強化に
より，国内観光客誘致策の充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，「京の夏の旅」キャンペーン（6 月～7 月）
及び「京の冬の旅」キャンペーン（12 月～3 月）を実施する
とともに，鉄道事業者と連携し，岡山・北陸・東京・博多で
の観光誘客イベントにおいて情報発信を行った。 

産 業 
観光局 

効果的な魅
力発信によ
る成熟した
訪日旅行者
の誘致策及
びマナー啓
発の強化 

52004 

・ 国別の旅行動向や行動特性などを把握・分析し，情報発信
するとともに，目利き層やムスリムの誘客を強化する。加え
て，京都の風習や習慣，ルールやマナーについても情報発信
する。 

・ 平成 29 年度は，海外富裕層の誘致を目指す複数自治体組織
「日本ラグジュアリートラベルアライアンス」（ 28 年度設
立）において，共同プロモーションツール（ロゴマーク・パ
ンフレット）を作成し，富裕層向け海外商談会（4 月アラビ
アン・トラベルマーケット，12月 ILTMカンヌ）に参加するな
ど海外プロモーションを実施した。 

・ 外国人観光客向けに，「京都ノトリセツ『京旅館の楽しみ
方』」（英語・中国語）や日本・京都の習慣や文化の啓発を目
的とした「京都のトリセツ（マナー編）」（英語・中国語）を
配布した。 

産 業 
観光局 

首都圏での
発信拠点と
なる京都館
の移転を契
機とした，
国 内 外 の
人々を魅了
し ， 京 都
ファンを増
やす産業・
文化の魅力
発信力の更
なる強化 

61007 

・ 首都圏における京都の総合情報発信拠点である「京都館」
について，情報発信力を向上させる観点から，機能の抜本的
な見直しを行い，京都館をリニューアルし，常に新しい京都
の情報を発信し続ける拠点として，新たな魅力発信事業を実
施する。 

・ 京都館（入居ビル建替えに伴い，3 月閉館）は，東京 2020
オリンピック・パラリンピック以降の移転に向けて，新しい
京都館の可能性を探るため，様々な場所で，様々な取組に実
験的，挑戦的に展開する「京都館プロジェクト 2020」を立ち
上げた。2 月に首都圏展開をしている京都ゆかりの 11 事業者
に，京都館の一部機能を引き継ぐ京都館「のれん分け」を
行ったほか，松竹とのコラボ事業「京都×歌舞伎 トークイ
ベント in 歌舞伎座ギャラリー」などリーディング事業を実施
した。 

産 業 
観光局 

京都観光職
業体験など
京都ならで
はの働き方
体験事業 

72007 

・ 観光業従事者を育成するため，中・高・大学生等の観光施
設での職業体験の実施など，京都の観光事業者によるイン
ターン受入れの仕組みを構築する。 

・ 首都圏在住の学生等の求職者が，観光関連産業の事業者を
訪問する 1 泊 2 日のインターンシップを実施した（8～9 月，
開催 3 回，参加人数延べ 44 名）。 

産 業 
観光局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

・ 京都の奥深い魅力を伝える名人の育成など，京都ならではのおもてなし力の更なる向上 

 （№50200）産業観光局＜再掲：重点戦略 5-2＞ 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ 2021 関西等を見据

えた更なる観光客の受入環境整備の推進（№50300）産業観光局，建設局＜再掲：重点戦略 5-

3＞ 
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推進施策３ 国際 MICE 都市～国際会議，企業研修旅行，イベント等による 
国際集客都市～への飛躍＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

日 本 の

MICE を け

ん引する京

都にふさわ

し い MICE

誘致の強化

による経済

効果の最大

化 

53002 

・ 大規模 MICE のみならず，中小規模の MICE 開催支援を充実

させるとともに，ワンストップ窓口の開設等，京都を選択し

やすい環境を整えることで，MICE 誘致の強化を図り，経済効

果の向上を図る。 

・ 平成 29 年度は，「小規模・中規模 MICE 開催支援助成金制

度」支援件数が 41 件（28 年：42 件）となった。 

・ 京都開催の国際会議開催件数(ICCA 基準）は 46 件（28 年：

58 件）となり，世界順位は 50 位（28 年：44 位）と下降し

た。 

産 業 

観光局 

ミーティン

グ（企業研

修 や 会

議），イン

センティブ

ツアー（報

奨旅行）に

特化した情

報とネット

ワークを有

する専門家

の配置など

による誘致

の強化 

53003 

・ ミーティング（M）やインセンティブツアー（I）の専門家

を配置するとともに，MI 開催を支援する助成金制度を活用

し，実態把握を進め，効果的な MI 誘致を推進する。 

・ 平成 29 年度は，ミーティング，インセティブツアーを専門

とした豊富な情報と業界ネットワークを有する専門官を引き

続き配置し，MI のワンストップ窓口として誘致・開催支援を

行った（京都らしい MICE 開催支援補助制度の利用件数：77

件）。 

産 業 

観光局 

世界遺産・

二条城をは

じめとする

歴史的・文

化的施設を

活用した京

都ならでは

の MICE 推

進 

53004 

・ 二条城をはじめとする歴史的・文化的施設を MICE 会場とし

て利用促進を図ることにより，日本・京都の魅力を国内外に

発信する。 

・ 平成 29年度は，MICE会場として，二条城の二ノ丸御殿御台

所等の施設を 4 回活用した。 

文 化 

市民局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 
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政策分野10 農林業 
～ひとと生命（いのち）と環境を育む京の農林業をめざす～ 

 

基本方針 

 

高齢化や後継者不足，農地や森林の荒廃進行に対処するため，職業として魅力ある農

林業を再構築し，その魅力を発信することによりさまざまな担い手を確保する。 

また，農林業のもつ多面的機能の維持と発揮により，資源循環型産業として社会や環

境に貢献するとともに，市民の農林業に対する期待にこたえるため，市民の農林業への

参画や農林業を通じた自然とのふれあいの機会を創出していく。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 75.2％ 24/27 

＜今後の方向性＞ 

● 生産者と消費者が互いに顔が見える関係の構築，市内産農林産物に関する市民への情報

提供，農林業と他産業との連携や６次産業化など，生産・流通・消費を通した対策を講じ

ることで，農林業経営の安定化を図り，更なる農林業の振興を進める。 

● 水源涵養機能，二酸化炭素吸収源，環境負荷抑制効果など，農林業が持つ多面的機能を

市民に伝えるとともに，農業用水路に治水機能を付加し，雨に強いまちづくりを推進す

る。 

● 市民・学童が農業と触れ合える機会の提供やモデルフォレスト運動の推進を通じて，農

林業に市民の力を活かす取組を継続していくとともに，市民への農林業情報の提供を充実

させることにより，市民生活においても施策の達成度が実感できるよう取り組む。 

 

実施状況 

推進施策１ 産業として魅力ある農林業の構築と担い手の育成＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

市内産木材

の土木構造

物等への積

極的な活用

による環境

にやさしい

「 地 産 地

消」の取組

の強化 

14001 

・ 市内産木材を防護柵や工事看板など，土木構造物等へ積極

的に活用し，「地産地消」の取組強化を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，各種工事において市内産木材の

活用を推進した。 

建設局 
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事業名 № 実施状況 所管 

京野菜の生

産・流通・

消費体制の

強化 

63001 

・ 「京の旬野菜」や「新京野菜」など，京野菜の生産・流

通・消費の今後の変化を見据えた振興体制を確立するととも

に，京野菜の魅力を発信する。 

・ 平成 29 年度も引き続き，京の旬野菜の販売資材の作成を支

援し，流通段階における見える化を推進した。 

・ 新京野菜のみずき菜の加工品普及を推進した。 

・ 京都府と共同での京の旬野菜販売促進キャンペーン（11 月

～12 月），「お雑煮と京野菜の食文化フェア～京の農林秋まつ

り～」（11 月）などの啓発事業を通じ京野菜の魅力を発信し

た。 

産 業 

観光局 

京の花文化

の継承と花

関連産業の

振興 

63002 

・ 日常で花に触れる機会を増やし，京の花文化の継承と豊か

な市民生活の実現に取り組むとともに，花関連業界団体と協

働で，生産・流通・消費の現状と課題等を調査し，振興策を

検討・実施する。 

・ 平成 29 年度は，花関連業界団体による花き啓発のモデル事

業として，「京の花」物語 in 梅小路公園（5 月），秋の「京の

花」物語（11 月）等を実施した。 

・ 今後の振興策等を検討する企画検討会を 5 回開催した。 

産 業 

観光局 

建築用材や

未利用間伐

材など市内

産木材の総

合的な需要

拡大 

63003 

・ 林業・木材業の活性化を図るため，製材加工施設への支

援，市施設への市内産木材（みやこ杣木）の利用，住宅リ

フォーム等に対する市内産木材の利用助成など川上から川下

まで一貫した市内産木材の需要拡大を進める。 

・ 平成 29 年度は，市内産木材「みやこ杣木」を扱う登録事業

体数が 81 事業体に増加したほか，上下水道局太秦庁舎新築工

事，御所東小学校新築工事など，京都市公共建築物等におい

て，約 522 ㎥の市内産木材の利用を進めた。 

産 業 

観光局 

都 市 

計画局 

建設局 

集中的な森

林整備や林

業振興をめ

ざすための

関係機関と

も連携した

新たな仕組

みづくりの

検討 

63006 

・ 放置森林等に対し，林業活動を通じた森林の保全・整備を

進めるため，効率的で集約的な生産活動が行える仕組みを検

討するとともに，課題等の解決に向けた国への提案を行う。 

・ 平成 29 年度はこれまでから国に要望してきた森林法におけ

る所有者不明森林の整備手続の簡素化及び主伐許可に係る権

限の市町村への付与に加え，新たに 30 年度以降における「林

業成長産業化地域創出モデル事業」の継続的な実施と新たな

モデル地域の選定についても，国家予算要望を行った。 

・ 「京都市域における集中的な森林整備に向けた検討会議」

からの提言を踏まえ，大規模集約型林業の試行実施に向け

て，8 月に森林所有者経営意向調査を実施するとともに，京

都市域における集中的な森林整備モデル実施検討会議を 3 回

（7 月，9 月，3 月）開催し，モデル地区として「左京区久多

下ノ町地域」と「右京区京北山国地域」の 2 地域を選定し

た。また，市内一円に大規模集約型林業を広げるため，所有

者不明等に関する対策検討会議を 2 回（9 月，3 月）開催し

た。 

産 業 

観光局 
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事業名 № 実施状況 所管 

有害鳥獣に

よ る 農 林

業，市民生

活への被害

対策の推進 

114007 

・ 有害鳥獣対策に取り組むとともに，地域ぐるみの被害対策

を支援し，農林業や市民生活への被害を受けにくい地域づく

りを推進する。 

・ 平成 29 年度の防護柵の設置補助に係る実施計画を 4 月に策

定のうえ，12～2 月に 10 地区に対する補助金の交付を決定し

た。また，3 月には 10 地区における防護柵の設置が完了し

た。 

・ 引き続き，地域ぐるみの防護柵設置等防除対策，アライグ

マ等の特定外来生物の捕獲をはじめとする有害鳥獣捕獲対策

など総合的な取組を実施した。 

・ また，市街地への出没対策として，東山地域においてイノ

シシの出没調査を 12 月に実施し，侵入経路の特定と防除を行

うとともに捕獲檻による捕獲を行った。 

文 化 

市民局 

産 業 

観光局 

・ 北部山間地域における農林業の活性化，地域資源を活かした新事業の創出（№60500） 

 産業観光局＜再掲：重点戦略 6-5＞ 

推進施策２ 環境や社会に貢献できる農林業の育成＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

農林業体験

を活用した

観光ビジネ

スの展開 

63005 

・ 農山村に滞在し，農業に触れる機会を市民や観光客に提供

することにより，農林業従事者の新たな収入源を獲得し，農

山村地域の魅力発信及び産業活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，農家民宿開設に係る相談を受け付けたほ

か，農家民宿が 6 軒（左京区 5 軒，右京区(京北)1 軒）開設さ

れた。 

産 業 

観光局 

推進施策３ 市民との共汗で築く農林業＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

市民農家の

創出（遊休

農地等を活

用した市民

との協働に

よる農作物

作りの実践

等） 

63004 

・ 遊休農地などの活用により，市民との協働による農作物づ

くりを実践し，農業への理解，食育，緑地の保全を図る。 

・ 平成29年度は，久我・食農ふれあいの杜体験農園における

米づくり体験(参加者22人)や大原野の放置竹林において竹林

景観の改善（参加者25人）・栽培技術の指導を実施し，農業へ

の理解，食育，緑地の保全を推進した。    

・ すこやか嵯峨野ファームでの農業体験を実施した。（参加者

45人） 

・ 酒づくりオーナー制度（大原野）による農業体験として，

田植え（5月），稲刈り（9月）を実施した。（参加者40人） 

・ 米づくり体験農園（久多）を開設し，年間を通して,田植え

から収穫，脱穀，乾燥，籾摺り,試食までの体験を実施した。

（参加者13組35名） 

産 業 

観光局 
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政策分野11 大学 
～大学の集積が都市の活力を支え高めるまちをめざす～ 

 

基本方針 

 

悠久の歴史，伝統的な文化芸術，最先端技術等の京都の魅力とともに，「大学のまち

京都」を発信し，国内外の学生をより多く受け入れ，先見性や創造性，卓越した指導力

をもつ人材を育成する。また，集積された大学の知を新産業の創出や文化芸術の創造に

生かすことにより，魅力と個性にあふれる「大学のまち・学生のまち」をめざす。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 75.6％ 23/27 

＜今後の方向性＞ 

● 社会人を対象とした生涯学習事業「京カレッジ」について，毎年好評いただいている京

都力養成コース「京都学講座」（大学コンソーシアム京都加盟大学学生の無料枠あり）を

はじめとした京都ならではの科目など，受講者に特色ある科目の提供を図り，個性あふれ

る大学が集積している利点を生かした「学びの環境」の充実に取り組んでいく。 

● グローバル化の進展に伴い世界的に留学生の獲得競争が激しくなるなか，平成27年5月

に，大学をはじめ，経済界，公的機関等と設立した「留学生スタディ京都ネットワーク」

において，海外向け京都留学総合ポータルサイトの運営や海外での京都留学フェア，留学

生向け有給インターンシップなど,情報発信や受入環境整備に引き続き取り組んでいく。 

  また，28年度から開始した「京（みやこ）グローバル大学」促進事業において，認定し

た10大学における留学生誘致や日本人学生の海外留学派遣，交換留学にもつながる海外大

学との提携等，大学及び学生の国際化促進に係る取組を支援していく。 

  さらに，来日直後の留学生に対して行政手続等に係る情報提供，サポートなどの支援メ

ニューを提供する「ウェルカムパッケージ」や，京都市内の企業への就職を支援する「留

学生の就職支援・マッチング事業」に引き続き取り組み，留学先としての京都の魅力向上

を図る。 

● 今後も学生が主体の京都学生祭典を維持・発展させていくために，年間を通しての地域

交流活動の更なる推進，積極的な広報活動等により，実行委員等の学生数を増やし，学生

の成長につながる活動を支援していく。 

  こうした取組により，学生のパワーでまち全体を活性化し，「学生のまち」の更なる推

進を図る。 

● 大学と地域が連携して実施する，地域の課題解決やまちの活性化につながる取組の推進

を支援することで，京都のまち全体を教育・研究の実践，体験の場とし，大学教育の充実

と地域の発展を目指す。 
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実施状況 

推進施策１ 京都で学び，住み続けたくなる「大学のまち」の実現 

＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

奥深い京都

の魅力を研

究する「京

都学」の更

なる発展へ

の支援と国

内外への発

信 

71003 

・ 京都の歴史的価値や，京都の暮らし等を研究する「京都

学」について，各大学と連携してその発展を支援し，国内外

に発信する。 

・ 平成 29 年度は，京都学企画検討委員会を 7 月～12 月にかけ

て計 4 回開催した。 

・ また，大学コンソーシアム京都において，5 月から京(みや

こ)カレッジ京都力養成コース「京都学講座」を午前・午後の

2 コースに拡充のうえ，実施したほか，3 月に京(みやこ)カ

レッジ京都力養成コース「京都学講座」のオープン企画とし

て，特別講座を開催した。 

総 合 

企画局 

ワンストッ

プ窓口にお

ける学びの

環境充実に

向けた施設

整備等への

支援 

71004 

・ ワンストップ窓口において，大学が行う施設整備に対する

支援を行う。また，市有地の活用や民有地情報の提供などに

より，大学施設の展開・立地の推進を総合的に支援する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，各大学からの相談に応じ，各種

手続きや技術的事項についてのアドバイスなど，随時必要な

支援を実施した。 

総 合 

企画局 

推進施策２ 大学の国際化に向けた人材育成と留学生等の受入拡大 

＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「大学の国

際化」の総

合的な支援 

71001 

・ 大学が実施する留学生の誘致事業や，日本人学生の海外留

学促進事業，海外大学との提携事業等に対し支援を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，「京（みやこ）グローバル大

学」促進事業において，認定した 10 大学における留学生誘致

や日本人学生の海外留学派遣，交換留学に向けた海外大学と

の提携等，国際化促進に係る取組を支援した。 

総 合 

企画局 

・ 外国人留学生誘致，生活支援，就職支援の充実（№70410）総合企画局 

 ＜再掲：重点戦略 7-4(1)＞ 

・ 民間住宅等の空き家活用や市営住宅における受入促進による留学生の住居確保への支援 

 （№70420）都市計画局＜再掲：重点戦略 7-4(2)＞ 

・ 来日直後の留学生の暮らしを支援するウェルカム・パッケージの実施（№70430） 

 総合企画局＜再掲：重点戦略 7-4(3)＞ 

推進施策３ 学生のパワーで活気あふれる「学生のまち」の実現＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都学生広

報部の活動

をはじめ大

学生による

京都の魅力

の国内外へ

の発信 

71005 

・ 京都で学ぶ大学生が，学生生活を送る中で実感する「リア

ルな京都の魅力」を学生目線で全国の中高生をターゲットに

発信する。また，歴史・伝統等を学ぶ講座を開設し，修了者

を「京都 PR 学生大使」に任命する。 

・ 平成 29 年度は，京都学生広報部ウェブサイト「コトカレ」

にて京都の魅力を発信した（ページビュー数：423,579PV，掲

載記事本数：137 本）。 

・ また，10月に京都学生祭典の本祭の大学 PRブースにてブー

スを出展し，ウェブサイト「コトカレ」の PR を実施した。 

総 合 

企画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

京都学生祭

典をはじめ

学生の主体

的活動と連

携した，産

業や文化の

振興とまち

づくりなど

の推進 

72006 

・ 京都学生祭典をはじめとした学生の主体的活動を支援する

とともに，これらの取組と連携し，本市の産業や文化の振

興，まちづくりなどの推進に生かしていく。 

・ 平成 29 年度は，第 15 回京都学生祭典プレイベントを京都

学園大学京都太秦キャンパス（6 月）及び京都駅ビルとポル

タ（8 月）で開催するとともに，10 月に第 15 回京都学生祭典

本祭を開催した。 

総 合 

企画局 

推進施策４ 産業の振興と大学教育の充実に向けた産学公地域連携の推進 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

大学の知を

活かした多

角的な市政

研究事業の

推進 

71002 

・ 大学コンソーシアム京都との協働により，本市が指定する

市政課題について，大学に委託して多角的な調査研究を行

う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，指定テーマ「文化を活かした京

都の活性化」について，京都大学の研究グループによる 4 つ

の分野別テーマの研究を行うとともに，3 月に研究の成果報

告会を実施した。 

総 合 

企画局 

・ 大学を核にした地域連携，企業連携の推進（№70300）総合企画局＜再掲：重点戦略 7-3＞ 
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政策分野12 国際化 
～住むひとにも，訪れるひとにも魅力的な国際都市をめざす～ 

 

基本方針 

 

1200 年を超える歴史のなかで京都が蓄積してきた日本の文化を広く発信し，世界の

国々からの訪問者を積極的に受け入れ，多彩な交流機会を通して新しい文化を創造し続

ける国際都市をめざす。また，市民の外国文化に対する関心や理解を高め，多文化が息

づくまちづくりを推進する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 76.3％ 22/27 

＜今後の方向性＞ 

● 世界の人々を引き寄せるまちの実現に向け，文化，産業，大学，環境等，京都が持つ魅

力を世界に発信するとともに，安全情報をはじめとした各種の行政情報などの多言語化，

MICE推進体制の強化，国際交流の拠点・コンベンション機能の充実や受入環境の整備を推

進する。 

● 歴史都市・京都が積み重ねてきた先進的取組の発信や友好交流都市(姉妹都市・パート

ナーシティ）をはじめとした各都市等との国際交流・国際協力を推進し，国際社会に大き

く貢献するとともに，市民，民間レベルでの国際交流の定着を進める。 

● 多文化が息づくまちの実現に向け，地域での多文化交流，外国籍市民等へ向けた情報提

供はもとより，外国籍市民等が地域社会で活躍できる機会の拡充を図る。具体的には，生

活支援やコミュニケーション支援の取組の一層の充実を図り，誰もがくらしやすいまちづ

くりを進める。 

  また，多文化共生に対する市民の実感を高めるため，市民が外国の文化や言語に触れ合

う機会を提供する「京都市国際文化市民交流促進サポート事業」や京都市内の大学に在籍

する留学生を市内の小学校や中学校に派遣し，国際理解につなげるプログラム「PICNIC」

の取組を充実させる。 

さらに，ヘイトスピーチなどの差別を許さないまちづくりを進めるため，公の施設等の

使用手続に関するガイドラインを策定するなどの取組を実施してきており，引き続き啓発

等の取組を充実させる。 

上記の3つの柱に沿って国際化を進めるにあたり，現在本市が全庁的に進めている， 世

界文化自由都市宣言の理念共有，レジリエント・シティの推進，SDGsの推進も念頭に置き

ながら，実施していく。 
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実施状況 

推進施策１ 世界中のひとびとを引き寄せる京都の魅力の向上と発信 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

国立京都国

際会館・多

目的ホール

への京都ら

しい設えの

実 施 と

2,500 人規

模 か ら

5,000 人規

模への拡充

整備の促進 

53001 

・ 多目的ホール（2,500 人規模）の 30 年度の供用開始を踏ま

え，5,000 人規模への拡充整備を早期に実現するため，国に

対し積極的に要望する。また，ロビー，控室等の内装，調度

品等に京都らしい設えを施すことにより，日本文化を発信す

る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，国において 2,500 人規模の多目

的ホールの工事が進められた。 

・ また，本市では多目的ホールのロビーや控室等の内装，調

度品等に施す「京都らしい設え」のイメージを公表するとと

もに，制作を開始した。 

総 合 

企画局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

推進施策２ 市民主体の国際交流・国際協力の推進＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

姉妹都市を

はじめとす

る世界の都

市との国際

交流・国際

協力の推進 

32011 

・ 姉妹都市やパートナーシティとの交流，世界歴史都市連盟

の活動などを通じて，京都の文化を世界に向けて力強く発信

する。また，市民，民間レベルでの国際交流を定着させると

ともに，京都の都市特性をいかして，国際社会に積極的に貢

献する。 

・ 平成 29 年度は，ウクライナ キエフ市で開催された京都公

園リニューアル式典（6 月）やトルコ ブルサ市で開催された

2017 年度世界歴史都市連盟理事会（9 月）に京都市代表団が

出席した。 

・ フランス パリ市との友情盟約締結 60 周年に向けた機運醸

成の取組として，10 月にヴィラ九条山のアーティストの協力

のもと，60 周年を記念したロゴマークを作成したほか，新作

能の公演を実施した。 

・ 8 月に京都市友好都市青少年会議を開催し，友好都市から

の留学生と市内高校生が環境，文化，グローバルをテーマに

議論した。また，8 月に日中国交正常化 45 周年を記念して実

施された日中の高校生が交流等を行う中国国家観光局等主催

の訪問プログラムの企画運営に協力し，京都市立塔南高校生

を京都市の友好都市である西安市に派遣した。 

・ NGO の活動支援として，インド バラナシ市の学校と京都

市内の学校間の環境教育交流事業実施（9 月）に係る協力を

行ったほか，10 月には，バラナシ市の学校代表者等が参加す

る「学校と地域の連携による防災活動」に関わる研修実施に

協力した。 

・ 11 月にキエフ市からの派遣者の受入プログラムを実施し，

IT・大学分野での交流を行った。 

総 合 

企画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

グローバル
コ ミ ュ ニ
ケーション
力育成プロ
ジェクトの
推進 

83009 

・ 小学校から高等学校を通して，英語を用いてコミュニケー
ションを図ろうとする態度など，子どもたちの「グローバル
コミュニケーション力」の育成に向けた取組を更に推進す
る。 

・ 平成 29 年度は，4 月に英語教育推進研究拠点校として 20 校
を指定し，小中連携による英語教育の研究・実践を進め，さ
らに英語教育推進校として 9 校を指定した。 

・ 京都まなびの街生き方探究館において，小学校 6 年生が実
生活に近い環境下で英語によるコミュニケーションを体験す
る「Global Kids in スチューデントシティ」を 9 月に実施し
た。 

・ 全小中学校で英語による放送や校内掲示物の英語表記，イ
ングリッシュデーの設定など子どもたちが日常的に英語を体
感する「イングリッシュシャワー」事業を実施した。 

・ 中高生への英語検定等の外部試験の受験を促進するため，
中学生を対象に英語検定受験料の一部助成を行った。 

・ 高校生の短期（9 名）・長期（1 名）留学費用や，各高校が
行う海外研修に参加する際の旅行費用に対し，支援を行っ
た。 

・ 「京都市立高校グローバルリーダー育成研修」を実施し，
高校生 26 名が国内での事前・事後研修，イギリスでの研修に
参加した。 

・ 英語 4技能のバランスの良い向上を目指し，全市立高校 2年
生の状況と課題の把握のため，GTEC を活用した「実践的英語
力測定調査事業」を実施した。あわせて試験結果をふまえた
教員向け研修を実施するとともに，実践的な英語力の向上に
向けた指導改善を図った。 

・ 日吉ケ丘高校英語村において，生徒が「合気道」や「茶
道」を英語で体験する授業等のほか，小学 3 年生が ALT や高
校生と英語の慣れ親しみや英語の楽しさを体感する活動
「Hello English」や小学生対象のキッズクラブ，一般市民向
けイベントを実施した。 

教 育 
委員会 

推進施策３ 外国籍市民等がくらしやすく，活躍できる多文化が息づく 

まちづくりの推進＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「多文化が
息 づ く ま
ち」の実現
に向けた学
校教育の充
実と留学生
との交流の
場の拡大  

83002 

・ 外国籍市民等が暮らしやすく，活躍できる「多文化が息づ
くまち」の実現に向けた学校教育の充実を図る。とりわけ，
日本語の理解が十分でない児童生徒の受入や日本語指導につ
いて，充実を図るための体制を構築する。さらに，留学生等
外国人の講師からその国の文化や習慣を学ぶ「多文化学習推
進プログラム」などを通じて，国際理解・国際協調の精神を
養うとともに，留学生の活躍の場の拡大を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，日本語指導担当教員の派遣等の
総合的な支援を行うトータルサポート校を 1 校設置し，巡回
指導を担当する教員，母語による学校生活の適応促進や通訳
等の主に言語面の支援を行う母語支援員を市内に 9 名配置し
た。 

・ また，「多文化学習推進プログラム」を小学校 47 校，中学
校 22 校で実施し，国際理解教育の推進を図った。 

教 育 
委員会 
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事業名 № 実施状況 所管 

国籍や文化
の違いを超
えて互いに
理解し尊重
しあう多文
化共生のま
ちづくりの
推進 

111003 

・ 多言語による行政情報の提供・相談事業をはじめとするコ
ミュニケーション支援や，生活支援を充実させる。また，ヘ
イトスピーチを許さず，市民がさまざまな国の文化に対する
関心や理解を深めるとともに，外国籍市民等が地域社会で活
躍できる機会を創出することにより，多文化共生を推進す
る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，医療通訳及び行政通訳相談等の
コミュニケーション支援，生活支援を実施するとともに，ヘ
イトスピーチに関する啓発の取組，多文化共生の推進を図る
地域・多文化交流ネットワーク促進事業，外国籍市民等向け
の防災訓練等を実施した。 

・ また，朝鮮通信使との京都・伏見城での国書交換から 400
周年を記念して，朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会 2017 京
都大会を 11 月に開催した。 

総 合 
企画局 
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政策分野13 子育て支援 
～市民ぐるみ・地域ぐるみで子どもを共に育むまちづくりを進める～ 

 

基本方針 

 

子どもは，社会のかけがえのない存在である。このため，「子どもを共に育む京都市

民憲章」の理念を市民生活の隅々まで浸透させ，社会のあらゆる場で子どもたちを共に

育む実践行動の輪を広げていく。市民ぐるみ・地域ぐるみで子育てを支え合うしくみづ

くりを行い，子どもを生み育てる喜びを実感できるまち，子どもたちが「京都で育って

よかったね」といえるまちづくりを進める。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｃ 政策の目的がそこそこ達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 90.0％ 6/27 

＜今後の方向性＞ 

● 地域全体で子どもや子育て親子を見守り，支えるまちの実現に向け，「子どもを共に育

む京都市民憲章」の理念が，市民生活の隅々にまで浸透し，社会のあらゆる場で実践行動

が広がるよう，スマートフォンアプリ「京都はぐくみアプリ」等による情報発信や，地域

子育て支援ステーション事業，ファミリーサポート事業の実施などにより，子育て家庭を

地域で支える取組を進めていく。 

  また，一人ひとりの子どもたちの学び・育ちを保障するとともに，子どもが安らぎ・育

つ「家庭の子育て力」を高めるため，新たに策定した「京都市貧困家庭の子ども・青少年

対策に関する実施計画」に基づき,社会全体で，子どもや青少年の貧困問題を解決する仕組

みづくりに取り組んでいく。 

● 子どものいのちと人権が大切にされるまちの実現に向け，子育て家庭を地域ぐるみでサ

ポートする体制の整備や安心して子育てできる環境づくりを推進することで，子育て不安

の解消や児童虐待の未然防止につなげる。また，障害のある子どもに対し，関係機関での

支援情報の共有や，専門機関による対応により，子どもの成長に応じた切れ目のない支援

を行う。 

● 仕事と家庭を両立しやすいまちの実現に向け，国定義上の待機児童ゼロ継続の取組や各

種の保育サービス等の充実，放課後の子どもたちの居場所づくりなど，次世代を育むすべ

ての家庭を支援し支え合えるまちづくりを推進する。 

  また，京都市未来こどもはぐくみプランに基づき，地域のバランスや保育ニーズを勘案

しながら，時間外保育事業，一時預かり事業，病児・病後児保育事業等の多様な保育サー

ビスの提供体制の確保に取り組み，子育てしやすい環境を市民が実感できることを目指

す。 

● 妊婦に安心して妊娠・出産の時期を過ごしていただくためには，妊娠期から出産・育児

期まで切れ目のない支援を行うことが大切であり，引き続き，受診率，訪問率の向上を含

め現行の各種母子保健事業を推進するとともに，妊娠期における支援強化を行っていく。 

● 放課後の子どもたちの安心・安全な居場所を確保するため，児童館・学童保育所におけ

る取組の充実を図るとともに，児童館と地域との連携の強化を進める。また，市民生活に

おいても実感として反映されるよう，市民への広報・周知を含め，積極的に取り組む。  

  児童館事業の充実として，大学生ボランティアによる学習支援事業を平成30年度より本
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格実施し，児童館における自由来館児童の利用者数向上のため，更なる広報・周知に努め

る。 

 
実施状況 

推進施策１ 市民ぐるみ・地域ぐるみで子育てを支え合う子育て支援の風土づくり 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

市民と行政
が 一 体 と
なった子育
て支援ネッ
トワークの
充実 

82001 

・ 全市・行政区・身近な地域の三層からなる京都式の「子ど
もネットワーク」が核となり，子どもや子育てに関わる関係
機関・団体や企業，市民が連携して，ネットワークを一層強
化・発展させる。 

・ 平成 29 年度は，地域子育て支援ステーション事業の小学校
通学地域の中核となり「地域（小学校通学区域）の子育て
ネットワークづくり」と「ネットワークを活用した子育て支
援の地域展開」を行う「基幹ステーション」について，設置
学区数を 4 学区拡大（計 133 学区）した。 

子ども 
若 者 
はぐくみ局 

・ 「京都はぐくみ憲章」の実践による，子どもたちを心豊かで健やかに育む社会づくり 

 （№80100）子ども若者はぐくみ局＜再掲：重点戦略 8-1＞ 

推進施策２ 子どものいのちと人権が大切にされるまちづくり＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

里親やファ
ミリーホー
ム等におけ
る養育の推
進 

81003 

・ 養育者の家庭において養育を受けることができる里親制度
の普及啓発を行う。また，登録里親数の拡大を図るととも
に，里親及びファミリーホームへの委託を一層推進し，子ど
もたちの養育環境の充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，里親支援機関による家庭訪問における相談
等，里親等への支援を実施するとともに，里親月間である 10
月に右京区役所において里親制度説明コーナーを設置したほ
か，広報活動におけるリーフレットの配布や市民しんぶんへ
の掲載，里親公開講座の実施等により，里親制度の普及啓発
を実施した。 

子ども 
若 者 
はぐくみ局 

障害のある
児童等の保
育の充実  

81009 

・ 幼稚園，保育園（所），認定こども園，地域型保育事業の施
設において，障害のある子どもの受入体制の充実を図るとと
もに，きめ細かな保育を実施する。また，保幼小が連携した
切れ目のない支援を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，障害のある子どもの受入体制の
充実やきめ細かな保育を実施したほか，保幼小における切れ
目のない支援のため，就学支援シートを活用した情報提供を
実施した。 

・ また，5月及び 9月に市内の保育施設の職員を対象に障害の
ある子どもの保育に関する研修を実施した。 

子ども 
若 者 
はぐくみ局 

障害や疾病
等により支
援が必要な
子どもの支
援体制の充
実 

81010 

・ 発達検査の待機期間の縮小等を図るため，児童福祉セン
ターの発達相談体制などの強化を図る。また，地域の支援者
と連携し，ペアレントプログラムなどの技能を提供するな
ど，地域における人材育成の取組を実施する。 

・ 平成 29 年度は，発達障害者支援センターの研修を職員が受
講するなど発達相談体制の強化を図ったほか，ペアレントプ
ログラム等の技能を支援者に提供する等地域の人材育成に取
り組んだ。 

・ また，「子育てスマイルプログラム」等の保護者学習会を実
施した。 

子ども 
若 者 
はぐくみ局 
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事業名 № 実施状況 所管 

児童虐待へ

の対策強化

及び被虐待

児の保護と

家 族 再 統

合・自立支

援 

81012 

・ 児童福祉センター（児童相談所）の体制・機能の強化によ

り，児童虐待への対応力及び被虐待児の保護と家族再統合・

自立支援を強化する。 

・ 児童福祉司を対象とした研修の充実による体制の強化を図

るとともに，家族再統合・自立支援のためのプログラムを継

続的に実施した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

ファミリー

サポート事

業など地域

における子

育て支援活

動の活性化 

82002 

・ 地域において住民相互で行われる子育て支援活動を，地域

の子育て支援拠点や公共的団体等と連携し，一層推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，利用者拡大に向けた周知，広報

啓発を実施した。 

・ また，6月,8月，10月及び 11月には会員向け講習会，12月

には会員相互の交流会を実施した（ 29 年度延べ活動数は

10,132 件）。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

推進施策３ 次世代を育むすべての家庭を支援し支え合えるまちづくり 

＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

乳児院や児
童養護施設
等における
家庭的な養
育環境づく
りの推進 

81002 

・ ケア単位の小規模化を推進するとともに，職員の処遇改善

や，入所児童に対する支援の質の向上を図る取組を充実す

る。 

・ 平成 29 年度は，乳児院（1 施設）において，小規模グルー

プケア化を図るための施設整備を完了した。 

・ 入所児童に対する支援の質の向上を図るため，従前から本

市独自で実施している夜間業務に従事する職員等の処遇改善

に加え，全職員を対象に国の「ニッポン一億総活躍プラン」

を踏まえた 2％（月額 7 千円程度）の処遇改善等を実施した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

ひとり親家

庭に対する

相談・支援

の強化 

81004 

・ ひとり親家庭に対する相談・支援について，情報誌の発

行，ホームページや，区役所・支所におけるチラシ配布等に

よる情報発信を行う。また，ひとり親家庭への子育て支援や

生活支援とともに就業支援や養育費の確保も含めた経済的基

盤の充実に向けた取組等を推進する。 

・ 平成 29 年度は，各種支援策をまとめた「ひとり親家庭応援

パンフレット」を用いた施策案内の実施，自立支援教育訓練

給付金事業の対象者の拡大，通年で就業相談や就職準備に係

るセミナーの開催（16 回），法律相談（親権，養育費の相談

等）を実施（23 回）した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

質の高い幼

児教育・保

育を提供す

るための保

育士等確保

に向けた取

組の推進 

81005 

・ 幼児教育・保育の質と量の両面におけるニーズに応えられ

るよう，幼稚園教諭，保育士，保育教諭等の安定的な人材の

確保を図る。 

・ これまでから実施している保育人材サポートセンターによ

る求職者と保育園のマッチング事業，保育園就職フェア，保

育園就職面接会，潜在保育士再就業支援研修，保育補助者雇

上げのための貸付事業，保育士資格取得支援事業，就業継続

支援研修等に加え，平成 29 年度からは，保育士宿舎借り上げ

支援事業や京都保育の魅力発信キャンペーンを新たに実施

し，保育の担い手確保に努めた。 

・ また，京都府及び保育関係団体とワーキングチームを立ち

上げ，京都式保育人材キャリアパスモデルを全国に先駆けて

導入した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 
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事業名 № 実施状況 所管 

幼児教育・

保育の一体

的提供の推

進と市独自

の保育士配

置の充実な

ど質の向上

に向けた取

組 

81006 

・ 認定こども園へ円滑に移行できるよう，きめ細かな支援を

行っていくとともに，一部の市営保育所について，モデル的

に幼保連携型認定こども園への移行に取り組む。また，国基

準に上乗せしている保育士配置を充実し，質の向上に取り組

む。 

・ 平成 29 年度は，引き続き認定こども園への移行を希望する

施設を個別に訪問し，移行手続や制度概要について説明し

た。 

・ また，1 歳児のうち，1 歳 6 箇月未満の児童(2,161 人)につ

いて，本市基準（児童 5：保育士 1）を超えた保育士配置によ

り保育を実施できるよう費用を助成した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

住民に身近

な区役所・

支所におけ

る 幼 児 教

育・保育利

用者への支

援ときめ細

かな対応の

推進 

81007 

・ 区役所・支所子どもはぐくみ室において，地域の幼児教

育・保育施設の情報提供や保育の利用調整など，利用者の視

点に立ったきめ細かな支援を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，きめ細やかな情報提供・利用調

整を各区役所・支所で行うとともに，1 月には各世帯の状況

把握や意向確認等のために個々の保護者に対する一斉面接を

実施した。 

・ また，時間外保育を含む開園時間や受入年齢，運営状況な

どを記載した保育施設・事業所一覧をホームページで公開し

た。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

子育て支援

拠点として

の幼稚園，

保 育 園

（所），認

定 こ ど も

園，児童館

等の機能強

化  

81008 

・ 地域の身近な子育て支援の拠点として，専門性を生かした

子育て相談や子育て情報の発信，親育ちや仲間づくり等の取

組の充実により，住民相互による継続的な子育て支援活動を

推進するとともに，機能強化を図る。 

・ 平成 29 年度は，京都市子育て支援活動いきいきセンター

（つどいの広場）事業において，「出張ひろば」（拠点施設外

で親子が集える場所を提供するもの）と「地域支援」（関係機

関及び子育て支援活動を実施する団体等と連携を図るもの）

とを組み合わせた事業を 18 箇所（28 年度から 7 箇所増）で実

施し，地域の子育て支援機能の拡充を図った。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

食育の推進

及び子ども

の状態に応

じたきめ細

かな食事の

提供 

81011 

・ 幼稚園や保育園（所）等での栽培，収穫，調理，会食等の

体験的な食育活動をはじめとした，食育の推進を図る。ま

た，食物アレルギーなど個別対応を必要とする子どもに対し

て，きめ細かな食事の提供等を行う。 

・ 平成 29 年度は，市営保育所，民営保育施設，地域型保育事

業所等の食育に関わる職員（保育士，給食関係者等）に対す

る研修を計 4 回実施し，職員の資質向上と施設ごとの取組を

実施した。 

・ また，引き続き，食事提供については，体調不良，食物ア

レルギー，障害のある子どもなど一人一人の発達や心身の状

況に応じたきめ細やかな対応を実施した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

・ 子育てに関する支援施策などを総合的に案内する「子育て支援コンシェルジュ」の創設 

 （№80230）子ども若者はぐくみ局＜再掲：重点戦略 8-2(3)＞ 

・ 子育て・若年層世帯に対する住宅支援（№80240）都市計画局＜再掲：重点戦略 8-2(4)＞ 

・ 「子どもを共に育む親支援プログラム」及び「青少年のための親学習プログラム」の推進 

 （№80250）子ども若者はぐくみ局＜再掲：重点戦略 8-2(5)＞ 

・ 子どもの医療費負担軽減の更なる拡充（№80310）子ども若者はぐくみ局 

 ＜再掲：重点戦略 8-3(1)＞ 

・ 幼児教育・保育における利用者負担の軽減の継続（№80320）子ども若者はぐくみ局 

 ＜再掲：重点戦略 8-3(2)＞ 
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・ 保育所等の待機児童ゼロの継続（№80330）子ども若者はぐくみ局 

 ＜再掲：重点戦略 8-3(3)＞ 

・ 多様な保育サービスの提供～時間外保育（延長保育），一時預かり，病児・病後児保育，休

日保育などの取組～（№80340）子ども若者はぐくみ局＜再掲：重点戦略 8-3(4)＞ 

・ 幼稚園等における預かり保育の充実（№80350）子ども若者はぐくみ局，教育委員会 

 ＜再掲：重点戦略 8-3(5)＞ 

推進施策４ 子どもを安心して生み健やかに育てることのできるまちづくり 

     ＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「京都はぐ

く み ア プ

リ」による

情報発信を

はじめ，子

育て支援情

報の的確な

提供 

81001 

・ スマートフォンアプリ（京都はぐくみアプリ）による子育

て関連の情報発信を行うとともに，関係機関等と連携し，育

児に必要な情報の的確な提供を行う。 

・ 平成 29 年度は，引き続き京都はぐくみアプリにより，子育

て支援情報の的確な提供を実施した。また，京都はぐくみア

プリのアクセス件数は，237,633 件と 28 年度（202,197 件）

から大幅に増加した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

家庭での読

み聞かせの

きっかけを

つくる「京

都版ブック

スタート事

業」など子

どもの読書

活動の推進 

81013 

・ 絵本等の「読み聞かせスタートパック」を贈呈する「京都

版ブックスタート事業」を新たに開始するなど，「心豊かに生

きるための本との出会いと読書習慣の定着」を目標に，子ど

もの読書活動の推進に向けた取組を展開する。 

・ 平成 29 年度は，昨年度に引き続き全市立図書館で「京都版

ブックスタート事業」コーナーを設置した。 

・ 学校司書（138 名）を全小・中・総合支援学校に配置する

とともに，複数日配置校の拡大（141 校から 214 校）を図っ

た。 

・ 京都市図書館司書による学校司書を対象とした研修を 8 回

実施するとともに，11 月には，1 個人 12 団体を京都市子ども

の読書活動優秀実践団体（者）表彰を実施した。 

・ また，市立図書館から学校図書館への団体貸出（30,049

冊）を行った。 

・ 京都版ブックスタート事業を実施し，8 箇月児健康診査の

際に，ボランティアによる絵本の読み聞かせと合わせて絵本

1 冊（5 種類の中から希望の 1 冊）や手提げ袋等をセットにし

た「読み聞かせスタートパック」を贈呈し，絵本に親しむ

きっかけづくりを推進した。また，全ての対象者に配布する

ため，健診未来所者には，訪問又は郵送等にて贈呈した。 

・ 4 月を「子ども読書の日記念事業月間」と位置付けるとと

もに，当該期間中に中央図書館 4 館にて，京都堀川音楽高等

学校の協力のもと，絵本と音楽のコラボレーション事業「0

才からの絵本コンサート」を実施した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

教 育 

委員会 

・ 妊娠前から出産・育児を通じた包括支援の推進（№80220）子ども若者はぐくみ局 

＜再掲：重点戦略 8-2(2)＞ 

推進施策５ 子どもの健全育成のための環境づくり，放課後の子どもたちの 

居場所づくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

・ 放課後の子どもたちの居場所づくりの充実（№80400）子ども若者はぐくみ局 

＜再掲：重点戦略 8-4＞ 
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政策分野14 障害者福祉 
～障害のあるひともないひとも，すべてのひとが違いを認め合い， 

支え合うまちづくりを推進する～ 

 

基本方針 

 

障害のあるひとが，自立した生活を営み，また社会のさまざまな分野の活動に参加で

きるよう，施策の着実な展開を図る。これらの取組を通じて，障害のあるひともないひ

とも，すべての市民が個人として厚く尊重され，地域社会のなかで，いきいきと活動し

ながら，相互に認め合い，支え合い，安心してくらせるまちづくりを推進していく。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 88.2％ 8/27 

＜今後の方向性＞ 

● お互いに認め合い支え合って共に地域で暮らすまちの実現に向け，平成30年3月に策定し

た「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン」及び平成28年4月1日施行の障害者差別

解消法に基づき，支援体制の構築や障害のあるひとへの関心と理解が広がるよう，市民等

への啓発，障害のあるなしに関わらず，積極的に社会参加できる社会環境づくりを推進す

るとともに，地域における相談支援の強化を行う。 

● 障害のあるひとが自立した地域生活を送ることができるよう，安心して地域で暮らすた

めの障害福祉サービスの充実や，サービス利用に伴う負担の軽減，在宅生活を支援する

サービスの拡充など，自立した地域生活への移行を促進する。 

● 働く意欲を持った障害のあるひとが生きがいをもって働くことができるよう，企業等へ

の一般就労だけでなく，福祉的就労など，すべての「働き方」を支援する。 

  一人ひとりの「働く力」を向上させるため，それぞれの適性を踏まえた適切な能力開発

が可能となる支援環境を整える。 

  総合支援学校において，国や京都府，経済団体等との協働により，企業就労や福祉的な

就労等に対する切れ目のない支援体制は着実に進んでいる状況にあり，今後とも，就労機

会の拡大に向けた各種の取組や普及・啓発活動を地道に続けていくことによって，一人ひ

とりの市民にも障害のあるひとの就労の広がりが実感されるよう取り組んでいく。 

● 庁内の各事務事業におけるユニバーサルデザインの取組を一層推進し，市民向け印刷物

の情報保障配慮をはじめとした生活しやすい社会環境を整備していくとともに，ユニバー

サルデザインの様々な取組や積極的な情報発信を通じて，広く市民にユニバーサルデザイ

ンが普及するよう取り組む。 
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実施状況 

推進施策１ お互いに認め合い支え合ってくらすまちづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

障害のある

ひと等への

虐待の未然

防止，早期

発見，早期

対応の推進 

111006 

・ 虐待防止対策に係る体制整備を図るとともに，市民向けの

広報，啓発活動を行う。また，高齢者が虐待を受けることな

く生活していけるよう，相談機能の充実や関係機関との連携

を更に推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，「京都市障害者自立支援協議会

障害者虐待防止検討部会」において，虐待防止に向けた環境

づくりや虐待発生時の対応等の課題について協議するととも

に，介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等に対

する集団指導（5 月）や新規指定事業者説明会（7 月～3 月に

かけて計 5 回開催）において，虐待防止に関する協力依頼を

実施した。 

・ また，区役所・支所の障害保健福祉課及び障害保健福祉推

進室に設置している通報・相談窓口において，障害者虐待の

防止に対する個別の支援や弁護士による専門相談を実施した

ほか，区・支所での虐待判定会議への弁護士派遣を引き続き

実施した。 

・ さらに，市民向けパンフレットの配付や講演会（1 回）,研

修（障害者虐待：4 回，高齢者虐待：8 回）等による周知啓発

等を行った。 

保 健 

福祉局 

推進施策２ 自立した地域生活への移行促進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

障害のある

ひ と へ の

24 時間相

談体制の確

立（障害者

地域生活支

援拠点の運

営） 

112002 

・ 障害者地域生活支援センターにおいて，障害者地域生活支

援拠点を設置し，土日祝日等の開所を行う。また，深夜・早

朝等の相談体制を確保するための専用電話を設置する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，京都市中部障害者地域生活支援

センター「なごやか」に設置した障害者地域生活支援拠点に

おいて，相談員による土日祝日等の相談を実施したほか，登

録者に対して，ニーズの把握や緊急対応プランの作成を行っ

た。 

・ また，引き続き，夜間・早朝の時間帯において，登録者に

対して，夜間・早朝相談受付専用電話による相談及び支援拠

点における一般相談を実施した。 

保 健 

福祉局 

グ ル ー プ

ホームをは

じめ障害の

あるひとが

地域で安心

して暮らせ

る施設の設

置促進 

112004 

・ 障害者グループホーム等，障害のあるひとが身近に利用で

きる施設の設置を促進する。 

・ 平成 29 年度は，グループホームの設置を促進した結果，11

箇所（70 名分）増加した。 

保 健 

福祉局 
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事業名 № 実施状況 所管 

地域リハビ
リテーショ
ン推進セン
ター，ここ
ろの健康増
進センター
及び児童福
祉センター
の施設一体
化を契機と
した機能充
実 

112005 

・ 施設一体化により，専門的中核機関として区役所等の身近
な相談機関のバックアップ，サポート，関係機関との連携の
仕組みの検討等を担うことで，全市的な支援機能の向上を図
る。 

・ 平成 29 年度は，専門的な観点からの意見や助言を聴取する
ことを目的とした「3 施設一体化整備基本計画に係る有識者
ヒアリング」（9～12 月にかけて計 3 回実施）や，関係団体等
（計 15 団体）への意見聴取，市民意見募集の結果等を踏ま
え，3 施設一体化に当たっての基本理念，整備の目的，基本
的な考え方，施設の機能，規模，整備スケジュール等を定め
た「基本計画」を 3 月に策定した。 

保 健 
福祉局 
子ども 
若 者 
はぐくみ局 

推進施策３ 生きがいをもって働くことができる社会づくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

はあと・フ
レンズ・プ
ロジェクト
をはじめ障
害のあるひ
とへの就労
支援の更な
る推進 

112003 

・ 障害のある人が，社会的に自立し，働くことができる社会
の実現に向けて，引き続き，オール京都体制での就労支援，
一般就労の促進，職場定着に向けた支援，福祉的就労の底上
げを図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，障害者就労支援プロモート事
業，障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業，障害者雇用
促進アドバイザー派遣等支援事業を実施することにより，一
般就労を促進した（29 年度の福祉施設から一般就労への移行
者数：232 人）。 

・ また，「はあと・フレンズ・ストア」の運営を通じて，ほっ
とはあと（授産）製品の普及・販売を支援するとともに，は
あと・フレンズ・ストアが発行する「はあと・フレンズ・ギ
フトカード」を京都市が購入し，イベント記念品等として市
民に広く配布する取組を実施した。 

保 健 
福祉局 

推進施策４ 生活しやすい社会環境の整備＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

すべての人
が生活しや
すい社会の
実現に向け
た「みやこ
ユニバーサ
ル デ ザ イ
ン」及び障
害者差別解
消法の理念
に基づく取
組の推進 

111005 

・ みやこユニバーサルデザイン推進条例や障害者差別解消法
の理念の下，「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目
指す条例」等を踏まえ，さまざまな事業の展開を通じて，そ
の考え方を普及させるとともに，本市，事業者，市民等によ
る主体的な取組や適切な対応を促進する。 

・ 平成 29 年度は，手話への理解の促進，普及のため，市民の
皆様が手話を学ぶことができる手話啓発番組「しゅわしゅわ
京都」の放映を KBS 京都にて，7 月から開始したほか，5 月に
インターネット議会中継への手話通訳を導入した。 

・ また，2 月に広報担当者等向けの「やさしい日本語」を
テーマに講座を開催したほか，みやこユニバーサルデザイン
上映の補助（10 件），ユニバーサルデザインアドバイザーの
派遣（6 件）を実施するなど，ユニバーサルデザインの考え
方の普及を図った。 

・ ユニバーサルデザインの優れたアイデアや実践活動を顕彰
する「みやこユニバーサルデザイン賞」を実施し，応募件数
670 件のうちアイデア部門で 11 件，ユニバーサルデザイン
ショートメッセージ部門で 3 件をそれぞれ表彰した。 

・ 知的障害のある人などに分かりやすい情報提供に取り組む
ために「分かりやすく伝えるための」手引き及びコミュニ
ケーション支援ボードを 3 月に作成した。 

保 健 
福祉局 
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政策分野15 地域福祉 
～自治・協働により自立を実現し，地域の福祉力をつむぎ，高める～ 

 

基本方針 

 

住民が主体的に地域福祉活動に取り組むことを通して，住民自治の機能をさらに高め

るとともに，公的な福祉制度・施策を提供する行政や公共的団体が密接に連携しともに

実践する協働の取組の展開を図ることにより，地域のなかでひとりひとりが自己決定に

基づいて自立した生活を実現する。これらの取組を原動力として「地域の福祉力」をつ

むぎ，すべての住民の基本的人権が尊重され，だれもがくらしやすい地域の実現をめざ

す。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｃ 政策の目的がそこそこ達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 81.0％ 19/27 

＜今後の方向性＞ 

● 今後も区地域福祉推進委員会などの取組や，地域の主体的な活動の活性化を通じて，地

域の実情や特性に応じた課題の共有や，地域資源を活かした取組を進めるとともに，それ

らの活動を広く市民に周知し，地域福祉活動の普及・啓発に取り組むことで，福祉ニーズ

の把握の拡大を図っていく。 

● ボランティア活動がしやすい風土を形成していくとともに，社会福祉協議会の活動や民

生委員・児童委員の活動等，地域福祉活動の担い手を育成していく。 

● 福祉を必要としている方のニーズに合わせた福祉サービスの提供ができるよう，地域福

祉の推進に取り組んでいく。 

● 住民の安心・安全なくらしを実現していくために，ボランティア活動がしやすい風土づ

くりを今後も進めるとともに，地域においても，自主的な活動の輪が広がるよう，支援を

引き続き行う。また，こうした取組を広く住民に知ってもらう機会を増やすことで，住民

が地域のつながりを感じることのできる環境づくりを進め，地域での福祉活動や防犯・防

災の更なる活性化につなげていく。 

 

 

実施状況 

推進施策１ 地域の福祉ニーズの把握＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地域あんし
ん支援員に
よる寄り添
い型支援体
制の充実 

112001 

・ 「社会的孤立」等の状態にある方や複合的な課題を抱える
方を適切な支援に結びつける「地域あんしん支援員」の増員
により，支援体制の充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，寄り添い型支援の充実として，地域あんし
ん支援員を 3 名増員したことにより，全区配置が完了し，計
12 名による支援を実施した（29 年度末支援実績：計 148 世
帯）。 

保 健 
福祉局 
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事業名 № 実施状況 所管 

生活保護受
給者及び生
活困窮者に
対する自立
支援の強化 

112013 

・ 就労意欲を喚起するカウンセリングや，福祉・就労支援
コーナーの全区役所・支所への設置も見据えた，ハローワー
クとの一体型運営の更なる強化により，生活保護受給者及び
生活困窮者を就労につなげる取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，保健福祉センター・税・水道窓
口等との連携のもと，相談支援員による生活困窮者に対する
相談事業等の各種支援事業自立支援策を実施した。 

・ また，保健福祉センターとハローワークの一体的運営（福
祉・就労支援コーナー）を新たに上京区役所及び東山区役所
で開始し，市内の全区役所・支所等 15 箇所で実施するととも
に，キャリアカウンセラー及び求人開拓員による就労支援な
どの各種自立支援施策を引き続き実施した。 

保 健 
福祉局 

推進施策２ 地域におけるつながりの構築＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

区 ボ ラ ン
ティアセン
ター運営事
業の実施 

－ 

・ 区域におけるボランティア活動の一層の充実及び発展を図
るため，行政区域におけるボランティア活動の中核施設とし
て，社会福祉協議会が設置する区ボランティアセンターの運
営に対し補助を行う。 

・ 平成 29 年度は，ボランティア活動に関する相談受付や情報
発信などの区ボランティアセンター運営に対し，支援を行っ
た。 

保 健 
福祉局 

推進施策３ 関係者の連携・協働の推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

高齢や障害
のために，
地域での生
活に不安の
あるひとの
権利を守る
「成年後見
支 援 セ ン
ター」・「日
常生活自立
支援事業」
による権利
擁護の推進 

112006 

・ 成年後見支援センターにおいて成年後見制度の普及啓発，
相談対応，手続に係る支援など，ワンストップサービスを提
供するとともに，運営体制を強化し，日常生活自立支援事業
の推進を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，「成年後見支援センター」にお
いて，センター職員が常時対応する「一般相談」と弁護士等
の専門家が対応する「専門相談」を実施した。 

・ また，成年後見制度利用支援事業において，引き続き，申
請に基づき申立費用・後見人報酬を支給し，さらに，京都市
成年後見支援センターにて養成を開始した市民後見人につい
て，新たに 6 名が京都家庭裁判所から後見人として選任され
た。 

保 健 
福祉局 

推進施策４ 地域福祉を通じた安心・安全のまちづくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

・ 災害ボランティアセンターによる共助の力をいかした災害支援活動の強化（№110360） 
 文化市民局，保健福祉局＜再掲：重点戦略 11-3(6)＞ 
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政策分野16 高齢者福祉 
～「健康長寿のまち・京都」をみんなでつくる～ 

 

基本方針 

 

いわゆる「団塊の世代」が高齢期を迎え，今後，介護給付費をはじめとした財政需要

の増大が想定されるなか，高齢者自身が就労や社会参加を通じた生きがいづくり，健康

づくりを進めることにより，活力あるまちづくりを推進する。また，介護を必要とする

高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう，介護・医療施設等の整備に取り組むととも

に，地域住民参加型の見守りネットワークを構築し，地域全体で高齢者を支えるしくみ

づくりを推進する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 83.6％ 14/27 

＜今後の方向性＞ 

● 今後とも成年後見制度の普及・啓発に取り組むとともに，関係機関・団体と連携しなが

ら，申立支援や市民後見人の養成，法人後見に対する支援など，権利擁護対策を積極的に

推進し，誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる社会の実現に向け，取り組んでい

く。 

● シルバー人材センターについては，入会説明会を適宜開催することにより，事業内容や

会員の役割等を高齢者へ周知し，入会していただくよう取り組むことで，引き続き会員数

の増加に努める。 

老人福祉センターについては，既存の事業に加え，高齢者支え合い活動入門講座の開催

等を通じて，更なる利用者数の増加と交流機会の拡大を図る。 

介護予防事業については，平成29年度から制度が変更になり，これまでの二次予防事業

が廃止されたことから，京都市民長寿すこやかプランに掲げる新たな指標設定を行った。

今後は，それらの取組を通して介護予防の充実に努めていく。 

高齢者の居場所づくりについては，「健康長寿サロン」事業の周知等により，京都市民長

寿すこやかプランに定められた目標値を達成できるよう取り組む。 

高齢者の知恵や経験，技能を社会に活かすため，より幅広い分野での活用機会の拡大を

図る。 

● 高齢化率の上昇や単身世帯の増加を踏まえて，高齢者が地域において安心していつまで

も生活できるよう，老人福祉員活動の推進や地域包括支援センターの機能の充実及び運営

の質の維持・向上，地域の様々な社会資源の連携により，今後とも高齢者を支えるネット

ワークを推進していくとともに，これらの取組に対する認知や理解の広がるよう取り組

む。 

● 引き続き，長寿すこやかプランに定められた整備目標の達成に向けて，介護を必要とす

る状況になっても住み慣れた地域で生活し続けることができるよう，地域密着型サービス

の推進など，介護サービス基盤の整備に取り組むとともに，一層の周知を図る。 

● 今後とも多くの福祉関係従事者や市民の方に福祉に関する知識や技術を高めるととも

に，介護職場の魅力が向上するよう，京・福祉の研修情報ネットに搭載する研修・講座数

の充実を図り，介護職員等のスキル向上に向けた支援を行う。 

主催者団体の増ならびに見やすく使いやすいHPに向けて，検討を重ねていく。 
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実施状況 

推進施策１ 高齢者の尊厳を保つ社会の構築＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

医 療 ・ 介
護・福祉の
連携による
認知症対策
の充実 

112009 

・ 「認知症サポート医」や，「認知症サポーター」の更なる養
成を進める。また，京都市版認知症ケアパスを活用しなが
ら，認知症初期支援の充実や認知症高齢者の行方不明対応な
どの取組を進める。 

・ 平成 29 年度は，7 月に認知症初期集中支援チームを下京・
南，西京（洛西含む）エリアに設置したほか，認知症サポー
ター養成研修（養成者数延べ 104,392 人）や認知症サポート
医養成研修（養成者数延べ 60 人）を実施した。 

・ また，28 年度に引き続き，行方不明リスクのある高齢者の
事前登録情報を各警察署と共有するなど，認知症高齢者の行
方不明に関して警察や地域包括支援センター等と連携のう
え，取組を進めた。 

保 健 
福祉局 

推進施策２ 活力ある長寿社会の実現＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

高齢者を支
える生活支
援サービス
の充実・強
化 

112007 

・ 「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施し，介護予防
訪問介護及び介護予防通所介護等と住民等による多様なサー
ビスを総合的に提供するとともに，地域力を生かした生活支
援サービスの充実・強化に取り組む。 

・ 平成 29 年度は，4 月から「介護予防・日常生活支援総合事
業」を開始し，従前相当のサービスに加え，基準を緩和した
「支え合い型ヘルプサービス」や「短時間型デイサービス」
等を実施した。 

・ また，12 月には，地域包括支援センター等を対象とした介
護予防シンポジウムを開催し，「支え合い型ヘルプサービス」
の提供事例などを紹介し，事業の理解を図った。 

・ さらに，高齢者の集いの場である健康長寿サロンの設置及
び運営に対する補助制度を開始した。 

・ このほか，28 年度に引き続き，生活支援・介護予防サービ
スを担う多様な事業主体等が参画する「地域支え合い活動調
整会議」において，高齢者の多様な生活支援サービスの創出
を図った。 

保 健 
福祉局 

高齢者が地
域の支え手
として活躍
できる仕組
みづくり 

113001 

・ 高齢者が地域の支え手として活躍できるよう，担い手養成
研修を実施するとともに，担い手マッチングシステムを稼働
させ，高齢者と団体とのマッチングを行う。 

・ 平成 29 年度は，28 年度に引き続き，担い手養成研修とし
て，ボランティア等を希望される方へ高齢者の生活支援に関
する基本的な知識等を研修する「京都市地域支え合い活動入
門講座」（511 人受講），これから介護の仕事に携わりたい方
などへ高齢者の御家庭を訪問して掃除や買い物代行等の生活
援助（家事）を行う方を養成する「京都市支え合い型ヘルプ
サービス従事者養成研修」（332 人）を実施した。 

保 健 
福祉局 

より使いや
すく持続可
能な敬老乗
車証制度の
構築 

113002 

・ 「敬老乗車証制度の今後の在り方」に関する「基本的な考
え方」に基づき，IC カード化などの利便性向上と持続性を両
立した制度を検討し，構築する。 

・ 平成 29 年度は，制度の現状と課題を多くの市民に知ってい
ただけるよう，市民しんぶん折り込みチラシ（8 月）及び京
都新聞中面広告（12 月）による周知を実施したほか，今後の
制度の方向性について，8 月に無作為抽出による市民アン
ケート調査を実施した。 

・ 「基本的な考え方」やアンケート調査の結果を踏まえて，
引き続き検討を進めた。 

保 健 
福祉局 
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推進施策３ 高齢者を支えるネットワークの推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

高齢者が住

み慣れた地

域において

医療や介護

等のサービ

スを切れ目

なく提供す

る「京都市

版地域包括

ケアシステ

ム」の構築 

112008 

・ 「地域ケア会議」について，新たに日常生活圏域を標準と

した会議を設置するなど，地域のネットワーク構築はもとよ

り，必要とされるサービスの把握や対応等に取り組み，京都

市版地域包括ケアシステムの構築を一層進める。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，学区や，日常生活圏域，区域，

市域を単位とした地域ケア会議を開催することにより，地域

のネットワーク構築を図るとともに，地域課題を抽出し，解

決に向けた検討を実施した。 

保 健 

福祉局 

推進施策４ 介護サービスの充実による豊かな生活の実現＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

特別養護老
人ホームを
はじめとす
る介護サー
ビス基盤の
充実 

112010 

・ 「京都市民長寿すこやかプラン」に基づき，特別養護老人
ホーム等の介護保険施設や地域密着型サービスの介護サービ
ス基盤整備を進める。 

・ 平成 29 年度は，特別養護老人ホームを 6 箇所（290 人分）
新設して累計 6,107 人分，認知症高齢者グループホームを 11
箇所（243人分）新設して累計 2,247人分を確保した。また，
介護老人保健施設整備数については，既存施設を 1 箇所（26
人分）廃止したことにより，累計 4,371 人分の確保となっ
た。 

・ これにより，「第 6 期京都市民長寿すこやかプラン」におけ
る介護保険施設等の整備計画に対する進捗は，特別養護老人
ホームは 100.0%，介護老人保健施設は 98.8%，認知症高齢者
グループホームは 97.7%となった。 

・ 3 月に第 7 期京都市民長寿すこやかプラン（30～32 年度）
を策定した。 

保 健 
福祉局 

推進施策５ 魅力ある介護現場の実現＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

介護・福祉
を支える担
い 手 の 育
成・確保支
援 

112011 

・ 社会福祉施設職員等とともに，福祉職場の採用担当者を対
象とした研修等の実施や就労支援などを進める。 

・ 平成 29 年度は，引き続き「京・福祉の研修情報ネット」を
運用して，研修情報等の収集・提供，申込手続の支援等を実
施した。 

・ また，6 月，1 月及び 2 月には，福祉職場の採用担当者等を
対象にした職場の PR 力や人材採用に関する研修を実施した。 

・ さらに，11 月に介護の仕事や素晴らしさを伝えることを目
的とした「介護の日」記念事業を実施した。 

・ 加えて，本市が参画する福祉職場就職フェア実行委員会主
催のもと，3 月に就職フェアを開催した。 

・ こうした取組等の結果，29 年度においては，介護・福祉人
材を 7,021 人（京都府内全体）確保した。 

・ 3 月に第 7 期京都市民長寿すこやかプラン（30～32 年度）
を策定した。 

保 健 
福祉局 
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政策分野17 保健衛生・医療 
～いきいきと健やかな「笑顔・健康都市」京都を実現する～ 

 

基本方針 

 

すべての市民が健やかにくらせるように，市民ひとりひとりが主体的に心身の健康づ

くりに取り組めるような環境を整えるとともに，健康意識の向上を図る。また，市民の

健康を守り支えるため，適切な保健医療サービスが受けられる体制を構築するとともに，

健康づくり活動の育成を促す生活環境の整備を行う。さらに感染症等の市民の健康を脅

かす危機が生じた際に迅速・的確に対応できる体制を確立する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 90.9％ 4/27 

＜今後の方向性＞ 

● 平成28年度からは，年齢を重ねても，ひとりひとりのいのちが輝き，地域の支え手とし

ても活躍できる，活力ある地域社会の実現を目指す「健康長寿のまち・京都」の取組を本

格的に実施し，現在113もの幅広い団体等が参画する「健康長寿のまち・京都市民会議」の

主導の下，本市と連携し，「健康長寿のまち・京都いきいきアプリ」を活用した「健康長

寿のまち・京都いきいきポイント」の実施，さらに，地域の関係団体と連携して，身近な

地域で健康づくり事業（アウトリーチ）を実施する。 

平成30年度は，市域での自主的・主体的な健康寿命の延伸に向けた健康づくり活動の奨

励，普及，推進を図るため，また，継続的な活動につなげていくため，健康づくり推進者

表彰制度「健康長寿のまち・京都いきいきアワード」を創設する。 

引き続き，平成29年度に策定した「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」に基づ

き，市民一人ひとりが地域とのつながりの中で，笑顔で楽しみながら実施する健康づくり

の取組を推進する。 

● 地方独立行政法人京都市立病院機構では，市民のいのちと健康を守る自治体病院とし

て，以下の役割を果たしていく。 

  市立病院では，独法化以後整備し，充実した医療機能を生かし，政策医療を中心に高度

な急性期医療を提供する。 

  京北病院では，市立病院との一体的運営を進めるとともに，訪問診療・訪問看護の展開

による在宅医療機能の強化等，引き続き，地域に根差した医療・介護を提供する。 

● 少子高齢化や働き方の多様化により，調理食品や外食・中食へのニーズが増大する等，

近年の食を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。都道府県を越えた広域食中毒事案

の発生や食品への異物混入事案等の発生により，食の安全安心に対する市民の関心は一層

高まっているため，食品事業者だけでなく，市民一人一人の食の安全安心に対する意識向

上，正しい知識の普及啓発を行い，安心できる食生活の実現を目指す。 

参加型リスクコミュニケーション事業については，市民等の食の安全安心に関する理解

を促進するため，内容や伝達方法を工夫し，目的や対象に応じて効果的な形で推進してい

く（子供向けの事業では，「育てる側」の保護者にも併せて啓発する 等）。 

  学校における喫煙防止教育の実施など，教育委員会と連携した取組や，禁煙推進に取り

組む民間団体との連携，共汗・融合の観点から総合的な施策の推進に取り組んでいく。 

● 腸管出血性大腸菌などの感染症や食中毒等が実際に生じた際には，市内の医療機関等と

の連携により迅速・的確な予防とまん延防止の取組を進める。 
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インフルエンザ対策として，予防接種の勧奨，手洗い及びうがいの励行等の予防方法に

ついてネット配信，啓発チラシを通して広く市民や関係団体へ周知し，インフルエンザの

感染拡大防止を図る。 

 

実施状況 

推進施策１ 市民の健康づくり活動の推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

健全な食生
活の実践及
び地域と連
携した食育
事業の推進 

113003 

・ 地域に密着した食育推進の担い手となる食育指導員の自主
的な活動を支援する。また，栄養教室等を通じて食育の普及
啓発を推進するほか，市内給食施設の栄養管理の支援や飲食
店に対する健康的な食事メニュー作りの普及を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，ポータルサイト「京・食ねっ
と」を活用し，食と健康情報の発信とともに，食の健康づく
り応援店の募集・登録を実施した。 

・ また，5 月～2 月にかけて食育指導員養成講座を開講し，第
8 期生として 44 名の食育指導員を養成した（21 年度以降累計
352 名）。 

・ さらに，既存の食育指導員を対象としたスキルアップ研修
会（7 月～9 月にかけて計 4 回，延べ 103 名参加）や講演会及
び活動報告会（72 名参加）を開催した。 

・ 市内の事業所，病院や高齢者施設等給食施設対象の講習会
（9 月，11 月，3 月の計 3 回）を開催した。 

保 健 
福祉局 

地域社会全
体で取り組
む自殺総合
対策の推進 

113007 

・ 自殺予防週間及び自殺対策強化月間における重点的な普及
啓発をはじめ，相談体制の充実や，ゲートキーパーの養成等
の総合的な自殺総合対策を推進し，地域社会全体の取組とし
て，自殺者数の減少を図る。 

・ 平成 29 年度は，京都市地域自殺対策推進センターを障害保
健福祉推進室に設置のうえ，引き続き，継続して経済・雇
用・家庭・健康等の様々な問題に対応する多種の専門相談員
を配置した「くらしとこころの総合相談会」を実施した（月 1
回定例相談会＋土曜相談会 3 回の計 15 回）。うち土曜相談会
については，京都大学，京都市北文化会館,京都市呉竹文化セ
ンターにて各 1 回実施した。 

・ また，地域で気づきと見守りの中心的役割を担うゲート
キーパーを養成するため，一般市民や若年者支援者等を対象
に研修を実施し，945 人のゲートキーパーを養成した。 

・ さらに，自死遺族・自殺対策のためのこころの相談電話事
業の開設日を週 3 日から週 5 日に充実して実施した。（相談件
数 380 件） 

・ その他，こころの健康増進センターホームページにおいて
「ストレスマウンテン京都市版」の配信を行ったほか，自殺
予防週間（9 月）及び自殺予防強化月間（3 月）における重点
的な普及啓発活動を引き続き実施した。 

保 健 
福祉局 

・ 市民ぐるみで健康づくりに取り組む 「世界一健康長寿のまち・京都」推進プロジェクト 

 （№110100）保健福祉局＜再掲：重点戦略 11-1＞ 

推進施策２ 保健医療サービスの充実＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

看護師確保
対策事業 

－ 

・ 平成 29 年度は，看護師確保の取組として，看護学校の学生
への修学資金の融資のあっせん，利子補給金及び返済元金補
給金の交付，入学一時金の交付を行った（新規融資あっせん
95 人）。 

・ また，看護実践能力の到達状況に応じた学習を支援するた
めの研修機会並びに離職中の看護師の就業復帰及び能力向上
につなげる研修機会を提供した。 

保 健 
福祉局 
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市立病院及
び市立京北
病院による
充実した医
療サービス
の提供 

－ 

・ 市立病院では，第 1 期中期目標期間（平成 23 年度～26 年
度）に整備した組織基盤と医療機能を活用し，政策医療を中
心に高度な急性期医療を提供した。 

・ 京北病院では，市立病院との一体的運営を進めるととも
に，地域包括ケアの拠点として地域包括ケア病床の運用や訪
問診療・訪問看護の展開による在宅医療機能の強化等，引き
続き，地域に根差した医療・介護を提供した。 

保 健 
福祉局 

推進施策３ 食や生活環境の安全・安心の確保＜総合評価結果 Ａ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

人と動物と
の共生社会
の推進 

113004 

・ 「京都動物愛護センター」を京都の動物愛護行政の拠点施
設として，全ての犬猫の譲渡・返還を目指し，府市共同で広
域的な適正飼養に係る普及啓発事業を実施する。また，セン
ターの運営をより多くの方に支えていただく仕組みを構築す
るとともに，動物による迷惑事象を防止するための適正飼養
等を推進することで「人と動物とが共生できるうるおいのあ
る豊かな社会」の実現を目指す。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，イベントを通じて，動物愛護憲
章の普及，動物愛護マナーの啓発を行うとともに，京都方式
による犬の譲渡や子猫一時預り在宅ボランティアとの連携に
よる譲渡事業の推進を図った（譲渡・返還率：犬 82.9％，猫
18.8％）。 

・ また，京都市獣医師会の動物病院において，マイクロチッ
プ装着を助成する制度を実施（602 件）したほか，チラシ等
により普及啓発を実施した。 

保 健 
福祉局 

食の安全性
の確保と安
心できる食
生活の実現
に向けた取
組の推進 

114010 

・ 行政による監視指導や検査の実施及び事業者による衛生管
理の推進等の取組により「食の安全性の確保」を図るととも
に，食の安全安心に関するリスクコミュニケーションや正確
かつ適切な情報発信を行うことで「安心できる食生活の実
現」を目指す。 

・ 29 年度は，食品衛生月間の初日となる 8 月 1 日を「食の安
全安心推進の日（食の安全・安心デー）」として制定し，制定
後初めて迎える食の安全安心推進の日に，キックオフイベン
トを実施するとともに，食中毒予防の市域一斉啓発等を行っ
た。 

・ また，食品衛生講習会を実施（9回，参加者数 385人）する
とともに，参加型のリスクコミュニケーション※として食品
工場見学会や夏休み体験学習などの市民参加型事業を推進し
た。（参加者数：307 人） 

・ さらに，食の安全安心情報の発信として，京都市食の安全
安心公式 facebook ページ（おあがリス）で食中毒予防等に関
する情報を発信（24 回）した。 

※ リスクコミュニケーション：食品の安全性についての理解
を深めるため，消費者，事業者及び行政担当者などの関係者
の間で情報・意見交換を行うこと。 

保 健 
福祉局 
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推進施策４ 健康危機に対する安全・安心の確保＜総合評価結果 Ｂ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

肝炎対策の

充実 
113005 

・ 肝炎検査の実施体制の充実に努めるとともに，陽性となっ

た方への定期的なフォローアップを行い，適切な治療につな

げる。 

・ 平成 29 年度は，4 月から肝炎ウイルス（B 型・C 型）検査に

ついて，行政機関における実施場所をアクセスが良好で利用

者の多い，下京区に集約し，実施回数を週１回から週 4 回に

拡充するとともに，民間の協力医療機関においても検査を受

診できるように検査体制を充実した結果，検査件数が 28 年度

の 2 倍以上となる 5,914 件に増加した。（28 年度：2,874 件） 

・ また，引き続き，陽性患者に対して年 1 回調査票の送付や

相談支援，情報提供等を行うフォローアップ事業や，乳児向

け B 型肝炎予防接種の定期接種を実施した。 

保 健 

福祉局 

がん検診の

受診率向上

など市民の

健康づくり

の推進 

113006 

・ がん検診無料クーポン券の配布やセット検診，日曜検診な

ど，検診しやすい環境づくりに取り組むとともに，対象者へ

の周知啓発を行う。 

・ 平成 29 年度は，新たに 6 月から胃がん検診「胃内視鏡検

査」及び「胃がんリスク層別化検診（ABC 検診）」を開始した

ほか，引き続き，休日（日曜）がんセット検診（6 月～1 月，

240人），がんセット検診（9～3月，2,511人），大腸がん郵送

検診（11 月，4,724 人）等を実施した。 

・ また，受診啓発として，女性市民に対するがん検診の無料

クーポン券（20 代：子宮頸がん，40 代：乳がん）の送付（5

月），指定医療機関の協力によるかかりつけ医を通じた受診啓

発（5 月），協力企業（15 社）との連携等による「京都市がん

検診ガイド」の配布・配架（5月以降で延べ約 25万部），リビ

ング京都（9 月，約 49 万世帯）やシティリビング京都（10

月，4,179 オフィスで約 32,000 部）等の各種広報媒体を通じ

た受診啓発，胃がん検診（胃部エックス線検査，胃内視鏡検

査）及び胃がんリスク層別化検診の郵送による個別受診勧奨

（1 月）を実施した。 

・ さらに，10 月には，乳がん検診の普及啓発であるピンクリ

ボン活動として，「京都タワーライトアップイベント」及び

「スタンプラリーイベント」を実施した。 

保 健 

福祉局 

新たな感染

症等の健康

危機事案へ

の対応力の

強化 

114011 

・ 新たな感染症の万一の市内発生に備え，関係機関との連携

を図るとともに，対策マニュアルの策定や机上・実地訓練の

実施，感染防護具等の整備を通じて，総合的な対応力を強化

する。 

・ 平成 29 年度は，京都市一類感染症ウイルス性出血熱対応マ

ニュアル等の感染症対応マニュアルの改訂や感染症防護具等

の整備・更新を実施した。 

・ また，京都市食の安全安心公式 facebook ページ（おあがリ

ス）やみやこ・健康安全ネットにおいて，感染症に関する情

報を合わせて 13 回発信した。 

・ さらに，新型インフルエンザ対策として，京都市立病院と

の合同でワークショップ(11 月)を開催したほか，国が実施す

るワークショップ（10 月）や，京都府新型インフルエンザ対

策訓練（11 月）に参加した。 

・ 国が開催する腸管出血性大腸菌感染症・食中毒打合せ等会

議（9 月），感染症危機管理研修会（10 月）や一類感染症受入

体制整備研修会（12 月）等に参加した。 

保 健 

福祉局 
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政策分野18 学校教育 
～市民ぐるみで子どもたちに「生きる力」を育むまちをつくる～ 

 

基本方針 

 

いかなる社会情勢にあっても，「ひとりひとりの子どもを徹底的に大切にする」とい

う京都市教育の理念の下，京都で学んだ子どもたちがいのちを大切にし，夢と希望を

もって未来を切り拓いていけるよう，家庭・地域・大学・産業界・NPO などの積極的な

参画を得て，市民ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育む学校教育を推進する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 88.9％ 7/27 

＜今後の方向性＞ 

● 学校運営協議会については，今後も中学校及び小中合同の学校運営協議会の設置を拡大

し，学校・家庭・地域の協働体制のもとで，学校運営の改善・充実を推進していく。 

  また，総合支援学校については，引き続き高等部職場実習受入先企業・団体の更なる開

拓に取り組み，その増加を図る。さらに，平成28年4月に本校化した東山総合支援学校を加

え，8校体制の下，保護者地域等との一層の連携を進める。 

  京都はぐくみ憲章の理念が浸透し，実践行動の輪が広がることをめざし，市民ぐるみの

教育を推進する。 

● 子どもたちに「生きる力」を育むため，創造的で個性豊かな子どもとその「確かな学

力」の育成に向けた取組，豊かな人間性を育む取組，心身ともに健全でたくましい子ども

の育成に向けた取組を推進するとともに，教職員の資質・指導力向上や教育環境の整備に

取り組む。 

  さらに，LD等の支援の必要な児童生徒への指導・支援の充実を進める。 

● 平成30年3月に策定した「京都市教員等の資質の向上に関する指標」に基づき，総合教育

センターにおいて教職キャリアステージに応じた研修や喫緊の教育課題に関する研修を充

実するとともに，受講者アンケートを活用しながら研修ニーズの把握に努め，研修の更な

る充実を図る。 

平成29年5月に改訂した「京都市OJT実践ガイドライン」を活用した，各校園におけるOJT

のさらなる推進が図れるよう，事業の充実に努める。 

  教材や研修動画をイントラネット上で配信する「総合教材ポータルサイト」を運用する

など，教職員の研修機会の充実に努める。また，優れた授業映像の配信など，同サイトを

活用することでの研修の在り方もさらに工夫していく。 

育児休業中教職員の円滑な職場復帰に向け，復帰を予定している教職員を対象に，育児

休業復帰時の不安軽減につながる研修を実施したり，育児休業中であっても，教職員研修

を受講できるよう周知し，復帰に向けた研修機会の充実を図る。 

  育児休業中教職員の円滑な職場復帰に向けた支援策を推進していく。 

● 環境やバリアフリーの観点，更には施設の長寿命化の視点を踏まえながら，子どもたち

が安心して快適に過ごせる学習環境の整備を引き続き進める。 

  地域の防災拠点として機能できるよう，防災機能や耐震性能の向上の観点から整備を行

う。  
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実施状況 

推進施策１ 市民ぐるみの教育の推進＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

学校での学

びを地域・

社会の課題

解決につな

げ，子ども

の社会参画

の力や政治

的教養を育

む教育の推

進 

72004 

・ 子どもたちの地方自治や政治，選挙に対する関心を高める

とともに，主体的な選択・判断力を高め，他者と協働して

様々な課題を解決していく社会の形成者としての資質や能力

の育成を図る。 

・ 平成 29 年度は，「政治的教養を育む教育」実践校に中学校

14 校を指定した。 

・ 引き続き，本市教育委員会が独自に作成した「政治的教養

を育む教育学習指導案集」や国の副読本を活用した実践的な

授業を実施した。 

・ さらに，市立高校において，地域住民と一緒に行う清掃活

動や，震災被災地支援のための募金活動，仮設住宅の方への

絵画の寄贈，老人介護施設でのボランティア活動など，地域

や社会での貢献活動やボランティア活動を実施した。 

教 育 

委員会 

選挙管理 

委員会 

事務局 

伝統と文化

を次代に受

け継ぐ担い

手の育成に

向けた中高

生 に よ る

「京都検定

3 級」チャ

レンジ事業

等の推進 

73005 

・ 「ジュニア京都検定」や「みやこ子ども土曜塾」を引き続

き実施するとともに，市内在住・在学の中学生及び高校生を

対象に，京都検定（京都観光文化検定試験）を無償で受験す

る機会を提供する。 

・ 平成 29 年度は，ジュニア京都検定の受験に向け，7 月に

ジュニア京都検定テキストブックを市立小学校，総合支援学

校全 4 年生に配布するとともに，5・6 年生を対象に無償受検

の機会を提供した（ジュニア京都検定受験者数： 20,237

人）。 

・ また，京都検定の受験に向け，10 月に受検応募者の中高生

と在籍校に参考テキストを配布するとともに，市内在住・在

学の中高生を対象に無償受検の機会を提供した（京都検定受

験者数：700 名）。 

・ さらに，総合支援学校を含む小学生，中学生のいる各家庭

などに「GoGo 土曜塾」を年 6 回,計 102 万部配布し，年間

3,598 事業が「みやこ子ども土曜塾」として実施された。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

教 育 

委員会 

保護者・地

域が学校運

営に参画す

る学校運営

協議会の設

置校拡大や

絆の大切さ

を実感する

地域での体

験活動の充

実など開か

れた学校づ

くりの更な

る推進 

82003 

・ 学校支援活動や学校関係者評価を通して，学校運営につい

て共に「行動」する京都方式による「学校運営協議会」の設

置校の拡大を図る。また，各小学校でのクラス名簿の作成を

促進するとともに，子どもたちが地域への愛着や地域の一員

としての役割，ひととひととの絆の大切さを実感する取組を

推進する。 

・ 平成 29 年度は，市立学校・幼稚園における学校運営協議会

を新たに 6 校園設置し，全体で 241 校園に拡大した。 

・ 保護者の理解・協力の下，クラス名簿の作成を行った小学

校は，前年度から 10 校拡大し，140 校となった。 

教 育 

委員会 

  



－149－ 

 

事業名 № 実施状況 所管 

子どもたち

のより良い

教育環境の

充実をめざ

した地域住

民・保護者

が主導する

学校統合の

推進 

82006 

・ 小規模校問題の解消に向け，地域住民・保護者の論議・検

討を尊重した地元主導の学校統合を推進し，子どもたちのよ

り良い教育環境づくりに取り組む。 

・ 平成 29 年度は，伏見区の向島南小・向島二の丸小・二の丸

北小を統合し，向島中とあわせた小中一貫教育校「向島秀蓮

小中学校」の 31 年 4 月の開校に向けて，4 月に向島二の丸小

と二の丸北小を一次統合するとともに，「向島秀蓮小中学校

（向島中学校区小中一貫教育校）創設協議会」と連携しなが

ら，新校舎の建設着工等，開校準備を進めた。 

・ 4 月に下京雅小学校（醒泉・淳風小統合校）を元格致小学

校を活用して開校するとともに，元醒泉小学校跡地における

新校舎整備に着手した。 

・ 右京区の京北第一小・京北第二小・京北第三小を統合し，

周山中とあわせた小中一貫教育校の創設に向けて，「京北地域

小中一貫教育校検討協議会」において統合の進め方や小中一

貫教育校の創設に向けた課題について検討・協議を行うとと

もに，11 月にその取組状況に関する住民説明会を開催し，新

校舎の設計等にも着手した。 

・ 10 月に北区の紫野小と楽只小の学校統合に係る地元からの

要望書提出を受け，31年 4月の統合に向けて，「紫野小・楽只

小統合推進委員会」と連携しながら準備を進めた。 

・ その他の地域においても小規模校問題に関する情報を提供

するなどして統合に向けた地元協議の促進を図った。 

教 育 

委員会 

京都の教育

の一翼を担

う私学教育

の助成 

83001 

・ 本市教育における私立学校・幼稚園の重要性を踏まえ，私

立学校・幼稚園及び各種関係団体への財政支援や保護者負担

軽減のための就園奨励事業等を実施する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，私立学校・幼稚園及び各種関係

団体への財政支援を行った。 

・ また，対象となる保護者に対して私立幼稚園就園奨励費・

教材費・第 3 子以降無償化補助金を支給した。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

教 育 

委員会 

青少年科学

センターに

お け る 企

業・大学等

と連携した

特別展の開

催や展示ス

ペースのリ

ニューアル

など科学に

対する興味

関心・探究

心の向上を

図る取組の

推進 

83010 

・ 青少年科学センターについて，先端企業・大学等との連携

による特別展の開催や計画的な展示スペースのリニューアル

など，より魅力ある施設となる取組を推進する。 

・ 平成 29 年度の青少年科学センターの年間入館者数は，3 年

連続増加し 119,247 人であった。 

・ 市立小・中学校における観察や実験の更なる活性化に向け

た支援を行うため，5 月に理科観察実験アシスタントを配置

（小学校 42 校 42 人，中学校 41 校 41 人，総合支援学校 1 校 1

人）するとともに，いきいき理科大好き推進事業（小学校 42

校，中学校 16 校）を行った。 

・ 企業の協力による特別展「はかるとわかる 分析の科学」

を 7 月から 9 月に開催した。 

・ 子どもたちが身近な科学的現象を体感することによって，

科学への興味・関心を高めることを目的として，新規展示品

「実物元素周期表」「いきもの研究室」を 30 年 3 月に公開し

た。 

・ 未来のサイエンティスト養成事業実施のため，体験コース

及び探究コースの募集を行い，221 人の児童生徒が研究活動

や実験教室等に参加した。 

・ 平成 30 年度新規導入予定の「科学地球儀」の試作品を使っ

てデモ投影及びワークショップを実施した。 

教 育 

委員会 
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推進施策２ 子どもたちに「生きる力」を育む教育の推進＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

学齢期の学
びが生涯の
生き方・社
会貢献につ
ながる社会
的・職業的
自立に向け
た生き方探
究教育の推
進 

72001 

・ 生き方探究館で職業体験や生活設計体験を行う「スチュー
デントシティ事業」及び「ファイナンスパーク事業」，事業所
で職場体験を行う「生き方探究・チャレンジ体験推進事業」，
モノづくりを学び体験する「京都こどもモノづくり事業」を
実施する。  

・ 平成 29 年度は，「スチューデントシティ事業」を全市立小
学校 163 校（実施対象児童がいない小学校 1 校除く）, 「京
都モノづくりの殿堂・工房学習」は，小学校 159 校と総合支
援学校 4 校の計 163 校で実施した。 

・ 「生き方探究・チャレンジ体験推進事業」では，全市立中
学校 72 校（隔年実施の中学校 1 校を除く）と総合支援学校 5
校の計 77 校，「ファイナンスパーク事業」は，中学校 67 校と
総合支援学校 5 校の計 72 校で実施した。 

・  京（みやこ）少年少女モノづくり倶楽部では，新たに
1,063 件の会員登録があった。（会員登録累計数：1,935 件）
また，4 月に開設した専用ホームページにおいて，173 団体
558 件の講座情報を発信した。 

教 育 
委員会 

イ ン タ ー
ネット等に
潜む危険性
から子ども
たちを守る
取組の推進 

82005 

・ 保護者，市民団体，携帯電話事業者，学校及び行政機関が
連携し，インターネット等に潜む危険性から子どもたちを守
る取組を社会全体で展開する。とりわけ，小中学生が主体的
に課題を理解して自ら解決策を考え，保護者の課題意識の向
上及び家庭等での行動の支援にもつながる取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，携帯情報通信機器に関する学習・啓発プロ
グラム（96 校）や市民インストラクターによる啓発講座（56
校）を実施し，延べ 22,383 人の児童生徒・保護者が参加し
た。 

・ また，学校非公式サイト等のネット監視を継続実施すると
ともに，事業者と連携したケータイ教室を 115 校で実施し
た。 

教 育 
委員会 

LD（学習障
害）等の発
達障害があ
る児童生徒
への支援の
充実 

83003 

・ LD 等通級指導教室の拡充を図るとともに，LD 等通級指導教
室指導者の専門性向上を図ることで，発達障害のある児童・
生徒の学習活動や学校生活の支援を充実する。 

・ 平成 29 年度は，LD 等通級指導教室を小学校 61 校（4 校増
設），中学校 17 校（1 校増設），計 78 校で実施し，延べ 923 人
に指導した。 

・ 指導者を対象に，ケース・スタディ等の実践的な研修を 28
回実施した。 

教 育 
委員会 

総合支援学
校高等部生
徒の自立と
社会参加を
目 指 し た
キャリア教
育・就労支
援の推進 

83004 

・ 企業等で活躍できる生徒を育成する「デュアルシステム」
の更なる充実を図るとともに，高等部職業学科を中心とした
地域との協力・協働のもと進める新たなキャリア教育を推進
する。 

・ 平成 29 年度は，京都市立総合支援学校高等部生徒の職場実
習を 311 企業において，850 回実施した。 

・  28 年度に開校した東山総合支援学校におけるカフェ等での
サービス，農園芸，保育補助など，地域との協力・協働の
下，進める新たなキャリア教育を各総合支援学校において推
進した。 

・ デュアルシステム推進ネットワーク会議を 2 回（6 月，2
月），巣立ちのネットワーク事務局会議を 3 回（7 月，9 月，1
月）開催し，職場実習等における学校と企業との連携のあり
方等について，情報交換を行った。 

・ 7 月に白河総合支援学校，東山総合支援学校の保護者，教
員が共同で「PTA 職場開拓」を実施した。 

・ 障害のある市民の雇用フォーラムを 11 月に開催した。 
・ 京都市立総合支援学校高等部生徒資格取得等表彰式典を 2

月に開催した。 

教 育 
委員会 
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事業名 № 実施状況 所管 

学 校 ・ 地

域 ・ 保 護

者・関係機

関等との連

携による薬

物乱用防止

教育の推進 

83005 

・ 家庭・地域も含めた一層の啓発活動を進めるとともに，児
童生徒が喫煙や薬物乱用の有害性・危険性を知るのみなら
ず，誘惑に負けない自己指導力や健全な生活を営む態度の育
成を図る。 

・ 平成 29 年度は，「薬物乱用防止教室」を全市立小学校，中
学校，高等学校で実施した。 

・ 6 月に薬物乱用防止教育にかかる教職員研修を実施した。 
・ 12 月に小学生保護者用啓発読本の「薬物乱用は『ダメ。

ゼッタイ。』子供たちを薬物乱用から守るために」，高校卒業
予定者用啓発読本の「高校卒業予定者のみなさんへ薬物につ
いて誤解をしていませんか？」を配布した。 

・ 11月に「高校生自ら考える薬物乱用防止シンポジウム in京
都」を京都府と共催した。 

教 育 

委員会 

いじめを許

さない心な

ど子どもた

ちの絆づく

りや子ども

の規範意識

を育む取組

の充実 

83006 

・ 市民ぐるみで子どもにいじめを許さない心を育むととも
に，子どもが安心して生活し，学ぶことができる環境の実現
に向けた取組を推進する。また，子どもの自己有用感を高
め，子ども同士の絆や「規範意識」を育むための取組を展開
する。 

・ 平成 29年度は，28年度に改定された国の「いじめ防止等の
ための基本的な方針」の内容や本市の現状を踏まえ，「京都市
いじめの防止等取組指針」を改定するとともに，全市立学校
で策定した「学校いじめの防止等基本方針」に基づいた取組
や京都市中学校生徒会議宣言を踏まえた各校・支部単位によ
る生徒会活動の活性化に向けた取組を引き続き推進した。 

・ 非行防止教室を全市立小中学校で実施した。 
・ 「京都市子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議」

を 2 回開催（6 月，2 月）し，いじめの防止等の取組や子ども
の豊かな心と規範意識を育む取組について協議を行った。 

・ 28 年度から京都ならではの地域特色を生かした道徳教材・
指導案集を全小・中学校で活用している。 

・ 5 月に文部科学省の道徳教育の抜本的改善・充実に係る支
援事業に 7 校（小学校 4 校，中学校 3 校）を指定するととも
に，4 月に「しなやかな道徳」教育研究指定校として 17 校
（小学校 9 校，中学校 8 校），「特別の教科 道徳」に向けた
評価実践研究事業に 38 校（小学校 28 校，中学校 10 校）を指
定した。 

・ 2 月には「道徳教育パワーアップ研究協議会」を開催する
とともに，3 月に道徳の評価に関する教員向けリーフレット
を作成した。 

教 育 

委員会 

各小学校で

の「ジャン

プアップ・

プロジェク

ト」の実施

や部活動の

充実等によ

る子どもの

体力向上に

向けた取組

の推進 

83007 

・ 各校の体力向上に係る取組結果を評価・点検し，次年度へ
の改善に生かす「PDCA サイクルの事業システム」を創設す
る。また，小学校部活動の充実等により，子どもの体力向上
に関する幅広い取組を一層推進する。 

・ 平成 29年度は，市内全小学校において，PDCAサイクルによ
る立案・検証に基づく体力向上に係る取組を推進するため，
希望した小学校に対して，児童が自分の取組目標を設定し，
達成状況を記録する「ジャンプアップ・チャレンジカード」
や，目標を達成した児童に渡す表彰状を随時配布するととも
に，ジャンプアップ・アドバイザーを 3 回派遣した。 

・ また，運動遊びをテーマにした教員向けの実技研修会を 2
回実施したほか，「京都市立小学校運動部活動等ガイドライ
ン」を 4 月から施行した。 

・ さらに，引き続き，スポーツ少年団への活動支援を実施し
た。 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

教 育 

委員会 
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・ 小中一貫学習支援プログラムや未来スタディ・サポート教室などすべての子どもたちの学力

の定着・充実に向けた取組の推進（№80510）教育委員会＜再掲：重点戦略 8-5(1)＞ 

・ 校区の状況に応じた全中学校区における小中一貫教育の更なる推進（№80520） 

教育委員会＜再掲：重点戦略 8-5(2)＞ 

・ 「新しい定時制単独高校」や「新しい普通科系高校」の創設など市立高校の発展をめざした

改革の推進と各校の特色ある取組の充実（№80530）教育委員会 

 ＜再掲：重点戦略 8-5(3)＞ 

・ 障害のあるひととないひとが共に学ぶインクルーシブ教育システムの理念に基づくひとりひ

とりのニーズに応じた教育の推進（№80540）教育委員会＜再掲：重点戦略 8-5(4)＞ 

・ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充などによる不登校児童生徒

の健やかな学び・育ちの保障に向けた指導・支援の充実（№80550）教育委員会 

＜再掲：重点戦略 8-5(5)＞ 

推進施策３ 教職員の資質・指導力の向上＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

大幅な世代

交代を踏ま

えた教職員

の資質・指

導力向上に

向けた取組

の充実 

83008 

・ 教職員研修を充実するとともに，OJT の活性化を推進す

る。さらに，総合教育センターにおいて自主的研修環境の整

備を進め，教職員が共に学び合い，高め合える組織的な人材

育成を推進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，若手教員の資質向上や授業改善

に向けた教職員研修，学校の核として教育実践に取り組むミ

ドルリーダー層を養成するための研修等を実施した。 

・ 授業づくりや研修に関する情報を集約した総合教材ポータ

ルサイト（コンテンツ数： 14,159 点，アクセス数年間：

100,454 件）について，授業・研修映像，学習指導案を配信

するなど内容の充実を図った。 

・ OJT の基本的な考え方とその推進に向けた具体的方策を示

した「京都市 OJT 実践ガイドライン」を配布し，各校園での

OJT において活用するとともに，その内容を踏まえたセン

ター研修や指導主事等による学校訪問指導を進めることによ

り OJT の活性化を図った。  

・ 3 月に本市教員等として，磨き，高めるべき資質・指導力

を示した「京都市教員等への資質向上に関する指標」を策定

し，同指標を基に平成 30 年度教職員研修計画を定めた。 

教 育 

委員会 

推進施策４ 新しい学習環境づくり＜総合評価結果 Ａ＞ 

・ 防災と環境に配慮した学校施設・設備整備事業の計画的な推進（№80600）教育委員会 

＜再掲：重点戦略 8-6＞ 
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政策分野19 生涯学習 
～まち全体をまなびやに 大人も子どもも学び育つまちをつくる～ 

 

基本方針 

 

「豊かな人生は学びとともにある」という観点から，京都ならではの「地域力」，「文

化力」，「人間力」を結集し，まち全体を学びの場とすることで，子ども・若者から高齢

者まであらゆる世代の市民だれもが学ぶ喜びを実感し，みずからを磨き高めて，社会を

創造していけるまちづくりを進める。 

また，次代を担う子どもたちを市民ぐるみで健やかに育むために，「子どもを共に育

む京都市民憲章」の実践に向けた取組を市民ぐるみで推進する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 82.4％ 16/27 

＜今後の方向性＞ 

● 生涯学習の情報検索サイトのコンテンツの充実やSNS(Twitter,Facebook)の活用により発

信力の向上を図る。 

  博物館や大学等と連携した多様な学習機会の提供，充実を図る。 

  図書館の環境整備や開館時間延長等のサービスの充実などについて検討を重ね，より一

層の利便性の向上を図る。 

  学校と子ども・保護者・地域住民が協力し合い，開かれた学校づくりを進める取組を通

して，地域に根差した生涯学習活動の活性化を図る。 

● ボランティア活動の機会拡充を図り，京都市内博物館施設連絡協議会加盟施設に対して

ボランティアの活用依頼に努める。 

  豊かな学びの場，機会，人材のネットワークづくりを進め，生涯学習活動の活性化を図

る。 

  学びの成果をまちづくり等に活かすことができる生涯学習のまちづくりを推進する。 

● 子どもを社会全体で育むことを目的とした「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推

進に関する条例」（23年4月施行）に基づく取組を一層推進し，市民憲章の周知を更に徹底

するとともに，京都はぐくみネットワークの活動を通じて各分野で実践行動を一層広げ，

市民・地域ぐるみで子育てを支え合い，子どもたちを健やかで心豊かに育むまちづくりを

進める。 
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実施状況 

推進施策１ 市民だれもが参加できる「学びのネットワーク」の拡充 

＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

学校・地域

が協働して

新たな学び

の場を創出

する「学校

ふれあい手

づ く り 事

業」の推進 

82004 

・ 開かれた学校づくりを促進する環境を製作・整備する取組

を支援し，学校・家庭・地域の連携を深めるとともに，身近

な学びの場を創出・充実させ，学校を拠点とした地域コミュ

ニティの発展を図る。 

・ 平成 29 年度は，「学校ふれあい手作り事業」の実施個所に

ついて，26 箇所拡大し，212 箇所となった。 

教 育 

委員会 

より質の高

い生涯学習

事業の推進 

92002 

・ 大学・研究機関・博物館等と連携しながら，子どもから高

齢者まで，生涯学び続けられる機会を提供する。また，国際

博物館会議（ICOM）京都大会 2019 開催を踏まえ，幅広い生涯

学習の機会の創出を進める。 

・ 平成 29 年度は，子ども用の「古典の日記念 平安京創生

館」活用リーフレット改訂版を全市立小学校及び総合支援学

校並びに私立・国立小学校の全教職員及び小学 6 年生に配布

するとともに，小学校 7 校（私立を含む），高校 1 校，大学 4

校が同館を活用した授業や講座を実施したほか，市外の小学

校が修学旅行にて同館を活用した。 

・ また，7 月に夏休み子ども体験教室「平安京探検隊 平安宮

をめぐるウォーク」及び「平安時代へタイムスリップ！平安

貴族体験」を実施した。 

・ さらには，6 月に入館者数 50 万人を達成した平安京創生館

の更なる充実の取組として，英語解説パネルの設置（7 月）

や案内ボランティアへの英語研修の実施（9 月）などの外国

の方への対応の充実，「ヤマシロ・平安京オーバーレイマッ

プ」の運用開始（10 月）に加え，平安京復元模型の全体展示

（新たに北山の一部及び西側地域を追加し，平安建都 1200 年

記念事業時に製作した模型全体を展示）によるリニューアル

オープン（3 月）等を実施した。 

・ ICOM 京都大会開催に向け，5 月に関連イベント「ザ・ハー

バード・クロコディロス京都公演」を開催したほか，2 月～3

月を，周知強化月間の「ICOM 京都大会推進月間」と位置付

け，ICOM大会開催記念イベントとして「京博連創立 25周年記

念シンポジウム」「ナイトミュージアム京都」「京都ミュージ

アムウォーク」「超異次元対談」を実施した。 

・ 「博物館講座」を年 5 回開催したほか，1 月から 3 月にかけ

て，「京都ミュージアムロード」及び ICOM 大会開催記念企画

「京のスイーツミュージアム」を同時開催により実施した。 

教 育 

委員会 
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事業名 № 実施状況 所管 

図書の充実

や駅等での

返却システ

ム構築など

利便性向上

による一層

身近な図書

館づくり 

92003 

・ 図書館の図書を充実するとともに，駅など身近な場所で返

却等ができるシステムを構築するなど，図書館の利便性の向

上を図る。さらに，子どもの読書活動の推進を図る。 

・ 平成 29年度は，地下鉄返却ポストに加えて，11月に阪急烏

丸駅返却ポストを設置し，運用を行った。 

・ また，28 年度に引き続き，京都市図書館全館における年 3

回のブックリサイクル，隣接自治体（宇治市，大津市）との

図書館相互利用，京都市図書館による学校園への出前事業を

実施したことに加え，新たに京都市立芸術大学との相互貸借

を開始したほか，京都府立図書館との相互返却を試行実施し

た。 

・ モデル小学校との連携による「調べ学習のための推薦図

書」リストの作成や，中央図書館 4 館での土曜日開館時間延

長の試行実施を 6 月～9 月に行った。 

・ 2 月には，更なる利便性の向上を図るため，図書館システ

ムの更新を行い，資料検索結果，予約かご内資料の書影（本

の表紙画像）表示，返却期限通知メールなどの新機能を導入

した。 

教 育 

委員会 

推進施策２ 学びが社会に還元されるしくみづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

博物館ふれ

あいボラン

ティア事業

の実施 

－ 

・ 生涯学習の一環として，博物館ボランティアの養成講座を

実施し，その修了生が主に京都市博物館施設連絡協議会加盟

館において，来館者の案内や体験教室の補助等のボランティ

ア活動を行っている。 

・ 平成 29 年度は，208 名のボランティアが 29 館及び 5 事業に

おいて活動を実施した。 

・ また，3 年ぶりとなるボランティア養成講座を 3 日間にわ

たって実施し，新たに 76 名のボランティアが登録を行い，既

存のボランティアと合せて 284 名となった。 

教 育 

委員会 

推進施策３ 子どもを共に育む気運づくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

・ 思春期保健対策の強化（№80210）子ども若者はぐくみ局＜再掲：重点戦略 8-2(1)＞  
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政策分野20 歩くまち 
～ひとと公共交通優先の「歩くまち・京都」の実現を図る～ 

 

基本方針 

 

市民，事業者，行政が一体となって「歩いて楽しいまちづくり」を推進することによ

り，クルマを重視したまちとくらしを，京都にふさわしい「歩く」ことを中心としたま

ちとくらしに力強く転換していく。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 77.8％ 20/27 

＜今後の方向性＞ 

● バリアフリー化を推進し，公共交通の利用を促進するため，平成30年度は新たに桃山駅

（ＪＲ西日本）のバリアフリー化整備や京都駅（在来線の一部ホーム）の可動式ホーム柵

の整備に着手する。 

  併せて，鳥羽街道駅（京阪）のバリアフリー化を図るため，同駅が含まれる東福寺地区

の「基本構想」改訂のための連絡会議を開催し，地域住民や利用者団体等を交えて検討す

る。 

また，交通事業者等と連携し，公共交通の利便性を向上させる施策や，ネットワークの

構築等を実施し，京都に住まい，また京都を訪れる全ての人が安心・安全，快適・便利に

利用できる公共交通を構築する。 

● まちなかや観光地における自動車渋滞の解消を目指し，パークアンドライドの利用促進

をはじめ，自動車利用の抑制策を推進するなど，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」

の実現に向けて，都市計画をはじめ，環境，福祉，教育，景観，産業などの幅広い分野の

政策と融合した取組を進める。 

● ライフスタイルの転換をひとりひとりに促すため，「スローライフ京都」大作戦（プロ

ジェクト）を継続して推進し，自らの行動を振り返り，行動をどのように変えるかを考え

るきっかけとなる機会や情報を，様々な媒体を活用しながら，家庭，学校，職場や観光客

などに提供することにより，市民，観光客と一体となって過度な自動車利用を抑制する。 

● 今後も引き続き，地下鉄・市バス両事業の経営の安定化を図るとともに，新たな目標と

して掲げている「地下鉄・市バスお客様１日80万人」に向けて，まちづくりの重要な担い

手である民間団体と，本市の関係局区が参画する「チーム『電車・バスに乗るっ』」によ

り民間の鉄道やバスも含めた公共交通を活用した取組を実践することで「歩くまち・京

都」や「健康長寿のまち・京都」の更なる推進に寄与していく。 

● 市内の鉄道駅周辺において，「民間自転車等駐車場整備助成制度」の活用等により，更

なる駐輪施設の整備を目指す。 

  自転車と歩行者の共存が課題となっていることから，上記施設整備と合わせ，自転車走

行環境の整備や自転車利用者のルール・マナーの啓発の推進により，危険な自転車利用や

放置自転車を減少させ，安心・安全で快適な歩行空間の確保を目指す。  
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実施状況 

推進施策１ 世界トップレベルの使いやすさをめざした公共交通の再編強化 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

関空へのア

クセス改善

も含め広域

鉄道網の充

実に向けた

リニア中央

新幹線や北

陸新幹線の

誘致推進 

21001 

・ リニア中央新幹線及び北陸新幹線の京都駅ルートの実現を

はじめ，リニア中央新幹線の東京・大阪間の早期開業や北陸

新幹線の大阪までの早期整備等に向けた活動を展開する。 

・ 平成 28 年度に北陸新幹線の敦賀-大阪間が，京都駅を経由

するルートに正式決定されたことを踏まえ，29 年度は，リニ

ア中央新幹線の京都誘致及び北陸新幹線の早期整備等に関す

る国家予算要望活動等を実施した。 

・ また，機運醸成のため，「～地下鉄の日 記念イベント～

「リニア・北陸新幹線京都誘致」＆キング・オブ・パフォー

マー決勝戦」（5 月），祇園祭（前祭宵々山）でのリニア・北

陸新幹線京都誘致「特製 PR うちわ」配布活動（7 月），「リニ

アサンガデー」（8 月）を実施した。 

総 合 

企画局 

都 市 

計画局 

地域住民，

区役所・支

所，交通事

業者等との

協働で進め

る交通不便

地における

公共交通の

維持・確保 

21002 

・ 北部山間地域などにおいて，公共交通の維持・確保に向け

た取組を，住民・事業者・行政が一体となって推進する。 

・ 平成 29年度は，28年度に実施した，京北ふるさとバスの運

行ルートの変更や高校生運賃の割引，京北病院玄関口へのバ

ス停の新設等といった公共交通の社会実験の結果を踏まえ，

本格運行を開始した。 

・ 京北ふるさと公社，南丹市と連携し，10 月から新たな１日

周遊観光ルート「美山・京北バス旅ルート」を設定した。 

都 市 

計画局 

西大路駅を

はじめとし

た駅と周辺

道路のバリ

アフリー化

による安全

で快適な歩

行空間ネッ

トワークの

形成  

22002 

・ 「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想に基づき，

乗降客数が 3,000 人以上の駅を対象にした重点整備地区ごと

に，「移動等円滑化基本構想」を順次策定し，駅と周辺道路の

バリアフリー化を計画的に推進する。 

・ 平成 29 年度は，西院駅（阪急）西改札口のバリアフリー化

に係る工事及び新たに西大路駅（JR 西日本）のバリアフリー

化整備に対して補助金を交付した。 

・ 「道路特定事業計画」に基づき，稲荷地区において歩道の

段差，勾配の改善などの道路のバリアフリー化が完了したほ

か，烏丸地区，河原町地区，京阪藤森地区，桃山御陵前地区

の 一 部 に お い て バ リ ア フ リ ー 化 を 進 め た （ 道 路 延 長

2.31km）。 

都 市 

計画局 

建設局 

・ 公共交通機関の乗継利便性の向上（№20100）都市計画局，建設局＜再掲：重点戦略 2-1＞ 

 

  



－158－ 

 

推進施策２ 歩く魅力を最大限に味わえるような歩行者優先のまちづくり 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

LRT ， BRT

などの新た

な公共交通

への取組 

22001 

・ 京都のまちにふさわしい公共交通を実現するため，LRT，

BRT などの導入に向けた検討をはじめ，新たな公共交通への

取組を推進する。また，環境に優しい水素燃料電池バス等の

導入に向けた研究を推進する。 

・ 平成 29 年度は，新たな公共交通の導入について，「京都の

まちの活力を高める公共交通検討会議」の知見をいかし，「歩

くまち・京都」推進会議（3 月）等で検討を行った。 

都 市 

計画局 

役 割 を 終

え，老朽化

した横断歩

道橋の撤去

による歩行

者優先の道

路づくり 

22003 

・ 老朽化した歩道橋について，道路付属施設長寿命化修繕計

画に基づき，撤去を進める。 

・ 平成 29 年度は，2 橋の撤去を完了するとともに，3 橋の撤

去設計を行った。 

建設局 

・ 安心・安全な歩行空間創出の推進（№20200）都市計画局，建設局＜再掲：重点戦略 2-2＞ 

・ パークアンドライドの充実をはじめとした自動車流入抑制策の推進（№20300） 

都市計画局＜再掲：重点戦略 2-3＞ 

推進施策３ 歩いて楽しいくらしを大切にするライフスタイルへの転換（「スローライ

フ京都」大作戦（プロジェクト））＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「 歩 く ま

ち・京都」

憲 章 の 普

及・啓発 

23001 

・ ひとと公共交通優先の「歩いて楽しいまち」を実現するた

めの行動規範を明確にした「歩くまち・京都」憲章の普及・

啓発を実施する。 

・ 平成 29 年度は，らくさいさくら祭（4 月，3 月），鳥羽水環

境保全センターや蹴上浄水場一般公開（5 月），伏見ふれあい

プラザ（9 月），京都カーフリーデー2017（9 月），京都学生祭

典（10 月），京北ふるさとまつり（11 月），エコまちフェスタ

（11月）及び～地下鉄東西線開業 20周年～地下鉄ファン感謝

祭（12 月）において普及・啓発を実施した。 

都 市 

計画局 

地域等と連

携して公共

交通機関の

利 用 を 促

し，ライフ

スタイルの

転換を図る

モ ビ リ

ティ・マネ

ジメントの

推進  

23002 

・ 歩いて楽しいくらしを大切にする動機付けのための情報

と，公共交通を利用する際に必要となる情報を，利用者の視

点に立って的確に提供するとともに，コミュニケーション施

策（モビリティ・マネジメント）を実施することにより，市

民と一体となって過度な自動車利用の抑制と公共交通利用の

促進を図る。 

・ 平成 29 年度は，4 月に本市が刊行した「暮らしの手引き」

に MM（モビリティ・マネジメント）情報を掲載した。 

・ 「スローライフ京都」大作戦（MM の推進）として，「歩く

まち・京都」学習実践校での MM 授業及び「歩くまち・京都」

学習実践発表会のほか，転入者を対象とした動機付け情報

や，ラジオを通じた情報発信など，様々な MM を実施した。 

都 市 

計画局 
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推進施策４ 地下鉄の魅力向上とまちづくりへのさらなる活用＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

公共交通を
核としたま
ちづくりの
推 進 や 地
域・企業・
大学等との
連携など地
下鉄・市バ
ス等の増客
に向けた全
市的取組の
推進 

21003 

・ 地下鉄 1 日 5 万人増客目標を 2 年前倒しで達成したことを
受け，新たな増客目標「地下鉄・市バスお客様１日 80 万人」
を設定し，目標の達成に向けて，「地下鉄・市バスのネット
ワークを核としたまちづくりの推進」，「地下鉄沿線・市バス
運行エリアでの観光・集客イベントの開催」，「地域や事業者
との協働による公共交通優先の「歩くまち・京都」の取組推
進」の 3 点を重点方針として掲げ，全市を挙げた増客の取組
を推進する。 

・ 平成 29年度は，全庁組織「地下鉄・市バスお客様１日 80万
人推進本部」を立ち上げ，大政奉還 150 周年記念プロジェク
トなど，駅周辺における観光・集客イベントを積極的に開催
したほか，沿線の民間団体，行政関係機関，本市関係局区と
ともに，「チーム『電車・バスに乗るっ』」を設立し，公共交
通利用促進に資する取組を実施した。 

・ また，「若手職員増客チーム」の活動においても，「チーム
『電車・バスに乗るっ』」参画団体と連携し「京都・烏丸酒灯
路－2018」など，増客に向けた活動を企画・実施した。 

・ こうした取組を地域・大学・企業との協働により実施した
結果，地下鉄の 1 日当たりのお客様数は，対前年度比 8 千人
増の 38 万 7 千人となり，経営健全化計画策定時の平成 21 年
度から 6 万人増加した。 

・ また，市バスについても，沿線における集客施設や積極的
なイベントの開催により，1 日当たりのお客様数は対前年度
比 5 千人増の 36 万 8 千人となった。 

交通局 

事故防止の
取組や地下
鉄烏丸線全
駅への可動
式ホーム柵
設置をめざ
した自動列
車運転装置
搭載の新型
の車両導入
着手など市
バス・地下
鉄の安全性
の更なる向
上 

21004 

・ 事故防止の取組や地下鉄烏丸線全駅への可動式ホーム柵の
設置をめざした自動列車運転装置搭載の新型車両の導入着
手，止水板整備による駅の浸水対策の強化など，安全を徹底
して追求する。 

・ 平成 29 年度は，地下鉄烏丸線全駅での可動式ホーム柵の設
置に備え，自動列車運転装置を搭載した新型車両の導入に向
けて，車両の外観，内装等のデザインについて様々な分野の
方から幅広く御意見を頂く「地下鉄烏丸線車両の新造に係る
デザイン懇談会」を開催した。 

・ 地下鉄の安全対策として，2駅 3箇所の出入口に止水板を設
置するとともに，扉開閉時により確実な安全確認を行うため
車掌用モニターを 2 駅に増設したほか，地下鉄車両の扉付近
に指詰め警告テープを設置し開扉時のお客様の事故防止を
図った。 

・ 市バスの安全対策として，発進時の前方確認を補助する車
外ミラーの増設や，夜間運行時の視認性を向上させる路肩灯
の LED 化，巻取りやロックを自動で行える新型の車椅子固定
ベルトの導入を行った。 

・ 事故防止に向けた意識改革を図るため，バス運転士に対す
る安全運行推進の取組として，独立行政法人自動車事故対策
機構（NASVA）を活用し，グループワークに重点を置いた「参
加型」の研修を 8 月～9 月に全運転士に対して実施した。 

・ また，新たに導入した安全運転訓練車を用いて，安全運行
の確保や快適性の向上につなげる「セーフティサポート研
修」を 12 月から実施した。 

・ さらに，全ての交通安全運動期間において「安全空間確認
ライン活用促進強化運動」を実施した。 

交通局 
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事業名 № 実施状況 所管 

市バスの路
線・ダイヤ
の充実や均
一運賃区間
の拡大，IC
カードによ
る定期・乗
継割引サー
ビス導入等
の市バス・
地下鉄の利
便性向上 

21005 

・ 市バスの路線・ダイヤの充実や均一運賃区間の拡大に向け
た取組の推進，地下鉄烏丸線のトイレ改修による利用環境の
充実，IC カードによる定期券・乗継割引の導入，全ての駅改
集札機の IC 対応化，地下鉄駅案内表示の充実等により，利便
性の向上を図る。また，券売機，精算機の 4 箇国語対応化等
により，外国人旅行者の利便性の向上を図る。 

・ 平成 29 年度は，市バスでは，混雑度合いが高まっているエ
リアを運行する主要路線の増便，大学への通学輸送等の充
実，朝ラッシュ時間帯の増便，さらには「地域主体のモビリ
ティ・マネジメントと一体となった路線・ダイヤの充実」な
ど，より便利で快適にご利用いただけるダイヤ改正を実施し
た。 

・ 地下鉄では，烏丸線において始発の繰上げや平日朝夕の通
勤・通学時間帯に 4 往復の増便を実施したほか，東西線にお
いては，午前 9 時台以降に京阪大津線から乗り入れる京阪列
車を全て太秦天神川駅行きに変更するなど，より便利で快適
にご利用いただけるダイヤ改正を実施した。 

・ IC カードについて，定期券や乗継割引サービス等の運用を
開始したほか，地下鉄と JR 西日本，地下鉄と阪急電鉄の連絡
定期券を発売するなどお客様の利便性向上を図った。 

・ 地下鉄とバスが乗り放題となる「地下鉄・バス一日券」及
び「地下鉄・バス二日券」について，それぞれ 300 円値下げ
するとともに，京阪バス（山科・醍醐地域）についても利用
範囲を拡大した。 

・ 地下鉄車両における案内表示の多言語化を推進するととも
に，五条駅におけるトイレ改修，鞍馬口駅及び竹田駅トイレ
改修工事の実施設計，各駅構内の案内サインの更新を完了さ
せたほか，2 駅の無人改札口へ IC 対応型多機能インターホン
を設置した。 

・ 語学が堪能なスタッフ「京都市バス“おもてなしコンシェ
ルジュ”」の活動日数を倍増（年 77日→151日）し，手荷物配
送サービスやコインロッカーへのご案内を強化するととも
に，市バスの車内案内モニターの増設・多言語化を行った。 

・ 「市バスの乗車環境を考える懇話会」での御意見も踏まえ
洛バス 100 号系統において「前乗り・後降り」方式の実証実
験を実施した。 

交通局 

地域・事業
者の協力に
よるバス待
ち空間「バ
スの駅」や
接近表示器
等の整備促
進によるバ
ス待ち環境
の更なる向
上 

21006 

・ 地域や民間から用地を無償提供いただき，上屋やベンチ等
を整備する「バスの駅」をはじめ，バス接近表示器や上屋の
増設を推進し，市バスのバス待ち環境の向上を図る。また，
市バス以外のバス事業者に対しても，バス待ち環境の向上を
図るよう働きかけを行う。 

・  平成 29 年度は，引き続き，バス待ち環境の向上等に取り組
んでいる民間バス事業者を対象とした，バス停留所の標識や
上屋に係る道路占用料の免除を実施した。 

・ 京都市民間バス利用環境整備補助金を創設し，民間バス事
業者が実施するバス停留所上屋の整備（11 箇所），バス停留
所ベンチの整備（7 箇所），電照式バス停留所標識柱の整備
（7 箇所），バス停留所標識柱の照明機器の整備（46 箇所），
バスロケーションシステムのモニター等の整備（2 件）に対
して補助を行った。 

・ バス停上屋について，広告付き上屋の整備を進めるととも
に，市内周辺部等においては，交通局独自で上屋の整備に取
り組んだ（29 年度末累計：623 箇所）。 

・ また，ソーラー式バス停照明の設置を進めた（簡易ソー
ラー式照明器具及び新型ソーラー式標識柱の 29 年度末累計：
328 箇所（従来型ソーラー式標識柱を加えると 29 年度末累
計：371 箇所））。 

・ さらに，「バスの駅」の設置を推進（29 年度末累計：50 箇
所）するとともに，バス接近表示器は，電源が確保できる等
の新たに条件の整ったバス停や「バスの駅」に設置した（29
年度末累計：529 箇所）。 

都 市 
計画局 
交通局 
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事業名 № 実施状況 所管 

地下鉄の駅

ナカビジネ

ス等の積極

的な展開に

よる駅の魅

力向上と賑

わいの創出 

21007 

・ 駅ナカビジネス等の展開により空間の積極的な活用を進め

て駅に新たな賑わいを創出し，利便性向上及び増客・増収を

図る。 

・ 平成 29 年度は，新たに北大路駅において地下鉄と市バスの

乗 継 ぎ で 利 用 さ れ る お 客 様 が 多 い 南 改 札 口 付 近 に ，

「Kotochika 北大路」を開業した。 

・ また，駅ナカビジネス等の展開に向けた各駅の総点検を実

施した。 

交通局 

推進施策５ 歩行者と共存可能な自転車利用の促進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

安心・安全

で便利な京

都式レンタ

サイクルの

確立 

24001 

・ レンタサイクル検討委員会を設置し，事業者及び利用者向

けの施策を検討・実施するなど，安心・安全で便利な京都式

レンタサイクルを確立する。  

・ 平成 29 年度は，9 月に「京都市レンタサイクル事業者認定

制度」を創設し，10 月に認定式を開催した。（29 年度末の認

定事業者数：21 ） 

建設局 

だれもが自

転車と触れ

合え，安全

な自転車の

乗り方を身

に付ける常

設サイクル

セ ン タ ー

（ 講 習 施

設）の設置 

24003 

・ 子どもや障害者などだれもが自転車と触れ合え，安全な自

転車の乗り方を身に付ける常設サイクルセンター（講習施

設）を設置する。 

・ 平成 29 年度は，「大宮交通公園のあり方について」の都市

緑化審議会からの答申（8 月）を踏まえ，大宮交通公園の交

通学習施設におけるサイクルセンターの整備について，自転

車政策審議会（11 月開催）にも意見を伺いながら，検討し

た。 

建設局 

・ 地域の特性に応じた自転車利用環境の整備（№20400）建設局＜再掲：重点戦略 2-4＞ 

・ 自転車向け保険加入の義務化とルール・マナーの遵守に向けた京都サイクルパス制度（仮称）

の創設（№20500）建設局＜再掲：重点戦略 2-5＞ 
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政策分野21 土地利用と都市機能配置 
～地域ごとに魅力があり，持続的な都市活動を支えるエコ・コンパクトな都市※ 

をつくる～ 

※ エコ・コンパクトな都市：地球環境への負荷が小さい，まとまりのある土地利用を図ることにより

実現される，にぎわいのある，くらしやすい都市。 

 

基本方針 

 

人口減少や少子高齢化，低炭素社会実現への対応などの社会動向を見通し，都市を効

率的に経営する視点をもちながら，「保全・再生・創造」の都市づくりを基調として，

地域ごとの特性を生かすための多彩で個性的，かつ秩序ある土地利用の展開や，地球環

境への負荷の少ない集約的な都市機能の配置を図ることにより，さまざまな都市活動を

持続的に展開することのできる都市を実現する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 70.5％ 26/27 

＜今後の方向性＞ 

● 引き続き，公共交通の拠点周辺へ都市機能の集積や充実を図るため，平成30年度につい

ては，地域ごとに土地利用の動向や人口の動態等を経年的に把握・分析し，必要な施策の

検討を行う。 

● 地区計画等の都市計画手法を活用した取組や事業者によるにぎわい創出の取組を支援

し，商業振興施策や観光振興施策とも連携を図りながら，にぎわいのある魅力的なまちの

実現を目指す。 

● 先導地区として位置付けるらくなん進都においては，企業立地の促進が課題となってい

るが，企業立地促進助成制度や企業への用地提供に協力する土地所有者に対する奨励金制

度等の活用の促進を図るとともに，京都南部企業立地情報ネットワークによる企業への土

地情報提供の強化を図り，更なる企業の集積を図る。 

  その他，企業の敷地における緑化の推進や公共交通の利便性の向上に向けた取組，らく

なん進都地区の魅力発信等を行い，企業の進出意欲を高める。 

● 今後も，より「身近な地域が魅力的になっている」との市民実感が得られるよう，魅力

的なまちの実現に向けて，都市計画手法の活用を含む多様な施策を総合的に推進するとと

もに，地域住民に身近な区役所とも連携しながら，市民のニーズを的確に把握し，各地域

特性を活かした個性豊かで魅力的なまちづくりを地域住民と共に進める。 

（公財）京都市景観・まちづくりセンターと連携しながら，職住共存地区に限らず市域

全体を対象に，まちづくりビジョンの作成や，都市計画手法の活用を念頭に置いた地域ま

ちづくり支援を行う。 

● 自主的なまちづくり活動をこれまで以上に進めるため，地域の特性に応じた自主的なま

ちづくりのルール化やマネジメントが展開されるよう，引き続き，（公財）京都市景観・

まちづくりセンターや各区役所と連携して，まちづくりに関する情報提供，まちづくり活

動の支援や仕組みづくりを推進していく。         

（公財）京都市景観・まちづくりセンターと連携しながら，職住共存地区に限らず市域

全体を対象に，まちづくりビジョンの作成や，都市計画手法の活用を念頭に置いた地域ま

ちづくり支援を行う。 
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実施状況 

推進施策１ 便利でくらしやすい生活圏づくり＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

都市活力の
維持向上に
向けた都市
機能の配置
及び誘導 

41002 

・ 都市計画手法の活用により，公共交通拠点周辺への都市機
能の集積に向けた土地利用を誘導する。また，市内の駅周辺
以外の地域などにおいては，公共交通の利用促進による地域
ネットワークの維持・強化と併せ，それぞれの魅力と個性を
生かした地域づくりを進めるため，都市計画手法の活用を検
討する。 

・ 平成 29 年度は，京都市都市計画審議会持続可能な都市検討
部会を 5 回開催（6 月，10 月，11 月，2 月，3 月）し，持続可
能な都市づくりの構築に向けた方向性や枠組み等について，
検討した。 

・ また，「山ノ内浄水場跡地活用方針」を踏まえたまちづくり
の更なる推進に向け，太秦安井山ノ内地区地区計画の変更手
続に着手した。 

都 市 
計画局 

推進施策２ 商業・業務機能が集積したにぎわいのある魅力的なまちづくり 

     ＜総合評価結果 Ａ＞ 

・ JR 新駅や中央市場の整備などによる京都駅西部エリアの更なる活性化（№40500） 

 総合企画局，建設局＜再掲：重点戦略 4-5＞ 

推進施策３ 創造を続ける南部地域のまちづくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

らくなん進
都の地区内
におけるレ
ンタサイク
ル社会実験
の実施 

24002 

・ らくなん進都の地区内において公共交通を補完する交通シ
ステムとなるレンタサイクルの社会実験を実施し，その結果
を踏まえ，民間事業者の事業化への支援等を進める。 

・ 平成 29年度は，28年度に実施したレンタサイクル社会実験
の結果を踏まえ，社会実験受託者の㈱京阪電鉄が 4 月に開始
した「らくりんレンタサイクル」について，事業概要をらく
なん進都整備推進協議会のメールマガジン等で紹介したほ
か，中書島駅ポートの新設を紹介するチラシを協議会のイベ
ントで配布するなど，周知に関する協力を実施した。 

都 市 
計画局 
建設局 

「らくなん
進都」にお
ける企業集
積の促進や
交通利便性
の向上，快
適 な 都 市  
環境の実現
等を目指し
た総合的な
まちづくり
の推進 

42007 

・ 「らくなん進都」において，企業誘致を推進するととも
に，交通利便性の向上，緑化の促進等を図る。また，都市計
画手法の活用等による快適な都市環境の創出や住民，企業等
の交流活動の促進により，「新しい京都を発信するものづくり
拠点」の形成を図る。 

・ 平成 29 年度は，3 年間限定(28～30 年度）で拡充している
企業立地促進のための土地所有者奨励金制度で，2 件の事業
を指定したほか，「らくなん進都鴨川以北産業集積地区建築条
例」（27 年 12 月施行）による容積率の割増等を踏まえた企業
誘致活動や緑化助成事業等を実施し，快適な都市環境の創出
等を行った。 

・ 公共交通の利便性向上に向けては，バス利用者向け登録制
無料駐輪場の運営を行うとともに,29 年度のダイヤ改正を踏
まえた交通事業者の時刻表や路線図などの情報をまとめた
「らくなん進都公共交通マップ らくらく MAP」（30 年 4 月改
訂版）を発行した。 

・ 住民，企業，行政により構成されるらくなん進都整備推進
協議会において，文化講演会などの交流活動や美化活動を実
施した。 

都 市 
計画局 



－164－ 

 

推進施策４ 市内各地における個性豊かで魅力的なまちづくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都駅東南

部エリア活

性化方針の

策定・推進 

42001 

・ 京都駅東南部エリアの将来像や，若者の移住促進などの具

体的な施策等を盛り込んだ活性化方針を策定し，同方針に基

づく取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，公募型プロポーザルにより，京都駅東南部

エリア活性化方針推進事業の受託候補者を選定のうえ，「京都

駅東南部エリア アート・トライアル 2017－2018」として，

まちづくりに関するワークショップ（11月～3月にかけて計 4

回）やイベント「おとと おどりの まつりごと」(3 月)を開

催した。 

総 合 

企画局 

伝統産業，

伝統文化・

伝統芸能，

寺社，花街

の文化，商

店街など，

多彩な資源

を有する西

陣を中心と

した地域の

活性化 

42002 

・ 西陣を中心とした地域において，地域と連携して，多彩な

歴史・文化・観光資源を活かした活性化策を検討・実施す

る。 

・ 平成 29 年度は，当該地域の目指すべき将来像や，その実現

のために必要な施策等を盛り込んだ活性化ビジョンを策定す

るため，住民等を対象としたアンケート調査を実施するとと

もに，京都市西陣を中心とした地域活性化ビジョン検討委員

会を設置し，議論，検討を進めた。 

・ また，機運の醸成に向けて，ポータルサイトを開設し，活

性化ビジョンの検討状況や，地域で行われる多彩なイベント

等の情報を発信した。 

総 合 

企画局 

文 化 

市民局 

産 業 

観光局 

上京区 

四条通の地

下通路の活

用による都

心部の更な

る賑わいづ

くりの推進 

42003 

・ 地元，商業施設，事業者等と連携しながら，地上・地下を

含めた界わいの魅力向上と更なる賑わいづくりに取り組む。 

・ 平成 29 年度は，7 月に阪急電鉄株式会社，四条繁栄会商店

街振興組合，京都市の 3 者による「四条通地下道活性化推進

会議」を発足した。 

文 化 

市民局 

産 業 

観光局 

都 市 

計画局 

建設局 

ニュータウ

ン（洛西・

向島）の活

性化方針の

策定・推進 

42004 

・ 洛西及び向島ニュータウンの活性化を図るため，29 年 3 月
に策定された「洛西ニュータウンアクションプログラム」及
び「向島ニュータウンまちづくりビジョン」に掲げる取組を
推進する。 

・ 洛西ニュータウンの活性化に向け，地域住民や地域団体，
事業者等で構成する「洛西 NT アクションプログラム推進会
議」（4 回）での議論と合わせ，ワーキンググループの開催
（33 回）や，地域主体の取組に対する助成（6 件），竹林公園
子どもの楽園（仮称）の整備素案作成に向けたワークショッ
プの開催（3 回），健康・観光プログラムとしてサイクリング
イベントの実施（2 回），洛西ニュータウンまちづくり通信の
発行（4 回）等を行った。 

・ 向島ニュータウンの活性化に向け，地域住民や地域団体，

事業者等で構成する「向島まちづくりビジョン推進会議」（4

回）での議論と合わせ，ワーキンググループの開催（35 回）

や，地域主体の取組に対する助成（4 件），「向島ニュータウ

ンのこれからを話し合う集い」の開催（2 回），向島まちづく

り通信の発行（4 回）等を行った。 

都 市 

計画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

子育て環境

の充実や世

代間交流の

促進，大原

野｢地域ブ

ランド｣戦

略等との相

乗効果の発

揮など，高

架下有効活

用 に よ る

｢洛西口～

桂  駅間プ

ロ ジ ェ ク

ト｣の推進 

42005 

・ 阪急京都線の洛西口駅付近の高架下空間の有効活用に，地

域，関係者と共に取り組み，子育て環境の充実や世代間交流

の促進，「西京区・洛西地域の新たな活性化ビジョン」や，

「洛西ニュータウン活性化に係る取組の推進」，「大原野“地

域ブランド”戦略」等と連携し，西京区エリアの活性化につ

なげる。 

・ 平成 29年度は，28年度に実施したワークショップ等におけ

る市民意見等を基に，「洛西口～桂 駅間プロジェクト」整備

計画概要を取りまとめた。 

・ また，高架下施設の整備内容について取りまとめた「公共

施設（子育て応援，地域交流機能付帯）整備事業プラン」を

作成した。 

都 市 

計画局 

建設局 

芸大移転を

見据えた洛

西地域をは

じめとする

西京区の新

たな活性化

策の推進 

42006 

・ 「西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会」や幅広く住民

意見を聴取する「住民円卓会議」等の運営を行う。また，取

りまとめられた活性化策に基づく取組を推進する。 

・ 平成 29年度は，28年度に策定した西京区・洛西地域の新た

な活性化ビジョンを受け，西京区内でまちづくり活動をされ

ている人や団体をつなげ，将来にわたり地域の活性化を担う

新しいつながりを構築する西京結び（9 月～2 月にかけて計 5

回）のほか,らくさい健康長寿プロジェクト（9 月～3 月），洛

西プレイパーク事業（11 月，3 月），木のぬくもりが育てる

「洛西子どもはぐくみプロジェクト」（3 月）等を実施した。 

・ また，洛西 NT アクションプログラム推進会議を 5 月～2 月

にかけて 4 回開催し，アクションプログラムに基づく取組状

況の共有等を行った。 

行財政局 

都 市 

計画局 

西 京 

区役所 

洛西支所 

府市協調に

よる地下鉄

北山駅周辺

地域の活性

化 

42009 

・ 府，市をはじめ，官・民・地域 28 団体で構成する「北山文

化環境ゾーン交流連携会議」を中心に，地下鉄北山駅周辺地

域の活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，本市が参画する「北山文化環境ゾーン交流

連携会議」において，イベントスタンプラリー（10 月～11

月）等のイベントを実施するとともに，フェイスブックによ

る北山駅周辺地域の情報を発信した。 

総 合 

企画局 

山ノ内浄水

場跡地活用

の円滑な推

進 

42010 

・ 山ノ内浄水場跡地の活用について，まちづくりを地域とと

もに進めることにより，更なるにぎわいを創出し，本市西部

地域はもとより市全体の活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，御池通から北側の用地で，第Ⅰ期施設の開

設に向けた工事が事業者により実施され，8 月に太秦病院が

開設されたほか，2 月に調理・製菓の専門学校である大和学

園が竣工した。 

・ また，御池通から南側の用地で，京都学園大学が工学部棟

（仮称）を新設する計画が発表された。 

総 合 

企画局 

・ 地域の多様な魅力と個性を生かした，京都市への移住・定住の支援（№40100）総合企画局 

＜再掲：重点戦略 4-1＞ 

・ 北部山間地域等の振興（№40200）総合企画局，文化市民局，都市計画局 

 ＜再掲：重点戦略 4-2＞ 

・ 「文化の薫り漂う，歩いて楽しい岡崎」の推進（№40300）総合企画局 

 ＜再掲：重点戦略 4-3＞ 

・ 京都市立芸術大学の移転整備を契機とした崇仁地域を中心とする京都駅東部エリアのまちづ

くりの推進（№40400）行財政局，総合企画局，都市計画局＜再掲：重点戦略 4-4＞ 
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・ 山科疏水沿いの花の名所づくりと琵琶湖疏水の魅力発信（№40600）建設局，上下水道局 

＜再掲：重点戦略 4-6＞ 

推進施策５ まちづくりを支えるしくみづくり＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京 都 市 景

観・まちづ

く り セ ン

ター等との

連携による

自主的なま

ちづくり活

動の機運醸

成とまちづ

くり相談・

専門家派遣

等の支援  

41004 

・ 地域特性に応じた自主的なまちづくりのルール化やマネジ

メントが展開されるよう，各区役所・支所等と連携して，（公

財）京都市景観・まちづくりセンターにおけるまちづくり活

動相談，専門家派遣等，まちづくり活動の機運醸成と支援に

取り組む。 

・ 平成 29 年度は，まちづくり活動相談，専門家派遣を実施す

るとともに，住宅宿泊事業法の施行に伴う地区計画の変更の

意向確認及び民泊への対応方法の検討について 11 地区のサ

ポートを行った。 

・ 左京区高野地区において，地区計画制度を活用したまちづ

くりについて地域と具体的な方針について検討を行った。 

都 市 

計画局 

まちづくり

の基盤とな

る地籍調査

事業の推進  

41005 

・ 境界トラブルの未然防止と土地取引の円滑化，公共事業等

のコスト縮減，災害復旧の迅速化等，まちづくりの基盤とな

る地籍調査を推進する。 

・ 平成29年度は，上京区出水学区（0.48㎢）の丸太町通以北

の一部区域（0.13㎢）において住民の地籍図等の閲覧，下立

売通以北の一部区域(0.04㎢)において一筆地測量，地籍図等

の作成を実施した。 

行財政局 

  



－167－ 

 

政策分野22 景観 
～1200年の歴史・文化を実感でき，世界のひとびとを魅了し続けるまちとなる～ 

 

基本方針 

 

京都の個性や魅力の源は，歴史や文化であり，そしてそれらを表象する美しい景観で

ある。この優れた京都の景観を守り，育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や価値を高め，50 年後，100 年後も京都

が京都であり続けるため，市民と行政との協働により，時を超え光り輝く京都の景観づ

くりを推進していく。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 85.7％ 12/27 

＜今後の方向性＞ 

● 緑や水辺の整備による四季を楽しめるまちの実現に向け，平成23年5月に策定した「三山

森林景観保全・再生ガイドライン」に基づき，市民や事業者との協働により，樹木の大量

枯死や，鹿による食害対策など，森林景観の保全・形成や良好な森林環境の維持に向けた

取組を進める。 

● 「景観に関する適合証の交付率」の更なる向上に向け，建築関係団体を通じての周知，

建築確認との連携等に加え，直接事業者に対し，工作物も含めた完了検査受検について周

知啓発を行う。 

  広告景観の更なる向上を目指し，「屋外広告物等に係る許可件数」について，3年ごとの

更新許可を確実に行うよう，未更新者に対する督促等に精力的に取り組むとともに，適正

に表示されていない屋外広告物についても，引き続き是正指導を行うことにより増加を図

る。 

● 今後，京都のまちの歴史，文化の象徴ともいえる京町家や大規模邸宅等の景観資産につ

いて，景観重要建造物等への指定をより積極的に行い，それらを通じ，京都のくらしや文

化を次の世代に引き継いでいく。 

  そのため，景観重要建造物や歴史的風致形成建造物への指定に向けて，関係部署・機関

と情報共有を行い，指定建造物候補の所有者に対して，積極的かつ丁寧な説明を行う。 

  また，京町家を次世代に適切に継承していくため，平成29年11月に制定した「京都市京

町家の保全及び継承に関する条例」に基づき，京町家の解体に係る事前届出制度を活用し

つつ，京町家所有者と活用希望者のマッチングの仕組みの運用等を推進していく。 

● 景観に配慮すべき地域での無電柱化事業には，1km当たり約9億円という非常に多額の費

用を要することから，今後も，国に対し，継続的な予算確保や，補助制度の拡充等を働き

掛けていく。 

● 市内の景観政策を進化させるためには，景観規制による手法だけでなく，市街地景観整

備条例に基づく「地域景観づくり協議会」を活用した住民主体の景観・まちづくりが重要

である。 

制度を運営するうえでは地域の負担が大きいため，平成28年度から景観法に基づく景観

整備機構とも連携し，「地域の特性に応じた住民主体の景観づくりへの支援」として，こ

の制度の普及啓発を図るとともに，各地域への専門家の派遣等を行っており，今後も制度

の活用及び地域活動の充実に向けた支援を継続する。 
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実施状況 

推進施策１ 山紫水明の自然景観の保全＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

森林・竹林

の保全・再

生による古

都の景観向

上 

31002 

・ 荒廃した人工林等において，森林が持つ多面的機能を発揮

させるため，多様な樹種が育つ，健全な森林の再生に取り組

む。また，竹林再生を行う仕組みを構築するとともに，新た

な生産農家等に経営を移行させる手法を検討，実践し，竹林

の状態によっては簡易な条件整備も行う。 

・ 平成 29 年度は，左京区鞍馬本町の荒廃した人工林におい

て，2.0haの森林再生整備を実施した（28年度以降延べ 4.0ha

を整備）。 

・ 上賀茂本山（4 月～3 月），小倉山(4 月～3 月），金閣寺周辺

（9 月～1 月）において，植樹や草刈，除伐等の森づくり活動

を実施した。 

・ 3 月に小倉山再生プロジェクトとして，アカマツ林の再生

に向けた植樹活動を実施した。 

・ 「三山森林景観保全・再生ガイドライン」に基づき，森林

景観の保全・形成や良好な森林環境の維持に向け，森林整備

を実施した（整備面積：5.6ha）。 

・ 市民グループを募集し，委託契約している事業実施団体と

ともに西京区大原野地域の竹林景観の改善活動（1.46ha，参

加者 25 人），伐採竹の利活用を促進する活動などを実施し

た。また，新規生産農家への栽培技術の指導を実施した。 

産 業 

観光局 

都 市 

計画局 

嵯峨野の原

風景を生か

した広沢池

周辺整備の

推進 

31011 

・ 嵯峨野の広沢池周辺地域で，原風景を生かした周辺整備を

進めることにより，景観を保全するとともに，地域の魅力を

発信する。 

・ 平成 29 年度は，広沢池周辺保存管理基本計画策定に向け，

業務委託契約を締結し，各種調査を開始した。 

建設局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

推進施策２ 品格のある市街地景観の形成＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

歴史的景観

の保全に関

する景観政

策の充実 

31003 

・ 寺院や神社等の歴史的資産の周辺における景観地区や風致

地区，眺望景観保全地域等の景観規制の充実や地域景観の向

上を図るための支援等，景観政策の充実を行う。 

・ 平成 29 年度は，28 年度に策定した取組方針に基づき，「景

観規制の充実」「有効な支援策」「景観づくりの推進」の 3 つ

を柱として取りまとめた「歴史的景観の保全に関する具体的

施策」を制度化するために，「京都市眺望景観創生条例」及び

「京都市市街地景観整備条例」等の改正，「京都市景観計画」

の改訂を行った。 

都 市 

計画局 

きめ細やか

な建築デザ

イ ン の 規

制・誘導に

よる良好な

市街地景観

の形成 

31004 

・ 景観規制区域において，建築物の新築等の際に，町並みと

調和したデザインとなるよう，規制と誘導を行い，良好な市

街地景観の形成を図る。 

・ 平成 29 年度は，景観に関する適合証を 1,173 件交付した。 

都 市 

計画局 
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事業名 № 実施状況 所管 

優良な広告

景観の創出

と京都にふ

さわしい広

告物の普及 

31005 

・ 適正化指導を行うことにより，広告景観の更なる向上に取

り組む。また，更新許可を確実に申請するよう働きかけ等を

行うとともに，京都にふさわしい広告物を普及促進する。 

・ 平成 29 年度は，残る違反広告物の解消に向け，集中的に取

組を進めた結果，市内 45,648 箇所の屋外広告物のうち，約

96%の広告物が適正表示となった。 

・ 京都にふさわしい屋外広告物の更なる普及促進に向け， 

設置工事費用や設計費用等への助成を行った（助成実績：74

件（広告物数 99 件），助成額総額 9,098,160 円）。 

・ 屋外広告物総合ホームページ「京都かんばんねっと」で助

成金の交付事例を紹介するなど，屋外広告物制度の更なる定

着を図った。 

都 市 

計画局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

推進施策３ 歴史的な町並みや京町家等の保全＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京町家を次

世代に引き

継ぐための

条例の制定

や，空き家

対策との一

体的な取組

などによる

京町家の保

全・活用の

推進 

31006 

・ 京町家の解体の危機を事前に把握し，活用方法の提案や活

用希望者とのマッチング等を行うことにより，所有者が幅広

い選択肢の中から活用方法を選択できる仕組みや，京町家を

次世代に引き継ぐための施策や基本理念等について，条例化

を進める。あわせて，ファンドや補助金制度，クラウドファ

ンディングを活用した改修の促進等を図る。 

・ 平成 29 年度は，市民意見募集を行ったうえ，京町家を次世

代に引き継ぐための施策や基本理念等を盛り込んだ「京都市

京町家の保全及び継承に関する条例」を制定した。 

・ 同条例に基づき，京町家の保全及び継承に関する目標や取

組等について定める「京町家保全・継承推進計画」の策定，

地区指定・個別指定その他条例の施行に関する重要事項等に

ついて検討を行うため，京都市京町家保全・継承審議会を 2

回開催した。 

・ 京町家まちづくりファンド改修助成事業により 3 件の助成

を行った。 

・ 京町家の保全及び継承を促進するための啓発活動として，

京町家 4 軒の見学会（1 月），京町家まちづくりファンド感謝

祭（2 月）を開催した。 

・ また，1 月には，東京都内の各所で，様々なまなびを通し

て京都の魅力を発信する「京あるき in東京 2018」の一環とし

て，「そうだ，京町家に住もう」と題した京町家の講演会及び

相談会を開催した。 

都 市 

計画局 

・ 全国をリードする歴史的町並み景観の保全・再生に向けた，景観上重要な地区の拡充及び景

観重要建造物等の指定拡大（№30600）都市計画局＜再掲：重点戦略 3-6＞ 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

推進施策４ 無電柱化等による魅力あふれる道路空間の創出＜総合評価結果 Ｄ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

歴史都市・

京都にふさ

わしい，良

好な道路空

間の創出 

31008 

・ 多くの観光客や市民が訪れる地域の道路に，景観に調和し

た道路整備を実施するとともに，適切な補修により安心安全

で快適な通行環境を維持するなど，良好な道路空間を創出す

る。 

・ 平成 29 年度は，嵯峨鳥居本地域の石畳風舗装工事を完了す

るとともに，粟田経 10 号線の石畳風舗装工事を実施した。 

建設局 
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事業名 № 実施状況 所管 

まちのシン

ボルとなる

橋の創出 

31009 

･  デザイン性に優れた橋や歴史的な価値を有する橋を修繕す

る際に，周辺環境との調和を図り，歴史都市・京都にふさわ

しい，まちのシンボルとなるような橋を創出する。 

･  平成 29 年度は，二条大橋の老朽化修繕及び美装化工事を完

了した。 

･  引き続き御薗橋架替え工事，賀茂大橋老朽化修繕及び美装

化工事を実施した。 

･  河合橋について，デザイン検討会議を設置し，3 回にわ

たって議論いただくとともに，頂いた意見を踏まえ，設計を

完了した。 

建設局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 

・ 先斗町通をはじめとした全国のモデルとなる京都方式の無電柱化などによる道路景観の向上

（№30700）建設局＜再掲：重点戦略 3-7＞ 

推進施策５ 市民とともに推進する景観まちづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地域景観づ

くり協議会

制度の普及

など地域の

特性に応じ

た住民主体

の景観づく

りへの支援 

41003 

・ 地域の特性に応じた住民や事業者主体の景観づくり等の取

組を推進するため，地域住民の景観への意識を高めるととも

に，地域景観づくり協議会制度の普及や各地域への支援等を

行う。 

・ 平成 29 年度は，新景観政策 10 周年記念事業として，今後

の京都の景観形成の指標と目されるような建築物等を京都景

観賞（建築部門）で 13 件表彰したほか，有識者等による特別

鼎談（9 月）や連続講座（9 月～11 月にかけて計 4 回），ワー

クショップ形式の景観市民会議（11 月），総括シンポジウム

（12 月）を開催した。 

・ 祇園新橋景観づくり協議会を，地域の景観づくりに主体的

に取り組む「地域景観づくり協議会」に認定した。 

・ 市内の各地域景観づくり協議会及び今後制度活用を検討す

る地域へ専門家派遣等の支援を行った。 

都 市 

計画局 

・ 国家戦略としての京都創生の推進（№31001）総合企画局＜再掲：政策分野 6-1＞ 
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政策分野23 建築物 
～建築物の安全の確保と質の向上で，ひとにやさしく，安心なまちをつくる～ 

 

基本方針 

 

建築物にかかわる災害や事故から市民を守り，だれもが日々安心し，いきいきとくら

すことができ，充実した社会活動を展開できるひとにやさしいまちの実現をめざし，市

民と行政の役割分担と協働の下で，新築建築物及び既存建築物の両方について，安全で，

環境に配慮され，だれもが使いやすい建築物にしていく。また，建築物の先導的な役割

を果たすべき公共建築物においても，適切で計画的な維持管理や有効活用を図る。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 85.9％ 11/27 

＜今後の方向性＞ 

● 検査済証交付率100％を目指し，関係機関と連携しながら，建築主や事業者向けの普及啓

発の強化を図るとともに，違反建築防止のための各種パトロールを実施し，検査済証の交

付率の向上に取り組む。 

● 定期報告制度を着実に実施するとともに，事前予防の観点から防災査察の強化を行う。 

  建築物の耐震化が急務となる中，建築物の安全かつ快適な活用や，地震や火災，事故に

よる被害の減少に向け，民間建築物の耐震化の促進などにより，新築・既存にかかわら

ず，誰もが安全に使える建築物にしていく。 

● 道路後退杭の設置をより確実に行うための条例は認知されてきており，今後も普及啓発

に取り組む。 

  また，狭あい道路等整備事業の助成制度の活用については，引き続き啓発を強化し，助

成件数の増加につなげ，2項道路等の安全性の向上を推進していく。 

● 平成23年度から運用を開始したCASBEE京都や，従前から実施しているバリアフリー整備

の誘導について，その考え方や必要性が市民に理解され，社会的に定着したものとなるよ

う，「京（みやこ）環境配慮建築物」顕彰制度や，みやこユニバーサルデザイン優良建築

物顕彰制度の取組などについて，パンフレット，ホームページ等を通じて，普及啓発を図

る。 

  京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に基づく協議が適正に行われるよう

普及啓発を図る。 

● 市有建築物の耐震化が課題となっていることから，平成32年度末までに，京都市建築物

耐震改修促進計画の耐震化率95％を達成するために，引き続き，施設所管局に対する情報

提供及び技術支援を継続的に実施し，市有建築物の耐震改修を進めていく。 

  公共建築物の整備に当たっては，今後ともCASBEE京都の高評価取得を目指し，京都らし

い環境配慮型建築物となるように取り組んでいく。 
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実施状況 

推進施策１ 安全な新築建築物の供給＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

新築建築物

の 検 査 向

上・違反指

導の徹底 

－ 

・ 新築建築物の安全性確保と違反防止のために，警察，消

防，金融機関，指定確認検査機関，建築関係団体などの多様

な関係機関と連携し，工事監理及び完了検査の更なる徹底を

図る。 

・ 平成 29 年度は，28 年度に引き続き，学識経験者，関係団

体，行政機関からなる「京都市建築物安心安全実施計画推進

会議」を継続して開催し，施策の進捗状況の把握や今後充実

する取組について議論を行った。 

・ 具体的な課題と取組については，分科会を開催し，その中

で協議・検討を行った。 

都 市 

計画局 

推進施策２ 既存建築物の安全性の向上＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

保育所など

社会福祉施

設耐震化の

推進 

115005 

・ 地震による建築物の倒壊等の被害から民間社会福祉施設の

利用者をはじめとする市民の生命，身体及び財産を保護する

ため，保育所をはじめ，社会福祉施設の耐震化を推進する。 

・ 平成 29 年度は，京都市民営保育園等耐震化促進事業及び京

都市民間社会福祉施設耐震化促進事業により耐震改修経費の

助成を実施した（耐震化率 86.9%，前年度比 5.7%増）。 

保 健 

福祉局 

子ども 

若 者 

はぐくみ局 

定期的な点

検，査察の

強化による

既存建築物

の安心安全

対策の推進 

115006 

・ 京都のまちを構成する既存建築物の情報集約を加速化さ

せ，これらを有効に活用して普及啓発や指導等を進めること

により，市民・事業者の主体的な取組を促し，既存建築物の

安全性の向上を図る。 

・ 既存建築物データベースの情報を充実・更新し，迅速な対

象把握等，事件事故対策の効率化を図った。 

・ 定期報告対象建築物の所有者及び調査者等を対象に，定期

報告制度の対象拡大を含めた制度全般についての説明会を開

催し，制度についての普及啓発を行った。 

・ 定期報告対象建築物の所有者等に対し報告期限の 6 箇月前

に通知をするとともに，報告期限を過ぎても提出のない建築

物の所有者等に対し督促を行い，提出の促進を図った。 

・ 定期報告提出建築物の一覧を建築安全推進課のホームペー

ジに掲載した。 

・ 定期報告未提出の建築物や違法民泊等を対象とした査察を

実施した。 

都 市 

計画局 

推進施策３ 細街路対策による災害に強いまちづくり＜総合評価結果 Ｂ＞ 

・ 歴史都市京都における密集市街地・細街路の防災まちづくり（№110600） 

都市計画局＜再掲：重点戦略 11-6＞ 
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推進施策４ 環境に配慮され，だれもが使いやすい建築物の誘導＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京町家等の

伝統的な構

法等を用い

た建築物の

保存・活用

の促進に向

けた検討 

31007 

・ 「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」に基

づき，「保存建築物」への登録を一層促進することにより，京

町家をはじめとする歴史的建築物を保存・活用していく。こ

のため，登録のための技術的基準を定め，明文化し，広く発

信する。 

・ 平成 29 年度は長江家住宅主屋北棟(7 月)，旧美濃幸(8 月)

を保存建築物に登録した（累計登録件数：13 軒）。 

・ 条例の活用促進に向け，28 年度に制定した，全国初の標準

的な規模の京町家を対象にした建築基準法適用除外のための

技術的基準（建築審査会包括同意基準）について，4 月から

運用を行うとともに，設計者等に対する見学会や講習会を

行った。  

・ 保存活用計画作成支援事業に基づき，「保存活用計画」の作

成に必要な費用の一部を助成した。 

・ 歴史的建築物保存活用アドバイザー制度に基づき，「保存活

用計画」に，地震，火災，景観，文化財の各分野の専門家の

意見を反映させた。 

・ 6 月，11 月には，京町家の増改築等の円滑化を図るための

建築基準法における制度改善及び防火仕様の告示化等につい

て，国への要望を実施した。 

都 市 

計画局 

推進施策５ 公共建築物の先導的整備＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

低炭素社会

の実現に向

けた公共建

築物への再

生可能エネ

ルギーの率

先導入 

12003 

・ 「京都市公共建築物低炭素仕様」に基づき，太陽光，太陽

熱，木質バイオマスなどの再生可能エネルギーを積極的に導

入し，低炭素化を推進する。 

・ 平成29年度は，中央卸売市場第二市場，御所東小学校，学

校長寿命化事業，体育館防災機能強化等リニューアル事業な

どに太陽光発電システム(283kw)，中央卸売市場第二市場など

に太陽熱利用設備(36㎡)を導入した。 

都 市 

計画局 

環境への配

慮や安全性

の確保をめ

ざした公共

建築物の適

切な維持修

繕，長寿命

化の推進 

－ 

・ 公共建築物について，安全性が確保され，環境に配慮した

建築物へと計画的に改修・修繕する。 

・ 平成29年度は，28年度に引き続き，京都らしい環境配慮建

築物となるよう取り組むとともに,市有建築物（市営住宅を除

く。）の耐震化を推進した結果，耐震化率は94.8％となった。 

都 市 

計画局 
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政策分野24 住宅 
～ひとがつながる 未来につなぐ 京都らしいすまい・まちづくりを 

継承・発展させる～ 
 

基本方針 

 

京都の財産である環境，景観，コミュニティを継承・発展させ，京都のアイデンティ

ティ※の確立による京都のすまいの将来像とあり方を示すとともに，防災・減災，住宅

セーフティネット（安全網）の構築を効果的に進めるため，市場の機能を生かした住宅

政策を展開する。 

※ アイデンティティ：都市を特徴付ける個性や独自性。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 81.1％ 18/27 

＜今後の方向性＞ 

● 京都らしいすまい方の継承につなげるため，新築住宅の省エネ化推進に合わせて，京都

らしい省エネ住宅の普及促進を図る啓発冊子や，京都らしい知恵・工夫などをすまいづく

りに積極的に取り入れている事業者を公表する制度により，普及啓発を行う。 

産学官の連携による平成の京町家コンソーシアムを再編し，京都の住文化を継承する仕

組を整える。 

● 既存住宅の活用やリフォームに対する市民の関心を高めるため，住情報の提供の充実や

利用しやすい制度整備を行い，安心してリフォームができる環境整備に取り組んでいく。 

● 依然として，空き家の増加が課題となっているため，「空家等対策の推進に関する特別

措置法」，「京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例」及び「京都市空き家等対

策計画」に基づき，引き続き，事業者と連携した相談体制の構築，空き家の改修費用の補

助，所有者の意識啓発や地域が主体となって行う空き家対策の支援などを実施することに

より，空き家の活用・流通を図る。 

● 耐震化支援事業を充実するとともに，建築関係事業者と協働しながら，あらゆる機会を

捉えて住宅の耐震化の普及・啓発を行い，耐震化率を向上させるとともに，地域が主体的

に行う防災活動への支援や，防災・減災への取組を通して，コミュニティの重要性につい

ての再認識を促す。 

● 住宅確保要配慮者の居住の安定に向け，市営住宅の公募及び民間賃貸住宅の活用を進め

るため，福祉分野等との連携や既存住宅の改修，セーフティネット住宅の登録促進等によ

り,住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の普及促進を進める。 

● 高齢化が進む市営住宅において，若者世帯の入居によるコミュニティバランスを推進し

ていくため，子育て世帯優先公募や親子等の近居入居優先公募等の充実を図っていく。ま

た，自治会の課題を把握するとともに，団地内の既存施設を広く活用することにより，団

地住民と周辺地域との交流を進めていく。 
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実施状況 

推進施策１ 京都らしいすまい方の継承＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

京都ならで

はのすまい

や暮らし方

等 を 学 ぶ

「住教育」

及び子ども

たちが健や

かに育つ住

まい方等を

創 造 す る

「住育」の

推進 

81014 

・ 子どもたちが，すまいに関する基礎的な知識・知恵や，京

都らしい暮らし方を学ぶ「住教育」と，すこやかに育つすま

い方を創造する「住育」の取組を推進する。 

・ 平成 29 年度は，住育を推進するため，「すまいスクール」

の講座として「「住」から考える子どもの健康～自然素材で作

るすまい～」（7 月）及び「親子で学ぶ！心も整うお坊さんの

掃除法」（12 月）を開催した。 

・ 住教育を推進するため，「すまいスクール」の講座として

「「夏休み自由研究」世界にひとつ☆自分だけのおしゃれな部

屋づくり」（8 月）及び「習う・作る・楽しむ和の文化～和室

の作法と床の間飾り～」（11 月）,また平成の京町家普及促進

事業として「小さな小屋の瓦屋根を葺いてみよう！」（10

月）等の親子向け体験講座を計 4回開催したほか，PTAフェス

ティバルへのブース出展や，学校教育の場で，住教育を推進

する住まいに関する授業を試行的に実施した。 

都 市 

計画局 

推進施策２ 住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

良好な景観

を創出し，

低炭素社会

を実現する

京都型環境

配 慮 住 宅

「平成の京

町家」の更

なる普及促

進 

12004 

・ 「平成の京町家」について，コンソーシアムを軸とした普

及促進の取組を進めるとともに，京都らしい住宅の啓発モデ

ルとして，普及を目指した取組を行う。 

・ 平成 29 年度は，新たに 3 件を平成の京町家として認定した

（累積認定数：75 件）。 

・ モデル住宅展示場を 10 月末まで運営し，普及啓発を行った

（年間来場者数：2,435 名）。 

・ 産官学で構成する平成の京町家コンソーシアムと連携し

て，体験講座等の普及啓発イベントを 9 回実施した（延べ参

加者数：624 名）。 

都 市 

計画局 

専門家派遣

や改修助成

など，分譲

マンション

を適切に維

持管理する

ための支援

の推進 

114012 

・ 分譲マンションの管理組合を対象に，共用部分のバリアフ

リー改修助成や建替え・大規模修繕に係るアドバイザー派遣

等の支援を行い，適切な維持管理の推進と安全で良質な住宅

ストックの形成を図る。 

・ 平成 29 年度は，共用部分バリアフリー改修助成（助成件

数：10 件），建替え・大規模修繕アドバイザー派遣（マン

ション数：10，派遣回数：35 回）を実施した。 

・ 分譲マンションの適切な維持管理を推進するため,11 月と 2

月に「京都市マンション管理セミナー」を開催した（参加者

数：156 名）。 

・ 管理組合の機能が適切に機能するよう，マンション管理の

専門家の派遣（マンション数：6，派遣回数：63 回）や，管

理組合への外部役員の派遣（マンション数：2，派遣回数：24

回）により支援を行った。 

都 市 

計画局 

 

  



－176－ 

 

推進施策３ 既存住宅の流通活性化のための条件整備＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

総合的な空

き家対策の

推進 

103001 

・ 「京都市空き家等対策計画」に基づき，「空き家の発生の予

防」「活用・流通の促進」「適正管理」等の総合的な空き家対

策を推進する。 

・ 地域の空き家相談員の登録を更新する（平成 29 年度末時点

登録者数：259 名）とともに，空き家所有者等に対して専門

家の派遣を実施した（派遣件数：61 件）。 

・ 地域連携型空き家対策促進事業に取り組む地域を拡大し

（新規取組：14 地域（累計：55 地域）），空き家活用・流通支

援等補助金による改修費用等の助成を実施（交付決定件数：

60 件）したほか，移住・住みかえ支援機構が実施する「マイ

ホーム借上げ制度」等と連携した空き家の活用を促進（活用

件数：1 件）した。 

・ 空き家活用を更に促進するため，北区役所と連携し，空き

家相談窓口を設置（12 月から毎月 1 回）した。 

・ 空き家の発生を予防するため，地域の集まりに司法書士等

の専門家と市職員を派遣し，相続等をテーマとした「おしか

け講座」（17 回開催）や，「空き家対策講座」及び「空き家所

有者向け相談会」（10～11月に 4回ずつ開催）を実施した。ま

た，空き家の活用に向けた機運の醸成を目指し，「空き家活用

×まちづくり」モデル・プロジェクトの取組報告会（10 月）

及び現地視察会（11 月）を実施した。 

都 市 

計画局 

既存住宅の

流 通 や リ

フォームの

促進 

114013 

・ 安心して既存住宅の取得やリフォームができるための維持

管理情報の整備・公表，検査・評価制度の普及等の市場環境

の整備を進め，住宅ストックの活用を促す。また，リフォー

ムについて，住まい情報の提供やアドバイスを行うととも

に，省エネリフォームに対する助成を行う。 

・ 平成 29 年度は，京安心すまいセンターにおいて，リフォー

ムに関する相談（135 件）に応じるとともに，住まい情報の

提供・アドバイスを実施したほか，既存住宅の取得やリ

フォームに関するガイドブックや各種制度の紹介パンフレッ

トを配架するなど，流通やリフォームの推進に関する様々な

情報を発信した。 

・ 既存住宅省エネリフォーム支援事業において，586 件の助

成を行った。 

都 市 

計画局 

推進施策４ 住宅・住環境の安全性の向上＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

「 ま ち の

匠」の知恵

を生かし，

地域と連携

しながら市

民，事業者

と共に取り

組む民間建

築物の耐震

化の推進 

115004 

・ 住宅の耐震化施策については，「まちの匠の知恵を活かした

京都型耐震リフォーム支援事業」を核として取組を進め，職

人の仕事起こしにもつなげるとともに，「まちの匠」と地域が

連携して住宅耐震化の啓発に取り組む学区を支援し，災害に

強い安心なまちをつくる。 

・ 平成 29 年度は，木造住宅等の耐震改修助成事業及びまちの

匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業により，

706 件の助成を行った。 

・ 「地震に強い！すまいづくりフェア」や耐震シンポジウ

ム，耐震改修オープンハウスなどのイベントのほか，「まちの

匠」と連携のうえ，地域に出向いた個別相談会やセミナーを

開催するなど，地域に密着した普及啓発を行った。 

都 市 

計画局 
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推進施策５ 重層的な住宅セーフティネット（安全網）の構築＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

高齢者に配

慮した住宅

の普及促進

や高齢者が

賃貸住宅へ

円滑に入居

するための

支援の充実 

112012 

・ 高齢者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の普及を促進する

とともに，高齢者向けの住宅情報の提供を行う。さらに，高

齢者住まい・生活支援モデル事業について，持続可能な事業

スキームを構築する。 

・ 平成 29 年度は，高齢者であることを理由に入居を拒まない

民間賃貸住宅「すこやか賃貸住宅」を新たに 244 戸，すこや

か賃貸住宅協力店を新たに 10 店舗登録するとともに，その情

報を発信した。 

・ サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に基づき，505 戸

の登録を行った。 

・ 高齢者向け住まいの相談会（相談組数：39 組）を開催し

た。 

・ 不動産事業者による「低廉な住まい」と社会福祉法人によ

る「見守り」等のサービスを一体的に提供する「高齢者住ま

い・生活支援事業」について，対象地域を拡大し，本格運用

を開始した。 

都 市 

計画局 

市営住宅ス

トック総合

活用計画の

推進による

住宅セーフ

ティネット

機能の更な

る充実 

116004 

・ 中長期的な視点による計画的な整備・再編を検討・推進す

ることにより，市営住宅ストックを長く有効に活用する。ま

た，整備と合わせて，子育て支援や賑わいなど地域のニーズ

に応じた機能の導入を図ることにより，活気と魅力ある団地

の再生を目指すとともに，地域の活性化を図る。 

・ 平成 29 年度は，醍醐南団地及び樫原団地の耐震改修・エレ

ベーター設置工事，楽只団地の耐震改修や新棟建設工事を

行った。 

・ 八条団地の団地再生事業では，PFI 手法による入札を実施

し，1 月に落札者を決定した。 

都 市 

計画局 

推進施策６ 中・大規模の市営住宅団地のマネジメント＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

市営住宅の

住戸等を活

用した地域

コ ミ ュ ニ

ティを活性

化するため

の場づくり 

103004 

・ 福祉施設等の併設・転用や住戸・店舗の転用による機能の

導入も視野に入れて，大学や地域等と連携し，更なる市営住

宅の機能の充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，楽只市営住宅において，賑わい創出の取組

として，空き店舗活用・学生シェアハウス事業を実施した。 

・ 醍醐中山市営住宅において，京都橘大学及び醍醐中山団地

町内会との連携事業として，京都橘大学の学生が，「高齢者お

助け隊」（6月,12月）や「みんないきいき幸齢教室」（6月,11

月），団地内住民を対象とした「たちばな健康相談」（7 月,1

月）等の事業を行った。 

都 市 

計画局 
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政策分野25 道と緑 
～風土や歴史と調和した道と緑を創造する～ 

 

基本方針 

 

市民の視点に立った道路，橋りょう，公園等の社会資本の整備及び市民や行政が一体

となった維持管理，補修を行うことにより，山紫水明の地の風土や千年の都としての歴

史と調和した道と緑を創造する。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 87.3％ 10/27 

＜今後の方向性＞ 

● 災害時における避難ルートや道路ネットワークの確保を図るとともに，平常時において

も安心・安全な市民生活を守るため，「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム（第２

期）」に基づき，橋りょうの計画的な耐震補強，老朽化修繕を実施していく。同時に，防

災カルテの見直し，道路における落石や斜面崩壊を未然に防止する災害防除対策に取り組

む。また，市民の安心・安全の確保や京都のまちの持続的成長のために必要となる道路整

備事業を実施するに当たり，平成29年度から平成32年度の4年間で事業を実施する路線や選

定に係る考え方等を定めた「今後の道路整備事業の進め方」に基づき，幹線道路ネット

ワークを充実させる。 

● 市街地において，緑の環境をどのように増やし美しく維持していくかを定めた「市街地

緑化の在り方」に基づき，「どこを見ても庭園のように設えられている」緑の文化首都・

京都を目指していく。 

● 社会資本を良好に維持するため，各年度の予算の平準化や長寿命化を目指した最適維持

管理手法（アセットマネジメント）の導入により，計画的かつ効率的に都市基盤施設を維

持補修・更新する。また，市民生活を守るため，関係機関と連携しながら，引き続き，生

活道路の安全対策等に取り組む。 

● 魅力ある都市空間の形成に向け，土地区画整理事業などの面的整備手法により，市街地

の公共施設と宅地を一体的，総合的に整備する。また，現在施行中の土地区画整理事業の

中で，完了まで相当量の事業が残る地区については，早期完了に向けた取組を推進する。 
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実施状況 

推進施策１ 幹線道路ネットワークの充実＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

市民のいの

ちとくらし

を守るため

の道路，橋

りょう，ト

ンネル等の

防災・老朽

化対策の推

進 

116001 

・ 緊急輸送道路等の都市防災上重要な道路，橋りょう等に対

し斜面崩落対策，耐震補強等を推進し，災害時でも通行機能

を確保するなど，市民の安心・安全の確保を図る。 

・ 平成 29 年度は，橋りょうの耐震補強 4 橋，老朽化修繕 8 橋

の対策を完了した。 

・ 10 箇所の道路防災対策工事を完了した。 

・ トンネル長寿命化修繕計画に基づく２箇所の修繕工事を完

了した。また，宝ヶ池トンネルのコンクリート片はく落事故

を受けて，トンネル長寿命化修繕計画の予定を 1 年前倒し

し，17 トンネルの定期点検を実施した。 

・ 道路付属施設長寿命化修繕計画に基づく横断歩道橋 4 橋の

修繕工事を完了するとともに，1 橋の修繕工事に着手した。 

建設局 

路面下空洞

調査及び空

洞箇所の対

策の実施に

よる安心・

安全な市民

生活の確保

と緊急時の

輸送ルート

の確保 

116002 

・ 四条通・烏丸通に加え，緊急輸送道路において路面下空洞

調査を実施するとともに，早期の補修により，安心・安全な

市民生活の確保と緊急時の輸送ルートの確保を図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，四条通・烏丸通及び緊急輸送道

路の路面下空洞に係る調査・補修を実施した。 

建設局 

鉄道事業者

と協働で進

める踏切道

の改良によ

る交通渋滞

や踏切事故

の解消及び

地域の活性

化 

116003 

・ 阪急京都線の洛西口駅付近連続立体交差化事業や踏切安全

対策を鉄道事業者と協働して推進する。 

・ 平成 29 年度は，阪急京都線洛西口駅付近の鉄道高架化に伴

い，旧仮線路敷を歩行空間として整備し，事業を完了した。 

・ 踏切安全対策として，京福電鉄嵐山本線四条大宮踏切にお

いて，歩車分離のため歩行者待機場所を確保し，歩行者空間

を整備した。 

建設局 

・ 北部山間地域の「北半環状ルート」における道路改良や待避所の設置（№110510） 

 建設局＜再掲：重点戦略 11-5(1)＞ 

・ 山科から洛西を結ぶ「南半環状ルート」の完成に向けた事業中区間の整備推進（№110520）

建設局＜再掲：重点戦略 11-5(2)＞ 

・ 市街地におけるミッシングリンク（未整備区間）の解消等による幹線道路網の充実 

 （№110530）建設局＜再掲：重点戦略 11-5(3)＞ 

・ 京都高速道路の抜本的な見直しと南北方向のボトルネック解消など交通課題への対応 

 （№110540）建設局＜再掲：重点戦略 11-5(4)＞ 
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推進施策２ 健やかな生活が実感できる緑化の推進＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

緑 視 環 境
（ひとの目
に 見 え る
緑）の充実
による緑の
満足度の向
上 

12006 

・ 「緑視率（人の目に見える緑の割合）」の向上につながる事
業を「緑視環境向上プロジェクト」として，道路の森づくり
や花の道づくりなどの事業を推進する。 

・ 平成 29 年度は，東高瀬川沿い，実相院参道など 22 路線に
おいて，桜の樹勢診断調査を実施したほか，28 年度の樹勢診
断調査結果に基づき，罧原堤，東堀川通など 5 路線で更新を
行った。 

・ 北山通，宝ケ池通，桂御陵坂本通など 21 路線において，樹
勢診断調査を実施し，新林本通など 4 路線で，ケヤキの更新
及び樹勢回復処置等を行った。 

・ 十条通，九条通の 2 路線において，スズカケノキを紅葉す
る街路樹へ樹種転換した。 

・ 福西本通など 3 路線において，中央分離帯等への高木植栽
を行った。 

・ 向島経 89 号線，境谷中通など 4 路線において，街路樹の植
樹及び樹種転換を行った。 

・ 堀川四条交差点において，市民協働による緑化を行った。
また，堀川北山交差点で植樹帯の整備を行った。 

建設局 

市民の記念
植樹奨励制
度による花
の名所づく
りの推進 

12007 

・ 慶事を迎えた市民・企業・団体が，費用の一部を負担して
花木を公園等に記念植樹する奨励事業により「花の名所」を
創出する。 

・ 平成 29 年度は，東山自然緑地にソメイヨシノ 10 本の植樹
を行った。 

建設局 

環境保全や
健康づくり
などを推進
する公園・
緑地の計画
的な整備 

12008 

・ 公園・緑地の計画的な整備により，安全な遊び場の確保
や，健康遊具の設置などによる公園利用者の健康志向の増
進，憩い，コミュニティ及びレクリエーションの場を提供す
るとともに，緑豊かな都市環境を保全する。 

・ 平成 29 年度は，西新屋敷公園（バリアフリー化），桃山舟
泊公園，有隣公園，岩倉長尾公園，午塚公園（バリアフリー
化）において工事を完了した。 

・ また，内野公園，北白川公園，八条公園，円町公園の測
量，設計を完了した。 

・ さらに，洛北第三 5 号公園（仮称）の工事，北町公園，南
部公園の測量及び設計に着手した。 

・ このほか，鹿ノ下公園，萩公園，東野公園，宮の森公園，
中ノ坂公園，西久世公園に健康遊具を設置した。 

建設局 

企業や大学
と協働した
魅力ある公
園利活用の
促進 

12009 

・ 宝が池公園などの一部について，企業や大学等に利用を許
可し，そのノウハウを活かした地域の交流拠点の創出や樹木
の維持・管理等を行うことにより，緑豊かな環境の保持及び
公園の利活用を促進する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，京都宝の森をつくる会，京都市
都市緑化協会等の団体と個人で組織する「宝が池の森  保
全・再生協議会」における情報共有，環境調査を実施した。 

・ 京都精華大学との連携により宝が池公園の距離表示板等の
リニューアル事業を実施した。 

・ 民間事業者の協力により，火打形公園に設置されているス
ケートボードパークを修繕した。 

建設局 

円山公園の
再整備（修
復）による
名勝地とし
ての魅力向
上 

31010 

・ 「名勝円山公園」の歴史的環境を保存し，更なる魅力の向
上を図るため，再整備（修復）を行う。 

・ 平成 29 年度は，名勝円山公園再整備検討会を 5 月～3 月に
かけて 6 回開催した。 

・ さらに，7 月～9 月に遺構調査を実施するとともに，その結
果を踏まえ，基本設計及び実施設計の作業を実施した。ま
た，流れの修復工事や樹木の剪定及び伐採工事に着手した。 

建設局 
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推進施策３ 都市活動を支える社会資本の維持管理＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

ICT 等を活

用した市民

との協働に

よる公共土

木施設の維

持管理 

114017 

・ ICT を活用し，道路等公共土木施設の異常を市民が通報で

きるアプリの運用をはじめ，市民と行政が協働で公共土木施

設を維持管理していくためのしくみをつくり，安心・安全な

まちづくりの取組を推進する。 

・ 平成 29年度は，引き続きアプリを運用した（29年度末時点

登録者数：2,819 人）。 

・ 28 年度に策定した「みんなで守る “みち・かわ・みど

り” 京のまち～公共土木施設の維持管理に係る市民協働推

進指針～」に基づく取組として，10 月に児童らが利用する道

路を市民と土木事務所職員が協働で道路整備を行った（柿ノ

本ほのぼの小路）。また，11 月には小学生を対象に道路補修

の優先順位を学べる「メンテナンスゲーム」や，実際の補修

工事の見学を実施した。 

建設局 

公共土木施

設のマネジ

メントの推

進による安

全かつ効率

的な維持管

理 

114018 

・ 公共土木施設について，施設の長寿命化によるライフサイ

クルコストの縮減や修繕等の優先順位を検討するなど，効率

的かつ効果的な維持管理を実施する。 

・ 平成 29 年度は，3 月に「舗装長寿命化修繕計画」及び「京

の公園魅力向上指針～公園施設の長寿命化の下に～」を策定

した。 

建設局 

推進施策４ まちのにぎわいと潤いを創出する市街地環境の整備＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

土地区画整

理事業によ

る魅力ある

都市空間の

形成 

－ 

・ 上鳥羽南部地区及び伏見西部第三～第五地区において，道

路や公園などの公共施設を整備する。 

・ 平成 29 年度は，区画整理測量（43.2ha）をはじめ，移転補

償（10 件）や道路整備（340ｍ）等，事業の完了に向けて取

組を進めた。 

建設局 
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政策分野26 消防・防災 
～災害に強く安心して住み続けられる「安心都市・京都」をめざす～ 

 

基本方針 

 

京都に息づいている「人間力」に支えられた「地域力」を結集し，行政と一体となっ

た防火・防災活動を推進する。また，あらゆる災害に迅速的確に対応する消防，防災，

救急体制を確保し，だれもが安心して住み続けられる「安心都市・京都」をめざす。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ｂ 政策の目的がかなり達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 95.3％ 1/27 

＜今後の方向性＞ 

● 火災による死者の大半が65歳以上の高齢者であることや，全建物火災の約60％が住宅火

災である状況を踏まえ，在宅避難困難者に対する防火安全指導を主軸とし，関係機関と連

携した住宅防火及び焼死者防止対策を講じる。 

住宅用火災警報器の設置率の更なる向上と，定期的な作動確認及び適切な本体交換を進

めるため，あらゆる手法を用いた啓発を行うとともに，地域ごとの共同購入を柱とする本

体交換に向けた指導を実施する。 

死者が発生した火災の原因として上位となるたばこや暖房器具の火災に加え，依然とし

て火災原因の上位であるこんろ火災等について，訪問防火指導や防火安全指導のほか，多

くの市民が集まるイベント等において，効果的な啓発を行う。 

市民が主体となり，地域や関係団体が一体となった放火防止対策の推進に取り組む。 

飲食店，工場等の事業所からの出火防止を図るため，効果的な査察及び広報の実施等に

取り組む。 

文化財を火災等の災害から守るため，様々な文化財の防火・防災対策を推進する。 

● 水槽車を活用した消防活動の更なる充実により火災の早期消火を推進する。 

現場指揮支援システム（指揮隊等に配備されるタブレット端末を活用）の更なる活用に

より現場指揮体制の強化を図る。 

住宅火災の焼損面積を縮小させるために，住宅用火災警報器の設置や維持管理の指導，

高齢者宅への緊急通報システム連動の住宅用火災警報器の設置推奨等，火災の早期発見，

早期通報に効果のある取組を継続して実施する。 

● 小学5,6年生に対して救命入門コース，中学生・高校生に対して普通救命講習の更なる受

講を促進するため，学校長会等を通じた受講勧奨を継続するとともに，幼稚園・保育園の

職員等に対して普通救命講習の更なる受講を促進するため，園長会等を通じた受講勧奨を

行う。 

応急手当実施者相談窓口を活用し，市民の応急手当に対する不安感を解消するととも

に，応急手当実施者へ「応急手当ありがとうカード」を手交し謝意を伝え，応急手当の実

施を促進する。 

● 平成29年度末までに全自主防災会において策定された防災行動マニュアルについて，防

災訓練等を通じて内容の検証を行い，より地域の実情に応じた実効性の高いマニュアルと

して運用されるよう，必要な支援を実施する。 
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水災害編の防災行動マニュアルについては，改訂された京都市水害ハザードマップの配

布に伴い，想定浸水深の変更や立退き避難を要する区域の有無の確認を行い，必要に応じ

て見直しを実施する。また，新たに策定対象となった地域においては，平成30年度末まで

にマニュアルの策定完了を目指す。 

「我が家の防災行動シール」を配布し，各家庭において地震・水災害・土砂災害時にど

のような防災行動を取るのかを考えてもらい防災に対する意識を高めてもらうとともに，

いざというときに自分の命を守る行動を取れるように指導し，地域防災力の向上を目指

す。 

「京都市備蓄計画」に基づき，今後も学校備蓄倉庫の拡充等を進める。また，学校のリ

ニューアルや改築の際に，備蓄倉庫を併設するよう教育関係機関と連携する。 

 

実施状況 

推進施策１ 火災を未然に防止して市民のいのちとくらしと財産を守る予防消防の推進 

     ＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

焼死者ゼロ

を目指した

取 組 と 市

民・地域が

主体となっ

た放火され

ないまちづ

くりの推進 

114016 

・ 関係機関との連携を強化し，ハード・ソフト両面からの多

様な焼死者防止対策を推進する。また，放火火災の防止に向

け，市民の主体的な取組を推進するとともに，過去の放火火

災の発生状況の分析結果に基づき，市民啓発等を実施すると

ともに，地域力を活かした放火防止対策の充実を図る。 

・ 平成 29 年度は，福祉関係団体と連携した高齢者等への防火

安全指導を 806 回，9,041 世帯において実施した。 

・ 病院の待合室やデイサービスなどの高齢者が集まる場所で

の防火指導を 530 回実施した。 

・ 高齢者等のための安心アドバイザー研修を実施し 6,827 人

の市民が受講した。 

・ 市民の主体的な放火防止対策を推進するため，放火対策エ

リアとして新たに市内 77 学区を選定し，28 年度の 36 学区と

併せて，計 113 学区で放火防止対策を実施した。 

・ 放火対策エリアを管轄する消防分団員等を対象とした，放

火対策コンサルタント養成研修を実施し，新たに 128 名を養

成（累計 196 名）した。 

・ 放火火災予防デー（11月 11日）に放火防止に係る市内一斉

行動を実施するとともに，市内の自主防災会長等による自主

防災会事例研究会を開催し，放火防止対策の取組等について

情報交換を行った。 

・ 消防隊員等による放火防止特別警戒を実施するとともに，

各区役所実施の「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 

市民ぐるみ推進運動」の推進組織に各消防署が参画し，放火

防止対策を推進した。 

消防局 

観光ボラン

ティアガイ

ド等との協

力による文

化財防災対

策の推進 

115008 

・ バスガイド，観光ボランティアガイド等に対し，初期消火

や応急手当などを円滑に実施できる「文化財防災マイス

ター」の養成研修を行う。また，研修後 3 年を経過した文化

財防災マイスターを対象としてフォローアップ研修を行う。 

・ 平成 29 年度は，「文化財防災マイスター養成研修」を 2 回

実施し，99 名のマイスターを養成した（累計 571 人）。 

・ 12 月及び 1 月に文化財防災マイスターフォローアップ研修

等を実施し，18 名が参加した。 

消防局 
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推進施策２ あらゆる災害による被害を最小限に抑える消防活動体制の充実強化 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

火災や自然

災害などか

ら市民を守

る消防署所

の整備 

116008 

・ 北消防署，室町消防出張所及び勧修寺消防出張所の整備を

行う。また，京北地域における大規模災害への対応力を強化

するため，京北合同庁舎内に災害対応拠点を整備する。 

・ 北消防署の整備について，基本設計を完了させ，実施設計

業務に着手した。 

・ 室町消防出張所の新築工事が完了し，10 月から新たに紫明

消防出張所として運用を開始した。 

・ 勧修寺消防出張所の建設工事に着手した。 

消防局 

推進施策３ 市民への応急手当の普及啓発と救急体制の充実による救命効果の向上 

     ＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

事故や急病

から大切な

人を救うた

めの救命講

習の実施 

114014 

・ 安心救急ネット京都及び応急救護分団と連携を図りなが

ら，事業所，自主防災組織，学校関係者等に対して救命講習

を実施する。 

・ 平成 29 年度は，38,989 人が救命講習を受講した。 

・ 「応急手当実施者相談窓口」を運用するとともに，実施者

に謝意を伝え，相談窓口を案内する「応急手当ありがとう

カード」を 123 件配布した。 

消防局 

緊急を要す

る人を 1 秒

でも早く助

ける救急体

制の強化 

114015 

・ 四条消防出張所を地方独立行政法人京都市立病院の敷地内

へ移転し，高度救急救護車を配備した，救急隊専用の消防出

張所に転換する。また，救急隊を増隊するとともに，救急車

の適正利用について市民啓発を行う。 

・ 平成 29 年度は，ポスター等の広報媒体や消防局ホームペー

ジを活用し，救急車の適正利用について市民啓発を実施し

た。 

・ 29 年の救急出動件数は，86,528 件（前年比 1,890 件増）と

過去最高を更新した。 

・ 救急隊の効率的な運用に努めた結果，現場到着時間は目標

時間（6 分 30 秒）を上回る 6 分 22 秒となった。 

消防局 

 

推進施策４ 地域の災害対応力の向上をはじめとする防災危機管理体制の充実 

     ＜総合評価結果 Ｃ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

危機管理セ
ンター（仮
称）開設を
見据えた新
たな災害対
策本部体制
の構築 

115001 

・ これまでの平常時の業務体制を基本とした各局別の災害対

策本部体制を見直し，縦割りを排した組織横断的な災害対策

本部体制を構築する。 

・ 平成 29 年度は，京都市地域防災計画の見直しや京都市災害

対策本部運用訓練を実施した。 

行財政局 
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事業名 № 実施状況 所管 

市民にも利

用しやすい

防災情報シ

ステム・防

災行政無線

の整備 

115002 

・ 危機管理センター（仮称）の新設にあわせ，避難所等にお

いて，災害対策本部からの情報を一斉に受信できる設備の配

備や民間サービスを積極的に活用し，防災情報システム・防

災行政無線を整備する。 

・ 平成 29 年度は，各区役所・支所と市役所本庁舎及び分庁舎

を結ぶ防災同報無線の光回線化や防災システムの整備に関す

る 実 施 設 計 を 進 め る と と も に ， 各 避 難 所 に 防 災 無 線

（280Mhz）を設置するにあたり，無線中継所での現地調査及

び無線機整備を実施した。 

行財政局 

高齢者や障

害のあるひ

となど避難

行動要支援

者への情報

伝達の充実 

115003 

・ 高齢者等の避難行動要支援者に対して，本市独自の避難情

報伝達システムを活用し，固定電話やファックスで,避難情報

等を緊急速報メールと同様にタイムリーに配信する。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，避難情報伝達システムを用い

た，固定電話やファックスへの避難勧告等の伝達サービスに

係る情報を京都市情報館で発信するとともに，新たに 61 学区

（約 15,000 人）を対象に登録勧奨を実施した。この結果，避

難情報伝達システムへの登録者が所在する全 227 自主防災会

に対して登録勧奨が完了し，登録希望者（219 学区 23,545

名）に対して情報配信を開始した。 

行財政局 

UPZ 内の防

護対策をは

じめとする

原子力防災

対策の推進 

115007 

・ UPZ 内地域において，原子力防災訓練の実施や避難マニュア

ルの見直し等を行うとともに，UPZ 内外の防護対策に必要な緊

急時モニタリング体制の整備等を推進する。併せて，舞鶴市

からの広域避難の受入れ体制の整備を進める。 

・ 平成 29年度は，「京都市原子力災害時の広域避難支援要領」

に基づき選定した初期対応要員 78 名や，緊急時モニタリング

等に従事する職員に対する研修のほか，UPZ 地域における原子

力防災訓練を 1 回実施するとともに，訓練等を踏まえた避難

マニュアルの見直しを実施した。 

行財政局 

学生自らの

防災力を高

める「京都

学生消防サ

ポーター」

制度の充実 

115009 

・ 市内の大学・短大生等を対象に防火・防災研修を行い，一

定の知識・技能を取得したと認めた者にライセンスを授与す

る制度を導入し，地域防災力の向上を図るとともに，学生の

消防団への加入促進を図る。 

・ 平成 29 年度は，普通救命講習と防火防災講習から成る「京

都学生消防サポーターライセンス研修」を実施し，99 名にラ

イセンスを授与した。 

消防局 

高い耐震性

能や災害対

策活動の中

枢機能等を

備えた災害

対策の拠点

となる市庁

舎整備の推

進 

116009 

・ 現市庁舎が抱える様々な課題を解消するため，耐震性能を

備えた「市民のための市役所」を目指し，市庁舎整備を推進

する。 

・ 平成 29 年度は，市庁舎前広場の埋蔵文化財調査を完了する

とともに，本庁舎・西庁舎・分庁舎の建設工事に着手した。 

行財政局 

・ 住民主体の避難所運営訓練の実施と公的備蓄物資の分散備蓄の推進（№110310）行財政局 

＜再掲：重点戦略 11-3(1)＞ 

・ 若者・女性が活躍し，地域から頼られる消防団活動の更なる充実（№110320）消防局 

＜再掲：重点戦略 11-3(2)＞ 

・ 防災行動マニュアルの策定・実践を通じた自主防災組織の更なる防災力向上（№110330） 

消防局＜再掲：重点戦略 11-3(3)＞ 
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・ 年代に応じた防災カリキュラムによる幼少年期からの防災教育の充実（№110340）消防局 

＜再掲：重点戦略 11-3(4)＞ 

・ 災害への我が事意識を高める防災体験の機会充実（№110350）消防局 

＜再掲：重点戦略 11-3(5)＞ 

・ 飼い主とペットが一緒に避難できる避難所の受入体制強化（№110370） 

 行財政局，保健福祉局＜再掲：重点戦略 11-3(7)＞ 

・ 防災マップ(水災害編)改訂版の全戸配布（№110440）行財政局 

 ＜再掲：重点戦略 11-4(4)＞ 

・ 水防体制の強化（№110450）建設局＜再掲：重点戦略 11-4(5)＞ 
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政策分野27 くらしの水 
～ひと まち くらしを支える京の水をあすへつなぐ～ 

 

基本方針 

 

市民のライフライン（生活線）として重要な水道・下水道は，河川とともに，都市の

基盤施設であると同時に琵琶湖・淀川水系における水循環の一翼を担い，流域全体の水

環境の保全に大きな役割を果たしている。安全・安心で良質な水道水を安定的に供給す

る水道，大雨による浸水被害からまちを守るとともに快適で衛生的な都市生活を支える

下水道，治水対策を推進し，あわせて都市に親水空間を生み出す河川について，“くら

しの水”に関する機能の充実・向上を図りながら，未来の京都に引き継いでいく。 

 

政策の評価結果 

＜総合評価結果＞              ＜市民実感＞この政策が重要との回答 

Ａ 政策の目的が十分に達成されている 
 重要と回答した割合 順位 

 93.7％ 2/27 

＜今後の方向性＞ 

● 京都市上下水道事業中期経営プラン（2018－2022）（以下プランという。）に基づき，

水質管理の徹底や最適な浄水処理を推進するとともに，水道・下水道管路及び施設の改築

更新・耐震化を計画的に実施する。また，事業・防災拠点の整備による危機管理体制の強

化や，「雨に強いまちづくり」の実現に向けた浸水対策等の推進を図る。 

● プランに基づき，高度処理や適切な水質管理により下水処理水質の維持・向上を図ると

ともに，貯留管等の整備による合流式下水道改善を推進する。また，太陽光発電等による

創エネルギー対策や高効率機器の導入などを実施し，温室効果ガス排出量の削減を図る。 

● プランに基づき，水道・下水道管路の適切な維持管理を実施するとともに，基幹施設で

ある浄水場，水環境保全センターの改築更新・耐震化を計画的に進める。 

● プランに基づき，引き続き現行の料金水準を維持するとともに，お客さまのニーズを把

握・分析し，それを反映した新たなサービスを展開する。 

● 次代を担う子ども達や子育て世代を対象とした広報活動を重点的に展開するなど，対象

や媒体（手段），内容を効果的に組み合わせた体系的な広報・広聴戦略を構築する。ま

た，利き水体験やお風呂の魅力や効能を啓発するワークショップ等の実施，ミスト事業の

更なる展開を通じ，事業のPRに努める。 

● プランに基づき，業務執行体制の効率化による職員定数の削減や，効率的な事業運営に

よる経費の削減を行うとともに，保有資産の有効活用等による新たな収入源の確保など，

経営基盤強化に向けた取組をより一層推進する。 

● 平成25年度に策定した，整備プログラムに基づき，引き続き河川改修等の浸水対策を実

施するとともに，市民に身近な水辺環境の創出をより一層推進していく。 

● 「京都市水共生プラン」及び「京都市河川整備方針」に基づき，高瀬川再生プロジェク

トをはじめとした河川改修や親水性のある水辺空間の整備，水共生学習会の実施，雨水浸

透施設及び貯留施設の設置など，市民の水に関する意識が高まるよう，取組を引き続き推

進する。 
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実施状況 

推進施策１ 安全・安心な水道・下水道の構築＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

地震等の災

害に強い水

道・下水道

施設の整備 

116006 

・ 浄水場や水環境保全センターの耐震補強や，浄水場への導

水施設を更新することにより，地震等の災害に対して，被害

を最小限にする。また，水道管路については，高機能ダクタ

イル鋳鉄管を使用することで耐震化を図り，下水道管路につ

いては，重要な管路の地震対策等を推進することにより，早

期に機能回復が図れる水道・下水道を構築し，安全・安心な

都市生活を支えていく。 

・ 平成 29 年度は，水道においては，引き続き，連絡幹線布設

工事を実施するとともに，配水管，補助配水管の耐震管路に

よる布設替え及び新設工事を実施した。 

・ また，松ケ崎浄水場高区 1・2 号配水池改良工事を実施する

とともに，蹴上浄水場第 1 高区配水池改良工事を完了した。 

・ 地震等の災害時においても，原水を安定的に取水するた

め，新山科浄水場導水トンネル築造工事に着手した。 

・ 下水道においては，引き続き，管路地震対策工事を実施し

た。 

上 下 

水道局 

・ 下水道における雨水幹線等の整備による浸水対策の推進（№110420）上下水道局 

＜再掲：重点戦略 11-4(2)＞ 

推進施策２ 環境負荷の少ない水道・下水道の構築＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

下水汚泥か

ら発生する

消化ガスな

ど下水道資

源の有効活

用の推進 

13003 

・ 消化ガス関連施設の再整備や汚泥燃料化施設の導入を推進

するとともに，発電などを含めた総合的な活用に関する中長

期計画を策定する。 

・ 平成 29 年度は，下水道資源の有効活用等を示した総合的な

中長期計画を策定した。 

・ また，鳥羽水環境保全センターにおいて，下水汚泥固形燃

料化施設の導入に向けた取組を実施するとともに，消化タン

ク等の再整備工事を継続実施した。 

上 下 

水道局 

推進施策３ 水道・下水道の機能維持・向上＜総合評価結果 Ａ＞ 
事業名 № 実施状況 所管 

老朽化した

水道・下水

道施設の計

画的な改築

更新 

116005 

・ 水道・下水道施設に関するマネジメント計画に基づき，浄

水場・水環境保全センターの改築更新を着実に実施するとと

もに，水道配水管・下水道管更新のスピードアップを図る。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，老朽化した配水管の更新を行う

とともに，新山科浄水場高区送水ポンプ設備更新工事を実施

した。 

・ 下水道においては，引き続き，布設後 50 年を経過した老朽

管路の改築更新を実施するとともに，鳥羽水環境保全セン

ター自家発電設備及び伏見水環境保全センター合流系最初ち

んでん池の改築更新を実施した。 

上 下 

水道局 
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推進施策４ 市民ニーズに対応した上下水道サービスの推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

多様なニー

ズに対応し

たお客さま

サービスの

充実 

－ 

・ 手話を必要とする人が安心して利用できる窓口づくりに向

けて，手話言語の理解を深める研修を実施した。 

・ 平日にご相談できない方や，休日に転入・転出等の手続を

行う方のために，区役所・支所の日曜臨時開所日に合わせ，

区役所・支所内に上下水道相談窓口を設置した。 

上 下 

水道局 

推進施策５ 上下水道事業の経営基盤の強化・安定＜総合評価結果 Ａ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

民間活力の

導入の推進 
－ 

・ 水環境保全センター運転管理業務の委託拡大（石田水環境

保全センター）を行うとともに，営業所検針業務，開閉栓業

務の包括委託化に向けた手続きに着手した。 

上 下 

水道局 

企業債残高

の削減 
－ 

・ 自己資金の活用を踏まえた起債計画書を作成し，これに基

づく借入れを実施した。 

・ 平成 29 年度末企業債残高 477,031 百万円 

  水道事業             169,337 百万円 

  公共下水道事業         307,694 百万円 

    （※山間地域の上下水道事業を含む） 

上 下 

水道局 

推進施策６ 水辺環境の整備＜総合評価結果 Ａ＞ 

・ 河川の整備及び効果的な維持管理による治水安全度の向上（№110410）建設局 

 ＜再掲：重点戦略 11-4(1)＞ 

・ 集中監視システムを活用した排水機場の適切な運転管理及び計画的な修繕（№110430） 

建設局＜再掲：重点戦略 11-4(3)＞ 

推進施策７ 水共生の取組の推進＜総合評価結果 Ｂ＞ 

事業名 № 実施状況 所管 

護岸改修に

よる高瀬川

周辺一帯の

魅力あふれ

る水辺環境

の創出 

42008 

・ 高瀬川について，サクラやヤナギ等に配慮しながら護岸の

補修工事を実施し，周辺一帯の魅力あふれる水辺環境を創出

する。 

・ 平成 29 年度は，備前島橋から綾小路橋間の護岸等工事を実

施・完了した。 

・ 四条通から五条通間の土地境界確定を実施した。 

建設局 
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５ 行政経営の大綱の実施状況 
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この章では，京プランに掲げた「行政経営の大綱」の 4 つの基本方針ごとに，以下のと

おり，実施計画改革編に掲げた主な取組の進捗等を記載しています。 

 
 

＜本章の見方＞ 

 

 

 

  

実施状況 

実施計画改革編に掲げた

主な取組の平成 29 年度の主

な動きを記載しています。 

 

大綱の基本方針 

京プランから転載して 

います。 
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基本方針１ 参加と協働による市政とまちづくりの推進 

 

１ 市民との未来像・課題の共有とあらゆる分野での多様な主体の協働の推進 

取組項目 実施状況 

“みんなごと”

のまちづくり推

進事業 

 「市政全般，まちづくり全般」の取組提案を募集し，「まちづく

りお宝バンク」に登録・公開するとともに，提案の実現や市政への

反映に向け，協働推進コーディネーターによる助言や他の取組提案

者とのマッチング，市民サポーター派遣や活動進化プログラムな

ど，多彩な市民力・地域力を活かした決め細やかなサポートを実施

した。（平成29年度末の提案件数：280件） 

【平成29年度末までの実現例】 

・「スタートアップ支援ファンド」による創業初期ベンチャー企業

の支援 

・「ユニバーサルデザイン京都フォーラム」を参加団体と共同開催 

・地域の新たな足「久多支え合いバス（やまびこ号）」の自主運行

開始 

 「まちづくり・お宝バンク」取組提案者が，他の取組提案者や，

地域のまちづくり活動の担い手等と広く交流する「“みんなごと”

のまちづくり推進事業交流会」を平成30年1月に開催した。 

市民への情報提

供，市民と市職

員との対話の機

会づくりの推進 

 平成28年12月に開設した，市政参加とまちづくりポータルサイト

「みんなでつくる京都」において，市民参加とまちづくりに役立つ

情報を一元的に発信するとともに，市民協働推進担当のフェイス

ブックページやツイッター等でも情報発信に取り組み，市民と京都

市との情報共有を更に進めた。（「みんなでつくる京都」の平成29年

度の合計ページビュー数：189,771件） 

【「みんなでつくる京都」で発信している主な情報】 

・パブリック・コメントや公募委員等の募集 

・まちづくり活動を支援する制度 

・まちづくり活動に利用できる施設 

・“みんなごと”のまちづくり推進事業 
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取組項目 実施状況 

「京都創生・お宝バン

ク」に登録された市民の

取組提案の実現を支援す

るため，活動の場を提供

する「まち・ひと・しご

と・こころ京都創生館

（仮称）」の開設や，人口

減少等の課題について市

民や関係団体が意見交換

する場の設置 

 市民，経済界，大学，地元金融機関，労働団体，メディア等と本

市が，人口減少の克服等の課題について意見交換し，課題，目標，

行動を共有する場として，「まち・ひと・しごと・こころ京都創生

協働ミーティング」を平成28年度から実施している。 

 平成29年度については，29年6月に「文化庁京都移転・私たちが

できること推進チーム」及び「文化庁地域文化創生本部」と，同年

8月に大学コンソーシアム京都の理事会等を構成する大学・短期大

学の学長等の皆様と，30年3月に京都府行政書士会との間で，協働

ミーティングを実施した。 

各局区・各職場

における市民参

加推進のマネジ

メント体制の強

化 

 各局区等の運営方針に，市民参加の観点を可能な限り記載するこ

ととした。また，研修を受講して，「市民協働ファシリテーター」

に任命された職員が，各所属のワークショップの支援等を行う「市

民協働ファシリテーター制度」（平成29年度の任命者数：32名）を

創設するなど，各局区等における市民参加推進のマネジメント体制

の強化に取り組んだ。 

 

 

２ 市民の市政への参加の推進 

取組項目 実施状況 

市政・まちづくり

を「自分ごと」，

「みんなごと」と

感じられる情報提

供の工夫 

 「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念が市民生活に根付く

よう，市民しんぶんや，「京都はぐくみ通信/GOGO土曜塾」等の本

市が発行している広報物や，テレビCM，ホームページ，SNS等によ

る情報発信を行ったほか，本市主催の各種イベント等における

ブース出展の実施やリーフレット配布，本庁舎及び区役所・支所

におけるパネル掲示，ポスター，幟旗等の啓発グッズを活用する

等，市政・まちづくりが市民にとって身近なものと感じられるよ

うに，効果的な情報発信に取り組んだ。 

 駐輪場検索，ルール・マナー，自転車保険，レンタサイクル，

走行環境整備など，自転車に関する総合的な情報を掲載した「京

都市サイクルサイト」を開設した。（平成29年度合計ページビュー

数：523,467件） 

 また，山科区公式アプリ「やましなプラス＋」において，山科区

のまちづくりや安心・安全，子育て等の情報発信に取り組んだ。

（平成29年度末ダウンロード数 8,039件） 
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取組項目 実施状況 

市政参加の仕組み

のユニバーサルデ

ザイン化の推進 

 「市民参加推進フォーラム」などの附属機関等の会議におい

て，傍聴者のための要約筆記，手話通訳，託児を用意した。 

 また，「“みんなごと”のまちづくり推進事業交流会」，「ユニ

バーサルデザイン京都フォーラム」，「みんなでつくる左京朝カ

フェ」，「やましなGOGOカフェ」「伏見連続講座」「ふしみ人権の集

い学習会」などの様々な事業において，必要に応じて，託児，手

話通訳，要約筆記，ヒアリングループ等を用意するなど，誰もが

参加しやすい環境の整備に取り組んだ。  

 山科区公式アプリ「やましなプラス＋」において，視覚に障害の

ある方をはじめ，だれにでも分かりやすいようにサイトの色彩や

文字組み等を工夫したほか，記事の音声読上げに対応させ，市政

への市民参加の推進に取り組んだ。 

子ども，大学生な

ど若い世代の市政

への参加の推進 

 

 「京都市空き家等対策協議会」，「京都市「東山の未来」区民会

議」，「山科区民まちづくり会議」，「下京区区民が主役のまちづく

りサポート事業審査会」に学生枠を設けるなど，附属機関等への

若い世代の登用促進に取り組んだ。（青少年が参画している審議会

等の割合（平成 29 年度）21.1％）  

 小・中学校，高等学校，大学において，選挙制度についての分

かりやすい解説や模擬投票を実施した。また，高校生（22 校 139

人）に実際の選挙事務に従事していただくなど，選挙への関心を

高める取組を行った。 

 

３ まちづくり活動への支援，相互連携の仕組みづくり 

取組項目 実施状況 

市民のまちづくり

活動が多くの市民

にとって「自分ご

と」，「みんなご

と」となる情報発

信の支援 

 市政参加とまちづくりポータルサイト「みんなでつくる京都」

や上京区の魅力を発信する「上京ふれあいネット「カミング」」

（記事掲載27件），西京のまちづくり活動団体の情報を発信する

「にしきょう・ねっと」，「京都style「真のワーク・ライフ・バラ

ンス」応援WEB」などのホームページにおいて，「真のワーク・ラ

イフ・バランス」実践エピソード受賞作品を紹介する等，市民の

活動紹介を行った。 
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取組項目 実施状況 

市民が気軽に参加

できる「まちづく

り活動への入口」

となる機会づくり

の推進 

 市政参加とまちづくりポータルサイト「みんなでつくる京都」

や，市民活動総合センターの「市民活動情報共有ポータルサイ

ト」，メールマガジンなどを通じて，市民活動に役立つ情報を発信

した。 

 また，北区のまちづくりカフェ事業「北区つながるワーク

ショップ」において，北区で活動している様々な分野の団体をゲ

ストとしてお呼びし，活動紹介や参加者からの質問に応じていた

だく機会を作ったほか，左京区において，左京区社会福祉協議会

やNPO法人ユースビジョンと協働し，大学生に向けて，SNS，ホー

ムページ，パンフレットを活用し，ボランティア情報等を発信す

る「左京×学生 縁ねっと」に取り組むなど，市民が気軽にまち

づくりに参加できる機会づくりを行った。 

市民がまちづくり

活動に積極的に取

り組める企業啓発

や社会環境づくり

の推進 

 京都「おやじの会」連絡会が父親層の家庭教育への参加の促進

を図るため，父親が子育てに参加しやすい職場づくりを積極的に

進める市内の事務所を，O（おやじの）K（子育て参加に理解のあ

る）企業として登録・表彰する「OK企業」認定制度を実施し，OK

企業研修やOK企業通信の発行に取り組んだ。 

 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を通じて男女共同参

画社会の発展に特に貢献すると認められる実績があり，その活動

等が他の企業等の模範となり推奨できる企業に対する表彰を行っ 

た。（市長賞1社，特別賞3社） 

NPO法人等の市民

活動支援施策の推

進 

 寄附文化の普及啓発に取り組むNPO法人に対し，補助制度を運用

した。（補助金交付決定件数：7件） 

 また，認定NPO法人への移行に向けた講座及び個別相談会を実施

し，活動を支援した。（講座開催数：20回，受講者数：295人） 

 

４ 各区の個性を活かした市民主体のまちづくり支援と区役所の機能強化 

取組項目 実施状況 

京都ならではの地

域力を活かした協

働型まちづくり

「区民提案・共汗

型まちづくり支援

事業」の充実 

 左京区における「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・

からだの学校男子倶楽部～」や，西京区における「木のぬくもり

が育てる「洛西子どもはぐくみプロジェクト」」など，各区におい

て，「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」による区民主体

のまちづくりの支援に取り組んだ。平成29年度の区民提案型支援

事業の交付件数は329件，共汗型事業実施数は156件となってい

る。 
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取組項目 実施状況 

地域コミュニティ

活性化を推進する

ための新たな取組

の推進 

団体間の連携強化による地域課題への対応や，より多くの地域

住民の参画（自治会・加入率向上等）に向けた組織運営や活動

に，学区全体で取り組む「地域力アップ学区活動連携支援事業」

について，これまでの貞教学区，藤森学区に，新たに紫野学区，

横大路学区を加え，運営サポートや活動助成など，地域活動の支

援を行った。 

大学・学生と地域が一体となって取り組む事業を広く募集し，

助成金を交付する「学まちコラボ事業」を実施し，魅力ある地域

づくりや地域の課題解決に向けて取り組んだ。（31件の申請に対

し20件を認定した。） 

安心・安全なまち

づくりのための取

組の推進 

 市民，京都市，京都府警察等との連携により展開している「世

界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」

に，全区において取り組んだ。地域の特性やそれぞれが抱える課

題等に応じた行政区単位の犯罪防止等の取組を実施し，安心・安

全なまちづくりのための市民ぐるみの運動を推進した結果，平成

29年度の刑法犯認知件数が平成22年度と比べて半減した。（平成

22年度27,832件→平成29年度12,770件） 

【各区の取組事例】 

・平成29年10月に中京安全安心大会を実施（中京区役所，中京警

察署，中京消防署，区民等約200人が参加） 

・平成30年3月に「おもてなしのまち下京区 安心安全強化活動～

2018春の陣～」における特殊詐欺防止啓発イベントの実施（下京

区役所，下京警察署，下京消防署，区民等約200人が参加） 

地域課題の解決に

向けた区長権限の

拡充 

 各区の特性に応じた区政を展開していくため，北区役所及び伏

見区役所の地域力推進室に「企画課長」を，西京区役所洛西支所

及び伏見区役所醍醐支所の地域力推進室に「企画係長」を設置

し，区民主体のまちづくりをより一層戦略的に推進していく体制

とした。 

 平成29年度予算編成から共汗型事業における政策枠要求を可能

とし，予算措置された3区（北，左京，右京）において，以下のま

ちづくり事業に取り組んだ。 

北区 ：「健康長寿のまち・北区」の推進 

左京区：セカンドライフをいきいきと生きる～左京・からだの学

校男子倶楽部～ 

右京区：気付き はじめる 健康づくり ～右京からだの学校～ 
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５ 地域主権の時代にふさわしい地方自治の確立  

取組項目 実施状況 

大都市に対する大

幅な事務・権限の

移譲とそれに見合

う税財政措置の提

言・要望 

 本市単独での要望はもとより，指定都市市長会など他の自治体

と連携し，その時々の社会情勢を踏まえつつ，真の分権型社会の

実現のための国・地方間の税源配分の是正など，将来を見据えた

決議・提言を取りまとめ，政府及び政党に要請を行った。 

 とりわけ，指定都市市長会・指定都市議長会の総意として連名

で実施している「国の施策及び予算に関する提案」や「大都市財

政の実態に即応する財源の拡充についての要望」において，真の

分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正等の項目

について，国の予算編成及び税制改正に合わせて要請活動を実施

してきた。 

 これらの要望の成果として，県費負担教職員の給与負担事務

が，道府県から指定都市に移譲されることに対する財政措置とし

て，平成29年度以降は道府県から指定都市に個人住民税所得割2％

分の税源移譲などが実施されている。 

府市協調による二

重行政の打破・成

長戦略の推進 

 市府の連携強化を図るため，平成29年4月から京都市消防学校に

おいて，市・府消防学校の共同教育を開始したほか，平成29年10

月から衛生環境研究所の共同整備を開始した。 

また，平成29年度の市長と知事との懇談会においては，文化庁

と市・府が連携し，文化庁の機能強化に向けた取組を推進するこ

と，明治150年関連事業の効果的な連携を行うこと，病児・病後児

保育の実施個所の拡充に向け，広域的な観点から京都府立医科大

学附属病院及び日本赤十字病院での実施に向けた検討を推進する

ことや，子ども医療費の負担軽減について，支援を更に前進させ

るため，より効果的，持続可能な制度のあり方についての協議を

推進していくことなどに合意し，府市協調を一層推進した。 
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取組項目 実施状況 

新たな大都市制度

「特別自治市」

創設に向けての研

究と提言 

 地域の実情に応じた施策の展開や行政課題への的確な対応など

を行うため，市域内における地方の事務を市に一元化する新たな

大都市制度である「特別自治市」の創設について，国の予算編成

時期に合わせて要望を行った。  

関西広域連合とし

ての取組や近隣自

治体との水平連

携，国内都市間交

流による広域連

携・交流の推進 

 関西広域連合の構成団体として，他の団体と共に，広域防災，

広域観光・文化・スポーツ振興など 7 分野の事務の推進や，地方

創生の観点から広域課題の解決に向けた取組を引き続き推進し

た。 

 また，京都都市圏自治体ネットワークにおいて，京都都市圏自

治体ネットワーク会議及び研究会を 7 月に同時開催し，平成 30 年

1 月にも同研究会を開催したほか，従前から実施しているホーム

ページによる情報発信やメールニュースの配信を継続的に行うな

ど，近隣自治体との水平連携や交流の取組を引き続き推進した。 
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基本方針２ 情報の公開・共有と行政評価の推進 

 

１ 情報の公開と提供 

取組項目 実施状況 

オープンデータ

を提供する環境

の整備 

 平成28年11月に開設したオープンデータポータルサイトにおい

て，本市が保有する行政データを市民，大学，市内中小企業等に広

く利用していただけるよう，引き続き提供するデータセットの拡大

を行った。（平成30年3月末時点において，263件のデータセットを

公開。前年同月比35件の増） 

 また，データ利用の促進，市民の利用ニーズの把握のため，意見

交換会（大学の講義を活用するなど，平成29年度4回）や，職員研

修としてのオープンデータ利活用セミナーを平成30年1月に開催し

た。 

わかりやすくき

め細やかな財政

情報の公開 

 予算編成過程を積極的に公開し，市民の皆様との情報共有を図る

観点から，引き続き，政策的新規・充実事業の要求内容及び査定結

果を公開した。 

 また，市民しんぶんに，本市の財政状況についてわかりやすく解

説した記事（平成29年4月号：「平成29年度予算」，平成29年9月号：

「平成28年度決算概況」）を掲載，本市ＨＰにおいても，市債残高

など将来負担を含む財政状況の公開や，他都市比較による歳入及び

歳出構成の特徴を分析し，公表するなど，きめ細やかな情報公開に

努めた。  
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２ 戦略的な市政の推進に資する情報の発信・活用 

取組項目 実施状況 

戦略的な情報発

信の強化 

 京都・パリ友情盟約60周年を迎えるに当たり，京都の魅力をフラ

ンスへ発信するため，テレビの人気番組とタイアップするととも

に，京都市とパリ市の親和性を理解してもらうため，パリ市内の

ターミナル駅に両市の代表的な景観等のビジュアルデザインを掲出

した。さらに，国内のテレビ局及び大手雑誌において，市政情報等

の多くの露出を獲得（テレビ13件，ラジオ21件，プリント190件，

WEB 1,274件）するなど，戦略的な情報発信の強化を図り，“ブラン

ドとしての京都の魅力”を広く国内外へ発信する広報戦略を進め

た。 

 京都市公式アプリ“Hello KYOTO”の操作性を向上させたほか，

アプリコンテンツを充実させるとともに，庁内外のイベントと連携

したスタンプラリーなどを実施した。（「京まふ」（総参加者 1,007

名），「名探偵コナン」（総参加者：2,764 名）など） 

 

 

３ ICTの活用 

取組項目 実施状況 

基 幹 情 報 （ 住

基 ， 税 ， 福 祉

等）の処理に長

年運用してきた

大 型 汎 用 コ ン

ピュータを最新

技術のオープン

システムに刷新 

 オープン化事業の一部であり，遅延が生じていた一括処理システ

ムの開発について，「京都市大型汎用コンピュータオープン化事業

検討委員会」から提出された調査報告書の内容も踏まえ，受託事業

者と協議の後，契約を解除した。これに伴い，オープン化事業の再

構築を行い，福祉系システムは平成32年1月，住基・税系システムは

平成33年1月の稼動を目指すこととし，平成30年3月に一括処理シス

テム開発の新たな事業者を決定した。 

「京都どこでも

イ ン タ ー ネ ッ

ト」KYOTO Wi-Fi

の整備促進 

「京都どこでもインターネット」KYOTO Wi-Fiについて，平成29年

度は商業施設等への設置を引き続き実施し，設置箇所を拡大した。 

（平成29年度のKYOTO Wi-Fi利用可能箇所は，平成28年度から約200

箇所増加し，約2,200箇所となった。） 

北部山間地域に

おける光ファイ

バを利用したイ

ンターネット環

境の整備促進 

 移住・定住の促進や，産業振興，安心・安全の向上などを，地域

活性化の契機とするため，平成29年2月からサービスを開始したエリ

ア（左京区花脊・久多・広河原地域，右京区宕陰地域，京北地域の

黒田・山国・弓削）以外の山間地域における未整備地域について，

サービスエリアの拡大を通信事業者に対して要望した。 
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取組項目 実施状況 

ICT等を活用した

市民との協働に

よる公共土木施

設の維持管理 

 平成 28 年 5 月から全市で本格運用を開始した本市が管理する公共

土木施設の損傷箇所を投稿できるスマートフォン用のアプリケー

ション「みっけ隊アプリ」を活用し，市民協働による公共土木施設

の維持管理を推進した。（平成 29 年度末利用者数：2,819 人） 

【取組事例】 

・草刈りやゴミ拾い等の自主的な活動の投稿機能により，七条大橋

や公園の清掃活動が写真付きで報告された。 

・「点灯していないLED灯」の調査や「歩道の木にもお水を」（夏の異

常高温時の街路樹への水やり依頼）など，ミッション機能により市

民の皆様にミッションを配信・依頼した。 

標的型攻撃をは

じめとした脅威

に対する万全な

情 報 セ キ ュ リ

ティ対策の実施 

 平成29年度は，技術的な対策として，ウイルス対策ソフトや外部

への不正な通信を監視・遮断するシステムの導入といった本市独自

の取組を継続するとともに，新たにメールアドレスの漏えい防止対

策を講じたほか，京都府及び府内市町村と共同で運用する「京都自

治体情報セキュリティクラウド」のサービスを活用し，外部からの

機能停止を狙うDDoS攻撃の緩和等を開始した。また，人的対策とし

て，チェックシートを用いた自主点検や標的型メール攻撃への対処

訓練，職階に応じた研修などを継続して実施した。 

データセンター

の活用による情

報システムの安

定性の向上 

 新たな情報システムを構築する場合は，データセンター活用を原

則とする取組を継続し，重要な情報システムを京都市データセン

ターへ集約することで，高度なセキュリティを確保し，情報システ

ムの安定稼働を実現するとともに，情報システムの運用・管理の人

的負担低減に努めた。（平成29年度末のデータセンターにおけるシ

ステム設置数は，平成28年度から10システム増加し，68システムと

なった）。 
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４ 行政評価の実施による効果的・効率的な市政の推進  

取組項目 実施状況 

政策評価制度に

おける継続的な

点検・見直しの

推進 

 政策評価制度については，適切な評価を行うために，客観指標の

点検・見直しを行っており，平成29年度は，中長期目標を達成した

場合，社会状況の変化に伴い政策の目的が変化している場合，実施

計画第2ステージ策定や分野別計画の改定等により新たな目標が設定

された場合等，適切な客観指標や目標値への見直しを行った。 

・政策評価結果を公表（平成29年9月） 

・京都市政策評価委員会を開催（平成30年1月） 

・平成29年度京都市政策評価委員会からの意見の提出（平成30年3

月） 

事務事業評価制

度における継続

的な点検・見直

しの推進 

 事務事業評価制度について，評価指標や目標値の適正化に取り組

むとともに，補助金や負担金等の支出状況についての透明化を図る

など，点検・見直しを実施し，評価結果の公表により説明責任を果

たすことで，市民とのコミュニケーションツールとして活用したほ

か，事業見直しのツールとして活用した。 

・事務事業評価結果を公表（平成 29 年 9 月） 

・第三者評価として事務事業評価委員会を開催（平成 29 年 11 月， 

 12 月） 

・事務事業評価結果の翌年度予算編成への活用状況を公表（平成 30 

 年 2 月） 
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基本方針３ 持続可能な行財政の確立 

 

１ 都市の成長戦略と財政構造改革の一体的な推進 

取組項目 実施状況 

中 小 企 業 と 若

者 ・ 学 生 と の

マッチングなど

中小企業の働き

手・担い手確保

支援の推進 

 京都市わかもの就職支援センターを拠点に，若者と企業との交流

を促進したほか，大学への出張セミナーやカウンセリングにより職

業観を醸成し，多様な選択肢を描ける担い手の育成を推進した。 

 平成29年度は，約3,900社の京都企業の魅力を紹介するwebサイト

「京のまち企業訪問」の運営など，求職者等の中小企業に対する理

解の促進を図った。 

京都の新たな活

力を担う「らく

なん進都」をは

じめとする市南

部地域を中心と

した企業誘致の

推進 

 企業立地促進制度や，都市計画手法等の活用による事業環境の整

備により，企業の市外流出防止，設備投資の促進，企業誘致を推進

している。 

 平成29年度は，企業立地促進制度の活用に向けた企業訪問等を123

件実施するとともに，補助対象事業を19件指定した。 

「子育て・教育

環境日本一」を

実現するための

子ども・子育て

支援 

 平成29年度は，市営住宅の子育て世帯向けリノベーションを行

い，67戸の子育て世帯向け住戸を供給するとともに，民間賃貸住宅

におけるリノベーション補助事業の募集を行い，5住戸に助成した。

また，平成28年度に開設した「京都市学区（元学区）別すまいの子

育て環境検索サイト」を通じて，子育て世帯向けの住情報を発信し

た。 

 国基準を下回る利用者負担額（保育料）の設定や，多子世帯に対

する負担軽減など，子育て世帯の経済的負担の軽減を図り，保護者

負担の軽減策に加え，市民税非課税世帯の第2子及びひとり親世帯等

に対する保育料の負担軽減の拡充を引き続き実施した。 

東京2020オリン

ピック・パラリ

ンピックやワー

ルドマスターズ

ゲームズ2021関

西等を見据えた

更なる観光客の

受入環境整備の

推進 

 受入環境整備を一層推進するため，新たに車いすレンタル拠点を1

箇所増設した（累計6箇所）ほか，貸切観光バス等の路上駐車による

道路混雑の課題解消に向け，平成29年6月～平成30年3月にかけて，

京都府バス協会や国土交通省近畿運輸局等の関係機関で連携した

「観光バス路上混雑対策ネットワーク会議」を6回開催し，啓発活動

を実施した。また。外国人観光客の受入環境（Wi-Fi環境（利用可能

箇所：約2,200箇所），アップグレード案内標識（累計637基），多言

語コールセンター，免税店の拡大（累計1,363店））の充実を図っ

た。 
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２ 歳入分野における取組 ＜歳入＞  

取組項目 実施状況 

文化教育施設の

利用者増加につ

なげる取組 

青少年科学センターにおいて，「実物元素周期表」や「いきもの

研究室」などの展示品の整備やリニューアルに取り組んだほか，花

背山の家においては，自然大好きフェスティバルの開催（平成29年

10月28日開催：参加者数 511人）やPTAフェスティバル（平成29年12

月16日開催）におけるチラシ配布，SNSを活用した情報発信など，利

用者増加につなげる取組を実施した。 

また，学校歴史博物館においては，明治150年・開館20周年（平成

30年），番組小学校創設150周年（平成31年）に向けたプレイベント

「京都番組小学校史入門－創設150周年へカウントダウン－」を実施

するとともに，入館者数増加や歳入増加に向けた取組として，学び

やタイムスリップの刊行（京都新聞連載記事の書籍化），番組小学

校区画図の略図プリントのエコバッグ，懐かしの給食アルマイト食

器リユース（巾着袋入り）等の販売などを実施した。 

寄附金の増加に

つなげる取組及

び積み立てた基

金の有効活用 

 寄附金の増加につなげる取組及び積み立てた基金を有効活用した

取組として，平成29年度に実施した事例は以下のとおりである。  

・動物園基金への寄附金収入増に向け，京都市Zoo～っとサポーター

制度の紹介チラシを作成し，動物園内で配架した。 

 また，基金を有効活用した事例として，園内に大径木を設置し，

大型動物が涼める環境づくりを行った。 

・産業振興基金への寄附金収入増に向け，関係団体や企業に対し，

個別にPRを実施した。 

＜平成29年度の寄附金額＞ 

 コカ・コーラ社：178万円  

・平成29年度から，寄附金を青少年科学センターで飼育している

チョウ及びカブトムシのエサ代等の購入費用にあて，寄附いただい

た方を『「チョウの家」・「カブトムシの家」サポーター』として

認定する制度を実施した。 

＜平成29年度の寄附金額＞ 

 個人サポーター 31人，法人サポーター 3社 

 寄付金合計   1万8,500円 

・関係団体と調整のうえ，琵琶湖疏水における通船事業の本格的な 

実施のための寄附金を受納し，新たな観光船の建造などを実施し

た。 

＜平成29年度の寄附金額＞ 

 京都滋賀県人会：500万円               など  
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取組項目 実施状況 

ふるさと納税制

度による寄附金

収入の増加に向

けた取組 

 本市の平成29年度のふるさと納税の収支については，寄附受入額

1.3億円に対し，個人市民税に係る寄附金控除額が16.5億円だったた

め，差し引き15.2億円のマイナスとなった。平成29年度において

は，寄附金の使途の一層の明確化を図り，全国の京都ファンの皆様

の思いを形ある施策として実現するため，応援メニューとして「三

条大橋の補修・修景」や「京町家の保全及び継承」など，京都らし

さをアピールできる具体的な事業を選定し，寄附を求める仕組みを

構築した。（平成30年4月2日から寄附募集開始） 

  

市税等の徴収の

推進 

 

市税については，負担の公平性の確保と一層の収入確保のため，

京都市市税収入確保推進本部による取組を推進するとともに，滞納

整理強化期間を設定する等，計画的に徴収業務を進めた。平成32年

度決算目標値である98.5%を4年前倒して達成した市税徴収率は，平

成29年度決算において，98.8％と更に向上し，過去最高となった。 

国民健康保険料については，財産調査や速やかな滞納処分に向け

た対応を，介護保険料については，口座振替利用率の向上に向けた

取組を実施するなど，徴収率向上対策本部会議の下，積極的な滞納

対策の取組を積み重ねた結果，徴収率は，平成29年度決算におい

て，国民健康保険料は平成20年度の後期高齢者医療制度の創設以

降，過去最高となる94.11%，介護保険料も過去最高の98.72%となっ

た。 

市営住宅家賃については，債権管理対策本部の下，徴収率の向上

に向けて，初期滞納者への対応や，現年度分を中心とした納入指導

などに精力的に取り組んだ結果，徴収率は99.20％となり，過去最高

となった。 

 保育所保育料については，滞納整理嘱託員のきめ細やかな納付指

導や口座振替の積極的な勧奨を行った結果，平成2年度以降の最高値

となった前々年度及び前年度を0.02ポイント下回ったものの，

99.30％と高い徴収率を維持することができた。  

効果的かつ効率

的な債権回収の

推進 

平成29年3月に制定した「京都市債権管理条例」の適切な運用につ

いて周知に努めるとともに，債権の管理及び回収に携わる人材の育

成を目的とした研修の実施（受講者数：延べ555人）や，市税，国民

健康保険料及び介護保険料以外の全ての債権を対象とした京都市債

権管理対策本部会議の開催など，全庁一体的に計画的かつ組織的な

債権管理に取り組んだ。 
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取組項目 実施状況 

 

課税自主権の 

活用 

自主財源の拡充強化により，財政の自主性，安定性を高めていく

ため，「入洛客への新たな負担のあり方や超過課税等の課税自主権の

活用」について検討していくこととし，「京都市住みたい・訪れたい

まちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」において審議

を行い，宿泊税の創設を提案する答申が取りまとめられた。平成29

年9月市会において，京都市宿泊税条例案を提案し，審議の結果，同

年11月2日に議決され，平成30年10月1日から宿泊税を導入すること

とした。 

保有資産の更な

る有効活用の推

進 

全庁的に保有資産の有効活用を進めた結果，旧右京図書館や南警

察署跡地を一般競争入札で売却するなど，不動産売却収入として約

15億円の財源を確保した。 

学校跡地の有効活用及び土地の貸付による歳入の増加については

次のような取組を推進した。また事業者の公募にあたっては，雇用

創出効果や地域経済への貢献を選定基準に組み入れて評価を実施し

た。 

 

 元清水小学校

跡地 

平成29年7月に，本市・事業者・清水自治

会連合会の三者で活用計画の合意に関する覚

書を締結し，その覚書に基づき，12月に事業

者と貸付契約を締結した。 

 

元立誠小学校

跡地 

平成29年11月に，本市・事業者・立誠自治

連合会の三者で活用計画の合意に関する覚書

を締結した。平成30年4月の貸付契約の締結

に向け，取組を進めた。 

元白川小学校

(元粟田小学校) 

跡地 

平成30年1月に契約候補事業者を選定し，

同年3月には本市及び事業者との間で基本協

定を締結した。 

 元教業小学校

跡地 

平成30年3月に契約候補事業者選定のため

の募集要項を発表した。 
 

 

元植柳小学校

跡地 

植柳自治連合会から提出された要望書を踏

まえ，「国内外の文化交流とまちの賑わいが

生まれる施設」としての活用を進めるため，

活用事業者を選定するプロポーザル実施に向

けた募集要項（案）の作成に着手した。 
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取組項目 実施状況 

中央市場におけ

る土地の有効活

用 

市場整備に伴い生み出される「賑わいゾーン」を民間活力により

活用し，京都駅西部エリアに新たな賑わいを創出するため，京都市

中央市場「賑わいゾーン」の活用に係る公募を実施し，選定委員会

を経て，平成29年8月，京都の「食」と「職」をテーマにした商業施

設とホテルの複合施設を提案内容として挙げた事業者を契約事業者

として選定し，同年10月に基本協定書を締結した。 

貸付料の算定基

準の適正化・減

免基準の明確化 

民間賃貸事例や他都市の状況等を踏まえ，普通財産及び行政財産

の貸付料の算定率を3.5%から4.0％に改定するなど，貸付料等の算定

基準を適正化し，平成29年度からの貸付に適用した。 

平成29年度に貸付期限が到来する障害者施設用地において，減免

見直しを実施した。（年間約900万円の財政効果） 

平成28年度末に賃貸借契約が満了する保育園（1箇所）及び初回使

用許可から30年以上経過している保育園（1箇所）について，平成29

年度から土地の貸付料等を有償化（年間91万6,000円の財政効果）し

たほか，保育所用地に係る貸付料等について，施設の定員規模に応

じた負担となるよう算定基準を統一し，平成30年度以降の貸付契約

等から当該基準を適用することとした。 

ネーミングライ

ツの導入の推進 

京都市宝が池公園運動施設フットサルコートについて京都市ネー

ミングライツ市民等提案制度に係る提案を受け，同施設のネーミン

グライツ導入に向けて，検討を行った。 

 

 

３ 人件費分野における取組 ＜給与費＞ 

取組項目 実施状況 

部門別定員管理

計画の推進によ

る職員数の更な

る適正化 

 「レジリエント・シティ」を構築し，持続可能な社会を目指すた

めの体制整備等の市民のいのちと暮らしを守り，質の高い行政サー

ビスを提供するための体制強化を図る一方で，南部クリーンセン

ター運転監視業務委託，公営保育所等の民間移管，技能労務職員の

退職不補充等により職員数の適正化を推進し，総人件費の削減に努

め，一般会計で職員を 205 人削減し，24 億円の財源を確保した。 
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４ 公共投資分野における取組 ＜投資的経費＞ 

取組項目 実施状況 

事業採択の一層

の重点化などに

より投資的経費

の規模を的確に

コントロール

し，一般会計の

実質市債残高を

縮減 

 予算編成において，全市的な観点から，本市にとって真に必要で

効果の高い事業を厳選し，重点的に予算配分することにより，投資

的経費を的確にコントロールし，国が返済に責任を持つ臨時財政対

策債を除く実質市債残高を，京プラン前の水準から増加させないよ

う縮減している。実質市債残高については，前年度に比べ，全会計

では 469億円減の 1兆 6,850 億円，一般会計では 223億円減の 8,635

億円へと縮減した。 

低コスト事業手

法を取り入れた

無電柱化事業の

推進 

 国土交通省が実施した「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」

による実証実験成果を活用し，無電柱化事業のコスト面・技術面で

の改善策の検討を行ってきた。その検討から，国で導入を進めてい

る浅層埋設や小型ボックスの活用などの手法を取り入れ，電線共同

溝のコンパクト化を図り，整備費を縮減した無電柱化事業を平成 30

年 3 月から推進することとした。また，国土交通省所管の制度を活

用した無電柱化の新たな低コスト手法である「直接埋設方式」の実

用化に向けた実証実験を行った。 

消防車両整備計

画の見直し 

 市内の高層建築物等の状況を踏まえ，平成 29 年 10 月に小型はし

ご車 1台を削減（財政効果額△7,500万円）するなど，効率的な車両

の配置を行うよう整備計画の見直しを行った。 

「庁舎施設マネ

ジメント計

画」の策定及

び推進 

 平成 29 年 3 月に策定した「京都市庁舎施設マネジメント計画」に

基づく施設の長寿命化の取組を推進するため，平成 29 年 8 月から 9

月にかけて構造躯体のサンプリング調査を実施した。  

「市営住宅ス

トック総合活用

計画」の推進 

 八条市営住宅団地再生事業の事業手法について，京都市八条市営

住宅団地再生事業検討委員会での審議を経て，PFI 手法の BOT 方式

で事業を進めていくことを決定した。平成 29 年 6 月に入札公告を

行い，平成 30 年 1 月に落札者を決定し，平成 30 年度からの事業着

手に向けて取組を進めた。 

「学校施設マネ

ジメント基本計

画」に基づく第

１期行動計画の

策定及び推進 

 学校施設の長寿命化をはじめ，中長期的計画に基づくメンテナン

スサイクルの導入・充実（点検・評価・保全の一体化）による効果

的・効率的な維持修繕等を実施することにより，ライフサイクルコ

ストの縮減及び予算の平準化を推進するため，「京都市学校施設マ

ネジメント行動計画」を平成 30 年 1 月に策定した。 
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取組項目 実施状況 

公設施設の民設

化 

 平成 26 年 10 月に策定した「市営保育所の今後のあり方に関する

基本方針（改定版）」に基づき，平成 29 年度は錦林保育所及び砂川

保育所の民間移管を実施した。 

市立工業高校の

再編・統合 

 伏見工業高校夜間定時制及び西京高校夜間定時制を再編・統合

し，伏見工業高校敷地の一部を活用して「新しい定時制単独高校」

を開校するため，平成 29 年 6 月に「新定時制単独高校の創設に係

るワーキンググループ」まとめを策定するとともに，具体化に向け

た検討を実施した。 

 また，校舎新築・呉竹館改修工事に伴う基本設計・実施設計を進

めた。 

役割を終えた横

断歩道橋の撤

去 

 本市が管理する横断歩道橋 40 箇所のうち 10 橋について平成 30 年

度までに順次，撤去していく予定としており，平成 29 年度は，平

安・陶化横断歩道橋の 2 橋の撤去工事及び十条烏丸・桃山南口・山

階横断歩道橋の 3 橋の撤去設計を実施した。 

 

 

５ その他の歳出分野における取組 ＜消費的経費＞ 

取組項目 実施状況 

イベント事業の

効果的・効率的

な実施 

「京都岡崎ハレ舞台」と「東アジア文化都市 2017京都」を連携して

開催するなど，効果的・効率的なイベントの実施に努めた。 

より有利な財源

確保に向けた事

業手法の見直し 

総合療育事業の法定事業化や京都市ヘルパー室における介護保険

サービスの提供について国費を確保するなど，国費の確保に向けた取

組の推進した。 

・介護保険サービスの提供による国費の確保 

 平成 29 年度財政効果額：約 193 万円 

・総合療育事業の法定事業化による国費の確保 

「おひさま教室」（平成 28 年度から実施） 

 平成 29 年度財政効果額： 約 946 万円 

「ののはな教室」（平成 29 年度から実施） 

 平成 29 年度財政効果額：約 1,580 万円 

民間等への積極

的な委託化の推

進 

 ごみ収集業務を平成 36 年度までに 70％委託化することを目標とし

ており，民間業者への積極的な委託化を推進し，平成 29 年度当初で

委託化率を 55％とした。 
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取組項目 実施状況 

指定管理者制度

の導入の更なる

推進及び導入施

設のサービス向

上に向けた取組

の検討 

新たに，京都市八条口タクシー待機場，京都駅八条口貸切バス乗降

場，京都駅八条口貸切バス臨時降車場において，指定管理者制度での

運営を開始した。 

指定管理者の募集，選定，管理運営状況を随時検証することで，民

間の能力を十分に活用し，サービスの向上につながるよう，的確な制

度の運用に努めた。 

府市協調による

効率的な施策の

推進 

平成 29年度から，市消防学校で消防職員初任教育及び専科教育の共

同化を本格的に実施（財政効果額△3,200 万円）した。そのほか，

「市域内の市営・府営住宅の申込窓口の一元化（本格実施）」に向

け，公開の場で議論する「府市行政協働パネル」を設置することを確

認するなど，府市協議による効率的な施策を推進した。 

施設の再編・統

合などによる運

営の効率化 

 平成 30年 3月に「京都市地域リハビリテーション推進センター，京

都市こころの健康増進センター，京都市児童福祉センター一体化整備

基本計画」を策定し，各施設の一層の機能充実，各施設の連携強化に

よる相乗効果や効率的な整備の実施などを目指すこととした。 

 

 

６ 連結会計の視点を踏まえた取組  

取組項目 実施状況 

交通局における

取組 

地下鉄事業において，安全対策，お客様サービスの向上に努めな

がら，更なる増収増客の取組など経営健全化を着実に推進してきた

ことにより，計画から 1 年前倒しで経営健全化団体から脱却するこ

とができた。 

また，市バス事業と一体となった増客目標「地下鉄・市バス 1 日

80 万人」を掲げるとともに，中長期的な視点に立った両事業の経営

計画である新たな「経営ビジョン」の策定に向けて「京都市交通局

市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会」を設置し，有識者や

御利用者の方々から御意見をいただいた。 

 平成 30 年度予算において，平成 28 年度決算で確定した市バス会

計の利益剰余金(26 億 8,700 万円)を，今後の車両や設備の更新に備

えるため建設改良積立金に積立(12 億 1,000 万円)を行うほか，地下

鉄会計の経営健全化を財政面から支援するための出資(13 億 4,300

万円)，これまでからの出資に対して一般会計へ配当(納付)(1 億

3,400 万円)することとした。 
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取組項目 実施状況 

上下水道局にお

ける取組 

上下水道事業中期経営プラン（2013-2017）の「効率化推進計

画」及び「財政基盤強化計画」に掲げる取組を推進し，経営健全

化・財政健全化に取り組んだ。その結果， 平成 29 年度末において

山間地域の上下水道事業分を除く企業債残高は 4,665 億円となり，

平成 29 年度末までに企業債残高を 4,700 億円に削減するというプ

ランに掲げた目標を達成した。 

また，水道事業・公共下水道事業が「目指す将来像」や，その実

現に向けた平成 30 年度以降の 10 年間の取組をまとめた「京都市上

下水道事業経営ビジョン（2018－2027）京（みやこ）の水ビジョン 

－あすをつくる－」及びその前期 5 箇年の実施計画である「京都市

上下水道事業中期経営プラン（2018－2022）」を平成 30 年 3 月に策

定・公表した。 

外郭団体の改革

の更なる推進 

 外郭団体について，「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」によ

り決定した「各団体の今後の方向性」に向けた取組を進めるととも

に，平成 30 年度から始まる新たな団体ごとの中期経営計画の策定

を進め，本市の財政的・人的関与の見直しや自主的な経営改善の取

組を進めた。 

・派遣職員の削減△4 人（平成 29 年度当初比） 
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基本方針４ 一層信頼される市役所づくりに向けた組織の改革と人材の育成 

 

１ 組織・仕事の進め方の改革  

取組項目 実施状況 

組織体制の整備 

平成 29 年 4 月 1 日付けで，以下の項目に重点を置いた組織改正

を実施した。 

１ 日本の“こころの創生”を牽引する「世界文化首都・京都」の 

実現  

・ 文化を基軸とした施策の融合及び文化政策の更なる推進（文化 

市民局） 

・ 文化庁移転を推進する体制の強化（総合企画局） 

・「東アジア文化都市 2017京都」に取り組む体制の強化（文化市民局）  

・ 京町家の保全・活用を推進する体制の強化（都市計画局） 

・ 西陣地域の活性化に向けた体制の強化（総合企画局） など  

２ 地域経済の活性化と安定した雇用創出 

・ 「働き方改革」の取組を推進するための体制の構築（文化市民

局及び産業観光局） 

・ 企業における「ひとを大切にする京都ならではの働き方改革」

の取組を推進する体制の整備（産業観光局） 

・ 戦略的企業誘致を推進する体制の強化（産業観光局） 

・ 中央卸売市場第一市場の再整備を着実に推進する体制の強化(産

業観光局）                     など 

３ 市民のいのちと暮らしを守り，子育て環境を充実 

・ 子どもや青少年等に関する施策の融合（子ども若者はぐくみ局の創設） 

・ 「健康長寿のまち・京都」の取組を一層推進する体制の構築（保健福祉局） 

・ 保健福祉センターの設置とより市民に分かりやすい窓口への再

編（区役所） 

・ 「レジリエント・シティ」を構築し，持続可能な社会を目指す

ための体制の整備（行財政局）            など 

４ 参加と協働による地域の個性と活力あふれるまちづくり 

・区の特性に応じたまちづくりをより一層推進する体制の強化（区役所）  

・ 北部山間振興・移住促進施策の更なる推進のための体制強化 

(文化市民局） 

・ 地球環境京都会議（KYOTO＋20）の開催を契機として，更なる地

球温暖化対策を推進するための体制の強化（環境政策局）など                       
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取組項目 実施状況 

「子育て・教育

環境日本一」を

実現する体制の

構築 

市民ぐるみ・地域ぐるみで子どもを育むまちづくりの推進や，子

どもや青少年の「生きる力」の育成など，本市ならではの子育てと

人づくりの伝統を礎に，子どもや若者に関わるあらゆる行政施策の

更なる融合，推進により，「子育て・教育環境日本一」を実現する

ため，「子ども若者はぐくみ局」を平成 29 年 4 月に創設した。ま

た，児童虐待や重複障害などの問題に，より迅速かつ適切に対応し

ていくため，福祉と保健の垣根を取り払った新たな組織として区役

所・支所に「保健福祉センター」を設置するとともに，同センター

に保健福祉局が主たる業務統括を行う「健康福祉部」及び子ども若

者はぐくみ局が主たる業務統括を行う「子どもはぐくみ室」を設置

した。創設後は，子ども・若者を，市民ぐるみ・地域ぐるみで育む

ことにより，地域全体が元気になっていくまちの実現に取り組ん

だ。 

「真のワーク・

ライフ・バラン

ス」の実現に向

け,本市職員が率

先して仕事と家

庭生活を調和さ

せ，地域で京都

のまちづくりな

どに取り組むこ

とができる職場

づくりの推進 

 庁内モデル職場（平成 29 年度：12 職場）へのコンサルティング

による働き方の見直しの実施や，時間外勤務縮減を達成した職場

や，消防団員や PTA 役員としての地域活動等をはじめとする「真の

ワーク・ライフ・バランス」に資する活動に対する表彰を継続実施

した。（平成 29 年 5 月 8 日実施） 

 「自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司」を目指すこと

を宣言する「イクボス宣言」を行うなど，限られた時間で成果を上

げる「生産性の高い働き方」への転換を図る取組を推進した。（イ

クボス宣言した管理職の職員数（平成 30 年 3 月末時点）：573 名） 

時間外勤務縮減

の取組の推進 

 例年 8 月に実施している「総勤務時間の縮減運動月間」を平成 29

年 7 月 21 日～8 月 31 日に拡大するとともに，新たな取組として，

希望する職員の勤務時間を 30 分又は 1 時間早めることで，日照時

間の長い夏の夕方の時間を有効に活用してもらう「朝型勤務」及び

午後 6 時までに全ての所属において，定時退庁を行う「一斉消灯

日」（平成 29 年 8 月 14 日）を実施するなど，時間外勤務の更なる

縮減をはじめとする働き方改革の取組を進めた。 
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２ 人材育成  

取組項目 実施状況 

職員の「伝える

力」，「聴く力」

の一層の向上 

 平成 29年度から「発信力・受信力向上」研修を新規に実施（28名

受講）したほか，新任課長級職員研修（159 名受講）及び新任係長

級職員研修（257 名受講）において，「伝える力」の科目の実施や，

スキルアップ研修において，「伝える力」（117 名受講）及び「市民

協働ファシリテーター養成研修」（32 名受講）の科目を実施するな

ど，職員の「発信力」，「伝える力」の向上に資する研修を実施し

た。 

特別な試験対策

を要しない，面

接中心による人

物重視の新たな

採用方式（京都

方式）の導入 

従来方式の採用試験に併せて，面接，基礎能力検査，グループディ

スカッション等により評価し，法律等の専門知識を問う試験を実施

しない「京都方式」による採用を引き続き実施し，人物重視による

多様な人材の確保に努めた。 

「女性の職業生

活における活躍

の推進に関する

法律」に基づく

特定事業主行動

計画の推進 

 夫婦で共に育児の役割やキャリア形成を考える，「仕事と子育て

パートナシップ研修」（年 4回）や，「仕事と子育て両立支援シート」

を活用した職員ヒアリング（年 2 回）のほか，「ランチミーティン

グ」（年 3 回）を実施するなど，「管理職員に占める女性職員の割合

20％（平成 30 年 4 月 1 日時点：18.4％）」「男性職員の育児休業取得

率 15％（平成 29 年度実績：7.6％）」の達成に向け，取組を進めた。 

 

「京都市職員

力・組織力向上

プラン」の新た

な実施計画（後

期）の策定及び

推進 

 

後期実施計画として策定した「京都市職員力・組織力向上プラン

2ndステージ」に基づき，『「伝える力」，「聴く力」，「受け止める力」

の向上』や『「働き方改革」による「真のワーク・ライフ・バラン

ス」の実践』を重点テーマとして念頭に置き，プランに掲げる取組

を推進した。（「発信力・受信力向上研修の実施」や「時間的制約の

ある職員も能力を十分に発揮できる柔軟な働き方の検討」等の具体

的な取組を実施した。） 

 


